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平成30年4月24日

平成30年度支部長研究会参加者各位

司法研修所第一部教官室

研究会の事前準備等について

事前に準備すべき事項等は，別紙のとおりです。

ついては，指示に従って事前の準備をし，話題事項を， 5月8日（火）までに，

|）’三_－で一一 まで、当研修所事務局企画第一課企画係高山雄太（

メールで送信する方法により提出してください。



（別紙）

事前に準備すべき事項等

第1 裁判所職員総合研修所との合同実施部分

講演と演習rマネジメントの基礎理論」 （5月22日（火) 9:50～1 1

:50)

参考図書として,講師’ ’
があります。■■■■■著

なお，講師の肩書が日程表（案） と異なります。

第2司法研修所単独実施部分

共同研究「平素の支部運営について」 （5月23日（水) 12: 30～16

:OO)

支部の状況把握，指導育成などをテーマに，次の1及び2の各項目を中心に

意見交換をするとともに， 3の項目についても触れる予定です。研究員は， 「’

支部の状況把握」及び「2指導育成」の各項目を参考にして，自らの支部に

おける課題や方策について検討した上で,共同研究に臨むようにしてください。

また， 「3 その他」の各項目も参考にして，他にも共同研究で取り上げて

ほしい事項があれば，別紙様式に従い提出してください（任意提出） 。

､1支部の状況把握

○基本情報の把握

・事件処理の状況

・庁舎管理に関する状況

・災害対応の方策

○（他の裁判官や）職員の状況

・支部内での情報収集

・本庁の幹部（局次長，首次席等） とのパイプ

○状況把握のための仕組み

・庶務課長等との連携

○規模別，常駐・非常駐別の課題

2指導育成

○（他の裁判官や）職員の世代。特徴に応じた指導育成



・職員の指導についての庶務課長との役割分担

・育成を意識した支部における配置と事務分担

○事務改善，過誤防止

・支部長のリーダーシップと庶務課長との連携

・平素の情報流通を確保するための工夫

○職種間連携（書記官事務の整理，家裁調査官の中核的な役割・機能）

･支部の特徴と日常的な議論の場の確保

○規模別，常駐・非常駐別の課題

3 その他

○本庁との連携の在り方

○併置簡裁の簡裁判事との関係

○調停委員との関係

○外部機関との関係

○緊急時の対応



（別紙様式）

（カリキュラムの名称）

「平素の支部運営について」

○○地方裁判所○○支部

○○○○

（話題事項）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○。

（提出理由）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○。

（作成上の留意点）

1 A4判用紙（縦）に横書きとし，文字の大きさを12ポイント，行数を26行，

1行当たりの文字数を37文字とする。

2話題事項ごとに用紙1枚（厳守）に簡潔にまとめて記載する。

また，話題事項ごとにファイルを分ける。

3 メールに添付する際には， ファイル名に①カリキュラムの略称（他と区別でき

ればよい） ，②所属及び③氏名を明記する。

【例】平素の支部運営について(○○地裁△△支部・氏名).docx
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平成30年5月2日

平成30年度支部長研究会参加者各位

司法研修所第一部教官室

研究会の事前準備等について（追加）

すでにお伝えした事前準備事項等に加え，別紙のとおり，事前準備事項を追加し
’

ます。
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（別紙）

事前に準備すべき事項

講演「人権擁護について」 （5月23日（水) 10: OO～1 1 : 30)

平成29年度支部長研究会における萩本修人権擁護局長（当時）の講演（以下「平

成29年度講演」という。 ）は，人権課題の全体像と同局の活動全般に触れられて

います。名執雅子人権擁護局長による今回の講演は，平成29年度講演の内容を踏

まえ，個別の人権課題のうちのいくつかを取り上げて， より深める機会となるよう

配盧していただく予定ですので，あらかじめ平成29年度講演の講演録を閲読し，

今回の講演に臨んでください｡平成29年度講演の講演録及び講演時の配布資料は，

司法研修所情報データベース （ケンサン）に掲載してありますので, J ･NET*

ータルにログインの上，下記のいずれかの方法によりアクセスし，閲読してくださ

い。

記

1 司法研修所情報データベース （ケンサン） トップページ→各種手続メニューの

「講演録・結果概要」→その他の「その他」→平成29年度の「支部長研究会」

を開く。

I を．リ2

ピーし，インターネットエクスプローラーのURL入力欄に貼り付ける。



平成30年度支部長研究会

日 程 表

実 施 内 容月｜日l職
17:0015:5013:50 14:00 16:0011?30 1223010:20 10:30

説明と意見交換
「支部の経理」

説明と意見交換
「支部の危機智理」

説明と意見交換
「組織課題と支部運営」

所
長
挨
拶

講演
「支部長の司法行政」

経理局総務課長
一場康宏

情報政策課情報セキュリ
ティ室長兼参事官
吉田智宏

総務局参事官
福家康史

総務局第一課長
平城文啓
人事局総務課長

和波宏典

最高裁事務総長
今崎幸彦

21 1月

｜ ’
裁判所職員総合研修所と合同実施

(司法研修所別館で実施）
17:3012:0011：50 12:30 13:309:50

共同研究
冒頭脱明

『裁判所の組織」

共同研究

「支部運営における本庁との連携について」
（班別討議→全体討誰）

識演と演習
「マネジメントの基礎理論」

※221火

| ’5

司研教官■
Ｉ
■

16:00 16?5010ら00 12:30 16:1．011230

研修のまとめ共同研究

「平素の支部運営について」

東京地裁部総括判事
守下 実
高松地裁丸亀支部長判事
三上乃理子
金沢地裁七尾支部判事補
熊谷浩明
司研教官（司会）
杜下弘記

識演
「人権擁護について」

司研教官

法務省人権擁護局長
名執雅子

231水

※合同懇鮫会を予定



平成30年度支部長研究会

日程表兼研究会場一覧

実 施 内 容月｜日｜雌
17:()015:50 16:0013:50 14:00llE30 12:．3010:20 10?30

説明と意見交換
「支部の経理」

説明と意見交換
「組織課題と支部運営」
(仮題）

説明と意見交換
「支部の危機管理」

所
長
挨
拶

講演

「支部長の司法行政」

経理局総務鰈長
一場康宏

情報政策課情報セキュリ
ティ室長兼参事官
吉田智宏
総務局参事官
福家康史

総務局第一課長
平城文啓
人事局総務課長
和波宏典

最高裁事務総長
今崎幸彦

■

211月

」し 3階第1研究室

’.T-

裁判所職員総合研修所と合同実施

(司法研修所別館で実施）
1783011:501 12:00 12;30 13:309:50

共同研究
冒頭説明

｢裁判所の組織」

共同研究

「支部運営における本庁との連携について」
（勤賜り討議→全体討鯛

〆－－－

1｢ZZ
ノ 13:30～16 15

1班4階第8演習室

I;"/
2班3階第1演習室

3班3階第2演習室
4班3階第3演習室

(趣‘陰篇4演蕾諺

16:35～17:30

3階大研究室

灘演と演習
「マネジメントの基礎理論」

※221火

L 己
5

司研教官

「 3階大研究室
一 二上

’
16:5016:00 16:1010800 11:30 12230

川 研修のまとめ共同研究

「平素の支部運営について」

東京地裁部総括判事
守下 実
商松地裁丸地支部長判事
三上乃理子
金沢地裁七尾支部判事袖
熊谷浩明
司研教官（司会）
杜下弘記

講演
「人権擁護について」

司研教官

法務省人権擁護局長
名執雅子

231水

■■（ 4階第10演習室4階第10演習室

※合同懇談会を予定

3階第2研究室



平成30年度支部長研究会 (班別名簿）平成30年度管理者研究会（組織運営）
講演と演習「マネジメントの基礎理輪」
共同研究冒頭説明「裁判所の組織」
共同研究「支部運営における本庁との連携について」
［5月22日 （火) . 9: 50～17:30] .

【2斑】第8演習室【1斑】第8演習室

（

【4斑】第8演習室【3垂】第8演習室

（

【6班】第1演習室【5斑】第1演習室

所属庁等 官 職 氏 名

新潟地家裁
佐 渡支
裁判官 安部利幸

神 戸 地裁
洲 本支

裁判 ．官 平工信鷹

長崎地裁
五 島 支
裁判官 賀嶋 敦

熊本地裁
天 草支
裁判宮 小林健留

東京家裁
少 年
次席書記官

高橋 潔

水 戸 地裁 事務局次長 内野 洋

和歌山家裁
次 席
家裁調査官
森田容子

名古屋地裁
民 事
次席書記官
竹内淳司

所属庁等 官 職 氏 名

名古屋地裁
豊橋 支
裁判官 池田信彦

福島地裁
会津若松支
裁判官 清野英之

釧路地裁
北 見 支
裁判官 安木 進

東京地裁
民 事
次席書記官

井手本 明

水 戸 家裁 次席書記官 小林圭一

富山家裁
次 席
家裁調査官

仲 稔治

広島家裁 事務局次長 冨永正雄

那覇地裁 事務局次長 石川和子

所属庁等 官 職 氏 名

京都地裁
舞 鶴支
裁判官 近江弘行

那覇地裁
名 護支
裁判官 塩田，良介

福島地裁
白 河支
裁判官 和田山弘剛

高知地裁
中 村支
裁判宮 田野倉真也

新潟地裁 事務局次長 鹿野直人

名古屋家裁
少 年
次席書記官

古田 学

山口家裁
次 席
家裁調査官
津山明博

高松地裁
刑 事
次席書記官

川村 哲

所属庁等 官 職 氏 名

長野地家裁
飯 田 支
裁判官 池田幸司

長崎地裁
厳原 支
裁判官 ･久田淳一

那覇地裁
平 良 支
裁判官 松原経正

福島地裁
相 馬 支
裁判官 千葉健一

さいたま地裁
刑 事
次席書記官
川瀬弘之

神 戸 家裁 事務局次長 三好敏夫

名古屋地裁 事務局次長 河合 進

札幌家裁
次 席
家裁調査官
織田三郎

所属庁等 官 職 氏 名

静岡地家裁
掛 川 支
裁判官 馬場 潤

京都地裁
園 部支
裁判宮 玉野勝則

山口地裁
萩 支
裁判官 藤永祐介

福岡地裁
行 橋支
裁判官 長尾洋子

東京家裁 事務局次長 岸 ‘ 英範

大阪家裁
次 ， 席
家裁鯛査官

五百木 寛

那覇地裁
刑 事
次席書記官
有馬一博

仙台地裁
民 事
次席書記官
岸浪宏治

所属庁等 官 職 氏 名

宇都宮地家裁
大田原支
裁判官 渡辺 力

静岡地家裁
富 士 支
裁判官 中尾隆宏

鹿児島地裁
●

鹿屋 支
裁判宮 堀 一策

千葉地裁
刑 事
次席書記官
栗原治郎

大阪地裁 事務局次長 藤原 治

岐阜家裁
次 席
家裁調査官
勝田和枝

福岡家裁
家 事
次席書記官
親川光紀

秋田地裁 事務局次長 大友 博



【7垂】第1演習室 【8鉦】第2演習室

＄

〆
〃
一
口
。
、
、
、

【10狂】第2演習室【9瑳】第2演習室

（

【11斑】第3演習室 【12班】第3演習室

所属庁等 官 職

●
甲

氏 名

新潟地家裁
三 条 ・支
裁判官 谷池政洋

福井地裁
武 生支
裁判官 ;古庄 順

松江地裁
浜 田 支
裁判官 浅川 啓

熊本地裁
玉 名 支
裁判官 柴田啓介

和歌山家裁 事務局次長 佐藤一徹

福岡地裁
民 事
次席書記官

森 久和

高松家裁
次 席
家裁調査官

淺原 健

高 知地裁
刑 事
次席書記官
水関正裕

所属庁等 官 職 氏 名

静岡地家裁
下 田 支
裁判官 舘野俊彦

大津地裁
長浜 支
裁判官 日浅さやか

松江地裁
出 雲 支
裁判官 阿保賢祐

熊本地裁
人 吉 ・支
裁判宮 玉田雅義

さいたま地裁 事務局次長 森本 益

宇都宮地裁
刑 事
次席書記官
東郷友整

名古屋家裁 事務局次長 角屋 晃

大分家裁
次 席
家裁調査官

‐高山 勉

所属庁等 官 職 氏 名

神戸．地裁
龍野 支
裁判官 和田 健

津地裁
松 阪 支
裁判官 宮本浩治

鹿児島地.裁
川 内 支
裁判官 高 見進太郎

新潟家裁
次 席
家裁調査官
佐藤利明

神 戸 地裁
民 事

次席書記官
田宮秀樹

広島地裁 事務局次長 野澤秀和

青森地．裁
刑 事
次席書記官
土橋正一

旭川家裁 事務局次長 河端英也

所属庁等 官 職 氏 名

宮崎地裁
日 南支
裁判官 佐久間 隆

盛岡地裁
遠 野支
裁判官 戸 取謙治

松山地裁
今 治 支
裁判官 三重野真人

甲府家裁
次 席
家裁調査官

佐々木昭広

大阪家裁
家 事
次席書記官
藤田可奈

福井地裁 事務局次長 野津 聡

広島地裁
刑 事
次席書記官
兒玉修之

所属庁等 官 職 氏 名

富山地家裁
魚津 支
裁判官 小林礼子

鳥取地家裁
倉 吉 支
裁判官 森 幸督

仙台地裁
登 米 支
裁判宮 竹中輝順

盛岡地裁
水 沢 支
裁判宮 松井俊洋

東京家裁
総括主任
家裁調査官
加藤重樹

大阪家裁
家 事
次席書記官
吉田義一

長崎地裁 事務局次長 田嶋直哉

旭川地裁
刑 事
次席書記官
桧森悠紀

所属庁等 官・ 職 氏 名

さいたま地家裁
秩 父 支裁判官 岡田龍太郎■ a

青森地裁
十和田支
裁判官 北川 瞬

旭川地裁
名 寄支
裁判官 大倉靖広

千葉家裁 事務局次長 戎 史木

水 戸 地裁
刑 事
次席書記官
高田浩志

京都地裁事務局次長 上田信聡

金沢地裁
民 事
次席書記官
畦地由紀

福．岡家裁
次 席
家裁調査官

佐藤 努



【13斑】第3演習室 【14瑳】第4演習室

（ 【16鉦】第4演習室【15変】第4演習室

（

所属庁等 官 職 氏 名

千葉地家裁
館 山 支
裁判官 行方美和

秋田地裁
本荘 支
裁判官 板東 純

函館地裁
江差支
裁判官 本多健一

東京地裁
刑 事
次席書記官
菊地明弘

鳥取家裁
次 席
家裁調査官

藤田 潔

8

大分地裁 事務局次長 古賀康平

盛岡家裁 事務局次長 後藤 巖

所属庁等 官 職 氏 名

和歌山地裁
御坊 支
裁判官 森下宏輝

盛岡地裁

宮． 古支
裁判官 渡邊達之輔

高 知地裁
須崎支
裁判官 井上敦子

横浜家裁
家 事
次席書記官
新井弘明

千葉家裁
次 席
家裁調査官
仁瓶正人

鹿児島地裁
刑 事
次席書記官
石川哲男

札幌地裁 事務局次長 北川法文

高 松家裁 事務局次長 平野誠宏

所属庁等 官 ・職 氏 名

福岡地裁
八 女支
裁判官 向 健志

山形地裁
新庄 支
裁判官 小川 敦

釧路地裁
網 走． 支
裁判官 林崎由莉子

千葉地裁
民 事
次席書記官

登坂なほ子

和歌山地裁
刑 事
次席書記官
野中由規

熊本家裁 事務局次長 井上幹男

仙台家裁
次 席
家裁調査官

中里 茂

所属庁等 官 職 氏 名

盛岡地裁
一
一 戸 支
裁判官 吉田晃一

釧路地裁
根 室支
裁判官 山田一哉

高 松家裁
観音寺支
裁判官 佐々木 耕

静岡家裁
次 席
家裁調査官
星野明彦

神 戸 地裁
刑 事
次席書記官
西村徹也

山形家裁事務局次長 増子政惠

札幌地裁
民 事

次席書記官
高 橋直希

徳島地裁 事務局次長 山西明弘



平成30年度支部長研究会

共同研究「平素の支部運営について」 ，研修のまとめ
［5月23日 （水)12:30～16:50]

(斑別名簿）

【A斑】 【B班】

【c斑】

【D斑】（

【E班】

【F班】

（

【G班】

【H斑】

執務庁 官 職 氏 名

子石p.呂麺雰麺

大田原支
裁判官 渡辺 力

静岡地家裁
富 士 支
裁判官 中尾隆宏

名古屋地裁
豊糯 支裁判官 池田信彦

鹿児島地裁
鹿屋 支裁判官 堀 一策

福島地裁
会津若松支
裁判官 清野英之

釧路地裁
北 見 支裁判官 安木 進

執務庁 官 職 氏 名

冒
墹
卜 1町地家裁
ト 川 支
裁判官 馬場 潤

新潟地家裁
三 条 支
裁判官 谷池政洋

京都．地裁
園 部 支
裁判官 玉野勝則

福井地裁
武 生 支裁判官 古庄 順

松江地裁
浜 田 支
裁判官 浅川 啓

山口地裁
萩 支

裁 判官 藤永‘祐．介

福岡地裁
行 橋 支
裁判官 長尾洋子

熊本地裁
玉 名 支
裁判官 柴田啓介

執務 庁 官 職 氏 名

静岡地家裁
下 田 支
裁判官 舘野俊彦

京都・地裁
舞鶴支裁判官 近江弘行

大津地裁
長 浜 支裁判官 日浅さやか

松江地裁
出 雲支
裁判官 阿保賢祐

熊本地裁
人 吉支
裁判官 玉田雅義

那覇地裁
名 護 支
裁判官 塩田良介

福島地裁
白 河支
裁判官 和田山弘剛

高 知地裁
中 村支裁判宮 田野倉真也

執 務 庁 官 職 氏 名

長野地家裁
飯 田 支
裁判官 池田幸司

神 戸 地裁
龍 野 支!|裁 判官 和田 健

津 地裁
松 阪 支
裁判官 宮本浩治

長崎地裁
厳原 支
裁判官 久田淳一

§
Ｉ
,児島地裁
内 支il裁 判官 高見進太郎
那覇地裁
平 良 支il裁 判官 松原経正
福島地裁
相 馬 支裁判官 千葉健一

執務庁官 ・ 職 氏 名

新潟地家裁
佐渡 支
裁判官 安部利幸

神 戸 地裁
洲本支
裁判官 平工信鷹

長崎地裁
五 島 支
裁判官 賀嶋 敦

熊本地裁
天 草 支
裁判官 小林健留

宮崎地裁
日 南 支
裁判官 佐久間 隆

盛岡地裁
遠 野 支
裁判官 戸 取謙治

松山地裁
今 治 支
裁判官 三重野真人

執務庁 官 職 氏 名

富山地家裁
魚 津支
裁判官 小林礼子

鳥取地家裁
倉 吉 支裁判官 森 幸督

福岡地裁
八 女支裁判官 向 健志

仙台地裁
登 米支
裁判官 竹中輝順

山形地裁
新庄支
裁判官 小川 敦

盛岡地裁
水 沢 支
裁判官 松井俊洋

釧路地裁
網 走支裁判官 林崎由莉子

執務庁官 職 氏 名

さいたま地家裁
秩 父 支裁判官 岡田龍太郎

和歌山地裁
御 坊・ 支
裁判官 森下宏輝

盛岡地裁
宮 古 支
裁判官 渡邉達之輔

青森地裁
十和田支
裁判官 北川 瞬

旭川地裁
名 寄支
裁判官 大倉靖広

高知地裁
須崎支
裁判宮 井上敦子

執務庁官 職 氏 名

千葉地家裁
館 山 支裁判官 行方美和

盛岡地裁
一
一 戸 支
裁判官 吉田晃一

秋田地裁
本荘支裁判官 板東 純

函館地裁
江差支
裁判官 本多健一

釧路地裁
根室支裁判官 山田一哉

高松家裁
観音寺支裁判官 佐々木 耕
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(平30．5．21今崎）

支部長の司法行政

(平成30年度支部長研究会）

はじめに1

司法行政事務とは2

裁判官と司法行政事務3

事務処理の基本4

対応の要点一チームプレイ5

裁判所組織の特殊性一ツインタワー構造6

支部長に期待すること7

終わりに8



平成30年5月21日

平成30年度支部長研究会「支部の危機管理」

1
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平成30年5月21日

平成30年度支部長研究会

資 料 目 録

資料1

資料2

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

資料8

資料9

資料10

資料11

裁判所職員採用試験等の概要

行政職俸給表（一） ‘

裁判所職員（執行官を除く。 ）の定員（平成30年度）

行（一）職員の年齢構成(H29.7.1現在）

裁判所における男女別・試験別採用状況

下級裁判所事務処理規則

大法廷首席書記官等に関する規則

地方裁判所本庁の組織図

地方裁判所の組織と権限（本庁）

地裁の本庁，支部間における司法行政の権限関係

裁判所の官職等

（

（
Q

〃



【資料1】

1 裁判所職員採用試験

（

○総合職試験（裁判所事務官）は，政策の企画立案に係る高い能力を有するかどう

かを，一般職試験（裁判所事務官）は， 的確な事務処理に係る能力を有するかど

うかを重視して行う試験です。

』

（

(注）年齢の基準日 ：受験する年の4月1日

1

裁判所事務官
総合職試験（裁判所事務官）

(院卒者区分） (大卒程度区分）

一般職試験（裁判所事務官）

(大卒程度区分） (高卒者区分）

受験資格

30歳未満であっ

て 》 院卒及び院卒

見込みの者

21歳以上30歳未満

の者

21歳以上30歳未満

の者

高卒見込み及び

卒業後2年以内の

者（中学卒業後2

年以上5年未満の

者も受験可）

試
験
内
容

第1次

試験

第2次

試験

第3次

試験

基礎能力試験（多肢選択式）

専門試験（多肢選択式） 作文試験

政策論文試験（記述式）

論文試験（小論文，特例希望者のみ）

専門試験（記述式）

論文試験(小論文）

専門試験(記述式）

人物試験（個別面接）
人物試験

(個別面接）

人物試験

(個別面接）

人物試験（集団討論及び個別面接）

家庭裁判所調

査官補

総合職試験（家庭裁判所調査官補）

･ （院卒者区分） (大卒程度区分）

受験資格

30歳未満であっ

て 3 院卒及び院卒

見込みの者

21歳以上30歳未満

の者

試
験
内
容

第1次

試験

第2次

試験

基礎能力試験（多肢選択式）

専門試験（記述式）

政策論文試験（記述式）

専門試験（記述式）

人物試験（集団討論及び個別面接）



2 裁判所職員総合研修所裁判所書記官養成課程入所試験

（

3 裁判所書記官任用試験

（

2

養成課程
受験資格

官職 学歴 在職年数・年齢
試験内容

第一部

第二部

事務官

速記官

技 官

家裁調査官補

大学（法）卒

上記以外

年齢不問

1年

23歳以上

筆記試験（論文式）

第一部

憲法，民法，刑法及び民

事訴訟法又は刑事訴訟法

第二部

憲法，民法及び刑法

口述試験

(注） 受験資格の基準日：在職年数については試験の翌年の3月31日，年齢については試験

の翌年の4月1日

受．験資格

官職 在職年数
試験内容

事務官

速記官

技 官

家裁調査官(補）

①旧事務官I種試験，旧総合職試験（法

律・経済区分）又は総合職試験（裁判所

事務官）合格者 4年

②旧事務官Ⅱ種試験，旧一般職試験（大

卒程度試験）又は一般職試験（裁判所事

務官，大卒程度区分）合格者 5年

③その他 9年

※②又は③に定める者のうち大学（法）

卒の者は,それぞれ1年在職年数を短縮

する 。

筆記試験（論文式）

憲法，民法,刑法及び民事訴

訟法（民事訴訟規則を含む。 ）

又は刑事訴訟法（刑事訴訟規

則を含む。 ）

口述試験

実務試験

(注） 受験資格の基準日:在職年数は試験を実施する年の3月31日



【資料2】

別表第一行政職俸給表（第六条関係）

イ行政職俸給表(一）
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職員
の区

分

、麓
号俸

1級

､俸給月額

2級

俸給月額

3級

俸給月額

4級

俸給月額

5級

俸給月額

6級

俸給月額

7級

俸給月額

8級

俸給月額

9級

俸給月額

10級

俸給月額



527,100466,700

467,200

467,600

467,900

392,200

393,400

394,600

395,700

434,900

435,600

436,300

437,000

340,700

342,600

344,400

346,300

365,100

366,000

367,100

368,200

295,300

297,000

298,500

300,100

203,700

205,000

206,300

207,600

253,600

255,000

256,400

257,700

41

42

43

44

468,200437,800

438,600

439,000

439,700

369,000

369,900

370,800

371,700

396,400

397,100

397,800

398,500

347,800

349,200

350,700

352,200

301,700

303,400

305,000

306,700

45

46

47

48

208,800

210,100

211,400

212,700

258,900

260,200

261,600

262,900

440,200

440,600

441,000

441,400

399,100

399,700

400,200

400,600

353,800

354,600

355,800

356,800

372,600

373,400

374,200

375,000

307,700

309,200

310,700

312,300

264,100

265,200

266,500

267,800

49

50

51

52

213,800

214,900

215,900

217,000

441,800

442,200

442,600

442,900

401,000

401,300

401,600

401,900

357,700

358,800

359,700

360,800

375,700

376,400

377,100

377,800

313,900

315,500

317,100

318,600

268,800

269,900

271,200

272,500

218,100

219,100

220,000

221,000

53

54

55

56
（

443,200

443,600

443,900

444,200

402,200

402,500

402,800

403,100

361,700

362,400

363,100

363,800

378,300

378,900

379,500

380,200

320,100

321,300

322,500

323,700

273,500

274,500

275,400

276,500

221,500

222,400

223,200

224,100

57

58

59

60

444,500380,600

381,300

381,900

382,500

403,400

403,700

404,000

404,300

364,200

364;800

365,500

366,200

324,400

325,300

326,100

326,900

277ｳ600

278,600

279,500

280,500

61

62

63

64

224,800

225,800

226,600

227,500

再任
用職

員以
外の
職員

382,900

383,500

384,100

384,700

404,600

404,900

405,200

405,500

366,500

367,200

367,900

368,600

327,800

328,200

328,900

329,700

281,100

282,000

282,700

283,600

228,200

229,000

229,900

231,000

65

66

67

68

405,700

406,000

406,300

406,600

368,900

369,500

370,200

370,800

385,100

385,600

386,100

386,700

330,500

331,200

331,900

332,600

231,700

232,400

233,000

233,800

284,600

285,400

286,200

287,000

69

70

71

72（
387,000

387,400

387,800

388,200

406,800

407,100

407,400

407,600

371,100

371,700

372,400

373,000

333,100

333,700

334,200

334,800

287,800

288,300

288,700

289,200

234,600

235,300

236,000

236,600

73

74

75

76

388,500

388,800

389,100

389,400

407,800

408,100

408,400

408,600

373,400

373,900

374,500

375,000

335,100

335,600

336,000

336,500

289,300

289,700

289,900

290,300

237,300

238,100

238,900

239,600

77

78

79

80

408,800

409,100

409,400

409,600

389,600

389,900

390,200

390,400

375,500

376,100

376,600

376,900

336,900

337,400

337,900

338,400

290,500

290,700

291,100

291,400

240,200

240,900

241,600

242,300
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，
８
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409,800377,300

377,800

378,200

378,600

390,600

390,900

391,200

391,400

338,700

339,100

339,600

340,000

291,700

292,000

292,300

292,700

242,900

243,600

244,300

245,000

85

86

87

88
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備考(一） この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に
規定する職員を除く。

（二） 2級の1号俸を受ける職員のうち､新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定め
るものの俸給月額は、 この表の額にかかわらず、 183,700円とする。

再任
用職
員

187,300 214,800 254,800 274,200 289,300 314,700 356,400 389,500 440,600 521,000



【資料3】

裁判所職員（執行官を除く。 ）の定員（平成30年度）

い

ず

（

（

官 職 名 等 定員（人）

裁判官

最高裁長官・最高裁判事・高裁長官

判 事

判 事 補

● ●

簡易裁判所判事

計

23

2 , 085

952

806

3
, 866

一般職

書 記 官
ウ グ

速 記 官

家庭裁判所調査官
〆

事 務 官

そ の 他

計

9
， 853

213

1 ， 596

9 》 346

840

21
フ 848

合 計 25
, 714
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【資料5】

裁判所における男女別･試験別採用状況
由 ■

〆
く

（

注1 （ ）内は女性を内数で示し, ［ ］内は総数に対する女性の割合である。

2平成25年度及び平成26年度は4月30日時点の採用者数,平成27年度以降は4月1日時点の採用者数を取りまとめたものである。

平成29年度

(平成28年度試験）

平成28年度

(平成27年度試験） ■

６

平成27年度

(平成26年度試験）

平成26年度

(平成25年度試験）

平成25年度

(平成24年度試験）

事
務
官 院
卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
裁
判
所
事
務
官
）

一
般
職
（
裁
判
所
事
務
官
）

大
卒
程
度

高
卒
者

10

（ 1 ）［ 10.0%］

㈱

5

（ 0） ［ 0.0%］

5

（ 1）［20.0％］

352

（ 190） ［ 54.0%］

38

（ 18） ［ 47.4%］

11

（ 6） ［ 54.5%］

4

（ 3） ［ 75.0%］

7

（ 3） ［42.9％］

277

（ 154） ［ 55.6%］

28

（ 18） ［ 64.3%］

院
卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
法
律
・
経
済
区
分
）

一
般
職

大
卒
程
度

高
卒
者

20

（ 7） ［35.0%］

14

（ 3）［21.4%］

6

（ 4） ［66.7％］

327

（ 166）［50.8%］

31

（ 22） ［71.0%］

16

（ 8） ［50.0%］

13

（ 6）［46.2％］

3

（ 2） ［66.7％］

369

（ 192）［52.0%］

24
I

（ 16） ［66.7%］

4

（ 2） ［50.0%］

4

（ 2）［50.0%］

0

（ 0）［ ‐ ］

351 ．

（ 194） ［55.3%］

（

51

45） ［88.2%］

家
調
補 院
卒
者
．

大
卒
程
度

総
合
職
（
家
庭
裁
判
所
調
査
官
補
）

42

（ 33）［ 78.6%］

11

（ 9） ［ 81.8%］

31

（ 24） ［ 77.4%］

42

（ 36） ［ 85.7％］

9

（ 9） ［100.0%］

33

（ 27） ［ 81.8%］

院
卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
人
間
科
学
区
分
）

45

（ 31 ） ［68.9％］

14

（ 13）［92.9%］

31

（ 18）［58.1％］

48

（ 36） ［75.0%］

10

（ 8）［80.0%］

38

（ 28） ［73.7%］

48

（ 35） ［72.9%］

14

（ 12）［85.7%］

34

（ 23）［67.6%］

計

442

（ 242）［ 54.8%］

358

（ 214） ［ 59.8%］

423

（ 226）［53.4%］

457

（ 252） ［55.1％］

454

（ 276）［60.8%］



【資料6】

下級裁判所事務処理規則

昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号

改正昭和23年12月28日最高裁判所規則第38号

昭和24年7月1日最高裁判所規則第12号

昭和25年11月15日最高裁判所規則第25号

昭和28年6月30日最高裁判所規則第9号

昭和29年6月1日最高裁判所規則第8号

昭和30年11月17日最高裁判所規則第10号

昭和32年6月15日最高裁判所規則第11号

昭和34年10月1日最高裁判所規則第12号

昭和39年3月26日最高裁判所規則第2号

昭和40年3月31日最高裁判所規則第5号

昭和41年10月15日最高裁判所規則第8号

昭和44年3月25日最高裁判所規則第1号

昭和44年9月1日最高裁判所規則第6号

昭和48年7月16日最高裁判所規則第5号

昭和59年3月29日最高裁判所規則第2号

昭和61年10月30日最高裁判所規則第5号

昭和63年7月20日最高裁判所規則第4号

平成6年6月30日最高裁判所規則第3号

平成16年3月31日最高裁判所規則第7号

平成17年2月14日最高裁判所規則第7号

平成24年3月12日最高裁判所規則第2号

／
１

下級裁判所事務処理規則を次のように定める。

下級裁判所事務処理規則

第一条この規則で、裁判所とは、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁
判所をいう。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二条司法年度は、一月一日に始まり、十二月三十一日に終る。

第三条高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の各支部に勤務する裁判官が一人の
ときは、その裁判官を支部長とし、二人以上のときは、最高裁判所がそのうちの一人ときは、その裁判官を支部長とし、二人以上のときは、最高裁判所がそのうちの一人

（

に支部長を命ずる。

②支部長は、当該支部の事務を総括する。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第四条各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置く。高等裁判所及び地方裁判所の支

部並びに家庭裁判所及び家庭裁判所の支部に部を置くことができる。

②部の数は､最高裁判所が当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭
裁判所の所長の意見を聞いて、これを定める。

③部には、合議体を構成するに足りる裁判官を置く。

④部に属する裁判官のうち一人は、部の事務を総括する。

⑤前項の規定により部の事務を総括する裁判官は､高等裁判所長官､地方裁判所長、

1



【資料6】

家庭裁判所長又は知的財産高等裁判所長若しくは高等裁判所､地方裁判所若しくは家
庭裁判所の支部長が属する部においては、その者とし、その他の部においては、毎年

あらかじめ、最高裁判所が､当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭

裁判所の所長の意見を聞いて、指名した者とする。

⑥最高裁判所は、前項の指名を受けた裁判官に病気その他の事由により引き続き差
支のあるときは、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所

長の意見を聞いて、その指名を取り消すことができる。

（昭二三最裁規三八・昭二九最裁規八・昭三○最裁規一○・昭五九最裁規二・平一七

最裁規七・一部改正）

第五条合議体は、一の部又は支部の裁判官でこれを構成する。

②合議体では､第三条第二項又は前条第四項の裁判官が裁判長となる。但し、部が

置かれない家庭裁判所においては、家庭裁判所長が裁判長となる。

③前項の裁判官に差し支えのあるときは、第六条第一項又は第三項の規定により定
められた順序により、他の裁判官が裁判長となる。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

第六条高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所における裁判事務の分配、裁判官の

配置及び裁判官に差支のあるときの代理順序については、毎年あらかじめ、当該裁判

所の裁判官会議の議により、これを定める。

②各部又は各支部の裁判官に対する裁判事務の分配は、当該部又は当該支部におい

て、これを定める。

③前二項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における裁判事務の分配、裁判
官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序については、毎年あらかじめ、

知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議により、これを定め、知的財産高等

裁判所の各部の裁判官に対する裁判事務の分配は、当該部において、これを定める。

（昭二三最裁規三八・・平一七最裁規七・一部改正）

第七条前条第一項又は第三項（各部の裁判官に対する裁判事務の分配に係る部分を

除く。 ）の規定により定められた事務の分配､裁判官の配置及び裁判官に差し支えの
あるときの代理順序は、一の部の事務が多過ぎる場合、裁判官が退官、転官又は転所

した場合その他長期にわたる欠勤等のために裁判官に引き続き差支のある場合を除

いては、司法年度中、これを変更しない。

（平一七最裁規七・一部改正）

第八条二人以上の裁判官を置く簡易裁判所の裁判官に対する裁判事務の分配及び簡

易裁判所の裁判官に差支のあるときの代理順序は、毎年あらかじめ、監督地方裁判所

が、これを定める。

②前条の規定は、前項の規定により定められた事務の分配及び裁判官に差支のある

ときの代瑚|頂序について、これを準用する。

第九条開廷の日割は、各裁判所が、毎年あらかじめ、これを定め、庁内の公衆の見

やすい場所に掲示しなければならない。但し、簡易裁判所においては、司法行政事務
を掌理する裁判官がこれを定める。 ．

②前項本文の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における開廷の日割は、知的

財産高等裁判所が、毎年あらかじめ、これを定め、庁内の公衆の見やすい場所に掲示

しなければならない。

（平一七最裁規七・一部改正）

（

（

2



【資料6】

第十条裁判官が、その勤務する裁判所の所在地外で職務を行おうとするときは、当

該裁判所にその旨を届け出なければならない。

第十条の二第四条の部に裁判所書記官及び裁判所速記官を置く。

②各地方裁判所及び各家庭裁判所の裁判官で第四条の部に属しないもの及び各簡易

裁判所の裁判官は、前項の規定の適用については、第四条の部とみなす。

（昭二五最裁規二五・追加、昭三二最裁規一一・昭四○最裁規五・平一六最裁規七・
一部改正）

第十一条裁判所は、当該裁判所及び管轄区域内の裁判所の裁判所書記官及び裁判所

速記官に、互いにその職務を補助させることができる。

（昭二四最裁規一二・昭三二最裁規一一・昭四○最裁規五・平一六最裁規七・一部改

正）

第十二条裁判官会議は、高等裁判所においては高等裁判所長官が､地方裁判所にお

いては地方裁判所長が､家庭裁判所においては家庭裁判所長が､必要に応じてこれを
招集する。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第十三条各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事（判事の権限を有す

る判事補を含む6 ）の三分の一以上が会議の目的及び招集の理由を明らかにして請求

したときは、高等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長は、速やかに裁判官会

議を招集しなければならない。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第十四条裁判官会議の議に付すべき事項は、あらかじめ、当該裁判官会議を組織す

る各裁判官にこれを通知しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合は、この

限りでない。

第十五条裁判官会議は、公開しない。但し、裁判官会議の許可を受けた者は、これ

を傍聴することができる。

②判事補(判事の権限を有する者を除く。 ）及び高等裁判所､地方裁判所又は家庭
裁判所の裁判官の職務を行う裁判官は、所属の裁判所又は当該職務を行う裁判所の裁

判官会議に出席して、意見を述べることができる。

③事務局長は、裁判官会議に出席して、意見を述べることができる。但し、裁判官

会議において適当と認めるときは、その出席を拒み、又はこれを退席させることがで

きる。

④首席書記官及び首席家庭裁判所調査官は、所管事務に関し、裁判官会議に出席し

て、意見を述べることができる。この場合においては、前項但書の規定を準用する。

⑤裁判官会議において適当と認めるときは、当該裁判官会議を組織する裁判官以外

の者の出席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。

（昭二三最裁規三八・昭二五最裁規二五・昭四一最裁規八・一部改正）
第十五条の二検察審査会事務局長は、当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判

所の定めるところにより、検察審査会の事務局の職員に関する事項について、裁判官

会議に出席して、意見を述べることができる。

（昭四四最裁規六・追加）

第十六条裁判官会議は、当該裁判官会議を組織する裁判官の半数以上が出席しなけ

れば決議をすることができない。

第十七条裁判官会議の議事は、出席裁判官の過半数でこれを決し、可否同数のとき

（
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は、議長の決するところによる。

第十八条裁判官会議の議事については、議事録を作らなければならない。

②議事録には、出席者の氏名、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び

これを作った者が、これに署名しなければならない。

第十九条緊急の事情のため裁判官会議を開くことができない場合には、高等裁判所

長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長は、応急の措置を講ずることができる。この場

合には、次の裁判官会議において承認を得なければならない。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二十条司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判官会議を組

織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる。

②裁判官が、前項の規定により、その委任された事務を処理したときは、次の裁判

官会議にこれを報告しなければならない。

第二十条の二第十二条から前条まで（第十五条の二を除く。 ）の規定は、知的財産

高等裁判所に勤務する裁判官の会議について準用する。この場合において、第十二条
中｢高等裁判所においては高等裁判所長官が､地方裁判所においては地方裁判所長が、

家庭裁判所においては家庭裁判所長が」 とあるのは「知的財産高等裁判所長が」 と、

第十三条中「各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事（判事の権限を有

する判事補を含む。 ） 」とあるのは「知的財産高等裁判所に勤務する判事」 と、同条

及び第十九条中「高等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長」とあるのは「知

的財産高等裁判所長」と、第十五条第二項中｢判事補(判事の権限を有する者を除く。）

及び高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官の職務を行う裁判官」とあるの

は「高等裁判所の裁判官の職務を行う裁判官のうち知的財産高等裁判所に勤務する裁

判官｣と、同条第三項中「事務局長」とあるのは｢知的財産高等裁判所事務局長」と、

同条第四項中「首席書記官及び首席家庭裁判所調査官」とあるのは「知的財産高等裁

判所首席書記官」 と読み替えるものとする。

（平一七最裁規七・追加）

第二十一条高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長は、所属の裁判所の監

督に服する裁判所職員に対し､事務の取扱及び行状について注意を与えることができ

る。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二十二条各高等裁判所長官、各地方裁判所長、各家庭裁判所長、各支部長又は部

の事務を総括する各裁判官に差支のある場合において、司法行政事務についてこれを

代理する者の順序は、毎年あらかじめ、所属の裁判所の裁判官会議の議により、これ
を定める。

②前項の規定による代理順序を変更する必要が生じたときは、当該裁判官会議の議

により、これを変更する。

③第一項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所長又は知的財産高等裁判所の部

の事務を総括する各裁判官に差し支えのある場合において、司法行政事務についてこ

れを代理する者の順序は、毎年あらかじめ、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の

会議の議により、これを定める。

④第二項の規定は、前項の規定による代理順序について準用する。この場合におい

て、第二項中「裁判官会議」とあるのは、 「知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の

会議」と読み替えるものとする。
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（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

第二十三条司法行政事務を掌理する簡易裁判所の裁判官に差支のある場合において、

これを代理する者の順序は､毎年あらかじめ､所属の裁判所を監督する地方裁判所が、

これを定める。

②前項の規定による代理順序を変更する必要が生じたときは、監督地方裁判所がこ

れを変更する。

第二十四条各高等裁判所の事務局に総務課、人事課及び会計課を、各地方裁判所及

び各家庭裁判所の事務局に総務課及び会計課を置く。

②．高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の各支部並びに各簡易裁判所に庶務課を

置く。

③前項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所事務局に庶務第一課及び庶務第二

課を置く。

④第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の指定する簡易裁判所に、その庶務をつ

かさどらせるため、事務部を置く。事務部に第一課及び第二課を置く。

⑤各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に事務局次長一人（最高

裁判所の指定する裁判所にあっては最高裁判所の定める員数）を置き、裁判所事務官

の中から、最高裁判所が、これを補する。事務局次長は､事務局長を助け、事務局の

事務を整理する。

⑥知的財産高等裁判所事務局に知的財産高等裁判所事務局長を置き、裁判所事務官

の中から、最高裁判所が、これを補する。知的財産高等裁判所事務局長は、知的財産
高等裁判所長の監督を受けて、知的財産高等裁判所事務局の事務を掌理し、知的財産

高等裁判所事務局の職員を指揮監督する。

⑦第四項に規定する事務部に事務部長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所

が、これを補する。事務部長は、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の監督

を受けて、事務部の事務を掌理し、事務部の職員を指揮監督する。

⑧各課に課長一人を置き、当該裁判所に勤務する裁判所事務官で最高裁判所の定め

る基準に該当するものの中から、高等裁判所の課長について‘は当該高等裁判所が、地

方裁判所､家庭裁判所又は簡易裁判所の課長については当該裁判所の所在地を管轄す

る高等裁判所が、これを命ずる。課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

⑨各課の組織及び所掌事務に関しては、最高裁判所が別に定める。

⑩裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所の認可を得て、第一項及び第二

項の規定に異なる定をすることができる。

（昭三四最裁規一二・全改、昭三九最裁規二・昭四四最裁規一・昭四四最裁規六・昭

四八最裁規五・昭六一最裁規五・昭六三最裁規四・平六最裁規三・平一七最裁規七・

平二四最裁規二・一部改正）

第二十五条削除(昭二八最裁規九)

第二十六条地方裁判所又は家庭裁判所が、最高裁判所に、簡易裁判所が、最高裁判

所又はその監督上級の高等裁判所に指示を求め、又は報告をするには、特別の定のあ

る場合を除いて、中間の監督上級裁判所を経由しなければならない。但し、緊急の事

項については、直接に指示を求め、又は報告をすることができる。この場合において

は、当該地方裁判所、当該家庭裁判所又は当該簡易裁判所は、速やかに中間の監督上

級裁判所にその旨を報告しなければならない。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

（
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第二十七条裁判所と中央官庁、外国に在る日本の官庁及び外国官庁との間に文書を

往復するには､特別の定のある場合を除いて､最高裁判所を経由しなければならない。

但し、中央官庁との間に訴訟書類を往復する場合は、この限りでない。

第二十八条各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所、知的財産高等裁判所及び

司法行政事務を掌理する簡易裁判所の各裁判官は、この規則の施行に関して必要な事

項を定めることができる。ただし、司法行政事務を掌理する簡易裁判所の裁判官が定

める場合には、当該裁判所を監督する地方裁判所の認可を得なければならない。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

附則

この規則は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。

附則（昭和二三年一二月二八日最高裁判所規則第三八号）抄

第八条この規則は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附則（昭和二五年一一月一五日最高裁判所規則第二五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年六月三○日最高裁判所規則第九号）

この規則は、昭和二十八年七月一日から施行する。

附則（昭和二九年六月一日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三○年一一月一七日最高裁判所規則第一○号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三二年六月一五日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三四年一○月一日最高裁判所規則第一二号）

1この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

2この規則施行の際現に課長又は主任の職にある者は、この規則による改正後の第

二十四条の規定により、この規則施行の日に、それぞれ課長又は室長を命ぜられたも

のとみなす。

附則（昭和三九年三月二六日最高裁判所規則第二号）抄

lこの規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則（昭和四○年三月三一日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則（昭和四一年一○月一五日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四四年三月二五日最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第六号）抄

1この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2この規則施行の際現に資料室長の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、

当該裁判所の資料課長を命ぜられたものとみなす。

附則（昭和四八年七月一六日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

（
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附則（昭和五九年三月二九日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則（昭和六一年一○月三○日最高裁判所規則第五号）
この規則は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

附則（昭和六三年七月二○日最高裁判所規則第四号）
この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則（平成六年六月三○日最高裁判所規則第三号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄

1この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の
日 （平成十六年四月一日）から施行する。

附則（平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は､知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)･の施行の日（平
成十七年四月一日）から施行する。

附則（平成二四年三月一二日最高裁判所規則第二号）
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する平成二十四年四月 日から施行する。

（
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大法廷首席書記官等に関する規則（原文は縦書き）
昭和二十九年六月一日最高裁判所規則第九号

改正昭和三○年三月一日最高裁判所規則第一号
同三四年一○月一日同第一三号

同三八年四月二二日同第五号

同四○年一月二九日同第二号

同四○年三月三一日同第五号

同四二年六月一○日同第六号

同四三年四月二○日同第一号
同四四年九月一日同第七号

同四五年五月二五日同第四号

同五三年二月三日同第一号

同五六年三月三○日同第三号
平成六年六月三○日同第三号

同九年十一月二六日同第六号
同一○年七月二七日同第三号 ・

同一二年七月一九日同第一○号

同一六年三月三一日同第七号
同一七年二月一四日同第七号

同一七年七月二七日同第一一号

同一九年三月二九日同第三号
同二○年五月三○日同第七号

同二二年三月一七日同第二号

同二三年七月二九日同第二号

首席書記官等に関する規則を次のように定める。
大法廷首席書記官等に関する規則
（昭五六最裁規三・改称）

首席書記官等に関する規則（昭和二十五年最高裁判所規則第二十六号）の全部を
改正する。

（大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官）

第一条最高裁判所に大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官を置く。
2大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官は、大法廷又は当該小法廷に配置され
た裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が
命ずる｡

3 大法廷首席書記官は、最高裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督
し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

4小法廷首席書記官は、当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執務につい
て指導監督する。
（昭三八最裁規五・昭四○最裁規五・昭五三最裁規一・一部改正）
（訟廷首席書記官）

第二条最高裁判所に訟廷首席書記官を置く。
2訟廷首席書記官は、大法廷に配置された裁判所書記官で最高裁判所の定める基
準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
3訟廷首席書記官は、大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務をつかさどる外、
大法廷及び小法廷の庶務に関する事項を整理する。
（昭三八最裁規五・追加、昭五三最裁規一・旧第一条の二繰下・一部改正）
（首席書記官）

、
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ノ

第三条高等裁判所及び地方裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書記官を、
最高裁判所の指定する家庭裁判所に家事の首席書記官及び少年の首席書記官を、
その他の家庭裁判所に首席書記官を置く。

2最高裁判所の指定する簡易裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書記官又
は首席書記官を置く。
3 首席書記官は、当該裁判所（支部を除く。 ）の裁判所書記官で最高裁判所の定
める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。

4高等裁判所及び地方裁判所の民事の首席書記官及び刑事の首席書記官は、当該
裁判所の民事又は刑事の事務を取り扱う裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執
務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

5第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の家事の首席書記官及び少年の首
席書記官は、当該家庭裁判所の家事又は少年の事務を取り扱う裁判所書記官の一
般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、その他の家庭裁判所・

の首席書記官は､当該家庭裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、
かつ、訟廷事務をつかさどる。

6第二項の規定による指定を受けた簡易裁判所の民事の首席書記官及び刑事の首

席書記官は、当該簡易裁判所の民事又は刑事の事務を取り扱う裁判所書記官の一
般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、同項の規定による指
定を受けた簡易裁判所の首席書記官は、当該簡易裁判所の裁判所書記官の一般執
務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

（昭三○最裁規一・昭四○最裁規二・昭四○最裁規五・昭四二最裁規六・一部改正、
昭五三最裁規一・旧第二条繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平六最裁規三・平一

六最裁規七・一部改正）

（知的財産高等裁判所首席書記官）

第三条の二知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所首席書記官を置く。

2知的財産高等裁判所首席書記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官で最高
裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる6
3知的財産高等裁判所首席書記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官の一般
執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
（平一七最裁規七・追加）

（次席書記官）
第四条最高裁判所の指定する高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所に民事の次

席書記官及び刑事の次席書記官を、最高裁判所の指定する家庭裁判所に家事の次
席書記官及び少年の次席書記官、家事の次席書記官又は次席書記官を置く。
2次席書記官は、当該裁判所（支部を除く。 ）の裁判所書記官で最高裁判所の定
める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる･
3第一項の規定による指定を受けた高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所の民

事の次席書記官及び刑事の次席書記官は、裁判所書記官及び裁判所速記官の一般

執務（簡易裁判所の民事の次席書記官及び刑事の次席書記官にあっては、裁判所
速記官の一般執務を除く。 ）についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該裁判

所の民事の首席書記官又は刑事の首席書記官を助ける。
4第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の家事の次席書記官及び少年の次

席書記官は、裁判所書記官の一般執務についての指導監督及び訟廷事務に関し、

当該家庭裁判所の家事の首席書記官又は少年の首席書記官を助け、同項の規定に
よる指定を受けた家庭裁判所の次席書記官は、裁判所書記官の一般執務について
の指導監督及び訟廷事務に関し、当該家庭裁判所の首席書記官を助ける。

（昭四三最裁規一・追加、昭四五最裁規四・一部改正、昭五三最裁規一・旧第二条
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の二繰下・昭五六最裁規三・平一二最裁規一○・平一六最裁規七・平一九最裁規三
・平二三最裁規二・一部改正）

（総括主任書記官）
第四条の二最高裁判所の指定する地方裁判所に総括主任書記官を置く。
2総括主任書記官は､.当該地方裁判所（支部にあっては、次席書記官の配置され

た支部に限る。 ）の部（下級裁判所事務処理規則（昭和二三年最高裁判所規則第
一六号）第四条の部をいう。以下同じ。 ）又は部とみなされるもの（同規則第一

○条の二第二項の規定により部とみなされるものをいう。以下同じ。 ）に配置さ

れた裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所
が命じる。
3総括主任書記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された主任書記官並
びにその指導監督を受ける裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指

導監督する。
（平一○最裁規三・追加、平一六最裁規七・平二二最裁規二・一部改正）
（主任書記官）

第五条高等裁判所､地方裁判所､家庭裁判所及び簡易裁判所に主任書記官を置く。
2 主任書記官は、部又は部とみなされるものに配置された裁判所書記官で最高裁

判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の主任書記官については
・当該高等裁判所が、その他の裁判所の主任書記官については当該裁判所の所在地
を管轄する高等裁判所が命ずる･
3 主任書記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所書記官及び

裁判所速記官の一般執務（主任速記官の置かれている部又は部とみなされるもの

にあっては、 これに配置された裁判所速記官の一般執務を除く。 ）について指導

監督する。

4高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部（知的財産高等裁判所及び次席

書記官の配置された支部を除く。 ）又は簡易裁判所（第三条第二項の規定による
指定を受けた簡易裁判所を除く。 ）の主任書記官が二人以上であるときは、上席
の主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所の裁判所書記官及び裁判所速記官の一
般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

5 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部又は簡易裁判所の主任書記官が
一人であるときは、その主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所の訟廷事務をつ
かさどる。

（昭三四最裁規一三・昭四○最裁規二・昭四○最裁規五・昭四二最裁規六・一部改
正、昭五三最裁規一・ |日第三条繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平六最裁規三・
平一六最裁規七・平一七最裁規七・平二二最裁規二・一部改正）
（主任速記官）

第五条の二最高裁判所の指定する地方裁判所に主任速記官を置く。
2主任速記官は、当該地方裁判所の部又は部とみなされるものに配置された裁判
所速記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、当該地方裁判所の
所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3 主任速記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所速記官の一
般執務について指導監督する。
（昭五六最裁規三・追加、平一六最裁規七・一部改正）
（訟廷管理官）

第六条高等裁判所及び地方裁判所に民事の訟廷管理官及び刑事の訟廷管理官を、
最高裁判所の指定する家庭裁判所に家事の訟廷管理官及び少年の訟廷管理官を《
その他の家庭裁判所に訟廷管理官を置く。
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2最高裁判所の指定する高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに簡易裁判所に民
事の訟廷管理官及び刑事の訟廷管理官又は訟廷管理官を、最高裁判所の指定する

家庭裁判所の支部に家事の訟廷管理官及び少年の訟廷管理官又は訟廷管理官を置
く。

3訟廷管理官は、当該裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当す
るものの中から、高等裁判所の訟廷管理官については当該高等裁判所が、その他

の裁判所の訟廷管理官については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命
ずる･

4訟廷管理官は、その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督
し、かつ、首席書記官､,知的財産高等裁判所首席書記官、第五条第四項の上席の
主任書記官又は同条第五項の主任書記官の命を受けて訟廷事務（裁判員調整官の

置かれている地方裁判所にあっては裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事
務を、速記管理官の置かれている地方裁判所にあっては速記に関する訟廷事務を
それぞれ除く。 ）をつかさどる。
（昭三四最裁規一三・追加、昭四四最裁規七・一部改正、昭五三最裁規一旧第四条
繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平一六最裁規七・平一七最裁規七・平二○最裁
規七・一部改正）

（裁判員調整官）
第六条の二地方裁判所及び最高裁判所の指定する地方裁判所の支部に裁判員調整
官を置く。

2裁判員調整官は、当該地方裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に

該当するものの中から､当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3裁判員調整官は、刑事の首席書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任
に関する訟廷事務をつかさどる。

（平二○最裁規七・追加、平成二二年最裁規二・一部改正）
（速記管理官）

第七条最高裁判所の指定する地方裁判所に民事の速記管理官及び刑事の速記管理

官又は速記管理官を置く。
2速記管理官は、当該地方裁判所（支部を除く。 ）の裁判所速記官で最高裁判所
の定める基準に該当するものの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等
裁判所が命ずる･

3速記管理官は、その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督
し、当該地方裁判所のその他の裁判所速記官の一般執務についての指導監督に関
し、首席書記官を助け、かつ、首席書記官の命を受けて速記に関する訟廷事務を
つかさどる。

（昭五三最裁規一・追加、昭五六最裁規三・平九最裁規六・平一六最裁規七・一部
改正）

（他の法令に定める裁判官、裁判所書記官等の権限との関係）

第八条この規則に定める大法廷首席書記官､小法廷首席書記官､訟廷首席書記官、
首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主

任書記官、主任速記官、訟廷管理官、裁判員調整官及び速記管理官の権限は、裁

判所法（昭和二十二年法律第五十九号）その他の法令に定める裁判官、裁判所書
記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
（昭三四最裁規一三・旧第四条繰下・一部改正、昭三八最裁規五・昭四○最裁規五
・昭四三最裁規一・昭四四最裁規七・一部改正、昭五三最裁規一・旧第五条繰下・
一部改正、昭五六最裁規三・平一七最裁規七・平二○最裁規七・一部改正）
附則
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この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三○年三月一日最高裁判所規則第一号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三四年一○月一日最高裁判所規則第一三号）
1 この規則は，昭和三四年一一月一日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた主任書記官の任命は、この規則による改正後の第
三条の規定によって行われたものとみなす｡
附則（昭和三八年四月二二日最高裁判所規則第五号）
この規則は、昭和三八年五月一日から施行する。
附則（昭和四○年一月二九日最高裁判所規則第二号）抄
1 この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四○年三月三一日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四○年四月一日から施行する。
附則（昭和四二年六月一○日最高裁判所規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。
附則（昭和四三年四月二○日最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和四三年五月一日から施行する。
附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第七号）抄
1 この規則は、昭和四四年一○月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に訟廷事務主任の職にある者は、別に辞令を発せられない
ときは、訟廷管理官を命ぜられたものとみなす。
附則（昭和四五年五月二五日最高裁判所規則第四号）
この規則は、昭和四五年六月一日から施行する。
附則（昭和五三年二月三日最高裁判所規則第一号）抄
（施行期日）

1 この規則は、昭和五三年二月一五日から施行する。
附則（昭和五六年三月三○日最高裁判所規則第三号）抄
（施行期日）

1 この規則は、昭和五六年四月六日から施行する。
附則（平成六年六月三○日最高裁判所規則第三号）
この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則（平成九年一一月二六日最高裁判所規則第六号）
この規則は、平成九年一二月一日から施行する。
附則（平成一○年七月二七日最高裁判所規則第三号）
この規則は、平成一○年八月一日から施行する。
附則（平成一二年七月一九日最高裁判所規則第一○号）

この規則は、平成一二年八月一日から施行する。
附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄
1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行
の日 （平成十六年四月一日）から施行する。
附則（平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は、知的財産高等裁判所設置法（平成十六年法律第百十九号）の施行の
日 （平成十七年四月一日）から施行する。
附則（平成一七年七月二七日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、平成一七年八月一日から施行する。
附則（平成一九年三月二九日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

（

（

5



【資料7】

、

附則（平成二○年五月三○日最高裁判所規則第七号）
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則（平成二二年三月一七日最高裁判所規則第二号）

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則（平成二三年七月二九日最高裁判所規則第二号）

この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。日から施行する。平成二十三年八月
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地方裁判所の組織と権限(本庁）
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【資料11】

各裁判所の組織は,大別すると，

｢裁判部門｣と同法行政部湾｣に分けられま或

I裁判部門
裁判部門では腰各種の事件を裁判官が審理鐵判しますが，

その裁判を支える職種として,裁判所書記官,家庭裁判所

調査官,裁判所事務官などが置かれています。

司法行政部門では,睾務局(総務課,人事課,会計課等)が

設置され‘裁判事務の合理的･効率的な運用を図るため，

人や設備などの面で裁判部門を支援する職務を裁判所

臺務官などが行っています。

’ ’

｜ 地方裁判所の-例

課計会
１１

｜ ’ 割1浬蕊;M励 ツリ

裁判部汚 司法行政部門

、

家
事
部

少
年
部

会
計
課

人
事
課

総
務
霊

－

キャリアパス
裁判所では､学歴や採用年次などにとらわれることなく選考により管理職に昇任する仕組みをとっています｡日々のOJT

や研修などによりスキルアッブを図ることができ,全ての職員に対して意欲と能力に応じた多様なキヤリアバスが開かれて

います。

昇進の具体的イメージは次のとおりです｡異動･昇進は裁判部と事務局相互間でも行われます。

鰯團馳

裁判所書記官供 主任書記官(訟廷管理官） 卜 次席書記官 仁首席喜記官裁判所室務壱

…

係長 課長補佐 課長 專務局貌長 事務局長

次席
家庭裁判所
調査官

首席
家庭裁判所
調査官

家驫曾所 卜 主任家庭裁判所調査官 卜 卜

溌本パンフレットに量珊する職員の所属･官職は,すべて平jf29年4月1日現在のもので漢



平成30年度支部長研究会

支部の経理

第1 支部長と会計事務

1 支部における会計事務の概要

庁舎管理

施設の現状把握とその視点

老朽化（外壁屋上，機械設備等）

有害物質（アスベスト等）

逃走防止(I ロ及び法廷と動線）

2

3物品管理

4保管物

保管金

納付方法

日計表

5

6債権管理歳入徴収，歳出

その他

監督，検査（録音反訳等）

事件部や本庁会計課と庶務課の連携

7

第2経理局の課題

1 国と裁判所予算の概要

2物件費を巡る現状と課題

・ 増大する庁舎維持管理経費

予算の早期かつ効率的な執行と全国レベルでの調整

施設を巡る現状と課題

庁舎の現状と課題

宿舎の現状と課題

3

4会計事務の適正化と合理化･効率化
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平成30年度支部長研究会

（平成30年5月21日）

支部の経理

1

1

｜
I

経理局総務課長一場康宏



支部における会計事務の概要

1 すべての支部で取り扱っている事務

(1)庁舎管理事務

取扱者一庁舎管理権者（地家裁所長）の代理又は委任（支部長）

取扱事務一庁舎等の秩序維持及び設備及び防災管理

(2)保管金事務

取扱者一歳入歳出外現金出納官吏（会計係長等）

取扱事務一保管金の出納保管

※平成19年度中にすべての家裁支部の保管金事務を地裁支部に集約

また，同年度中に，本庁，支部を含めた全庁に保管金事務処理システムを導入

(3)保管物事務

取扱者一保管物主任官（会計係長等）

取扱事務一保管物や押収物の出納保管

(4)債権管理事務

取扱者一分任歳入徴収官（庶務課長又は庶務第二課長）

取扱事務一過料の告知費用に係る債権管理

(5) 歳入徴収事務

取扱者一分任収入官吏（会計係長等）

取扱事務一歳入金の収納事務

※過料の告知費用が現金で支部窓口に持ち込まれたときは，支部の分任収入官吏Z※過料の告知費用が現金で支部窓口に持ち込まれたときは，支部の分任収入官吏が受領

する。

2－部の支部しか取扱いのない事務

(1)物品管理事務

本庁への物品等調達管理システムの導入等に伴い，東京地裁立川支部を除く支部の分任物品

管理官が廃止され，本庁の物品管理官が支部の物品管理事務を行っている。支部では，物品管

理簿の記載や管理換通知等の事務が不要となり，物品担当者が物品管理官の補助者として，物

品取得請求の取りまとめや消耗品の配布，備品の現状把握などを行っている。

一部の支部の取扱者一分任物品管理官（庶務課長）

一部の支部の取扱事務一物品の管理（取得，保管，供用及び処分）事務

（2）歳出関係事務

すべての支部の資金前渡官吏が廃止され，支払関係事務は本庁が行っている。支部で現金払

いが必要な場合（裁判員旅費の支払等）は，出納員が支払を行う。

一部の支部の取扱者一資金前渡官吏（会計係長等）

一部の支部の取扱事務一旅費（職員や証人等）の支払

1



第1 1章庁二舎管理至事務

l ノ言=舎管s玉里鰹ヨ

スーパーマーケヅトの大売出しのポスターを庁舎に掲示する,こ;とIまできるの？

(1)結論から言うと，庁舎等の管理をする者（以下「庁舎管理者」といいます。 ）

の許可が必要ですので，勝手にポスターを掲示することはできません。庁舎を

どのように管理しているのかについて説明しましょう。

(2)裁判所の庁舎は，裁判を行うという目的のためにありますので， この目的に

かなうように管理をすることが必要です。つまり，裁判所の庁舎等における事

務が十分に行われることが必要です。具体的には，庁舎管理規程に規定されて

いますので，通読してみてください。

ポスターを庁舎に掲示する場合には，庁舎管理規程第1 0条により，庁舎管

理者の許可が必要です。

(3) 庁舎管理事務は，第1編第2章裁判所の会計事務の仕組み（3ページ）の2

及び第2編第2章会計事務の配分（30ページ）で説明した会計機関の事務で

ない面があります。また，事務の内容によっては，総務課が担当しているもの

もあります。

(4) 庁舎管理者は，庁舎管理規程第2条に定められています。

(研究）

下級裁判所における庁舎管理者

(5) 庁舎管理規程には，①庁舎等の秩序維持の目的のための規定と②庁舎等の設

備及び防災管理の目的のための規定とがあります。

(研究）

庁舎等の秩序維持の目的のための規定

ア門扉の開閉，施錠等（第4条）

イ変電室等への立入禁止（第5条）

2

管理者（職務代理者） 代理者

高等裁判所 事務局長（事務局次長） 支部長（事務の一部委任も
できる。 ）

地方裁判所 地方裁判所長（司法行政事務に
ついて所長を代理する職員）

部長｡独簡では， 司法行
政事務を掌理する裁判官

家庭裁判所 家庭裁判所長（司法行政事務に
ついて所長を代理する職員）

支部長



口可任

の掲示（篭1 0察

退去命令等（第1 2条）

撤去命令等（第1 3条）

舎等の設備及び防災管理の目的のための規定
火気使用の制限（第1 4条）

設備の保安措置（第1 5条）

消防設備等の整備（第1 6条）

災害等の通報（第1 7条）

清掃及び清潔保持（第1 8察）

(6) 庁舎警備

裁判所には，職員のほかにも毎日多くの訴訟関係者が出入りしています。い
わゆる著名事件の裁判の際には，多くの傍聴希望者や報道関係者も来庁します。
これら来庁者に紛れた不審者の侵入防止と不審物の発見にも努めなければなり
ません。そのために，裁判所においては，庁舎管理規程を根拠に庁舎の警備を
行うことになります。例えば，デモ隊が裁判所構内に乱入しようとした場合に，
構内への立入りを制限したり，一定の要件に該当する者に退去命令を発するの
は，庁舎管理規程に基づいています。

なお，裁判長の広義の訴訟指揮として法廷警察権（裁判所法第71条）が行
使されますが， その適用範囲は，場所的には法廷の内外を問わず，裁判官が妨
害行為を直接目鑿又は関知しうる場所まで及ぶとされています（最判昭3 1 .
7. 1 7刑集1 0巻7号1 l27ページ）。庁舎警備の際に，場合によっては，
法廷警察権と庁舎管理権とが重複する場合もありますので， この点は，勉強し
てみてください。

日ごろから，門， 出入口及び各部屋のかぎの管理をきちんとする必要があり
ます。また，施錠等の施設又は設備が壊れていないかを日常的に点検する必要
もあります。門扉の開閉時刻は，各庁において取決めがあるはずですから，調
べてみましょう。

言受ｲ庸謬管理逗圏2

第1章概論(lページ）の太郎さん鐘が初めて登庁したときの疑問を思い出
して！

3



庁舎には，電気設備，冷暖房設備，昇降機（エレベーター）設備，電話設備等

いろいろな機械設備があります。これらの設備を最良の状態に保つことにより，

庁舎が施設として本来の機能を発揮することができるのです。そのために，点検，

調整，消耗品の取替え，注油，洗浄等の作業があります。裁判所の壷職員が作

業することもありますが，庁によっては，予算の示達を受けて，業者と契約して

管理しています。

3安全多菅玉里屋劉

(1) 職員の作業や行動から生ずる災害を防止するために執られる措置が安全管理

です。 「裁判所職員健康安全管理規程」 （昭和52年最高裁判所規程第2号）

（以下「安全管理規程」といいます。 ）に具体的に規定されています。

(2)安全管理規程には，安全管理を担当する職員として，①健康安全管理総括者，

②安全管理者及び安全管理担当者，③危害防止主任者並びに④火元責任者が定

められています。

安全管理者及び安全管理担当者は，健康安全管理総括者の指揮監督の下に，

職員の安全管理に関する事務の主任者として事務を行います。

ヤ半I’

I ’毎lﾉ1卜の朧lご態

4

安全管理者 安全管理担当者

高等裁判所 会計課長

(管理課の置かれてい

る庁にあっては，管理

課長）

係長又はこれと同等以上の職にあ

る者（本庁又は支部ごとに各1人）



(3)環境管理の観点から， 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」

（昭和45年法律第20号）が定められています。同法第1条に目的として，

「この法律は，多数の者が使用し，又は利用する建築物の維持管理に関し環境

衛生上必要な事項等を定めることにより， その建築物における衛生的な環境の

確保を図り， もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 」と

あります。この法律は，通称「ビル管理法」 といわれていますが， これから派

生した「ビル管理」とか， 「ビル管」という言葉を聞くことがあると思います。

裁判所の場合，延べ面積が3000平方メートルを超える庁舎について適用さ

れ，建築物環境衛生技術者（通称「ビル管理技術者」といいます。 ）の資格を

有する職員をその裁判所のビル管理技術者に指名して，適正な庁舎の維持管理

が行われ，良好な環境の確保が図れるようにしています。

4 イ呆安I電方夛乏管玉里Eヨ

裁判所でも防災訓練をするの？

(1) 防火管理

各部屋に火元責任者の表示がされていますか。火元責任者は，防火上適切と

認められる施設の区分ごとに置かれています。さらに，各庁には，消防法で定

める防火管理者が置かれています｡そして，火災の発生を未然に防止するとと

もに，万一火災が発生した場合に被害を最小限度にとどめるために， 「消防計

画」が作成され，防火対策が講じられています。消防計画に基づいて，裁判所

でも防災訓練を行っているのです。

(2) 震災対策

日本列島のどこで地震が起きても不思議ではありません。地震の際にどう対

応するかについて準備しておく必要があります。平成7年の阪神・淡路大震災

の経験を踏まえ，各庁で「地震防災計画」を作成しました。この計画には，地

震が発生し，又は発生が予想される場合に地震防災上実施すべき対策が決めら

れていますので，一度目を通しておくとよいでしょう。

5

家庭裁判所家庭裁判所家庭裁判所 会計課長又は経理課長会計課長又は経理課長会計課長又は経理課長

(会計課又は経理課が(会計課又は経理課が(会計課又は経理課が

置かれていない庁は，置かれていない庁は，置かれていない庁は，

総務課長）総務課長）総務課長）

係長又はこれと同等以上の職にある係長又はこれと同等以上の職にある係長又はこれと同等以上の職にある

者（本庁又は支部ごとに各1人）者（本庁又は支部ごとに各1人）者（本庁又は支部ごとに各1人）
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●ガス吸収式冷温水機の原理
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アスベスト含有建材の使用部位例 アスベスト含有建材の使用部位例
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｜
’

レベル1吹付け材

‐

’

I
雨1

ノ

吹付け材

1.吹付け石綿

議謬1

識翻 魂

鉄骨耐火

被磯材

ー

機械室

吸音材’雫

一
函

奴 』

1 ． 一 ■ 一 一一

F

’ <主な使用部位と用途〉
・鉄骨耐火被覆材
･天井断熱材

･機械室吸音材

･鉄骨造以外の戸建住宅への使用例は少ない

天井断熱

材

<特徴〉

働石綿の含有率が60～70％と多い

｡経年変化等により石綿の飛散性が高くなる
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’’ レベル2保温材｡耐火被覆材創断熱材

1｛ 保温材(配管エルボ､ボイラー等）

6.石綿含有けいそう土保温材

7.石綿含有けい酸カルシウム保温材

8.石綿含有パｰﾐｷﾕﾗｲﾄ保温材
9.石綿含有パーﾗｲﾄ保温材

10.石綿保温材

詞一一

吟Lご＝－．

2 型』－． .三
且

町

L

、
■

’

1１
１

１

壷
配管エル

ボの保温

材①

I' '画ご
一

償

､

’ボイラー

の保温材一

←

似

函

配管エル

ボの保温

材②

<主な使用部位と用途〉

・ボイラー､タービン､化学プラント､焼却炉等、

熱を発生する部分､熱を搬送するためのダク

ト､エルボ部分の保温を目的とする

18 19



’レベル3その他アスベスト含有建材(成形板等）

I I内装材(壁､天井）

23.石綿含有ロツクウール吸音天井板
22.石綿含有けい酸カルシウム板第1種 －

1『

『
“

I 天井r

天井
‐罰＝

一一も

7

1
尺

■
f÷一－

祠

1 1

r詞

席

両

承巴

一

一
ｍ

、
リブ付き

岩綿吸音

板
h2 ●<主な使用部位と用途〉

・一般建築物の天井材､壁材として使用されて

いる

・外装では､軒天井材とその関連部材､準防火

地域での軒裏などに使用されている

く特徴〉

･軽量で耐火性､断熱性に優れている

‐

弓

一

Ｆ

一

〕ｐ

一

ヶ

一

一
一
一

一
ゞ
》
一

I
一

<主な使用部位と用途〉

・内装材としては天井材､外装材としては軒天井材
に使用されている

く特徴〉

・一般建築物､事務所､学校､講堂､病院等の天井

に不燃･吸音天井板として多く使われている26 27
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■■■■室内配置図②－2
Ⅱ

１

１

１

１

Ｊ

■■■■② 展開図(窓側）Sー
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身柄の逃走防止対策等
ME
■もヨー

■■Ⅱ

－一一一

18

■

臘

耐門
砿
罰
陛
酵

翻
洲
洲
雛
畷
浅罹

恥

Ⅲ
皿
日

賦
簿
轆
簿

一
日

蝋

１
８
働
齢
屋
い
帥
胆
副
閉
ロ
曰
胸
既
塑
画
画
■
■
旬
型

’



（訟ろ－06）

平成28年3月23日

高等裁判所事務局長

地方裁判所事務局長

家庭裁判所事務局長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局経理局総務課長

最高裁判所事務総局刑事局第二課長

最高裁判所事務総局家庭局第一課長

篠田

福島

和波

賢治

直之

宏典

裁判所庁舎における逃走等防止策について（事務連絡）

平成26年に発生した’ ｜からの逃走事故を受け，各庁において'施設．

運用の両面から|， ｜を確認するとともに,参考となる改善策等があれば随時
当庁に対して報告していただいているところです。報告を受けた内容からは，各庁

において，丁寧な確認・点検が行われ，職員間はもとより身柄を取り扱う関係機関

との間でも問題意識を共有し，施設運用の両面で改善が進んでいるものと考えて

います。

もっとも，逃走及び加害行為（自傷行為を含む。 ）の防止は，一度確認を行えば

実現できるというものではありません。今後とも，裁判部と事務局が緊密に連携し

ながら，多角的な視点からの確認及び改善を継続的に行っていく必要があります。

つきましては，刑事局及び家庭局から従前提供した確認の際の視点について，別

紙1及び別紙2のとおり，各庁から報告を受けた改善例・工夫例のうち他庁にも参

考になると思われるもの（通常行っていると思われる改善例等は除く。 ）を付記し

た上で改めてお示しするとともに，各庁の報告から浮かび上がった，他庁にも参考

になると思われる確認の際の新たな視点及びその具体的な改善例・工夫例を別紙3

のとおり取りまとめましたので，今後，各庁において確認・点検を行う際の参考に

19



してください。

なお，今後の各庁における確認・点検作業において，新たに施設面での対策が必

要であると判断し,その改修内容に, ｜ ｜内の排煙設備の変更や,避難経路

上の扉，錠の新設や仕様変更等，技術的に考盧すべきものがある場合（すなわち，

庁舎整備基準に照らし，改修内容の相当性が一義的に明らかな場合，既存機器等の

更新の場合や補助錠を設置する場合等以外の場合）には，高等裁判所事務局会計課

を経由して経理局営繕課に相談してください。

おって，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所事務局長からお知らせくださ

い。
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(別紙1）
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(別紙2）
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ラウンドテーブルの傷の例
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裂けたところを縫い合わせた部分です。ドレープ(1号法廷）

,竃

レース(1号法廷）

レース(調停室3号）

’
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【現金納付】

③保管金提出書と現金

出納官吏提出者

－－ノ ④保管金受領鉦書 L一

①申し立て 保管金領収鉦害⑥ ⑤現金と保管金払込書書②保管金提出

日銀書記官

【当座納付】

１
０
１
４
１
１
１
１
ノ

｜＊1
， j
，－，■．一一一

と握込依頼書③

市
⑤送金 出納官吏の口座

のある市中銀行

⑩払込
日銀中銀行

■

、
二 Q■■■■=ﾆｰｰｰ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~て‐④受入手続添付害

保管金払込書と当座小切手⑨

現金
⑥ 入舎壷釦

(FAX・当座管理ｼｽﾃﾑ,WEBサービス）

⑦保管金提出書と領収印が
押印された受入手続添付書

一

一

⑧保管金受領証香

⑪保管金領収鉦書

提出者 出納官吏

保管金提出書

と握込依頼書②
①申し立て

書記官

【電子納付】

⑦送金ATM

ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ
日銀

・1

1

握込⑤I
1 雷雲

〈
REPS－

乳用受付ｼステム
ADAMS、

⑧領収済照合

出納官吏 ’

|⑥領収書著し<は領収通知

鶯一卜薑鶚票蓋欝二提出者

⑨保管金受領証書

逼出書④I I③申し立て※保管金 全

害配官

※④の保管金提出書は電子納付(⑤の手続き)を
行った場合は裁判所への提出は不要となる。

34

※①､②は初回のみの手続きとなるので2回目以降

の納付は③から手続きが始まる。



(経理局）【別紙】

保管金受払日計表図1

年月平成出力日 日

システム出力の欄外参照※（ ）は内 り，

a,b,c欄＝前日日計表の残高

d欄＝当日の現金による受入
e欄＝当日の当座預金口座からの受入(受入手続添付書)(＝当座預金受払日計表e欄）

f欄＝当日の預金による受入(保管金を提出すべき者の日銀への振込,保管替え）

g欄＝当日の電子納付による受入(通常は翌日の12:50以降に反映する) f欄の内数

h欄＝現金を日銀に払い込んだ金額(現金払込）

i欄＝当座預金口座から日銀に払い込んだ金額(当座払込)＝当座預金受払日計表f欄）

j欄＝現金化するために振り出した自己宛小切手の金額＝日銀から手許保管となった現金の金額

k欄＝現金で支払った金額

l欄＝小切手及び振込で支払った金額

当座預金受払日計表図2

出力日 平成年月 日

○○○裁判所○○支召

a,b,c欄＝前日日計表の残高

d欄＝当日の当座預金口座振込入金額一当日組戻額

e欄＝当日受入した金額

f欄＝当座預金口座から日銀に払い込んだ金額(当座払込)＝保管金日計表i欄

確認済額欄の備考欄；受入額のうち前日まで確認未済額＝当日受入のうち前日までに入金があった額

確認未済額欄の備考欄；受入額は右組戻額を減じた額→当日の組戻額
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横浜地方裁判所

｜
’

－ －

第050-006-920号管理番号

保管金提出書
（兼還付請求書） 平成 年 月 日受入年月Iヨ

|主鵬記官印｜ ’主任書記官印
田中一郎

民事第1部
民事予納金 印種目 係書記官

平成17年（ワ ）第575号事件番号

十 ：万汗
： ：
9 Q

2IOIO
： ：

百 ：十 1円
0 0

0 0

6 U

OIOIO
D

億汗酒酒 汁
：
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0
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０
６
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０
１
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１
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金額

’

￥
U

※提出年月日 平成 年 月 日

〒112-0016

東京都新宿区新宿1－2－55－312住所

味
嶢
暉
哩
喧
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
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‐
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【
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－

＜※還付金の振込先等＞

みずほ銀行
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丸之内支店

1

1
1

※1ｺ座番号 1112223

③
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※
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人

Ｉ

当座 ・ 通知 ． 別段※預金種別

〒112-0016

束京都新宿区新宿1－2－55－312住所

ムラカミゴロウ
(フリガナ）

’村上五郎氏名

一L－－

※の箇所は，提出者が記入の上，押印（朱肉使用のもの）してください。
「還付金の振込先等」柵に所要の事項を記縦した場合は，保管金の残額はその口座に振
込む方法により払渡します。
振込先金融機関名は，本・支店名まで記戦してください‐ ○

電子納付を利用しない提出者は， この書面（提出書）に現金又は受入手続添付書を添え，
会計担当者（歳入歳出外現金出納官吏）に提出してください。
保管金を提出した場合には，保管金受領証書を発行しますから必ず受け取ってください。
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’| 納付番景 ’納付番号 | 縮認霧鍔 ’確認番号1001-2190-1008-6001 6007-390010(）
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（訟ろ－15-B)

平成30年4月26日

高等裁判所民事首席書記官

高等裁判所刑事首席書記官

地方裁判所民事首席書記官

地方裁判所刑事首席書記官

家庭裁判所家事首席書記官

家庭裁判所少年首席書記官

家庭裁判所首席書記官

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総局総務局第三課長二本柳 聡

録音反訳方式を利用する上での留意事項について

（事務連絡）

録音反訳方式を利用した供述録取事務（以下「録音反訳事務」 という。

原稿の作成を外部の録音反訳業者（以下「業者」 という。 ）に委託し‐

）は， 反

訳原稿の作成を外部の録音反訳業者（以下「業者」 という。 ）に委託して行ってい

るところ， これらは全て業者との間で年度ごとに締結される録音反訳業務委託契約

（以下「契約」 という。 ）に基づいて行われています。そのため，録音反訳事務を

担当する裁判所書記官又はこれを補助する裁判所事務官（以下「書記官等」 とい

う。 ）は，通達（平成10年3月20日付け総務局長通達「録音反訳方式に関する

事務の運用について」 ）はもちろんのこと，契約内容も意識した上で， これらに沿

った適正な事務を遂行する必要があります。

そこで，平成30年度の録音反訳事務を行う上で特に留意していただきたい事項

等について別紙のとおり取りまとめましたので，実際に事務を行う書記官等に対し

周知していただくようお願いいたします。
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’

なお，今年度，業者どの間で締結している契約書（職員が執務を行う上で必要と

思われる部分を抜粋しており，特に留意してもらいたい部分については，強調表示 Ｉ
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しています。 ）を添付しますので参考にしてください。

おって，簡易裁判所には，所管の地方裁判所から連絡してください。

｜
’

！
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(別紙）

録音反訳方式を利用する上での留意事項

0●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■■■■■■■■●●■■●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●■●●｡■■■■■●■■､｡●

i録音反訳方式は,薬者との契約に基づき,梁者に闘書作成のための事務の-部を委歴するものであることを常に意魔する必要があります｡ i
，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●■・●■■●●●■D●●■■□■■■・●●●■■■■■・■●■●●CD●●●●●●●●●●B・■■■■■●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●●●●●●●●■■

録音反訳方式は,逐語調書を作成するために用いるものであるため,前提として,逐語調書を
作成する必要性等について,裁判官との間で認識を共通にしておく。

発注区分としてB区分,C区分又はD区分を選択するにあたっては,調書の作成期限,裁判所と

業者間の録音媒体等及び反訳初稿の運送に要する時間,書記官の校正に要する時間,調書作
成までの間の裁判所の休日の入り方等を考慮し,裁判官との間で調書作成期限に関する認識を

共通にした上で適切に行う。

算定する時間の違いが反訳料金の違いに直接影響を及ぼすことになるから,正確な算定(尋問

時間を秒単位で計測し,合計時間から1分未満は切り捨て)を行う。

壺墓様書Iこ壼載のない様式.書式設走に犀壺患壷胸壁一 ：､ ！ ‐L・・ 令 と~牙艮異永 ．､鼻: ;､､ 爵､､ ･ 』 :Hj
. ”.‘ , ‘ 堂。 ､島 '･ 琴 - と" 』 『 . ‐, " ・ 』. , ､ '－，

対等な立場における公正な契約という観点から,項番号,書き出しの字下げの文字数や頁数の

開始番号等,仕様書に記載のない様式や書式設定に係る事項を指示したり,A区分を利用する

際に,仕様書上, 10日以内とされているにもかかわらず,業者に5日以内に反訳初稿を裁判所に
提出するように依頼する等,仕様書で定められた業者の作業時間や運送に要する時間を確保せ
ず反訳初稿の提出期限を短縮するよう業者に依頼したりすることはしない。

反訳原稿等の提出を受けた各庁は,修正を求める必要がなければ,契約で定められた期限内

に反訳初稿又は修正稿の修正を要しない通知(いわゆる完成通知)をする必要があるため,書記

官は,検査職員(訟廷管理官,庶務課長等,各庁で指定された者)に対し,同人が指定する期限

までに,完成通知の可否について報告し,検査職員は,期限内に業者に対して完成通知を行う。
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平成30年度録音反訳業務の契約書（抜粋）

（業務の名称，期間等）

第1条業務の名称，期間，納期，契約単価，予定総額，予定時間，履行場所及び納入場

所は，次のとおりとする。

（1） 名 称録音反訳業務

（2） 期 間平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（3） 納 期仕様書のとおり

（4） 契約単価別表のとおり （添付省略）

(5)ないし(7) 省略

（8） 納入場所業務実施庁が指定する場所

（契約保証金）

第2条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（業務内容）

第3条受注者は，仕様書に従い業務を遂行するものとする。

（権利譲渡の禁止）

第4条省略

（下請等の制限）

第5条受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

仕様書第7の1のとおり，受注者の事業所内における校正の対象となる反訳草稿の作成

業務に限り，あらかじめ書面により発注者の承諾を得た第三者に委託し，又は請け負わ

せることができる。

（秘密の保持義務等）

第6条受注者は，本業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らし，又は本業務の履行以

外の目的に使用してはならない。

（契約義務の履行）

第7条本契約の履行に当たり，受注者は，使用人を適正に配置して指導監督を行い，発

注者又は業務実施庁の発注の趣旨に従って誠実かつ善良なる管理者の注意をもって本業

務を処理しなければならない。

（校正）

第8条発注者は，本業務の給付の完了を確認することを目的として，受注者に対する必

要な検査を行うため，業務実施庁の指定する職員（以下「検査職員」 という。 ）をして，

本業務の検査を行わせることができる6

2業務実施庁は，受注者から反訳初稿の提出を受けた場合には，速やかに校正を行い，
(特定日を除く。その末の結果を反訳初稿を受領したの翌に

以内又は反訳初稿を受領した日が休日に当たるときはその翌日以降の直近の開庁日）

日から起算して10日（ただし，その末日が特定日及1その末日が特定日及び休日に当たるときはその翌日

以内のいずれか早い日までに，受注者に通知する以降の直近の開庁日）

3 業務実施庁は，前項の校正の結果，反訳初稿の修正を要するときは，受注者に対し，

修正を求めることができる。

4受注者は，業務実施庁から前項による修正を求められた場合には，その修正を求め
られた日の翌日から起算して3日 （特定日を除く。その末日が休日に当たるときは，

その翌日以降の直近の開庁日）以内に，修正した上，修正稿及び修正後の反訳データ

40



を記録した外付け記録媒体を業務実施庁に提出しなければならない。修正稿等の提出

に関しては，仕様書第3の3の定めを準用する。 この場合において， 「反訳対象記録
媒体以外の記録媒体」 とあるのは「外付け記録媒体」 と読み替え，外付け記録媒体は

受注者が用意するものとする。

5 業務実施庁が行う修正稿の校正に関しては， 2項の定めを準用する。 この場合にお

いて， 「7日以内」 とあるのは「5日以内」 と読み替えるものとする。

6 業務実施庁は，相当と認めるときは，受注者と協議の上，前項の期間を短縮し，又

は伸長することができる。

（校正の遅延）

第9条検査職員が，前条第2項及び第5項に定める期間を超えて結果の通知をした場合

には，第1条の(3)の納期は，その超えた日数相当分伸長されたものとみなす。

（業務の監督）

第10条発注者は，受注者の本業務の適正な履行を確保することを目的として，受注者

に対する必要な監督を行うため，業務実施庁の指定する職員（以下「監督職員」 とい

う。 ）をして，仕様書第5の1に定める業務管理者との間で，本業務に関する指示，承

諾，協議その他必要な行為を行わせることができる。

（検査及び引渡し）

第8条第2項又は第5項により反訳初稿又は修正稿の修正を要し第11条検査職員が，
黄査に合 した旨の通知をしたものとしない旨を通知した場合には 反訳初稿又は杉

正稿は，反訳書として業務実施庁に引き渡されたものとする。

(代金の支払）

第12条受注者は，前条の通知を受けた の 、金について当該月の1か月

堂取りまとめた支払請求書を遅滞なく発注者に提出する｡
2発注者は,前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」 と

いう。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
（履行遅延による賠償）

発注者は，約定期間内に代金＠ 弘をしなかった場 合には，受注者に第13条

延損害金を支払わなければならない。

2 受注者は，その責めに帰すべき事由により反訳書の引渡しを遅延した場合には，発注

者に対し，遅延損害金を支払わなければならない。

3 前二項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，遅延日

数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法建（昭和24年法律第256号）鐙_§_全

第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示

の施行日による。 ）の割合で，前項の場合においては提出が遅延した反訳書の代金に相

当する金額に対し，遅延日数に応じ年5． 0パーセントの割合で，それぞれ計算した額

とする。‐ただし，その額に100円未満の端数がある場合は， これを切り捨て， その額
が100円未満である場合は，その支払を要しないものとする。

【参考】

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（支払遅延に対する遅延利息の額）

第8条1項国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、

約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当

該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する
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率を乗じて計算した金額を下るものであってはならない。但し、その約

定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由に

因る場合は、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間

に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（平成29年3月3日財務省告示第53号）

年2． 7パーセント

14条 市 項

期間内に校正結果を受注者に通知しなかった場合には，検査を遅延した_ものとしてそ

(検査の遅延が複数あるときの期間を経過した日から校正結果を通知した日までの日謝

定期間から差し引 ものと以下「遅延期間」 という。 ）は，最大の日数とする。

る。この場合において，

を

遅延期間が約定期間の日数を超えるときは約定期間は満了し

1項及び第3項に規定するたものとみなし，発注者は える日数に

遅延損害金を受注者に支払うものとする。

（危険負担等）

第15条本業務が完了する前に生じた損害は，発注者又は業務実施庁の責めに帰すべき

事由による場合を除き，受注者の負担とする。

2天災その他の不可抗力により，本業務の履行が不能となった場合には，発注者又は受

注者は，相手方の同意を得て， この契約を無償で解除することができるものとし，既に

要した費用については，発注者及び受注者の各自の負担とする。

第16条～第30条省略
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1．平成SO年度一般会計予算

(1)歳出内訳

国の一般会計歳出では､社会保障関係費や国債費が年々増加している一方､その他の政策的な経
費(公共事業､教育､防衛等)の割合が年々縮小しています。
国債の元利払いに充てられる費用(国債費)と社会保障関係費と地方交付税交付金等で歳出全体の
4分の3以上を占めています。

’

予算案(平成30年度） (単位:億円）

l払費等l払費等

90,275

9．2％

90,275

9．2％

社会保障社会保障
守一守一

329,732

33．7％

一般会計
歳出総額

その他

93,879

9．6％

53，646

5．5％

〆 、

9,924(1.0）

9,186(0.9）

5,089(0.5）

2,504(0.3）

1,771（0.2） ，

乳
61,904(6.

3,500(0．

食料安定供給

エネルギー対策

経済協力
恩給
中小企業対策

※｢基礎的財政収支対象経費｣とは､歳出のうち国債費を除いた
経費のこと｡当年度の政策的経費を表す指標。

※｢一般歳出｣(＝｢基礎的財政収支対象経費｣から｢地方交付税
交付金等｣を除いたもの)は､588,958(60.3％)｡うち社会保障関
係費は約56.0％。

その他の事項経費

予備費
、
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(2)歳入内訳

平成30年度一般会計予算における歳入のうち税収は約59兆円を見込んでいます｡本来､その年の歳
出はその年の税収や税外収入で賄うべきですが、平成30年度予算では歳出全体の約3分の2しか賄
えていません｡この結果、残りの約3分の1を公債金すなわち借金に依存しており、これは将来世代の
負担となります。

’’ 予算案(平成30年度） (単位:億円）

所得税

190,200

19．5％

一般会計

歳入総額 法人税法人税

121‘670

12．5％

121‘670

12．5％
977,128

(100"0%）■

三鄙

60

6．
帝

租税及び

印紙収乎
590,7鯛

肖費税
、

、

ノ四一

型その他

MMvX､aaてUJ1mF"P､､，
戸

103,340

175,580

18．0％
60. ％10､6％16

苑1.1

揮発油税
酒税

相続税
たばこ税

関税

石油石炭税
自動車重量税

その他税収

L印紙収入

23,300

13,110

22,400

8,740

10,220

72090

3,950

3,990

10,540

(2.4％）
(13％）
(2.3％）
(0.9％）
(1.0％）
(0.7％）
(0.4％）
(0.4％）
(1.1％）
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2.一般会計における歳出｡歳入の状況

我が国財政は歳出が歳入(税収)を上回る状況が続いています｡平成30年度の税収は､平成3年度以
来の高水準が見込まれていますが､依然として歳出と歳入には大きな差があり､その差は借金である
国債(建設公債｡特例公債)の発行によって賄われています。

(兆円）

120

ｿ0ス0

100
7

80

『

60

40

20

一

６

一

ｕ

Ｉ

狸
「
１
１
１
１
副
１
１
１
１
１
掴

１

，
〃
一
Ｄ
Ｐ
■

風
一
ａ

ｌ

ｑ
．

■

頭
両
川
Ⅱ
Ⅱ
販
川
Ⅱ
Ⅱ

γ丘7

0．

10
9.{1

」
7J、

5． 5凋

離：
0 0.2

5051525354555657585960616263元23456789101112131415161718192021222324252627282930

（年度）

(注1)平成28年度までは決算､平成29年度は補正後予騨案､平成30年度は政府案による。
(注2)公債発行額は､平成2年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債､平成6～8年度は消強税率3％から
5％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債､平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施す
る施策の財源を訓達するための復興侭､平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担2分の1を実現する財源を調達するための年金特例公使を
除いている。
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3.公債残高の累増

我が国の普通国債残高(国の公債残高)は､年々増加の一途をたどっています｡平成30年度末の普
通国債残高は883兆円に上ると見込まれていますが､これは税収約15年分に相当し､将来世代に大き
な負担を残すことになります。

(％）(兆円）

160

6妬

950

１
１

15

一般会計税収の約15年分に相当
(平成30年度一般会計税収予算額:約59兆円）

900
8

88K850

140
80

800 77

平成30年度末公債残高

約883兆円（見込み）

↓

国民1人当たり約700万円
4人家族で約2,798万円

※勤労者世帯の平均年間可処分所得
約514万円

（平均世帯人員3.39人）

‐

ノ

復興債残高
750

70

120
700

67

63

普通国債残高

対GDP比、

650

5

600 100＝

54f4
52タ32－550

49

500 (注1)国民1人当たりの公債残高は､平成30年の籍人口(国立社

会保障･人口問題研究所｢日本の将来推計人口｣(平成29年

4月推計))で公債残高を除した数値。
(注2)可処分所得､世帯人員は､総務省｢平成28年家計調査年報」
による。

80

450
42

39

400
6

603350

9

300

5

45

250
40

200

150

2096

82100
71

56

43

3250

『領;'522
_"頚-『鐵噌

0 1

00 P－

404142434445464748495051525354555657585960616263元23456789 ，101112131415161718192021222324252627282930
（年度末）

(注1)公債残高は各年度の3月末現在額｡ただし､平成29年度末は補正後予算案に基づく見込み､平成30年度末は政府案に基づく見込み。
(注2)特例公債残高は､国鉄長期債務､国有林野累積債務等の一般会計承継による借換国債､臨時特別公債､減税特例公債及び年金特
例公債を含む。
(注3)東日本大藤災からの復興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債(平成23年度は一般会計において､平成24年
度以降は東日本大震災復興特別会計において負担)を公債残高に含めている(平成23年度末:10.7兆円､平成24年度末:10‘3兆円､平
成25年度末:9.0兆円､平成26年度末:8.3兆円､平成27年度末:5.9兆円､平成28年度末:6.7兆円､平成29年度末:6.4兆円､平成30年度
末:5.8兆円)。
(注4)平成30年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込顎は828兆円程度。
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6.普通国債残高の増加要因

特例公債の発行から脱却することのできた平成2年度以降の普通国債残高の累増について見ると、
歳出面では､90年代は公共事業関係費の増加が主要因でしたが､近年では高齢化の進行等に伴う社
会保障関係費の増加や地方財政の悪化に伴う財源不足の補てん(地方交付税交付金等)の増加が主
要因となっています｡また､歳入面では､景気の悪化や減税による税収の落ち込みが主要因となってい
ます。

D

l
l’

’
＋約416兆円歳出の増加要因

(兆円）
35．0

30．0

25．0

20．0

15．0

10．0

5．0

0．0

▲5．0

▲10．0

社会保障関係費(＋約293兆円）

地方交付税交付金等(＋85兆円） 一ー

)I

7.0
69

821 6.9 5．6 5．4厚記舜
|""| 54 1 44'~M;6鍋卿溌:灘ふ撫兎

』避市､"J宮ｴｰ頭鈴:a0．4 ／
公共事業関係費(＋約58兆円）

1 2．2 3．9 4.1 4.0 3．0 1.8『

その他歳出(除く債務償還費）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(1990) (91) (92) (93) (94) <95) (96) (97) (98) (99) (2000) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ("(17) (18)

（年度）

｜
’

！ 税収等の減少要因 ： ＋約137兆円

(兆円）
35．0

30．0

25，0

20．0

15．0

10．0

5．0

0．0

▲5，0

▲10．0

34． 我冒 4.リ

nV。■L▲
I

▲0吟呂 亜匝5▲u3

他収入その

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(1990) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (2000) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

（年度）
､

二
Ｐ
ｒ

’
ひ
<二二二二>部分だけで普通国債残高
増加顎の7割程度を占める。 ’｜

’ノ匙

(注1)平成28年度までは決算､平成29年度は補正後予算案､平成30年度は政府案による。
(注2)東日本大震災からの復興のために平成23～平成32年度まで実施する政策に必要な財源として発行される復興債(平成23年度は一般会計において、
平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担)を公債残高からは除くとともに(平成29年度末で6.6兆円)､平成23年度歳出のうち復
興債発行に係るもの(7.6兆円)を除いている。

(注3)税収のうち交付税法定率分は､歳入歳出両建てである(増減が公債残高の増加に影響しない)ため､歳出･歳入双方の壇減要因から控除し､地方交
付税交付金等のうちの交付説法定率分以外の部分(地方の財源不足補てん部分等)を歳出の増加要因として計上している。
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平成2年度末から30年度末にかけての普通国債残高増加額：約711兆円

平成2年度の収支差分による影響 ： 汁約79兆円

その他の要因（国鉄等債務承継など） ： ナ約78兆円



平成3年度と平成30年度における国の一般会計歳入歳出の比較
(単位：兆円）

、
【平成3(1991)年度当初予算】

へ

歳入
70.3

ｰ

且一一生

’
公共事業､防衛、

文教｡科技等
26‘1 I

匿社会保障、I
歳出
70.3

交付税 国債受

16．0
1艇2

L（17“鋤
16．0

ノ

ノ~‐で､崖､､､ ､、
回､
、～ｄ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｉ
ｄ
０
ｌ’ １

９ 、､－

＼さ 、|-噸｜ ‐2"、’
▲
宇
凸
甲
Ａ
▲
５

~

3
６
１
０
１

＋27.4 －0．2
、
、
、
、
、

一一

､~

、勇ｰｰ 、、､ ~~=-~一一
一↓／↓

歳出

↓ １
１
１

凸
０
凸
７
■
’

97．7

～一一一一～~

｜
’

歳入
）

97．7

－－－－一

、 ノ【平成30(2018)年度予算】

(注）平成3年度は当初予算､平成30年度は政府案ベース。

税収の内訳と推移
(兆円）(兆円）
3570

3060

〃

〃

2550

2040

1530

1020

510

00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 淫 調 24 25 26 27 29”見迅“予藤
“”） 〈”ﾖ1） （1”2）“”《1”41 《1”5）《19羽41”7）“”（199鋤《2慨x》》 〈2“0） 〈Z“2》〈2“3）〈2”4〉 （2”騨伽“） （2的乃〈2“8〉〈”09》 （和I助’2011）《201刺“13）“14）“”（2o”）〈的17》（2018）

（年度）(注)平成28年度以前は決算額､平成29年度は実鏡見込額､平成30年度は予算額(案)である。
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皿･各分野の課題

8.社会保障分野
(1)高齢化の進行

’
我が国は､人口に占める高齢者の割合が増加する高齢化と､出生率の低下により若年者人口が減
少する少子化が同時に進行する少子高齢化社会となっています。

(2017年）
12，653

(万人）

12,000 後
年
８

年
雨
釦

印
加
ａｌ

ｌ

｜
｜

｜
’
Ｆ

’
一

一
一両
Ｉ
由

一
一
一
一
一
一
一
一［
川
１

以４歳 14歳以下人口

10呪

10,000

8,000

6ｻOOO 51別％515～64叢人口

4,000
ヨーH－F「 ｜同引一L

1-m宇川Il l l甲
一一、 8 0 ■ m Q Q D 8 D n I ＆

2,000 ’65歳以上人口

0 、

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

(S25) (S35) (S45) (S55) (H2) (H12) (H22) (H32) (H42) (H52) (H62)
(出典）総務省｢国勢調査｣､｢人口推計｣､国立社会保障｡人口問題研究所｢日本の将来推計人口(平成29年4月推計)」

2060

(H72)

｜

’
2025年には団塊の世代(1947～49年生まれ)全員が後期高齢者(75歳～)に移行し､高齢化率と平均
年齢がともに継続的に上昇することとなります。

’’ ｜ ’’ 2035年(H47)’ 2025年(H37)’ ’
総人口I
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’
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(出典)国立社会保障人口問題研究所｢日本の将来推計人口(平成29年4月推計)」
(注)団塊の世代は1947～49(S22～24)年､第2次ベビーブーム世代は1971～74(S46～49)年生まれ。
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(2)社会保障給付費の増

平成27年度平成2年度

18.5兆円(2893 35.4兆円(29％）

31.6兆円(26％）

被保険者負担
財源114，9兆円

十資産収入
給付費
120.4兆円21.0兆円(32%)

16.2兆円(25％）

事業主負担

公賓 46．1兆円(37％）

47.4.兆円 ’ 114．9兆円 ｜

※かつこ書きは全体の財源に占める割合 114．9'

給付寶一舜一

47.4兆円8付費＃ ′

ﾒ介護。福祉

f_____-暴州世----
24．8

1 （うち介護10.6)

資産収入等

方税等負担
136兆円

卿f
住

001

国庫

負担

32．7

兆円
医療
38980

＝ー~＝ｰ＝＝＝‐＝一例国＝

60

47

40

保険料
686

年金

56．7

20
一

0

23456789101112131415161718192021222324252627 平成29年度 平成29年度
（年度）

(出所)国立社会保障-人口問題研究所｢平成27年度社会保障費用統計｣､平成29年度の値は厚生労働省(当初予算ベース）
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社会保障給付は､高齢化により今後も急激な増加が見込まれます｡団塊の世代全員が75歳以上とな
る2025年に向かって､特に医療･介護分野の給付は､財源調達のベースとなるGDPの伸びを大きく上
回って増加していきます｡団塊の世代が75歳以上となる前の2020年代初めまでに､受益と負担の均衡
が取れた社会保障制度を構築していく必要があります。

148.9兆円

(24.4％）芸保障に係る
－1．36倍 その他a=Q兆巴(1.5%)

--障子ど主j子育垂塁塑僅田(Og9%

介護19．8兆日(3.2％）

医療

54.0兆円

（8．9％）

109.5兆円

（22．8％）

籍鋪熱澱ﾆﾆ：
医療
35． 1兆円

（7．3％）

I

塞
ー一一一一一一.■■一一一■■ｰ一一ｰ一一ｰ一一一一ｲ■■ｰ一一ｰI■■ー1■■－1■■一一一一一一一一一

年金

60.4兆円

（9．9％）

年金

53．8兆円

(11．2％）

年金

1． 12倍

GDP610.6兆円

2025年度

GDP479．6兆円

2012年度
GDP1.27

(出典)厚生労働省｢社会保障に係る費用の将来推計の改定について(平成24年3月)」

(注)（）内の％表示はGDP比｡なお､同推計はGDP基準改定前のものである。

75歳以上になると他の世代に比べ､1人当たり国民医療費や介護費は大幅に高くなり､それに伴って

1人当たり国庫負担も増大します｡今後､75歳以上人口割合が増えていく中で､医療･介護分野の給付
の効率化･重点化に取り組んでいく必要があります。

(出典)年齢階級別の人口は総務省｢人口推計｣､国立社会保障･人口問題研究所｢将来推計人口(出生中位･死亡中位)」

国民医療費は厚生労働省｢平成27年度国民医療費の概況」

介護費及び要支援･要介護認定率は､厚生労働省｢介護給付費実態調査(平成27年度)｣､総務省｢人口推計」

(注)1人当たり国民医療費は､年齢階級別の国民医療費を人口で除して機械的に算出。

1人当たり国庫負担は､それぞれの年齢階層の国庫負担額を2015年時点の人口で除すなどにより機械的に算出。
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全人口に占める

人口数及び割合

2015年 2025年

医療（2015年）

1人当たり

国民医療費
(64歳以下

:18.5万円）

1人当たり

国庫負担
(64歳以下

言2.5万円）

介護（2015年）

1人当たり

介護費
(括弧内は要支援｡
要介護露定率）

1人当たり

国庫負担

65～74歳

75歳以上

1，75
(13

1，63
(12

56.8万円

92.9万円

7.6万円

す WD1F

35.0万円

5.5万円

(4.4%）

53.1万円

(32.9%）



9｡社会保障以外の歳出分野
(1)国と地方

I ’①国と地方の瀞財源配分と歳趨割合源配

○国と地方の歳出比は概ね4:6ですが､地方交付税等の財政移転により､国と地方の税財源比も概

ね4:6となっています｡

（地方）

地方税
（国）

国税
国税:地方説【歳入】

(27年度決算）

’
※地方税収は､地方財政

計面ペースの晃込額に超
過騨税､法定外貌及び地
方法人特別陰与覗を加え
たもの．

l
I
h

’

一
’
一

一一一

一 一■一
1

1

1

１
１
１

SZ7%42‘3％

法定寧分及び地方醸与税16．1鮎

【歳出】

(27年度決算）

国歳出:地方歳出

固の歳出
（純計ベース）
42．0%

固の歳出

(純計ベース）
42．0％

地方の賎出
蹴尉べ-藻）
5gsO:% ’ ’

(出典)｢地方財政の状況(平成29年3月)｣より。

’I②国② と地方の財政状況比較較地 の

(フロー)で見ても､長期債務残高国と地方の財政状況を比較すると､基礎的財政収支･財政収支○

(ｽﾄｯグ)で見ても､国は地方よりも極めて厳しい状況にあります。

○国と地方の基礎的財政収支･財政収支(フロー)(2018年度見込み）

■I 財政収支基礎的財政収支

▲24． 1兆円程度▲17．2兆円程度国
｜

’|’’１ ▲0.7兆円程度+0.8兆円程度地方

(出典)内閣府『中長期の経済財政に関する試算｣(平成30年1月23日)より。

○国と地方の長期債務残高(ストック)の推移

20年前
(1998年度末）

現在
(2018年度末見込）

10年前
(2008年度末）

S0年前
(1988年度末）

I概ね22倍l 「~扉Z5M概ね2.2倍 340

｜
国

"dl ｡7｡，罰兆ﾛロ．｡｡兆”■。7．兆”吟｡帽兆・
一一一一一一一一一●b一一一一－－－－ーー一一一一一－一－一一一一一一一ー一一ーー一一ーー一一一一一ーーq■■ーー一一一一－一ー■■■ー一一一ー

偏屈5倍1 1職ね扁詞応ぼ横ぱLT燕詞

。･兆"ロオ"兆”画｜ ､"鵬”嘩側‘円｜
地方

吟 915兆円573兆円

概ね1．2倍 ぼ横ぱし5倍

192兆円197兆円

(注j交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金については､その悩還の負担分に応じて､国と地方に分割して計上している｡なお､2007年度
初をもってそれまでの国負担分借入金残高の全額を一般会計に承継したため､2007年度末以降の同特会の借入金残高は全額地方負担
分(2018年度末で32兆円程度)である。
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q

』’ ③地方交狩税識額”算定制度
○地方交付税は､地方財政計画における歳出歳入ギャップ(財源不足)を埋めるものです｡

○国税の一定割合である地方交付税の法定率分等を充てても不足する財源については､特例加算
（国)と臨時財政対策債(地方)により国と地方の折半で負担しています。

○財政健全化目標の逵成には､国｡地方あわせた取組が重要です。

平成30年度地方財政計画(単位:兆円、(ｶｯｺ書)は対前年度増減額）

【歳出86.9(+0.3)】 【歳入86.9(+0.3)】

一
↓
一

国
・
地
方
折
半

Ｆ
一 ’ 1歳出歳入ギャップ

16も2(▲0.8）
I

折半対象

財源不足
0.3(▲狐）

給与関係経費
：20.3(▲0.0）

地方特例交付金:0.2(＋0.0） ’

一般行政経費
：37.1(+0.5）

特会財源
0.6(▲0.2）

うち､補助分:20.2(÷0.5）

うち､皐独分;14.1(÷o.0)

うち､まち｡ひと厘しごと創生

事業費:1.0(±0）

うち､重点課篭対応分：
0．25(±0）

地方税閲地方譲与税
：42.0(+0.4） ’ ’地方交吋稚捻額

16. 0兆円

交付税

法定率分等
I52

(+O"

歳出特別枠:一(▲0.2）

投資的経費

:11.6(＋0.3）

国庫支出金
13.7(+0.1） ’

地方便?9.2(+0.0）

うち､臨時財政対策便:3.8(bf0.4)
(折半対象醒時財政対策便を除く）

公債費:12.2(▲0.4）

その他;5.9(+0.0）その他:5.7(+0.1）
I

’I 方向け補助金等の全体像(S0年度予算案）年④地

○地方向け補助金等の整理合理化を進めてきていますが、高齢化等に伴い、社会保障関連の

補助金等ば増加してきており、平成30年度では、総額の7割強を社会保障が占めるに至って
います｡：

26.0兆円

253兆円

瀞|震
文教及び鰐
振興

2.2(鋤

高佼龍侭化0，4

社会保障

19．4

（75%）

公共事業

2．7

（1脇） Od7

“）

口
東日本

大霞災

復興

交付金
0‘1

社会資本
整備総合

交付金等

2．1

陣害者
支援

子ども･子育て
支援

介護保険高齢者医療 市町村国保 生活保證
一

2-75.8 2.5 2.9 2.5 1.6 1.5

(注)計数については､それぞれ四捨五入によっている。
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(2)公共事業

公共事業関係費については､我が国の社会資本の整備水準が上昇する一方､人口減少社会が到来
することにかんがみると､引き続き重点化｡効率化を徹底していくことが必要です。

①公共事業関係費の推移

k円）平成30年度公共事業関係費59,789億円 （対前年度比十26億円十0轡0％）(兆円）

16．0

14．0

12．0

10．0

8．0

6．0

4．0

2．0

0．0

14．9
142

12．5 122

11.511.3

7.8
7．0

11.2

-10.5 ).010.5
9.9

8．38．9 8.88．58．18．5 即
［
7．8

7．57．0

iiiiiL

刺
［

7.3

I
3.4

即
一
■
凶
■
■
■
■
■
■I 上 土 上 』 L _L -1 上 」 _L ユ 』 』｡

元2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213141516 17 18 192021 222324252627282930

注)NT｢-Aを除く。 （年度）

②公共事業関係費の予算の内訳③公共事業関係費の重点化の主な内容
インフラ整備等可上のための1

○三大都市圏環状道路など効率的な物流ネットワークの強化

⑳2,182億円＝⑳2,283億円（＋101億円、＋4.6％）

○ⅨGバンカリング拠点の形成促進
⑳一億円＝ｳ⑳7億円（＋7億円、皆増）

○国際コンテナ戦略港湾の機能強化
⑳747億円二⑳751億円（＋4億円、＋0,5％）

○首都圏空港の機能強化
⑳147億円→⑳150億円（＋3億円、＋2.3％）

（2）防災・減災。老朽化対策の推進

○激甚な水害、土砂災害が発生した地域の再度災害防止対策

⑳396億円＝⑳492億円（＋95億円、＋24％）

○道路・河川管理施設等の老朽化対策などの職略的維持管理・更新
道 路：⑳3,458億円→⑳3,683億円（＋225惚円、＋6.5％）
河川管理施設等:.,951億円‐⑳1,986億円(+35憶円、+1.8%)

○防災・安全交付金（地方公共団体における取組の推進）
⑳11,05確円＝〉⑳'11,117億円(+60億円、+0.5%)

④一般政府の総固定資本形成(対GDP比)の推移
‘〉 日本は大きく低下していますが､依然として､欧米諸国より高い水準にあります。

１

０
β
０
ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

㈱
７
６
５
４
ａ
ｚ
礼
ｑ

▲

7／貢~ごノミ等，‘風ァ 風‘5，

5.1

8 4．8 5‘0 4．9
4．6

謹
・6 1，6 1．5 1．4 1．5 165 1．6 1．7 1.7 1．6 146 1石 1．5 ，

一

一

４
●
３５口３

－

６●３

－
３

６ａ
４。３４

■
３

２
９
１
１
５

3｡2 3．1

－－

2．3 2．4

3．1 3．0 2．9

一
年

９２８ｑ２９２
（日）

<仏〉

(米》蹴脚
(葵】※骨

(種〕

扇~亙昌2

1．8 1．8
2 2．3

2．2 2．2 2．1 2．1粥～3茎1．9
一一

1．5 1．61．5
ィっ 1．3 1．，3 1ク

｜熟幾|覺乳駕蝋鳥|為|乳挑|斜,患|；柵1‘潟『･乱蝋臘↑ &塾|劉息| ;’墨
69 eO

平元平2

(暦年/年度）
日本…内閣府｢国民経済計算』に基づいて計算した数値｡諸外国…OECD｢NationaIAccounts｣等に基づいて計算した数値。
日本は年度ベース､賭外国は暦年ベース。
2008年までは旧基準(93SNAペース等)､2009年以降は08SNAペースのIGより研究開発投壷(Rm)や防衛装備品分を控除。

(注)1

2

3
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(3)文教画科学技術
文教及び科学振興費の内訳と推移

割 ’ ’釦霧度謬凝襄鯉閤認．､ 豪教娩【蛾l鼈振興賓似推移習麗 曜
夢

昼

軸

ー 守 一二垂亟

（億円）

60,000

53β8754,42153,61353,58053,56753,646

1t■ ‐
''’

1
F霊＄

礎
I
】

霊 ，盾

鳶

50，000

40,000

1

藤
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詞
１
１
副
戦
興
漂

‐
．
一
一
や
や
斗
亜
‐
一
手
一
万
誕
面
峰
獅

ｉ
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鳴
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Ｉ
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稗
上

ｑ
ｐ

４

30,000

4M@049iO4920,000

10,000

・
０
●田
町

－
．
蕪

、〆

震基礎年金等日本私立学校振興
･共済事業団補助 1,269（2.4％）
育英事業費 1,269（24％
公立文教施設費 766（1.4％）
高専運営費．施設費 645（1.2％）

等

印
露

0

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度30年度(案〉
－

頂文教関係費留科学技術振興費

計数は、端数の四捨五入により、合計とは一致し燕いものがある
27年度の科学技術振興費は、難病，小児慢性特定疾農のための
新たな医療費助成制度創設に伴う社会保障関係費への統合による
減（△540億円）を除くと、＋25億円

ｊ
ｊ
ｌ
２
注
注
ぐ
くL 〆

①文教

’
’ 嘗雛騨君畷謄瑳難調 瀧灘議宝蕊職員定数は約Ⅷ

寺 P F

（万人）

1,800
(万人）

80
76,2万人

と-ぶと制
教職員定数(左軸）

1,700
75

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1，000

1,493.7万人
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裁判所庁舎現況

(平成30年4月1日現在）

経年数施設数区分

備 考40年以上

(S44～53)

10年以上
Q

(H11～2⑳

9年以下

(H21～30)

30年以上

(S54～63)

20年以上

(H1～10)

50年以上

(S43以前）

1最高裁判所 1

(1)

3
n

o 2高等裁判所 8

(1）

16 2 8 87 1地方裁判所 42

１１
５

く

2 8 3家庭裁判所 18

（
御
２

／
く
８

(3)

32 18 24 41地家裁支部 6203

(2)

58

(2）

12 54 14 1037簡易裁判所 185

4 2 2 1研修所 9

(6)

160

[壁1

(7)

63

｢14］

合計

［％］

50

｢101

59

｢131

79

[17］

55

[12］

466

｢1001

△4 9 △15 △4 212対前年度増減

※上段（ ）書きは,現在整備中の庁舎数であり,合計数の内数で表示

裁判所庁舎経年別内訳

経年20年
1 経年40年以上49年

34％

経年30年以上～39年
17味
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I

省庁別宿舎経年 別戸数

』
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省庁別宿舎の大半が経年20年以上の宿舎であるため，
環境整備を今後とも計画的に実施していく必要がある。

老朽化した施設改修や設備の更新等

－
，
つ
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I’
／ 一 。

〆L1 .- 宿舎戸数と削減幅』三亘奎至二同ﾘ』型昌一ロ －、

○国家公務員宿舎は真に公務のために必要な宿舎に限定し、主として福利厚生（生活支援）目
的のものは認めない。

宿舎に入居することが認められる職員の類型について新たな検証を行うとともに、各省庁が
宿舎戸数を精査した結果、必要戸数は約16.3万戸（別紙参照)。このため、今後5年を目途
に、約21．8万戸から、5．6万戸（25.5％）程度の削減を行う。

ノ

○

、

『宿舎廃止方針
1 ,-』三三雲芸雀！ー「 、

○千代田、中央、港3区に所在する宿舎は、危機管理要員等や緊急参集要員などが入居するも
のを除き廃止。

その他の都心（概ね山手線内）に所在する宿舎のうち、今後5年間で築年数が40年を超え
る宿舎等、老朽化し耐震性等に問題があるものは、危機管理要員等や緊急参集要員などが入
居するものを除き廃止。

○

上記の地域以外に所在する宿舎については、上記の削減幅を実現するため、今後5年間で築
年数が40年を超える宿舎等、老朽化し耐震性等に問題があるものにつき、効率性、規模、
通勤時間等を勘案し、廃止宿舎の選定を行う．

○

これらの方針に基づき、現時点で廃止することを決定した宿舎は、全国で2,393住宅。 ノLC

I集中復興期間の5年間におけるその他の宿舎に係る方針
〒丁写=ごJ陸ご了'聖~里ﾉﾆｰ営澤筐三里更三鯉竺彗L－p 、
東日本大震災の集中復興期間に当たる5年間に関し、宿舎廃止方針に基づき直ちに廃止に該
当しない宿舎についても、老朽化し耐震性等に問題があるものについては、上記の削減幅を
実現するため、以下の方針に基づき、今後1年以内を目途に、個別に検討を行う。

○

コスト比較等を行うことによって、極力、耐震改修等で対応し、できる限り、建替を抑制。
建替（集約化）を行う場合においても、従来宿舎が存在しなかった土地において新規に宿舎
を建設することは原則行わずに、最低限の現地建替を行う。

ノ

○

、

/L三里典I 、

○今後、幹部用宿舎(e規格）の建設は行わない。

○朝霞住宅及び方南町住宅については建設を中止。

○宿舎跡地の売却等により捻出される財源は、概算すると、約700億円。個別検討の結果更な
る廃止宿舎が決定されれば、上記金額を上回ることが考えられる。

○宿舎使用料（駐車場の使用料を含む｡）については、宿舎の建設等に係る支出を賄えるよう
引上げを行う。具体的な引上げ幅については､宿舎関連歳入｡歳出への影響等を踏まえ決定。

○東日本大震災等の被災者の方に提供されている宿舎については、継続使用し、必要に応じ、

、追加の提供を行う。 ノ
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宿舎に入居することが認められる職員の類型と必要戸数

(注）それぞれの区分には、国から移行した独立行政法人の職員（例：

試験研究機関の職員）及びその必要戸数(O. 4万戸）が含まれる。

59

区 分
必要戸数

(万戸）

①離島、山間へき地に勤務する職員

(例 ●
● 自然保護官事務所職員、ダム管理所職員）

約 0. 2

②頻度高〈転居を伴う転勤等をしなくてはならない

職員

(例 ■
● 司法関係職員、国税職員）

約 5． 2

③居住場所が官署の近接地に制限されている職員

(例 ■
● 刑務官、 自衛官）

約 1 ． 3

④災害 、

一

丁 口、経済危機、武力攻撃等を含め、政府

.の迅速な対応が求められる事件・事故等が発生した

際、各省庁が定める業務継続計画(BCP)等に基

づき緊急参集する必要がある職員

約 8． 3

⑤国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事し、

深夜・早朝における勤務を強いられる本府省職員
約 1 ． 2

合 計 約16． 3
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最高裁経監第959号

（会ろ－12-A)

平成25年8月6日

ノ

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿

殿

殿（専任の所長が置かれている家庭裁判所）

最高裁判所事務総局経理局長垣内 正

公共調達の適正化について（通知）

標記の適正化については， これまでも，法令等を遵守するとともに，競争性や透

明性を確保した会計処理を実践していただくようお願いしてきたところです。

しかしながら，今般，競争性を確保しないまま随意契約を締結するなど，適正さ

を欠く会計事務処理が行われていた事態が判明し，国民に対する説明責任も果たせ

ない状況となっています。

そこで，公共調達の適正化を徹底するため，下記の点について格段の配慮を行い，

これまでにも増して適正化の取組みを実践していただきますよう， よろしくお取り

計らいください。

記

1 随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第

1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知「公共調達の適正化について」に基づ

き，競争性・透明性の確保を一層推進すること。

また，予定価格の積算や見積書の徴取については，価格の公正性・適正性を確

保するため，予算決算及び会計令第79条，第80条，第99条の5，第99条

の6の規定のほか，契約事務取扱規則等の関係法令及び各庁が定める契約事務取
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扱基準等に則り，適切に実施すること。

また，各庁における内規，契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底すること。

2会計書類の適正管理について

見積書，納品書，作業完了報告書，請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上，記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させること。特に， 日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑念を抱かれかねないことから，確実に日付を記載させる

よう励行すること。

また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘

書第003545号事務総長依命通達「司法行政文書の管理について」及び同日付け最

高裁秘書第003547号秘書課長依命通達「下級裁判所における司法行政文書の管理

の実施等について」による管理を確実に行うこと。

3監督・検査の適切な実施について

契約の完全な履行を確保するため，監督職員及び検査職員については，会計法

第29条の11各項の趣旨を踏まえ，的確な監督・検査を実施できる職員を任命

すること。

検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に，実質的な検査を実施した上，検査完了後，検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し，適切な保管等に努めること。

61



最高裁経監第992号

（会ろ－12-A)

平成25年8月6日

高等裁判所事務局会計（管理）

地方裁判所事務局会計（経理，用度）

家庭裁判所事務局会計（経理）

課長

課長

課長

殿
殿
殿

木佳恵

子政惠

宅秀明

藤竜太郎

最高裁判所事務総局経理局監査課課長補佐

最高裁判所事務総局経理局営繕課課長補佐

最高裁判所事務総局経理局用度課課長補佐

最高裁判所事務総局経理局管理課課長補佐

植
増
一
一
一

伊

公共調達の適正化について（事務連絡）

本日付けで最高裁経監第959号経理局長通知「公共調達の適正化について」が

発出されましたが， これを受けて，具体的な事務の取扱い等について改めて整理し

ました。

ついては，各庁において，本事務連絡に従い，公共調達の適正化に向けた事務処

理態勢を確立するとともに，必要に応じ，現在の契約事務取扱基準等の見直しを行

うなどして，前記通知の徹底を図ってください。

なお，以後は，平成21年2月20日付け監査課長事務連絡「契約事務取扱基準

について」及び平成22年11月30日付け同職事務連絡「物品調達に係る納品書

等の取扱いについて」にかえて，本事務連絡記載の取扱いによってください。

おって，人事異動等により職員の交替等があった場合，本事務連絡の内容につい

て，後任の職員に確実に引き継ぐ態勢の整備についても，特段の配慮をお願いしま

す。
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(別紙）

第1 契約事務取扱基準について

別紙1の最高裁判所事務総局経理局契約事務取扱基準及び平成25年5月1

7日付け最高裁判所事務総局経理局監査課長事務連絡「契約事務の適正化につ

いて」の内容や趣旨等を正確に理解した上で， 自庁が定めている契約事務取扱

基準について，会計法令及び通達等に準拠したものとなっているかどうか改め

て確認し，必要に応じて随時見直しを行うとともに，実行の継続性の確保に努

めること。

2監督職員及び検査職員について

1任命等

会計法第29条の11に定める監督職員及び検査職員の任命について，予算

決算及び会計令第101条の3及び第101条の4により，契約担当官等（同

令第1条第4号）は，実質的な監督又は検査を行うことのできる者を任命する

必要がある。よって，次のとおり，実際に監督又は検査業務を現地において行

うことができる者を任命の上，必要な職務を確実に行わせる。

（1） 高裁実施工事を除き，原則として監督職員及び検査職員は，契約の対象と

なる施設，履行場所に所在する職員を任命する。

（2）契約担当官等は，監督職員及び検査職員に対し，それぞれの職責を正確に

認識させるよう指導するとともに，監督及び検査に係る契約の契約書及び仕

様書その他関係書類（以下「契約書等」 という。 ）の内容を理解させる。

（3）監督職員及び検査職員は，それぞれの職責に応じて，履行の確認を行うこ

とはもとより，納品書あるいは作業完了報告書の内容，提出時期等を的確に

把握し，未提出の場合や内容に不備がある場合は，速やかに提出又は是正を

求める。

2監督

監督職員は，契約事務取扱規則第18条及び第19条に基づき，契約の履行

第2
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について，仕様書等に基づき適切に監督し，契約担当官等に対し，監督の実施

についての報告をしなければならない。

3検査

検査職員は，次の(1)から(5)までのとおり，契約事務取扱規則第20条により

給付の内容について検査を行い，検査完了後，予算決算及び会計令第101条

の9により速やかに検査調書（別紙2参照）を作成し，契約担当官等に対し，

提出しなければならない。

なお，履行遅滞等，給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは，

遅延損害金の徴収の要否等について具体的に検討した上で，契約担当官等に提

出する検査調書に，給付が当該契約の内容に適合しない旨及び損害賠償の徴収

の要否等についての意見を記載する（別紙2－3参照） 。

おって，契約事務取扱規則第24条により， 当該契約金額が200万円を超

えない契約の場合，検査調書の作成を省略することができるが，契約金額（総

価契約）又は支払請求額（単価契約，後納契約）が200万円を超える場合や

給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合について検査調書の作成を

省略することのないよう注意する。

（1）物品調達における契約の相手方に対し，納品書その他の給付の内容，数量

が記載された書面（以下「納品書」 という。 ）の提出を求める。

（2）納品書の記載内容を確認の上，提出された納品書に日付の記載がないなど

の不備がある場合には， 日付の記入等の補正を求める。

（3）契約書あるいは仕様書等に基づき，給付された物品の内容及び数量につい

て速やかに検査を行う。また，役務の提供や工事については，必要に応じ，

契約図書と各種記録との対比や，監督職員の立会を求め，作業現場を目視す

るなどして，業務完了確認を十分に行う。

（4）契約書あるいは仕様書等により作業完了報告書等の提出を求める場合，検

査職員は， これらの文書が契約書等の内容に合致しているかどうか，期限ま

でに提出されているかどうかを確認する。

（5）複数回の納品については，事実に即した検査確認の履歴が分かる措置を講
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じる。

3提出された文書（見積書，納品書，請求書等）の取扱いについて

平成22年7月13日付けで総務省行政評価局から全行政府省に対し「国の

行政機関の法令等遵守（会計経理の適正化等）に関する調査結果に基づく勧告」

が発せられたことを踏まえ，裁判所に提出された請求書等の取扱いを次のとお

りとする。

1 事前の依頼

文書の提出依頼に当たっては， 日付（見積書については作成年月日，請求書

については請求年月日 （郵送の場合は請求書の発送年月日） ）の記入を提出者

に求める。

なお， この際，請求書の請求年月日 （発送年月日）は，検査に合格した日以

降の日とし， 同日以後に提出（発送）すべきことを併せて伝える。

2発注書等の記録化

単価契約（総価契約において契約日とは別に発注行為を定める場合を含む。 ）

において契約相手方に物品等を発注する場合，発注日，発注内容等を発注書等

の形で記録化するとともに，監督職員及び検査職員に対し，適宜の方法で連絡

する。

なお，発注書等は納品書と同様に，調達関係記録の一部として当該経過後5

年間保存する（分冊して保存することも可） 。

3文書の受付

提出された文書には， 日付の記載の有無にかかわらず，平成24年12月6

日付け最高裁秘書第003546号秘書課長依命通達「最高裁判所における司法行政

文書の管理の実施等について」及び同日付け最高裁秘書第003547号秘書課長依

命通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」に基づき，

受理日付印を押印する。

4納品書の取扱い

（1）納品書等，検査の補助的書面とされたものは，調達関係記録の一部として

第3

65



当該年度経過後5年間保存する（分冊して保存することも可） 。

なお，検査職員が任命されている支部等に検査の補助的書面とされたもの

が提出された場合は，検査職員は本庁会計課（経理課，用度課，管理課を含

む。 ）に送付し， 当該書面を本庁会計課において保存することも検討する。

（2）納品書はあくまでも商慣習上の書面であり，法令上求められている証拠書

類ではないため，契約書等により求めない限り提出の強制はせず，求めても

提出がなかった場合は，その旨を記録化する。

なお，代表者名の記載や代表者印の押印を必須とする必要はない。

（3）給付の内容及び数量の記載に誤りがある場合，その場で訂正を求め，訂正

ができない場合は，相手方の了承のもと，正しい内容又は数量を付記するな

ど，対外的説明が可能な措置を講ずる･

（4） 納品書は,会計監査及び会計検査院による実地検査の際の疎明資料とする。

5請求書の取扱い

上記1の依頼にもかかわらず，検査確認前に請求書が提出された場合や日付

が空欄の請求書が提出された場合は，契約の相手方に再提出や補正を求めるこ

とになるが，特に請求書が郵便提出された場合については，支払遅延防止法と

の関係で疑義が生じないよう，次のとおり処理する（別紙3参照） 。

（1）検査確認完了前に請求書が郵便提出された場合について

ア裁判所の受理日を明確にするため， 日付の記載の有無にかかわらず，受

理日付印を押印する。また，請求書が検査確認前に提出されたことを明ら

かにするため，受理日付印付近の余白に「検査確認前受領」 と付記する。

イ契約の相手方に対し，検査確認に合格した後に請求書を再提出するよう

即日指示する。

ウ再提出を指示したことを明らかにするため，受理日付印付近の余白に

「●／●再提出指示」等と付記する。

エ検査確認後，契約の相手方に対し検査に合格した旨を通知する。

オ再提出後の請求書に受理日付印を押印して受理日を明確にする。

力支出決定決議には，①当初提出された請求書，②再提出された請求書を
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添付する。

キ契約の相手方が再提出に応じない又は再提出に応じる見込みがない等，

やむを得ない場合には，検査確認完了後， 当初提出された請求書の受理日

付印付近の余白に「●／●受理」等と付記し，検査確認後の正式な受理日

を明らかにした上，支出決定決議を行う。

ク計算証明規則第22条第2号にいう証拠書類には①及び②をいずれも添

付し（請求書が再提出されなかった場合は①のみを添付する。 ） ，その写

しを支出決定決議書の写しとともに保存する。

(2) 日付が空欄の請求書が郵便提出された場合について

ア裁判所の受理日を明確にするため，受理日付印を押印する（検査確認完

了前の提出の場合は， (1)のとおり取り扱う） 。

イ請求年月日が空欄の場合相手方に対し，速やかに請求年月日 （郵送の

場合は原則として請求書発送日となるが，相手方との調整によりアの請求

書受理日とすることも差し支えない。 ）を記載した新たな請求書をファク

シミリにより送信するよう指示し，併せて原本を提出するよう即日指示す

る。なお，指示の際は，請求書発送日が検査確認完了日よりも前の日にな

らないよう留意する。

ウ再提出を指示したことを明らかにするため,受理日付印付近の余白に｢●

／●再提出指示」等と付記しておく。

エファクシミリ送信された請求書について請求年月日を確認し，受理日付

印を押印する。なお，請求年月日の記載に不備がある場合には，速やかに

契約の相手方に連絡を取り，正しい請求年月日を記載するよう指示する。

オ請求年月日が記載された新たな請求書の原本を受領したときは，受理日

付印を押印して受理日を明らかにする。

力支出決定決議には，原則として①当初提出された請求書，②ファクシミ

リ送信された請求書，③②の請求書の原本を全て添付するが，支払期限等

の都合でやむを得ない場合には①及び②により支出決定決議を行い，おっ

て③を添付する。
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キ契約の相手方が再提出に応じない又は再提出に応じる見込みがない等，

やむを得ない場合には，支出決定決議には当初提出された請求書を添付す

る。

ク計算証明規則第22条第2号にいう証拠書類には①ないし③をすべて添

付し（請求書が再提出されなかった場合は①のみを添付する。 ） ，その写

しを支出決定決議書の写しとともに保存する。

(3) 支払遅延防止法の約定期間は次の日から起算する。

ア検査確認完了前に請求書が郵便提出された場合について

（ｱ）請求書が再提出された場合

a支払遅延防止法第6条第1項及び第4条第2号により対価の支払の

時期を書面により明らかにしている場合は再提出された請求書の受理

年月日

b対価の支払の時期を書面により明らかにせず,支払遅延防止法第10

条による場合は，補正により明らかにされた請求年月日

（ｲ）請求書が再提出されない場合

対価の支払の時期を書面により明らかにしているかどうかにかかわら

ず，検査確認完了年月日

イ検査確認完了後に請求書が郵便提出された場合について

（ｱ）請求書が再提出された場合

a支払遅延防止法第6条第1項及び第4条第2号により対価の支払の

時期を書面により明らかにしている場合は当初提出された請求書の受

理年月日

b対価の支払の時期を書面により明らかにせず，遅延防止法10条に

よる場合は，補正により明らかにされた請求年月日

（ｲ）請求書が再提出されない場合

対価の支払の時期を書面により明らかにしているかどうかにかかわら

ず， 当初提出された請求書の受理年月日
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過去に決算検査報告書に掲記された事項

・平成29年1月27日報告各府省における職員の実施状況等について【会計検査院法

第30条の2に基づく報告】

職員の研修の実施状況等について，検査院第5局特別検査課が府省横断検査を実施し，

その結果を国会及び内閣へ報告した。その報告では，研修施設（教室，宿泊施設）の稼

働状況にも触れられており，特定の施設を対象とはしていないものの稼働率の低い施設

が多く，有効活用等，改善に向けた対応が必要とされている。

本指摘は，随時報告として平成29年1月27日に国会及び内閣へ報告され，平成2

8年度決算検査報告にその検査状況の概要が掲記された。

・平成25年度請求書，納品書等の会計書類の保管の状況【会計検査院法第30条の3

に基づく報告】

①会計書類の日付の記載に関し，最高裁判所及び下級裁判所においては，平成24年

度以降，最高裁判所が発出した最高裁業務要領（平成24年4月26日付け監査課作成

の「請求年月日が空欄の請求書等の取扱いについて｣）に基づくなどして， 日付の記載

のない請求書等の提出を受けないよう改善に取り組んでいるが，引き続き改善に取り組

む必要がある。

②調達手続の適正性に関し，随意契約において特定の1業者と契約することを前提と

して，当該業者に対して，見積書の提出の際に他の2業者分の見積書も合わせて提出す

るよう依頼している事態が，平成23， 24両年度において，契約件数計176件，契

約金額計2606万余円見受けられた。また，会計書類の作成手続，保存等が適切でな

かったり，履行の完了前に検査調書を作成するなど検査の内容や検査調書の作成が適切

でなかったものが， 23， 24両年度において，契約件数計19件，契約金額計1億4

837万余円見受けられた。このような事態は，会計法令の趣旨に照らして，適切を欠

くと認められることから，裁判所全体として改善する必要がある。

･平成21年度清掃業務の請負契約に係る予定価格の積算過大 【不当事項】

清掃業務請負契約において，清掃員の人工数を誤って算出したため，修正後の予定価

格に比して契約額が約157万円割高となっており，不当とされたもの。

①人工数の計算表のひな形を作成するにあたり，誤った計算式を入力していたため，

この表により算出されたすべての人工数が過大となっていた。

②定期清掃作業の人工数の算出にあたり，計算表の誤った欄に入力していたため,､清

掃員の人工数が過大となっていた。
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･平成19年度裁判員制度に係る広報業務の実施状況 【国会及び内閣への随時報告】

最高裁と法務省が実施した裁判員制度の広報業務について，企画競争随意契約で不適

切な契約手続が行われていたこと等について，随時報告がなされたもの。

①裁判員制度広報に係る企画競争随意契約について，事業の実施を先行させ，契約書

を事後に作成するなどのさかのぼり契約を行い,予定価格の算定についても,算定方法

の不統一，積算過大や積算漏れ等があった。

②18年度フォーラム契約における新聞広告掲載について，契約締結後にメディアミ

ックス契約で別会社に作成させた図柄を使用するよう仕様書と別の指示を行ったが，契

約変更の検討を行っていなかった。

③契約に当たり，広報実施局課と用度課との間で適時適切な連絡調整がなされておら

ず， また，監査課による内部牽制が機能していなかった。

④最高裁判所と法務省との間で，ポスターの作成に当たり，図柄の相互利用を図るな

ど， より一層の連携が可能であり，事業の効率的な実施には，会計・契約事務における

情報交換等が必要である。

･平成18年度取得した裁判員制度広報用映画制作物の利用 【処置済事項】

裁判員制度広報用映画制作により取得した35mフイルムについて，上映及び貸出し

の実績がなく，市町村等の関係機関に対して，貸出しを行っていることも周知されていな

かったため，取得の目的に沿った利用がなされていなかったというもの（取得価格171

4万円)。

・平成17年度自動車等を利用して通勤する職員に対する通勤手当の認定【処置済事

項】

自動車等の交通用具利用者への通勤手当の支給は，通勤距離が2km以上の場合に交通

用具利用距離に応じて支給されるところ,通勤経路の設定や距離に計測に誤りがあるため，

通勤手当2740万円が過大に支給されていたというもの。

これについては，過支給となっていた通勤手当を返還させる措置を執り，通勤経路の設

定や距離の計測について運用基準を定めた事務連絡を発出するなどし,通勤手当の支給が

適切に行われるよう処置を講じた。
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･平成16年度家裁常勤医師の研修等に係る勤務時間の管理 【処置済事項】

家庭裁判所の常勤医師が，勤務時間中に医療機関等の裁判所外の施設又は自宅等にお

いて外部研修を行っているが,最高裁はこのような研修を行うために定めておく必要があ

る明確な基準を定めておらず，また，家庭裁判所ではその研修先や研修内容等の把握を十

分に行っていないような管理状況にもかかわらず,外部研修を行わせたとする日のすべて

を勤務したものとして取り扱っていた。さらに，外部研修は，無報酬の場合に限り行われ

るべきものであるのに実際は医療機関から報酬を得ていた者がいるが，これについては勤

務を要するべき時間に勤務を欠いていたものであり，また兼業許可を受けて研修先から報

酬を得ていた者については,兼業のために割いた勤務時間をその都度確認することとされ

ていなかったことなどから，必要な給与の減額措置が執られていなかった。これらを減額

していれば，平成12年度から平成16年度までに合計1835万円になるというもの。

これについては，勤務を欠いていた時間に対する給与相当額の返還の措置を執り，研

さん通達等を発し，常勤医師に外部研修を行わせる際の基準等を明確に定め，これに基づ

いて勤務時間の管理が適切に行われるよう処置を講じ，また，兼業についても，その実態

の把握及び適切な指導が行えるよう兼業に関する通達を改正して,実際に兼業のため勤務

時間を割く場合にはその都度承認を得ることとするなどの処置を講じた。

･平成14年度電話料金の非効率な支出 【処置済事項】

NTTの割引には，企業単位通話料金割引，法人向複数回線割引，多回線割引があり，

これらの内容を十分把握し,利用の実態にあった経済的な割引制度の適用を受けていれば，

平成14年度通話料のうち1394万円を節減できたというもの。

･平成10年度職員による現金の領得 【不当事項】

･平成4年度職員による現金の領得（3件） 【不当事項】

･平成3年度職員による収入印紙の領得 【不当事項】

･平成2年度旅費の不適切な支出 【不当事項】
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(参考）

○不当事項

法律，政令，予算に違反し又は不経済，非効率など不当と認めた事項

○意思表示・処置要求事項

・違法不当な会計経理について是正改善の処置を執るよう要求した事項

・法令・制度又は行政に関して意見を表示したり，改善の処置を要求した事項

○処置済事項

検査の過程において意思表示又は処置要求を必要とする事態として指摘したところ，

指摘を契機として当局において改善の処置を執った事項

○国会及び内閣への随時報告

毎年度の決算検査報告による場合以外に，会計検査院が特に必要と認める事項につ

いて，随時，国会及び内閣に報告した事項

○会計検査院法第30条の3に基づく報告

会計検査院法第30条の3において， 「会計検査院は，各議院又は各議院の委員会若

しくは参議院の調査会から国会法第105条の規定による要請があったときは，当該要

請に係る特定の事項について検査を実施してその結果を報告することができる｡」と定

められており， この検査要請事項に関して，国会に報告した事項
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司法研修所支部長研究会。裁判所職員総合研修所管理者研究会

マネジメントの墓礎理論

2018年5月22日0950-1150
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教養としてのマネジメント理論

ドラッカー『マネジメントは教養である』
一教養とは
・世の中を正しく見るための基礎。特定の人ではない
皆が知るべきもの。社会正義や倫理性を含んだ知識。

－見方・考え方（フレーム）を学ぶことの必要性
・フレーム＝ものごとを感得して判断する視点

・実践スキルではなく枠組み（フレーム）を学ぶ

●
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組織とは

協働体としての組織
・個人の制約を突破してある目的を達成しようと
するときに生じる他人と協働するシステム

組織のメリット:1+1を3以上にする基本
一分業

●

●

・専門化による集中によるメリット

ー調整 塾 一

｡win-winの交換and/orシナジー効果

一構造化

・コンフリクトの肖ﾘ減、自動化(ルーティン)によるコストの
削減
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組織生成の基本的3要素＜1〉

共通目的(acommonpurpose)
一明確な目的無しに協働は生じない

一目的なしには環境も認識できないし､手段

も選択できない

①組織目的はメンバーに理解｡受容されなければ
ならない

②メンバーによる組織目的の理解には矛盾が生
じやすい

③個人的目的と組織的目的は区別される

④環境変化によって組織目的は変更される
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組織生成の基本的3要素＜2〉

協働意志(willingnesstoco-operate)●
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組織の目| '鯛に掴人の努力を貢餓しよう蓋する意志
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､ら受け取るものと与えるもののメンバーが組織力

比較考量＝合理主義的な論理思考の重視

①メンバー間の差(全員積極的前提の否定）
②協働意志の強度は変動する
③協働意志は個々人の決定
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組織生成の基本的S要素＜3〉

コミュニケーション●

両者を結び付け、

ダイナミックな活動にするもの

、／／組織の両極
共通目的一一 P協働意志

①コミュニケーションは組織論の中心的位置にある
②コミュニケーションのあり方は組織の形態や構造を
規定する

③重要なのは内容ではなく､その存在や視点

’



‐
） ｰ

ｌ
’ ■

画

｜

｜

’ ’ ’9
一

組織均衡論＜組織の存続〉

組織均衡論のテーマ

貢献≦誘因一>組織の存続と成長

●

●貢献：組織の目的達成に寄与する個人の活動
●誘因:組織が各個人の動機を満足するために提供する効用

個人の側から見た個人と組織の取引

’ ’
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バーナードの組織均衡

(当時の)経済学にはないユニークな解答

一個人には還元できない､5人で一緒に働くことか
ら生まれる価値＝組織力

●

余剰の創造

一目的の工夫(分業)による相乗効果

一非経済的価値の創造

。その会社に働くことによって得られる、

賃金以外の価値(社会的ステータス、

楽しさ､安心感など）

●

12円ー

１
１
１
１

一

－こうした価値は経営者やリーダーの道徳準貝l1か

ら生まれる(優れた経営理念､哲学） ’

4円

8円
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組織〃は、 リーダーHま！IMEld,、 ソー沙一Eld埒 呂

組織とは､分業と調整によって、
一人ではできないことを協働で
成し遂げる仕掛け

－適切な構造を設けることで.半ば自動的に協働を実
現し今継続的で安定的な成果をあげる

リーダーとは､組織を率いて､継続して成果を出
し､結果に対して責任をとれる人
一リーダーの持つ属人的能力がリーダーシップ

組織が完壁ならばリーダー(シップ)は不要

●

●

●

’
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組織の苦手なこととリーダーシップ

七組織メンバーをinspireすること●

一バーナード:リーダーの道徳(理念､哲学）

リーダーシップ

一部下の心に火を点し(inspire:鼓舞)、
やる気にさせ(motivate:動機付け)、

まとめあげ(alignment:団結)させ、
結果(resUlts)を出す能力

●

|「

’
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部下は何を求めているのか？

豊かさ

一経済的､時間的､社会的豊かさ､心の豊かさ

ワクワクする仕事

一｢意味のある仕事｣×「自律性のある仕事｣×
「結果(成果)のわかる仕事」

一意味ある仕事を最後まで任せる

仕事を通じた成長 ‘螂艤蕊

●

●

●

’
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l

シェアドリーダーシップアドリーダーシップ

部下がついていく条件
一意思決定への信頼性
く－実績(圧倒的実績)､論理(知識)､人徳
・3つすべてが完壁なんて人はいない

●

全員がリーダーシップを分担する
・専門､状況(攻守)、仕事と人間的フォローなどなど

エッセンスは権限委讓による全員参画経営
・完壁な上司(人間)などいない
・部下は意味ある仕事を任されたい

一リーダー体験による人材育成効果

・雑感:皆さんのお仕事には合っているかも?？

●

●

’
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大規模組織のシェアドリーダーシップ

連結ピン組織伝統的組織

、

’
｜ ’ ｜

出ふふ
Fい

●
Fい

●
r1，

●

乃河〈たき八/$古き、
組織の構成単位は集団組織の構成単位は個人

組織は集団から成り立つ(リッカート）●

一大規模組織の問題(大企業病)は上位集団の断絶に
ある

｜ ’
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1m18

ダおわりに：リー一として 。唱製霊謝謝
THANKYOU
ありがとうございましたMERCI

DANKEEJB二z『す｢ご

i｣≦』iOBRIGADO
シェアドリーダーシップの弱点
一指揮責任系統の混乱:シェアドリーダーを
仕切る(見守る)正統派リーダーの必要性

●

リーダーとして(成果を出した部下へ）

－ありがとうって言ってますか？(感謝）

－みんなの前で褒めていますか？(承認）

一報いていますか？(報酬:これは難しいかも）

●

以上、ご静聴ありがとございました。

’
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裁判所の組織

4

（

＄

裁判所組織の特徴

〔‐ ･裁判(官)の独立(憲法ﾌ6条s項）

今司法行政上の監督権の裁判への影響を排除
（裁判所法B1条）

憲法上の要請を踏まえた組織運営が求めら
れる。

1
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H30/5/22

’

司法行政作用

･裁判作用を支える行政作用

①人的･物的資源の確保と円滑な運用

総務･人事･会計機能

’

’

１

Ｆ

ｌ

ｆ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

１

１

②執務の質の確保｡向上

指導監督･人材育成機能 （

１

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

司法行政作用

噌難毎に直接的な影響を与えない総務.人
今上司の指揮監督権を通じて事務の適正と能率を
確保

（

伊

輔判作用と接点を有する訟廷事務｡裁判部の執
今裁判の独立への配慮と質の確保｡向上を両立

諜擢謹鰯の裁判との接点は少なく，事

1

’

ｌ

Ｉ

ｌ

ｰ

2

’



H30/5/22

裁判部における司法行政

・首席書記官(大法廷首席書記官等に関する
規則3条4項）

訟廷事務をつかさどる

一般執務を指導監督する

・首席家裁調査官(首席家裁調査官等に関す
る規則1条s項）

一般執務と調査事務の指導監督

関係行政機関等との連絡調整

（

総括という権限

所長(裁判所法29条2項,訓条の5）

支部長(下級規s条2項帆

部総括(下級規4条4項）

今共通の権限としての｢総括」

（ ）

｢総括｣とは何か

3



H30/5/22

1

総括とは’

’

・事務を担当する複数の機関の存在

本庁:裁判官会議事務局,訟廷,裁判部

支部:庶務課， （訟廷, ）裁判部

部：裁判官,書記官,事務官等

・独自の指揮監督権はなく,複数の機関のとり
まとめの機能

1

’

（

１

ト

１

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

I

総括とは
’

総括のためにすべきこと
（

①組織(内の各機関)の全体状況把握(実情把握）

②組織内の各機関の調整｡助成(とりまとめ）

’

’

今組織としての機能を十分に発揮

->全体状況把握を前提に他の部署や機関と連携
l

’
1

1

’

’

’

4’



H30/5/22

裁判所の組織(支部編）

I

前提となる理解(支部の構造）
地家裁支部の設置(裁判所法31条1項,31条の5）
一人支部長と支部長発令(下級規3条1項）

司法行政事務の委任(下級規20条1項,法秩職員規則2条2項）
庶務課の設置(下級規24条2項）

今庶務課長の上司は本庁の事務局長(下級規24条8項）

憲蒲擬冨窒詣の配置(同10条の2第'項),みなし部の定
鑿讃篭写書記官の設置(大法廷首席書記官等に関する規則5
主任書記官による書記官の一般執務の指導監督(同5条3項）

書蕊蕾零鶉I霧瀞判所又は支部(首席家庭裁判所調査
｢組｣という組織の存在(同4条2項）

羨謹鶏冥騒鍛寵墓蕊妻調査官等に対する一般執

●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

5



H30/5/22

支部長の総括機能

．実情把握

繋鶴綴繍鵜i蕊卿部蘇れにおけ
②各機関の連携が十分に行われているか
今組織としての課題の発見
．とりまとめ

雲瀞内の課題解決の支援(課題の指摘や相談への
②機関をまたがる調整(認識共有や解決方針の統一）
今支部内の連携をはかり,支部の機能を十分に発揮
今支部の全体状況を把握して本庁と連携

支部の組織(地裁）

総
一

函

●

巴

一

一

一

一

括
一

一

〆

掌
理

｜ 雲霧萱ー｜|塞譲(訟廷>Ⅱ書記率雪勁

6



H30/5/22

支部の組織(家裁）

支部の組織(家裁）

支部長

総括

麺
＝

庶務係長

7



H30/5/22

本庁の組織(地裁）
所長

判官
《
室 議

E 1 L

部総括 、

一､事務局長

農
括

次長

奉拝雲配官宮）（
画
垂
霞

『

塞
騨
寝
昼

戸一一一 －－

－一一一一

本庁の組織(家裁）

所長）＝
リ官会議

侭

弓､■厘一 一ﾏL 1－

首席裳妃官
（家奮少）事務局長務局長

& 1 部捻括 1' -部捻括

〆
鑓

、

圧

別

首席家紫鯛査官
【
ゴ

次席席 宮
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00
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『

L董里雫董里亘旦
1 審鱈宮 Ⅱ 秀配官 II 養隠官 l
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家藍渥妾官 家蕊蹟

｢霊羅冒詞
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醍判雷~f,弓
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H30/5/22

－

本庁と支部の関係(家裁）

零
凶
↓
｜

所
三

一
毎
ゞ

二

一
綾

卜
、

Iー梁調甥謁（

一

丑
扇

●

’
一
一
一

一

１

８

』

’
まとめ

①支部の全体状況把握(実情把握)の対象
複数の機関(指揮命令や指導監督の系列）

②支部における調整"助成(とりまとめ)の方法
それぞれの系列の特徴に応じた調整・助成

③本庁｡支部連携の第一歩
「力強い情報流通」
支部:系列の特徴を理解した情報流通
本庁:支部の構造を理解した情報流通

’

9



【平成30年度支部長研究会】

【平成30年度管理者研究会(組織運営)】

「共同研究」進行表

～支部運営における本庁との連携について～

～割り当てられた教室に着席してください｡～

1

(注） 1 「全体討議｣の座席は,講演と演習｢マネジメントの基礎理論｣のときと同じです。

2『班別討議｣のパートは,5教室に分かれて行います(司法研修所別館東棟3階)。

割り当てられた教室へ移動してください。
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冒頭説明 12:00～12:30 (30分）
冒頭説明

｢裁判所の組織」
大研究室
(司法研修所別館研修東棟3階）

12:30～13:30 （60分） 昼休み･教室移動

班別討議

13:30～14:30 (60分）

14:30～14:40 （10分）

14:40～ （約60分）

D■l‐｡｡‐■q■ロー‐‐■p■、‐■P 4■‐｡一●1■p■Pp－の｡ロー■，｡■q

～16:15 （約35分）

導入説明
～ 班別討議①

休憩

班別討議②

B■■'○ー‐1■■しロ■トーロー■■ー‐‐｡‐ロ●｡‐｡‐｡‐

班別討議③
～ 振り返り

室
室
室

習
習
習

演
演
演

８
１
２

第
第
第

班
班
班

４
７
０１

－
一
一

１
５
８

室
室
習
習
演
演
３
４
第
第

班
班
３
６
１
１
－
．
《

１
４
１
１

16:15～16:35 （20分） 休憩･教室移動

全体討議 16:35～17:30 （55分）
●

全体討議．まとめ
大研究室
(司法研修所別館研修東棟3階）
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20180523司法研修所･支部長研究会

人権擁護について

法務省人権擁護局長 名執雅子

1はじめに

(1)当事者は差別･偏見とは気付かないことがある？

人権侵害とは何か

法律に反していなければ良いのか

意図的,意識的でなければ良いのか

声を上げられない人や少数派を対象外としていないか

動
○
○
○

く

■

〔

2国としての人権擴謹の仕事

(1)主な17の人権課題 「人権の擁護｣P､1-31

(2)人権相談P.40-41

(3)人権侵犯事件の処理P.36-39

○援助,調整,説示,勧告,要請等の救済措置の意義

○任意に基づく調査であり,強制力を伴わない

○司法手続と比較したﾒﾘｯﾄとデメリット
（

(4)人権啓発活動P.42-45

○国民の人権意識を高めるための地道な啓発活動

○人権意識の醸成は,人権侵害がない社会を創る】

○具体例:中学生人権作文コンクール,人権教室e

○地方自治体､民間企業.NPO等との関係

人権意識の醸成は,人権侵害がない社会を創るための最大の対策

具体例:中学生人権作文コンクール,人権教室etc・

地方自治体,民間企業,NPO等との関係

(5)人権擴謹業務を担う組織体制

○人権擁護機関としての法務局P.32

O14,000人の人権擁護委員P.33-35

1

姑



、

3国の司法･行政に携わる者として知っておくべき人権侵害～いくつかの事例から
(1)国の対応が問われる人権侵害～ハンセン病患者

○国の施策(又は無策)による人権侵害は非常に重いもの。

・当初は適法｡その只中にいる時に,おかしいと気付き,指摘できるか。
・目的は正しくても,手段･手法は正しいか。

・誤りが分かった時点で;誤りを認め,後戻りはできるか。

・無策による人権侵害は起きていないか。

○行政の課題はすぐに解決できることばかりではない｡解決策は一つだけでもないし，

二者択一でもない｡様々な対策が講じられて解決に近付くもの。 ．

○総合的な視点と行政全体としてのバランス感覚が重要｡

(2) 自分で被害を認識できない,声を上げられない対象者の人権

～子ども(P､5-9),障害者(P､12-14),高齢者(P.10-11)

○「声なき声｣に対応しなければならない。

･被害者は自ら被害を申告して救済を求めるのが原則だが,できない対象者がいる。

。子どもの人権SOSミニレター(P､9)の事案から考える

①教師による特定の生徒に対する圧迫的な指導

②義父による性的暴行

○「誰だって手を貸してほしいときがある」障害者人権ポｽﾀｰｷｬｯﾁｺピｰｺﾝﾃｽﾄ

○問題解決には,他省庁,他機関等との緊密な連携が重要とされている。

（

(3)異質な面をとらえた少数派に対する差別§偏見,中傷,排除

～外国人(P､19),性的指向6性自認(P､29)

○時代や国際的な趨勢も見据えて,少数派を排除せず,必要な配慮がなされているか

を考える視点が重要。

・新たな人権課題としての,ヘイトスピーチ,外国人,LGBT等への対応

・202Oオリンピック･バﾗﾘﾝビｯｸを控え,国際的な視点も重視。

○「通じなかったのは言葉じやなくて,心でした」 .外国人人権ポｽﾀｰｷｬｯﾁｺピｰｺﾝﾃｽﾄ

／
ｆ
ｌ
Ｌ

(4)いわれのない人権侵害

～同和問題(部落差別)(P.15),犯罪被害者企.23),震災避難者(P.31)

○社会全体の人権意識の高揚のため,子どもの頃から,あらゆる機会をとらえての地道

な人権教育･啓発,その他の施策を考える。 ・

･いわれのない,としか言いようのない人権侵害

・二次被害としての名誉差損,プライバシー侵害

2



炉

(5)インターネット上の人権侵害(誹誇中傷･名誉段損･プライバシー侵害）
○表現の自由と,国として削除要請できる範囲の問題

・差別･偏見を違法とする難しさ

(6)罪を犯した人に対する差別･偏見

○対象者の再犯防止により地域社会(他の人々)の安全を守る／更生を目指す刑務所
出所者等をも包摂できる共生社会を目指すという大きな理念から考える。

・社会や他者に迷惑･被害を及ぼした対象者,という難しい側面を持つ。

※日本をどんな社会にしたいのか

「あなた自身の社会一スウェーデンの中学教科書」から考える

（

4人権擁護機関の位置付け

(1) 「政府から独立した人権救済機関設置｣という勧告

・1991年(平成3年)パリ原則｢国内機構の地位に関する原則」

・国連各種人権条約委員会からの勧告

(2)二度の廃案

・平成14年人権擁護法案

・平成24年人権委員会設置法案

、現在は,差別.偏見のない社会とするため,個別法によりきめ細かく対応

(3)国家権力の行使であること
タ

・公権力による人権侵害の調査･救済
（

おわりに

○全て

○少對

）全て

～人権に配慮した社会とは5

の人権課題は､少数派に対する排除･疎外･仲間外れから起きている

）少数派に配慮が行き届いた環境,違いを認め合い互いを尊重する共生

はみんなが暮らしやすい社会

b世界人権宣言･人権関係条約P､49-55

.202Oオリンピック･パラリンピック東京大会に向けた取組

･ビジネスと人権(ラギー原則）

･SDGsの理念「誰一人取り残さない」

違いを認め合い互いを尊重する共生社会は,実

3
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はじめに

叺権｣という言葉からあなたはどんな印象を受けますか。

にても大切なものlそれとも胴だか堅苦しくて難しいものl,

はたまた｢自分には関係ないも伽でしょうか。

「人権」とは,陰ての人々が生命と自由を確保し，それぞれの幸福を

追求する権利」あるいは｢人間が人間らしく生きる権利で,生まれなが
らに持つ権利」であり，誰にとっても身近で大切なもの，違いを認め合

う心によって守られるものだと私たちは考えています。子どもたちに対

しては,瞼を大切にすること｣，「みんなと仲良くすること」と話してい
ます。

［人権」は難しいものではなく，誰でも心で理解し,感じることのでき

るものです。しかし,現実の社会では,保護者からの虐待によって子ど
もの命が奪われたり，パートナーからの暴力によって心や身体に深い傷
を受けることがあります。高齢だから，障害があるから，同和地区出身
者だから，外国人だからということで差別を受けることもあります。感
染症に対する誤った認識により，差別を受けることもあります。どれも
悲しく痛ましい人権問題です。このようなことがどうして起こるので
しょうか。どうすればこのようなことをなくせるでしょうか。

この冊子では，まず,我が国でどのようなことが主な人権課題として

取り上げられているのかについて触れ，それに続いて，法務省の人権擁
護機関の仕組みや活動の概要国際社会における人権擁護のための取組
のあらましを説明しています。

皆様にこの冊子をお読みいただき, 1入樹についての理解を一層深め
るきっかけにしていただければ幸いです。

役

靴

：

灘
平成29年8月

法務省人権擁護局
鐸'…'…註
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主君.主な人権課人 題
可 』

あなたや，あなたの周りで人権が守られていないと感じたことはあり

ませんか。

この章では，取組が求められている主な人権課題について取り上げて

います。

一 一

今なお， 「女だから‘」などと言う人がいます女性というだけで

社会参加や就職の機会が奪われることはあってはなりません。また。

女性を，パートナーからの暴力，性的な嫌がらせ‘ストーカー等から

守る必要があります．

男女平等の理念は，旧本国憲法」に明記されており，法制上も「雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法衛（男女雇用機会均等

法）等によって，男女平等の原則が確立されています。しかし,現実には今な

お,例えば，陽は仕事,女は家鬮といった男女の役割を固定的に捉える意識が

社会に根強く残っており，このことが家庭や職場において様々な男女差別を生む

原因となっています。

また，性犯罪等の女性に対する暴力，夫・パートナーからの暴力，職場におけ

るセクシュアル八ラスメントやいわゆるマタニティ・八ラスメントなどの妊娠，

出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も，女性の人権に関する重大な問題の

一つです。
■女性に対する暴行･虐待に関する人権侵犯寵件(茂）の新規救済
手続開始件数
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＠
このような女性の人権問題に対しては，国際社会においても高い関心が寄せられ

ており，国連総会において,平成11年(1999年)には, 11月25日が｢女性に対

する暴力撤廃国際日」に指定され,平成12年(2000年)に行われた｢女性2000

年会調では,女性に対する暴力への更なる対策の必要性等が強調されました。

国内においても，平成11年6月に「男女共同参画社会基本法」が施行され，

平成12年12月に「男女共同参画基本計画」が作られました（平成27年12月

第4次男女共同参画基本計画策定）。同法の目的や基本理念に関する国民の理解

を深めるため，毎年6月28日から29日までの1週間が腸女共同参画週間」と

され，男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等が実施されています。女

性に対する暴力等への取組については，平成13年10月に配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法鬮が施行され（平成20年1月施行の改正法

及び平成26年1月施行の改正法により保謹命令制度が拡充)，毎年11月12日か
ら25日までの2週間に「女性に対する暴力をなくす運訓が実施されるなど，

様々な取組が行われています。また，平成28年4月，職業生活において，その

希望に応じて十分に能力を発揮し,活躍できる環境を整備するため, 「女性の職業

生活における活躍の推進に関する法筒が施行されました。さらに，男女雇用機

会均等法及び「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律」が改正され(平成29年1月施行),事業主に対し，妊娠･出産育児休

業等に関するハラスメントの防止措置を講じることが新たに義務づけられました。
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●内閣府｢人権擁護に関する世論調査｣(平成24年8月調査)から

女性に関し,現在どのような人権問題が起きていると思いますか？
複数回答(96）
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法務省の人権擁護機関では，専用相談電話「女性の人権

ホットライン」を全国50か所の法務局・地方法務局に設

置し，女性の人権問題に詳しい人権擁護委員や法務局職員

が，夫やパートナーからの暴力，職場等におけるセクシュ

アル八ラスメント，ストーカー行為いわゆるアダルトビ

デオ出演強要問題･ ｢JKビジネス」問題等といった女性を

めぐる様々な人権問題に関する相談に応じるとともに，啓

発活動や調査救済活動に取り組んでいます。啓発ビデオ
｢デートDVって何?」

F女性の人権
ホットライン
性 権
イ

詞ゼロナナゼロのハートライ

"0570-O70-BfO
1全
、
国共通】 【受付時間)平日/午前8時eO分から午後5時15分まで ‐－ノ

男女共同参画牡会聯に向けての政策

平成6年7月謹霊麓鬘箪蕊調参画薑霊屋
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平成8年7月男女共同参画審議会答申
「男女共同参画ピうヨン」

12月 「男女共同参画2000年プラン｣策定

平成9年3月男女共同参画審議会設置法成立
‘ｰ ・ ． ． ， “ ． 一一－一二

平成10年11月 男女共同参画審議会答申
陽女共同参画社会基本法I

■

こついて」
ボスター
｢女性の人権ﾎｯﾄﾗｲﾝ」 平成11年5月男女共同参画審議会答申

伎性に対する暴力のない社会を目指して」

6月男女共同参画社会基本法成立

平成12年7月男女共同参画善議会答申

汝性に対する暴力に関する基本的方策につい画
一

12月 「男女共同参画基本計画｣策定

平成13年1月男女共同参画会議.男女共同参画局設置
一

厩偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策に関する基本的な方針」策定脱弼葹難畜縄蔑溺溺蕊謹

平成16年12月

｜
傷女共同参画基本計画(第2次)｣策走

－－－

平成17年12月
一

ノ

平成22年12月 蔭3次男女共同参画基本計画｣策定騨瀧鐵蕊蕊
一

平成27年12月 「第4次男女共同参画基本計画策定

4 ThsFrolecWicnofHUm""hl5
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＠
－－一

いじめや体罰を理由に児菫・生徒が自殺，親の養育放棄で乳幼児が衰

弱死，児童ポルノをインターネットで販売した男性を逮捕･･・子ども

が被害者である報道の一部ですが． このように痛ましい事案が後を絶

ちませんc子どもも一人の人間として最大限に尊重され，守られなけ

ればなりません。

平成元年(19B9年）の国連総会で，子どもの人権や自由を尊重し，子どもに

対載る保護と援助を進めることを目的とした「児童の権利に関する条約」（54

ページ参照）が採択され，我が国も平成6年(1994年)4月に，この条約を批

准しました。

また，社会問題化しているいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に

推進することを目的として，平成25年9月に「いじめ防止対策推進脚が施行

されました。

－

２
．
法
羅
雀
の
人
樋
錬
睡
撮
腐
の
仕
娼
み

I ●内閣府『人擢擁護に関する世論調査」(平威24年8月謹壹)から
子どもに関し,現在,どのような人権問題が起きていると思いますか？

複数回吾(”

0 10 20 30 40 SD S0 70 BO

|いじめ霊鯛こ造I7S;2%]
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．
国
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け
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塵

一
●
４
①

いじ恥鰄や富詫阜で見ぬふりをすること【55鰻8%】 ・

学犠や総先の選択割》子と謹坦意見について,大人がその意見識視すること【31.9%】

児童買春.罐壷刷1ﾙ繕睡録となること【白B.4%1 :

体罰を受けること【顕'&B%】

Ｑ
、
０
・
凡
０

特にない。わからない【5.5％】
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’’ いじめ
最近の子どものいじめは，多様化が進み, 'F¥RI遣信機器の介在により，いじめ

が一層見えにくくなっている実態も見られます。

また，いじめはささいな行為から危険を伴う行為へつながることも少なくない

蕊
啓発冊子

などの人権意識を養っていくことが重要です。｢『いじめ』させない見逃さない」
I「舌』△△“． 一＝ロ

灘繋
■いじめに閲する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
件
数 Ｏ

Ｏ
０
０
Ｏ
Ｏ
０
０
Ｏ
Ｏ

Ｏ
０
０
Ｏ
Ｏ
０
０
Ｏ
Ｏ

５
０
５
０
５
０
５
０
５

６
０
▼
Ｄ
‐
０
９
０
６

４
４
８
８
２
２
１
１

O一一一

．＝一鶏1
二二P良一 ．~． ‐~ ‐－， －－ヨI

啓発ビデオ

「自分の鱈に手を当てて」

小学校高学年の児迩による学狡襲サイト

の掲示板への心ない笛吉込みをきっかけ

に発生したネットいじめに焦点を当て．

一人一人が大切な蕎在であることに気付
いてもらうことを目的とした作品

24 25 26 28年(平成）27

|体罰
i

l

教育職員による体罰については， 「学校教育渕第11条ただ

し書で明確に禁止されているところですが，体罰による人権侵

犯事件は依然として後を絶たない状況にあります。

体罰は，児童・生徒の心身に深刻な悪影響を与え，力による

解決の志向を助長し，いじめや暴力行為等の土壌を生むおそれ
があります。
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＠
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|■教育職晨による体罰に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
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28年(平成）2フ25 2624

’|児童虐待･児童買春児童猟ﾚﾉ問題
昨今，幼児や児童を，親などが虐待し，中には死に至

らしめるという痛ましい事件が多発しています。また，

性的虐待の問題や児童買舂，インターネット上における

児童ポルノの氾濫等，児童を性的に商売の道具にする商

業的性的識の問題が世界的に深刻になっています。
これらの問題の解決に向けて，平成11年11月には．

鵤菫買舂，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の

保護等に関する法律」が施行され（平成26年7月施行

の改正法により，題名が「児童買舂，児童ポルノに係る

行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律」に改められ，罰則が拡充・強化)，また，平成12年

11月には， 「児童虐待の防止等に関する法鬮が施行さ

れ（累次の改正あり)，積極的な取組が行われています。

E己

▼

生

啓発ビデオ
｢虐待防止シリーズ児童虐徳」

■児童虐待に関する人権侵犯事件の新鋳救済手続開始件数

Ｏ
Ｏ
０
０
Ｏ
Ｏ

Ｏ
０
０
Ｏ
Ｏ

Ｏ
８
６
４
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１件
数
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｜ ’ ’ ’|_l

H
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ｌ
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l' 1
1，
勵宇 ロ ーI 一一

24 25 26 27 28年(平成）
L
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|法務省の取組 ’
学校におけるいじめの事案は，依然と

して数多く発生しており，家庭内におけ

る児童虐待の事案も増加しi中には死に

至る深刻なケースも生じるなど，大きな

社会問題となっています。

これらの事案は，事柄の性質上，周囲

の目に付きにくいところで起こり，被害

者である子どもは身近な人に相談するこ

とをためらうことが多いことから，重大

な結果に至って初めて表面化するという

例が少なくありません。

法務省の人権擁護機関では，これらの

問題に対する施策として，平成18年度

から，全国の小・中学校の児菫・生徒に

「子どもの人権SOSミニレタ三I (便篝

兼封筒）を配布しています。このレター

を通じて教師や保護者にも相談できない

子どもの悩みごとを的確に把握し，学校

や関係機関とも連携を図りながら，様々

な人権問題の解決に当たっています。

また，全国50か所の法務局，地方法

務局にフリーダイヤルの専用相談電話

「子どもの人権110番」を設置し，人

権擁護委員や法務局職員が子どもからの

相談に応じ，子どもが相談しやすい体制

をとるとともに，調査救済活動や，いじ調査救済活動や，いじ

１
１

猛鐘
I

O⑥了-11
UJ－ク亜P

0120- ⑥
＆■■■口 DC唾G竃＆呼1完全＆

6月zS員(鴬)-浦量目(白）

雲雲霞獺:瀧識艫雛
ヲ

蕊…詞蓉…'．枕wmwwJ強”

誤綴庶撫霊雲謹罵窒弩垂塞掌壁‘'胃"-－

I 堂畠海ﾇ鱸頭‐蕊諏錘齢誌& 一F
一一

ボスター｢子どもの人権110書強化週間」

啓発冊子

｢みんなともだちマンガで考える｢人権j」

め等について考えてもらう「人権教

室」（45ページ参照）の開催や啓発冊子の配布等の啓発活動
に取り組んでいます。

さらに，インターネットでも人権相談を受け付けています

（41ページ参照)。相談フォームに氏名，住所，年齢，相談
内容等を記入して送信すると，最寄りの法務局から後日，
メール，電話又は面談によりお答えします。

8 ThePIcl=ionofH'""n"h!3



＠
｢子どもの人権SOSミニレター事業の取組結果について

両

１
．
主
な
人
権
課
題

集計期間；

平成28年4月1日

～平成29年3月81B

集謝1象：

全国の小･中学校の児童生

徒から寄せられた子どもの

人権SOSミニレター
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●相談件数･約1万7千件
●学年別相談件数

子どもの人権SDSミニlﾉター
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●相談内容 ※複数回答

いじめ．…･…6,200件(36．8%)
虐待…･……582件(3.5%)
体罰……･…・84件(0.5%)
その他･…･…9,979件(59.2%)
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－－－－一－- ■ , .二 一

介護の際に虐待を受けた，無断で財産を処分されたなどの事案が発生

しています豊かな知識と経験を墓にこれからも社会に貢献したい，

地域の人たちと交流し，趣味を楽しみたい” 高齢者が生き生きと暮

らせる社会の実現を目指して，高齢者についての理解を深め，高齢者

を大切にする心を育てる必要があります｡

我が国では，平均寿命の大幅な伸びや少子化等を背景として，人口の4人に1

人が65歳以上の高齢者となっています。こうした状況の中，高齢者に対する就

職差別，介護施設等における身体的・心理的虐待，あるいは高齢者の家族等によ

る無断の財産処分（経済的虐待）等といった高齢者に対する人権侵害が大きな社
会問題となっています。

平成4年(1992年) 10月の国連総会において，平成11年(1999年）を

「国際高齢者年」とする決議がされました。我が国でも，平成10年7月， 「国
際高齢者年｣における取組の基本的考え方について，関係省庁の申合せがされた
ほか，この間，平成7年12月には， 「高齢社会対策基本湖が施行され，翌年7

月，同法を受けて「高齢社会対策大綱」が作られました（平成13年12月に見直
し)。また，高齢者の尊厳の保持にとって高齢者虐待を防止することが重要であ

ることから，平成18年4月には， 「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する
支援等に関する法倒が施行されました。

法務省の人権擁護機関では、高齢者施設等の社会福祉施設において，施設の協
力を得て，臨時に特設の人権相談所を開設して入所者等からの相談に応じてお
り，普段，法務局に出向くことが困難な入所者やその家族も，施設内で気軽に相
談できるような配慮を行っています。また，介護サー

ビス施設・事業所に所属する訪問介護員（ホームヘル

パー等）等，高齢者と身近に接する機会の多い社会福
祉事業従事者等に対して‘人権相談活動について周

知・説明し，人権侵害事案を認知し

と1

猛齢祉錘入段猛齢祉錘入段

た場合の情報提供を呼び掛けるなど

連携を図っています。このように，

法務省の人権擁護機関では，高齢者

啓発冊子
｢ともに生きる時代へ」

10 TheP1@!ecllon|oIHumonRbhl5



｡
や身近に高齢者と接する人たちからの人権相談への対応を充実させながら，高齢

者の人権に関する啓発活動や高齢者に対する人権侵害事案の調査救済活動に取り

組んでいます。

i
一

●内閣府｢人権擁護に闇する世論調査」平成24年8月謹登bID

高齢者に関し,現在,どのような人権問題が起きていると思いますか？

複数回答(％）

0 10 20 30 40 50 S0

~－~~~~－~~－~ー~~‐ ．.~~〒~~- ‐ ‐‐ ． ‐ ． 1

悪徳商測強薑鉱熟1こど【5α5%】

経漬的喧麺通園難麓喜畠鰹嘘髄I

‘働く肖訪を蕊する穏芸が少職渥琶贈啄3%】

|高鐙識嘘蓋鄭睦郡､鈴藤崎壱されること【31.0%】
'痛歳廻蓄識鍵瀧蝿蝿劣識処遇や虐待を受けること【SO.伽】

燕燕遜薑雲跡謹腫型い雇蕊がらせや圏寺を受けるごと【24.6%】 ，

高購嘱融鰯縫重されないこと【旧2%】

アノ吟ド議副猟居溺巨否されること【15.7%】

差別日朧動護されること【11.9%】
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障害のある人が車椅子での乗車を拒否されたり，アハートの入居を断

られる事案が発生しています．障害のある人に対する十分な理解と配
慮が必要です‐

障害のある人を含む全ての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めてい

くためには,国や地方公共団体が障害のある人に対する各種施策を実施していく

だけでなく,社会の全ての人々が障害のある人について十分に理解し,必要な配
慮をしていくことが求められていま或

我が国は,平成5年8月に作られた｢障害者対策に関する新長期計画一全員参

加の社会づくりをめざして芸｣や,平成7年12月に決定された｢障害者プランー

ノーマライゼーション7か年戦略｣に基づき， 「障害のある人も地域の中で普通の

暮らしができる社会に｣というノーマライゼーションを基本理念の一つとする障
害者施策を進めてきました。

しかし,現実には,車椅子での乗車やアパートへの入居を拒否される事案が発

生するなど,障害のある人に対する理解や配慮はいまだ十分とはいえず,その結
果として障害のある人の自立と社会参加が阻まれており,共生社会は十分に実現
されているとはいえない状態にありま説

このような中,平成16年に｢障害者基本法｣が改正され,障害を理由とする差別

禁止の理念が法律に明記されるとともに,12月9日の｢障害者の日｣が12月3日か
ら9日までの｢障害者週間｣に拡大されました｡同週間では,障害の有無にかかわら

或国民誰もが相互に人格と個性を尊重し， 「共生社会｣の理念の普及を図るため
の多彩な行事を集中的に関催していま説平成23年には,障害のある人があらゆ

る分野において分け隔てられることなく,他者と共生する 1
ことができる社会の実現を法の目的として新たに規定する

など， 「障害者の権利に関する条約」（55ページ参照)の

理念を踏まえた｢障害者基本法｣の改正が行われました。

また,障害のある人に対する虐待を防止すること等を目的

として,平成24年10月に｢障害者虐待の

防止,障害者の養護者に対する支援等に

関する法鬮が施行されました｡また,平成

28年4月には，「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」（いわゆる

「障害者差別解消法｣)が施行されまし

啓発冊子｢いっしょに学ぼう1
障害のある人の人権～パラリ
ンピックへ向けて~」

12 1hePIcI:clichofHUmcnRignl3



●内藺府｢人権擁護に関する世論調査」(専城24年8月隷言)から
障害者に関し,現在,どのような人権問題が起きていると思いますか？

0 10 20 BO 40複数回答(96)5O
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た｡これを受けて,障害者の差別の解消に向けた,政府の施策の総合的かつ一体的な実

施に関する考え方を示した基本方針が定められたほか,国の行政機関においては墓本方

針に即した職員の取組についての対応要領を作成し,主務大臣は事業者の取組に関する

ガイドラインを作成しました。

さらに,政府は,平成25年9月に｢障害者基本計画(第3次)」を策定し,障害者

施策を推進していま式

あわせて,我が国は,平成26年(2014年)1月,障害のある人の権利の実現のための

措置等について定めた｢障害者の嵩Uに関する条約｣(55ページ参照)を批准しました。

法務省の人権擁護機関も‘ノーマライゼーションの理念を一層定着させ,障害のあ

る人の自立と社会参加を更に促進するために,様々な啓発活動に取り組ﾊﾉでいま式

また,障害者施設等において,施設の協力を得て,臨時に特設の人権相談所を開

設して入所者等からの相談に応じており,普段,法務局に出向くことが困難な入所

者やその家族が,施設内で気軽に相談できるように配慮していますbさらに,介護

1

1

４
．
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
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醸

サービス施設･事業所に所属する

ホームヘルパー等,障害のある人

と身近に接する機会の多い社会福

祉事業従事者等に対して,人権相

談活動について周知･説明し,人

権侵害事案を

■障害者に対する識I待遇に関する

人権侵犯事件の新規敷済手続開始件数
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鰯啓発ビデｵ｢私たちの声が聴こえますか｣の紹介

基本的人権は，憲法により誰にでも平等に認められ

ているものであり，高齢者のための養介護施設ある
いは，障害のある人のための福祉施設や病院等に入所

(入院)している人々についても；同様に保障されな
ければならないことはいうまでもありません。ところ

が,近年，これら社会福祉施設において，入所（入
院)している人々に対する虐待事案が後を絶たず,社
会問題となっています。

ﾛ ●－

ｉ
圃
齢
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師
写
人
睡

争口 血 ｡b 申今 4 心 ﾕ｡』 ●4巳a山4や■ ｡

●社会福祉施設における人権侵犯事件の動向

平成28年中に法務省の入権擁護機関が新規に開始した高齢者施設,障害者
施設等の社会福祉施設における人権侵犯事件数は158件で,依然として憂慮す

べき状況で推移しています。その内訳は，施設職員による人権侵犯事件で‘障
害者を被害者とするものが63件(39.9%) ．高齢者を被害者とするものが

57件(36.1%),児童を被害者とするものが8件(5.1%),施設職員以外に
よる人権侵犯事件が30件(19.0%)となっています。

社会壱蠅識おi3る入権侵害を趾するためにIま,葹誇透蕾理譽
職員が人権に対する正しい知識と感覚を身に付けると同時に‘入所（入
院）している方自身が，自己の尊厳や権利について自覚することが重要で

す｡また"入所(入院）している人々の家族や地域住民,関係者の全てが
社会福祉施設等における人権問題について認識し，関心を持つことが必菫
です。

法務省の人権擁護機関では，啓発ビデオ「私
たちの声が聴こえますか」やビデオの内容をよ
り詳しく解説した冊子を各種研修会等で活用
し，全ての人々の人権意識を高め，人権侵害の
ない，誰もが生き生きと暮らせる社会を目指し
て取り組んでいます。ビデオは，女優の渡辺美
佐子さんによる「ひとり芝居」 （施設職員編・

入所者編）を中心に，専門家へ
のインタビュー等を通して．

－

「どんな行為が入所者の人権を

侵害する行為に当たるのか」が
自然に理解できるような構成と
なっています。 啓発ビデオ

畷たちの声が篇こえます加より

〃
~

－‐ 一一一
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、
回同蕪鍾廊震薊
「あの人は同和地区出身だから・ ・ 」 「部落出身だから･･。」などと

言われて結婚を妨げられたり，差別発言差別落書きがされるなどの

事案が依然として存在しています。同和問題（部落差別）の解決に向

けて‘差別意識の解消のための取組等が必要です。

’|同和問題(部落差別)について
同和問題は，日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により，日本国民

の一部の人々が，長い間，経済的，社会的，文化的に低い状態に置かれることを

強いられ，今なお，日常生活の上で様々な差別を受けるなどしている，我が国固

有の人権問題です。

この問題の解決を図るため，国は，地方公共団体と共に，昭和44年以来33年

間，特別措置法に基づき，地域改善対策を行ってきました。その結果同和地区

の劣悪な環境に対する物的な基盤劉篇は着実に成果を上げ，一般地区との格差は

大きく改善されました。

しかしながら，結婚における差別，差別発言差別落書き等の事案は依然とし

て存在しています。また，インターネット上で，不当な差別的取扱いを助長・誘

発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生していま

す。このような状況の中で，平成2B年12月には， 陪礎差別の解消の推進に関

する法倒が施行されました。差別や偏見に基づくこうした行為は，他人の人格

や尊厳を傷つけかねないものであり，決して許されないものです。国は，同和問

題の解決に向けた取組を積極的に推進しており，法務省の人権擁護機関も，問題

の解決を目指して，啓発活動や相談，調査救済活動に取り組んでいます。
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●内閣府｢人権擁護に関する世論調査｣ｲ平成誤年8月識塾がら

同和問題に関し,現在,どのような人権問題が
起きていると思いますか？

援翫回雪(9句
0 10 2D 30 40 50

結婚問題湾周軍堕反種莚受聡瀧彦【a7S%1
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啓発ビデオ人権ｱｰ:カイブ・シ
リーズ｢同和問題～過去からの
証言,未来への提言～」

|えせ同和行為の鯛 ’
同和問題の解決を阻む大きな要因になっているものに，

いわゆるえせ同和行為の横行があります。これは，同和問

題を口実にして企業や宮公署等に不当な利益や義務のない

ことを求める行為（例えば，高額の書籍を売りつけるな

ど）を指します。

えせ同和行為に対しては，行政機関や企業等が密接に連

携し，不当な要求には‘き然とした態度をとることなどが
必要です。

国は，昭和62年に全省庁参加の下； 「えせ同和行為対策
中央連絡協議劃を設置し，また．地方において謁全園

’

啓発ビデオ｢セクハラ･パワ

国は，昭和62年に全省庁参加の下； 「えせ同和行為対策ハラ･えせ同和行為あなた

中央連絡協議劃を設置し，また，地方においても，全国の繩愚は大丈夫?」
の法務局・地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡劃を設
置するなど，えせ同和行為を排除するための取組を行っています。

■「えせ同和行為対応の手引」はこちらからダウンロードできます
http://www.moj.go.jp/content/OOO122217.pdf

一

平成25年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケートについて
httD′蚕www.moi.gO.jpcDnten･t/OOO121613pdf

緩顯駕譜驚諾:自鴎灘灘鱈｡震臭’
主忽調査緒果

●被害率（違法・不当な要求
を受け淀事業所の割合）と
応諾率（えせ同和行為を行
う者からの要求に対して．
一部又は全部応じたと回答
した事業所の割合〉

一
一
その他

，
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〃

’

’
●被害率(違法不当芯妻求を受けた事業所の割合）

(1)全体の被害率……・4.6％(前回比11．5ポイント減）
(2)地域別の被害率･･…全体的に減少｡広島ブロック,福岡ブロックが高い。
(3)業種別で見ると建設業(9.7%)が最も高い。
(4)従業員規模別では,300～500人未満(5.7%),100～BOO人未満(5.5%)
の事業所の順に高い。

●応諾率(えせ同和行為を行う者からの要求に対して.－部又は全部応じた
と回答した事業所の割合）

(5)全体の応諾率…･･14.2％(前回比1.gポイント増）
(6)従業員規模別では,100～S00人未満(17｡2%),

50～100人未満(16.2%)の事業所の順に高い。

●違法.不当な要求について
(7)種類…‘……･･臘関紙･図書等物品購入の強要｣(74.0%)が最も高<jその

応諾率は18.0%

(8)要求の手口･･･…蹴ように電話をかけてくる｣(55.4％),｢同和問題を知って

いるかと言っておどす｣(40｡796)が高い。

(9)要求の口実．．…･｢同和問題の知識(認識･研修)の不足｣(89.2%)が最も高く‘

次いで陣なる言いがかり,無理難園(26.0%), 「一方的に
差別であると決めつける(9｡3%)"

⑩宮公署からの指示撫難に処理するように言われた｣(25.0%),

信公署からの指示はなかった｣(75.0%)

6ｳ期間…･…･…1日限り(44.1％)が最も高い。
⑬被害金額.．. ･･｡・ ・ 1万円以上10万円未満(9.8%)が最も多い。
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I

lelｱｲﾇの人々 ■■■■■■■－

アイヌの人々に対する理解が十分ではないため，就職や結婚等におい

て偏見や差別が依然として存在しています。アイヌの人々に対する理

解と認識を深める必要があります亀

アイヌの人々は，固有の言語や伝統的な儀式，祭事多くの口承文学（ユーカ

ラ）等，独自の豊かな文化を持っていますが，近世以降のいわゆる同化政策等に

より，今日では，その文化の十分な保存･伝承が図られているとは言い難い状況

にあります。特に，アイヌ語を理解し，アイヌの伝統等を担う人々の高齢化が進

み，これらを次の世代に継承していく上での重要な基盤が失われつつあります。

また，アイヌの人々に対する理解が十分ではないため，就職や結婚等において
偏見や差別が依然として存在しています。

政府は，平成19年(2007年)9月に国連総会で採択された院住民族の権利

に関する国際連合宣司やj平成20年6月に国会で採択された「アイヌ民族を先

住民族とすることを求める決議」に関する内閣官房長官談話を踏まえ，これまでの

ｱｲﾇ政策を更に推進し,総合的な施策の確立に取り組むため, 「ｱｲﾇ政策のあ
り方に関する有識者懇談劃を開催し，平成21年7月に報告書が取りまとめられ

ました。同報告書を受けて，平成22年1月以降内閣官房長官を座長とする「ア

イヌ政策推進会議」が開催されています。同会議における了承を得て，平成26年
6月に「アイヌ文化の復興等を推進するための眠族共生の象徴となる空間』の整
備及び管理運営に関する基本方針について」が閣議決定されました。

法務省の人権擁護機関では，アイヌの人々に対する理解と認識を深めるととも
に，偏見や差別の解消を目指して，啓発活動や相談“調査救済活動に取り組んで
います。

●内閣官房内閣府｢国民のアイヌに対する理解度に関する
調査」(平成28年2月謁萱)から

アイヌの人々に対する 差別や偏見があると思う理由
差別や偏見の有無 （差別や偏見があると思うと答えた人に）

複数回答(％）
0 20 40 ・SO BOO 20 40 SO皐冒要P.ー壺早一一・冒勘哉罰

国民全体を対象にした世論詞査

壷園奮恵う【18淵】
な堕壱思量:【翫職】，

わ鄭這露いI319も】

ｱｲﾇ②人々を対禄にした輪調査
_韓翰潅謡厩巳9郁 一 … ‐

極聯菖患う【1996】

為から尊い【9%ll

国民全体茜対象にした畷嗣萱一
總籔…§…ばて
適錘“輯鍵署がある【4｡糊
嘩錘鯉が霜ろｲﾒｰ#'があるに596】

ｱｲﾇの人ﾀを対象に吹意篭頴査
虞戚霞摺歯嘩参議-…I宮g恥】
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アイヌについて

匿
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外国人であることを理由に，アパートへの入居を拒否されたり，外国

人を排斥する趣旨の言動が公然とされるという事案が発生しています。

茎壱寓謬鰯差燗篭鑿驍欝 ｜
ざ令企･I

今日,我が国に入国する外国人は増加しており,平成28年瀧蕊島で峰
･申一一一~~~－4

鰈駕卜篁駕鑿易薑瀧潟豐薑織罰､
ぐって様々な人権問題が発生しています。 ＝菫寮簔菫侭蕊‘

法務省の人権擁護機関では，6言語に対応した｢外国語人権相ボスター

談ダｲﾔ川及び2言語に対応した｢外国語ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ人祷目農難将'ま
談受付窓口｣を設置するとともに,全国の法務局地方法務局におこころでした｡」

いて‘剛国人のための人権相談洲を開設し,日本語を自由に話看

護等
せない外国人からの人権相談に応じるほか,外国人に対する偏見や

差別の鰯肖を目指して，啓発活動や調査救済活動に取り組んでい

ます。

就近時,特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当醗需
な差別的言動が，いわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関 螢鑿窒……、ケーう
心を集めており，平成28年6月には体邦外出身者に対する不雇舞ビデｵ

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律｣が施蟹謹織に雲副

蕊

|：

灘蕊島で艦
●…一一一

綴鼬、

ザ

一一

》一
一

●竜

一一一一．
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（法務省の委託により‘公益財団法人人権教育啓発推進セン

ターが実施｡調査結果は,http:"www・moj・go.jp/JINKEN/

jinkenO400101.html)。今後は,この調査結果を踏まえた

外国人の人権に関する施策の推進に取り組んでいきま乱

（

｛
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－

●内閣府｢人権擁護に関する世論調劃平戒24f8月副鐙)から
日本に居住している外国人に関し,現在,どのような
人権問題が起きていると思いますか？ 複数回答(％）

0 10 20 SO 40
一宇一 一一

凰誹習癖の違I城璽郵机ら訂芯醐置と!“g鯛1

載職蜘慰鱈睡諦訶溌諏睦受l琵置と値重9%ll

舜齢ド琴蹴塞雪錘桑潅錘錨1
じちI鯵見蜀鞠た鰯謹睡諭瀧駁すること【15.9%】

書創悶鷲壁躍琶w祷津【喧B%】
誕窪霊謹蹴勵cめを受けること【1a9%】
績蛎問題零周囲鰯蕪謹けること【12.5%】

啓発冊子
｢私たちの身近にある
ヘイトスビーチ」

痘泊旋段ﾏ店認等への入店や施霞利用を;＝れること【6.3%] l

萄鑓鴎9編力鱈獄謝“顛醜二一二 一一上
L一 一

圃融例国人のための人権相談所
"um諏卿t皇奄"n"i曜壁nter$"Fbr鑓nergl･

介諄篭驫駕議謡擦顯申に諭ことがで壷懲い方のために,通訳を
一面

迫

■

ロだ
。
ま
論

辰恵 溺塵岬…閲郵I蹄

福岡法務局

人権擁護部

092(739)4151

Iアクロス福岡3階こくさいひろば

福岡市中央区天神1－1－1
毎月鍾宮を曜日

13:00～16:00

英語
福岡市

英箇，中国圏，八

ングル．スペイン

富，ポルトガル藷

ｱｲﾉUし香川

"lll国際交涜会嬉)今塞室
高松市言町1-11-69

毎月第B金剛日

13:00～15:0O

(予約制）

高松法務局

人権塗護部

087(815)5311

高松市

松山地方法務局

人緬擁護課

OB9(932)OBBB

毎月第4木曜日

13:BO～15:30

英霊

|総山爾’
松山市

舛国麗人棺相麟ダｲﾔﾙ(全璽共通)(Fpr画ign-l.hgUageHumanRigh"Hotiine)
"0570-090-91.1(車日gROO~17:QO)

驫繍蕊謡急総駕撫鱸熱纈繍鶏｡詞。
外国屋fﾝﾀ､一事ﾂ蝿権栢躍付窓口《Hunmri"tSCqunselingsavicesmmeimsmee

蕊緩謡僻目鼠'卿尋唾･票譲と中国雲霞のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ人権編談受付霧口
この悪口によって‘全国どこからでも人掘目麟をお受けすることができます。
英鱈IEFgnsh)hftpSWwWWWinl<an.EojPygOU"h/FKAdﾝO701Fn.hmll
中国霞(Chinese)hhPsゾﾉwww.jinken,函,.jp/Soudan/PC_ADﾉ0107Zh,hbni ._」ｲー

20 1heFIcIBとlionofHumonRbhi5

対応時闇

対応言籠

平日(年末年始を除く）g：、O～17：00
エヘニ

英語‘中国語,韓国語,フィリビノ語,ポルトガル語及びベトナム語
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｡1W感秦著沢ｼｾﾝ病患者等
e一一

←■Ⅱ■■－－－一

一一

Ｉ
Ｌ
Ｇ

一 一一－

HIVやハンセン癖等の感染症の患者．回復者等が偏見や差別で苦しむ

ことがないよう、感染症に対する正しい知識と理解が必要です零

エイズウイルス(HIV)や八ンセン病等の感染症に対する正しい知識と理解

は，いまだ十分とはいえない状況にあります。これらの感染症にかかった患者．

回復者等が，周囲の人々の誤った知識や偏見等によって，日常生活,職場医療

現場等で差別やプライバシー侵害等を受ける問題が起きています。

エイズウイルス(HIV)は，性的接触に留意すれば，日常生活で感染する可能

性はほとんどありません。

八ンセン病は，らい菌という細菌による感染症ですが，感染力は弱く，感染し

たとしても発病することは極めてまれで，しかも，万一発病しても，現在では治

療法も確立し，早期発見と適切な治療により後這症も残りません｡

平成15年11月に起きた熊本県内のホテルの八ンセン病療養所入所者に対する

宿泊拒否事件によって，依然として誤った認識や偏見が存在していたことが明ら

かになりました。このような偏見や差別の解消を更に推し進めるため，平成21

年4月に「八ンセン病問題の解決の促進に関する法倒が施行されています。ま

た，平成21年度から， 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に

関する法筒の施行日である6月22日が「らい予防法による被害者の名誉回復

及び追悼の日」と定められました。さらに，国際社会においては，我が国が主導

する「ハンセン病差別撤廃決議」が人権理事会(200B年ほか）及び国連総会

(2010年）において採択されました。
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ー学＝ 写
圭劫邑…垂螺郵一蓋一
一一坪一嘩辱一＝－

翻懸騨瀞
一 今

家應露え香 …
一

公ﾝ噌謬識 蚕三
一一動…一

鰹魎蝿鍼，

蕊皇需砲|'芋弩ご喜壹琴乏
|, '房雪冒一F-宣言望‘噌言;宣乏

一

未無曲X
ゴベ画砲虚止は 0か世ジ踵

墓礎知識
呼

壁垂＆一
■

啓発ビデオ人権アーカイブ・
シリーズ｢八ンセン病問題
～遇去からの証言,未来へ
の提言～」

啓発ビデオ「未来への鉦
ぽくのおじさんは､ハンセ
ン病-LI

書発冊子「HIV/エイズの
基礎知識」
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法務省の人権擁護機関では，中学生等をパネリストとしたハンセン病問題に関

するシンポジウムを開催したり，八ンセン病への正しい理解と偏見や差別をなく

すことを呼び掛ける新聞広告やインターネット広告を掲載するなど，様々な啓発

活動を行っています。また, HIV感染者やハンセン病患者等に対する差別事案に

ついて，人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。

●内閣府｢人権擁護に関する世論調査」(平成24燦8月講琶)から

エイズ患者･HIV感染者やその家族に関し,現在,どのような人権問題
が起きていると思いますか？ 簑数回答(%）
0 10 20 BO 40 50

ヘ

－－－ｨ■－

｜

結婚問題で周囲の皮対を受ける塵と【41.6%】
差別的な言動巷さ鞭ること{sO・ｱ%】
就職･職場で不利芯扱いを受けること【2989%】
治療や入院を断らｵi醍と【197%] !
宿泊施鍵店舗顎､蝿店や施藷1用を拒否されること【1.5.8%】
無断でｴｲズ検査等藩されること【唱ｼ%】
アノドーI篝への穴居を拒否されること【10'6%】
|,特になb瞳わが魂馳陶5,5%]; : !

－一一一一~一一－－ー一

八ンセン病患者回復者やその家族に関し‘現在,どのような人権問題
が起きていると思いますか？ 複数回答(%）
0 ]Q 20 SO 40

1ﾊ璽ｾジ痛痘護所の外廷自立し淀塞誰営むのが困難なこと【32.1%】
|結婚問題面周囲の辰対を受ける種と腱5.'殉，
,‘蝿嘩見られたり'『避け罫w怠り薪るごと124.1%! ,
差別的芯言動をきﾈiること【2263%】
就職魂職場で不利繩いを受ける琶と【2'.'%】
職場.拳校等涯嫌がらせやいじめを受けることI1663%) :
治療や入院を断ら執ること【13‘6％】

宿泊施設,店舗等への入店や施護利用を拒否されることI12.1%】
|ｱパと-卜等への入居を拒否されること[]0.2船】
|特にない．わからない【SaS光】‘
L= 寺三 一一一

50
．－－．､･一一.~－1

I

－

ハンセン病に関する
畷と子のｼﾝボジｳﾑ」

（高松会場）
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回型茎蓬江出翫堕菫ムー ーー－
刑を終えて出所した人やその家族に対する差別等が発生しています。

これらの人の社会復帰のためには，本人の詮い更生意欲と併せて，周

りの人々の理解と協力が必要です。

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く，就職に際して

の差別や住居の確保の困難等，社会復帰を目指す人たちにとって，現実は極めて

厳しい状況にあります。

刑を終えて出所した人たちが，地域社会の一員として円滑な社会生活を営むた

めには，本人の強い更生意欲と併せて，家族はもとより，職場地域社会の理解

と協力が必要です。これらの人々に対する偏見や差別をなくすため‘毎年7月を

強調月間として“社会を明るくする運動”が実施されるなど，様々な取組が行わ

れています。また，平成2B年12月には， 「再犯の防止等の推進に関する法律」

が成立し，施行されています。

法務省の人権擁護機関では，啓発活動や相談調査救済活動に取り組んでいま

liもどらない｡……列繍鞠/蝋&識繍＆す。

霊
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の
仕
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I

l

↓
ボスター
｢社会を明るくする運動」

タレント鉄拳氏による‘‘社会を明るくする運動”
パラバラマンガ
(法務省YouTubeチャンネルで公開中） ４

‐
国
際
社
会
に
お
け
る
人
犠
錬
迩

回尭燕害霊 ーｰ ~

1

犯罪被害者やその家族は』直接的な被害のほかに，いわれのないうわ

さや中傷により傷つけられたり，プライバシーが侵害されたりするな

どの二次的な被害を受けることがありますぐ犯罪被害

者とその家族の人権に配慮することが必要です

犯罪被害者等は，犯罪そのものやその後遁症によって精神

的，経済的に苦しんでいるにもかかわらず，追い打ちを掛け

るように，興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つ
（

『h屋PIC伯dIDncl+11,1n･1enRIgh15 23



けられたり，私生活の平穏が脅かされるなどの問題が

指摘されてきました。その対策として，犯罪被害者等

のための施策を総合的かつ計画的に推進し，犯罪被害

者等の権利や利益の保護を図るため，平成17年4月に

「犯罪被害者等基本湖が施行されました。

同法に基づき，同年12月には， 「犯罪被害者等基本

計画」が作られ（平成28年4月第3次基本計画策

定)，毎年11月25日から12月1日までの1週間を

「犯罪被害者週間」として，犯罪被害者等が置かれて

曾垂吋宜面？q費営む丘

;瞬被害毒の人権を
守るために

鐘一

願
一
一
噸
一
一

函

一
一
・

毎
Ｆ
函

。
Ｑ
一
心
》

啓発ビデオ ldU弓F1双言百〕且同」こLﾉ且， うじ夛信f浪言マヨ寺pⅢ直〃|,4LL

｢犯罪柵震者の人権を いる状況や犯罪被害者等の名篝又は生活の平穏への配守るために」

盧の重要性等について，理解を深めてもらうことを目

的とした活動が展開されています。

法務省の人権擁護機関としても，犯罪被害者等の人権に対する配盧と保護を図

るため，啓発活動や相談，調査救済活動に取り組んでいます。

1●内閣府｢人権擁護に関する世論調査」(平威24年S月調宣)から

犯罪被害者やその家族に関し,現在,どのような人権問題が起きている
と思いますか？ 複数回答(%）
0 10 20 30 40 50 60

－－－－~~一一一一一一一一~一一一~一－1

鶏譲讓難罎鱗蕊議鵜錨
’難嘩壜鱸L涯煽劇毒訓塞話を諏1愚蕊'零s鋤’

卵罪荷潟I置鐙で糖禰飼溌舞漉を受けること【5q9%l

警察l鐵目談Iｿ霜も期待澄裁圏⑱対応が信ら紅ない匿と【47.5％】

捜査や刑事裁判に翁い看精袖的負担を受けること【96.1%1

1刑壽手続に蹴ずL』も被害者の声が十分反映されるわけでIきないこと【調B%】

I犯罪行潮こよって経済的負担を受け誕二と【2B.5%】

，特(こない,"鋤らない【'2,'％】
一二
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インターネット上においては，匿名による書き込みが可能なことを悪

用して，個人の名臺やプライバシーを侵害するなどの種々の人権問題

が起きています。インターネットを正しく使用し，人権侵害をなくす
ことが必要です。

我が国のインターネットの利用

人口は年々増加し，平成28年末

には約1億84万人となっていま

す（平成29年版情報通信白書よ

り)。こうしたインターネットの普

及に伴い，その匿名性情報発信

の容易さから，個人の名誉を侵害

したり，差別を助長する表現等，

人権に関わる様々な問題が発生し

ています。そのため，弓股のイン

ターネット利用者等に対して，個

人の名誉やプライバシーに関する

正しい理解を深めるための啓発活

動を推進していくことが必要です。

ｌ

ｚ
法
践
浅
の
人
碗
簿
騒
鍾
酒
の
域
娼
み

2000

1800

1600

1400

1200

1000

BOO

600

400

200

0

1,909

957

i－671

；
|

1,736

11｡429

’ 24 25 26 27 2B年(平醜）

●内閣府｢人権擁護に関する世論調査｣(平成24年8月調査)から

インターネットによる人権侵害に関し,現在,どのような人権問題が起き
ていると思いますか？ 複数回答(”
O 10 20 30 40 50 S0
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小学生中学生等の青少年の利用が年々増加し

ている一方, SNS等を利用した誹誇中傷等，子

どもが加害者や被害者になり， トラブルに巻き込

まれる事案も発生しています。そうした状況を踏

まえ，政府は， 「青少年が安全に安心してイン

ターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律｣を平成2'年4月から施行し，インターネッ

ト関係事業者にフィルタリングの提供を義務化す

るなど，対策に取り組んでいます。

また，いわゆるリベンジポルノ等による被害

の発生・拡大を防止するため，私的に撮影され

た性的画像を公表する行為や公表目的で提供す

る行為に対する罰則，画像の削除に係る「特定

電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び

発信者情報の開示に関する法律」 （いわゆる

「ブロバイダ責任法」）の特例及び被害者に対

する支援体制の整備等を内容とする「私事性的

画像記録の提供等による被害の防止に関する法

律」が，平成26年12月に施行されました。

法務省の人権擁護機関も，インターネット上

における人権問題等について，中学生．高校生

とその保護者を対象とした啓発教材「あなたは

大丈夫？考えよう1インターネットと人権」や

啓発ビデオ「インターネットと人権加害者にも

被害者にもならないために」を作成し，これら

を活用した啓発活動を行うなど，青少年のイン

ターネット利用環境の向上に取り組んでいま

す。また，インターネットを利用した悪質な人権

侵害については，プロバイダ等

あなたは人又夫。
唖0＄･ず、少芋｡，feD端

唇曾丘，

啓発冊子 ．

｢あなたは大丈夫？考えよう1
インターネットと人』勧(改訂版）

啓発ビデオ

｢インターネットと人権

加害者にも被害者にもならな
いために」

せ“憎ﾉ‘■質砿岡,士舞人偽尚且量飼通却’
一戸

その塞進霧、
人毒露つ瀞ま巻んが

・罐錬

閣
洩跨中侭、

ブﾗｲパｼｰ褒筈は

皇大な人掴槻刷です
＝

インターネットバナー広告

にその情報の削除を求めるな

ど，適切な対応に努めていま

す。
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|画北朝鐸当局によって拉致された被害者等
一 一一■ーｰ■■ －－

－－－一■ q

ゴ鰯鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに，国際社
会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し，その抑止を図る
ことを目的として，平成18年6月に「拉致問謹その他北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処に関する法倒が施行されました。この法律では，国及び地方公

共団体の責務等が定められるとともに，毎年12月10日から16日までの1週間
を此朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。

この週間においては，政府主催によるシンポジウムの開催関係省庁や地方公共

団体におけるポスターの掲出‘電車内の中吊りポスターの掲出，チラシ等の配布，
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今

全国の地方新聞紙等のメディアによる周知・広報，講

演会・写真パネル展の開催等，様々な活動を行ってい
ます。

拉致問題は，我が国の喫緊の国民的問題であり，こ

れをはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への

対処が，国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる

中，この問題についての関心と認識を深めていくこと

が大切です。

「北朝鮮当局による拉致問題等」については，法務

省の人権擁護機関による啓発活動の年間強調事項の－

つとして掲げてきたところ‘平成28年4月の閣讓決

定により， 「人権教育・啓発に関する墓本計画」の人権

課題に追加されました。
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政府主催国際シンポジウム(平成28年12月10B(±))
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ホームレスとなった人々に対して，嫌がらせや暴行を加える事案が発

生していますホームレスの人権に配慮するとともに，地域社会の理

解と協力が必要です

自立の意思がありながら，やむを得ない事情でホームレスとなり，健康で文化

的な生活ができない人々が多数存在しており，嫌がらせや暴行を受けるなど，

ホームレスに対する人権侵害の問題が起こっています。そのため，平成14年8

月に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が10年間の限時法とし

て施行され”平成24年S月に5年間，平成29年6月に10年間その期限が延長さ

れました。同法に基づき，平成25年7月の全国調査の結果を踏まえて， 「ホーム

レスの自立の支援等に関する墓本方鉗が策定されています。

ホームレスの自立を図るためには様々な取組力泌要ですが，法務省の人権擁護

機関では，近隣住民の人権にも配慮しながら，ホームレスに対する偏見や差別の

解消を目指して，啓発活動や相談‘調査救済活動に取り組んでいます。

●内閣府｢人権擁護に関する世論調査」(平成24年s月調雪から

ホームレスに関し,現在,どのような人権問題が起きていると思いますか？
複数回答〈96）

0 10 20 30 40 SO
一一一一－一一一一一

経済的侭自途戯困難な置娼隠壁e961
0

一~･可

じろじろ見られだ｡，避けら緑た顕-る運と【SaB%I

,近隣住民や遍示乳､等がら暴邇をふるわれる直と【gaS%】

'近隣荏民や通行人等が冨崎溺鱈鐘を受ほること【27.5%】

差別的態言動を割ること腱建愚制

アパート等への入居を拒…電と値罰1％】 ,

|:轤駕謬鰯麓菫霊こと､柵
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「男性が男性を、女性が女性を好きになる」ことに対しては，根強い
偏見や差別があり，苦しんでいる人々がいます。性的指向を理由とす
る偏見や差別をなくし，理解を深めることが必要です。

性的指向とは，人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言い

ます｡具体的には,恋愛｡性愛の対象が異性に向かう異性愛(ﾍﾃﾛセクシュア
ル） ，同性に向かう同性愛（ホモセクシュアル） ，男女両方に向かう両|生愛（パ
イセクシュアル）を指します。

同性愛者，両性愛者の人々は，少数派であるがために，場合によっては職場を

追われることさえあります。このような性的指向を理由とする差別的取扱いにつ

いては，現在では，不当なことであるという認識が広がっていますが，いまだ偏

見や差別が起きている ’〆●内閣府｢人権擁護に関する世論謂査｣《平成24年B月意轌)から
のが現状です。 性的指向に関し,現在,どのような人権問題が起きて

いると思いますか？ 復数厘暦(%)
法務省の人権擁調幾 O 10 20 SO 40 50

関では,性的指向を理 雲凋臘購識議識蕊塞瞳壁“に－
由とする偏見や差別の ，蝿購露認種製鍵嘩鐡鱸りすること【25.3%】
鯖肖を目指して，啓発 「,鍔葛篭璽識蔓鐵』澱めを受けることI243%】

冨謄繍欝臺 驚麓鰯欝’
す。 ．=,言古翌=,、 『＝贄＝/冒､可＝1聖､＝…i画差斗芦=÷鋺壼－2_『ハーフ『M, ’

|:篭 霊澄寧轄篭＃
I:窪pH錨搾琴をw琴舜¥＝冒暢‘蜂r□ず鋤bﾑ、

雲霧瀞．
'…卜等への入居議巨否されること【B.9%】
|鎭誼施設
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,店舗等への入店や施冒爵1用を拒否されること【47％】

!{特{麺ijル1種鋤員歳睡陣F縄錨】|
〕

食い違いに悩みながら，周囲の心ない好

しんでいる人々がいます．性自認を理由

理解を深めることが必要です。

うに認識しているのか．どのよ

からだの性とこころの性との食い違いに悩みながら，周E

奇の目にさらされたりして苦しんでいる人々がいます。咽
とする偏見や差別をなくし，理解を深めることが必要です

性自認とは，自分の性をどのように認識しているのか,どのよ

うなアイデンティティ（自己同一性）を自分の感覚として持って．

いるかを示す概念です。「こころの性」と呼ばれることもあります。

多くの人は，性自認（こころの性）と生物学的な性（からだの

性）が一致していますが，この両者が一致しない人は，そのため

に違和感を感じたり，身体の手術を通じて性の適合を望むことさ

えあります(性同一性障害)。そして,偏見の目を向けられたり，

職場などで不適切な取扱いを受けたりすることがあります。

〈

（
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平成16年7月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行さ

れ，この法律により，性同一性障害者であって一定の条件を満たす者については，性

別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました（平成20年6月に

改正法によって条件を緩和）。

法務省の人権擁護機関では，性自認を理由とする偏見や差別の解消を目指して，啓

発活動や相談調査救済活動に取り組んでいます。

●内麗府｢人権擁護に関する世論調劃早錘4年8月謹宣から

性同一性障害者に関し,現在,どのような人権問題が
起きていると思いますか？ 複数回書(％）
0 10 20 30 40 ･50

蕊
職場j;|割撫嫌翻らせやいimを受けること【32.6%】

諭麗蝋篤志剛蝿蹴を受は亀こと【28.9%】
差別的な言動茜識職霞とにBI1:%】
(鍔瞳鐵爲錘q涯墜掴ずられたりすること【白2.2%】
宿浪腫設,店舗等への入店や施設利用を拒否され郡と旧9%】
霧猟藍ト書への入居壱拒否され割こと【5.2%】
樹鼓f恥農"""伽過刑I I

』

画▲出写■壷＝
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ー~'一

薑莞ピ封 l鍛唾;緬国羅嗣“~~.~－1．｜｢あなたがあなたらしく生きるた

めに性的ﾏｲﾉﾘﾃｨと人権」

囹人身取引(ﾄﾗﾌｨｯｷﾝグ）
人身取引（トラフィッキング）は，重大な犯罪であり，基本的人権を侵害する
深刻な問題です。性的搾取等を目的とした事案が発生しています。

我が国では，平成16年4月，内閣に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会
調が設置され，同年12月，同会議において，人身取引の撲滅，防止,人身取引
被害者の保護等を目的とする「人身取引対策行動計画」力鞭りまとめられました。

また，人身取引その他の人身の自由を侵害する行為に対処
するため，平成17年6月に刑法等の一部が改正され，同年
7月から施行されています。

さらに，人身取引をめぐる近年の情勢を踏まえ，政府一体
となった人身取引対策を引き続き推進していくため，犯罪対
策閣僚会議において，平成21年12月， 「人身取引対策行動
計画2009」が策定され，平成26年12月には新たに「人身
取引対策行動計画2014」が策定されたほか，内閣官房長官
を議長とする「人身取引対策推進会調の第1回会議が平成
27年5月に開催され．以降毎年開催されています。

この問題に関係省庁が協力して取り組んでおり，法務省の
人権擁護機関としても,啓発活動や相談,調査救済活動に取
り組んでいます。

日本でも

ボスター｢人身取引対詞
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回童 雲蕊三謹匿音嘉入権問題

一一一

一一一一

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は，大津波の発生により東北地
方と関東地方の太平洋沿岸に壊滅的な被害をもたらし，未曾有の大災害となりま

した。また，地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故によ
り，周辺住民の避難指示が出されるなど，多くの人々が避難生活を余儀なくされ
ています。

このような中，避難生活の長期化に伴うトラブルや被災地からの避難者に対す
るいじめ等の人権問題が発生しています。

法務省の人権擁護機関では，法務省ホームページにおいて，緊急メッセージや
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腹話術師のいっこく堂さんによる啓発

スポット映像を掲載しているほか，シ

ンポジウムの開催（平成28年度は仙

台，名古屋の2会場）等,風評等に基

づく人権侵害事案の予防のための啓発

活動を実施するとともに，相談，調査

救済活動に取り組んでいます。

人権シンポジウム｢東北の｢みらい｣を見据えて

一若者たちが発信する復興支援一｣(仙台会場）
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●緊急メッセージ

●啓発スポット映像
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●内閣府｢人権擁護に関する世論調査」(平戚24年8月調萱)から

東日本大震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の事故の発生により，

現在,被災者にどのような人権問題が起きていると思いますか？複数回答(鮎）
0 10 20 30 40 50 60 70

|墓畢呈壼娠期化によるｽﾄﾚｽに伴ういさかいや虐待16"%】
|差別的艫動麟焔重と【22.倉%】
職場,学校等で嫌が冒せやいじぬを受けること【19.6%】

学校,幼稚園拳､のｽ学や入園を拒否されること【'“%】
アパート等への入居を拒否されること【12.4％】

篝蕊騨a聯や施割鴎を
特に趣い噸か皇ない【21｡6%ll
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法務省の人権擁謹機関の仕組み組擁2.
P可

「1.主な人権課題」で述べたとお

り，私たちの周りでは人権に関わ

る様々な問題が起きています。こ

の章では，このような問題に取り

組むために設けられている法務省

の人権擁護機関の仕組みについて

紹介しています。
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人権相談
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法務省の人権擁護機関の構成図(平成29年6月1日現在）
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全国人権擁護委員連合会員連合会舌
ト四 実

毒弘

麺； ブロック人権擁護委員
連合会(Bか所）

栗京･大阪･名古屋p

広屋・福岡・仙台
札嘆･葛松のBが所

皿

Iル
Qb

法務局所在地以外の

府県庁所在地
(ほか北海週の函箆・
旭川･釧認)42か所

門 口
■

ｰ

窪ざ

か i 都道府県人権擁護委員
R 連合会(50か所）
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1人権擁謹委員協議会(3,4か所）
L=犀舎_,宗一←誘電_－て_＝→‘－－－－－－

患漂専｡.季一
炉日００

Ｌ

０
１
１
』

’人権擁護委員
全国市町村に約14,000名

一サーーー－－－－－寺一 一

La

－－－－－－261力
一●－

画爾寵礪擁護局と喜而爾畷雷
一

一 －－－

国民の人権擁護に携わる国の行政機関として，法務省に人

権擁護局が，その下部機関として，法務局に人権擁謹部，地

方法務局に人権擁護課がそれぞれ設けられており，人権擁護

のための活動を行っています。また，法務局・地方法務局の

下部機関である支局でも人権擁護の仕事を行っています。
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人権擁護委員は,あなたの街の相談パートナーです｡相談は無料で秘密

は厳守しますので,困ったことがあったら,お気軽に御相談ください。

人権擁護委員は，法務大臣が委嘱した民間の人たちです。人権擁護委員制度

は，様々な分野の人たちが，地域の中で人権尊重思想を広め，住民の人権が侵害

されないように配慮し，人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設

されたものであり，諸外国にも例を見ないものです。

現在，約14,000名の委員が全国の各市町村（東京都においては特別区を含

む。 ）に配置され，積極的な活動を行っており，人権擁護委員の組織体には，子

どもの人権問題や男女共同参画等，個別の問題に取り組む委員会（又は部会）が

設けられています。

人権擁護委員はこうして委嘱されま説
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■

人格識見力信く，広く社会の実
情に通じ，人権擁謹について
遅解のある人

人褐繍三候補者人権擁護委員権擁

人権繧謹活動
シンボルマーク

このシンボルマークは，法務省の人権擁護機関が行う啓発広義活

動に統一性・滋自性を持たせるとともに，人権擁謹活動について

の親近感を深め，啓発広報活動をより効果的にすることを目的と

して，平成4年12月から使用されています。

今▲－

蕊篝

篝 蕊欝
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7

1
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■人権擁護委員の活動の様子

被災地における活動（仮設住宅訪問） 社会福祉施設における人権啓発

I際

地元企業での研修読師 地元FM放送での人権啓発

人権擁護委員は，法務局における人掛目談所に加え，市役所等の公共施設，社

会福祉施設やデパート等においても，特設人権相談所を随時開設して，住民から
の人樗目談に応じています。

また，相談等を通じて，被害者から「人権を侵害された」という申告等があっ

た場合は，法務局職員と協力して，人権侵犯事件の調査に当たったり，当事者の

関係を調整したりして，事案の円満な解決を図っています。

さらに,地域住民に人権について関心を持ってもらえるような啓発活動(小学生

や幼稚園児等を対象に，思いやりの大切さを教える｢人権教室｣(45ページ参照）

の開催や｢人権の花運動｣(45ページ参照)の実施,地元企業等に

おける人権講習会の講師等)を行っています。

そのほかにも，子どもの人権擁謹のための専門冊子等を定期

的に発行・配布したり，放送局の協力を得て，地元FM放送局

で人権擁護の活動を紹介するなど，各地域においてアイ･デアに

富んだ啓発活動を行っています。
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あなたの街の人権擁護委員については，お近くの法務局・地方法務局又はそ

の支局にお尋ねください。

■

８

１

■

■

Ｌ

■

■

且

■

■e月旧はI入権擁謹委員の日｣で式
全国人権擁護委員連合会は，人権擁護委員法が施行された日（昭和24年6月

1日）を記念して，毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め,この日の前後

に特設人権相談所の開設や地域住民の皆さんに人権への理解を深めてもらうた

めの啓発活動の実施など，全国各地で取組を展開しています。
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a｡法務省の人権擁護機関の活動，L _S・法務省の人権擁護機関の活動務 擁の

それでは，法務省の人権擁謹機関では，どのようにして皆さんの人権
を守っているのでしょうか。人権擁護機関の活動には，大きく分け
て，人権侵犯事件の調査救済，人権相談，人権啓発があります。これ

らの諸活動を通して，皆さんの人権を守るために日々努力していま
す。

国ﾌ畷侵犯雲拝あ調査救済
－－－－ －－－

法務省の人権擁護機関は， 「人権を侵害された」という被害者からの申出を受
けて，救済手続を開始します。そして，調査結果を踏まえ，事案に応じた適切な
措置を講じています。

|人権侵犯事件の調査処理 ’
人権が侵害された疑いのある事件を人権侵犯事件と呼んでいます。法務省の人

権擁護機関では，被害者からの救済の申出があれば，速やかに救済手続を開始し

ます。また，新聞･雑誌等から人権侵害の疑いのある事実を知ることによb,救
済手続を開始することもあります。

救済手続の中で，人権侵害の有無を確認するための調査を行います。ただし，

この調査は，飽くまで関係者の協力によるいわゆる任意のものであり，警察官や
検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。

■謨萱滋濤の流れ

扇 霞I

1－ 二

認定できない場合もありま壷
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調査の結果，事案に応じて，法律的なアドバイス等をする膀助」や当事者間

の話合いを仲介等する「調劉，人権侵害を行った者に対して改善を求めるため

の尉祠，勵割，実効的な対応をすることができる第三者に対してする僖

請」等の7種類の救済措置のうち，適切な措置を講じます。救済措置のうち脹

助」と「調劉については，効果的なタイミングを考え，調査の途中であっても

講じます。

また，事案に応じ，事件の関係者に人権についての啓発をすることもありま

す。救済手続終了後は，被害者に処理結果を通知し，必要に応じ，関係行政機関

と連携し，関係者と連絡をとるなどして，被害者のためのアフターケアを行うな
どします。
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｜ 人権侵害による溌害署面識済事例一
法務省の人権擁護機関は， 「人権侵犯事件調査処理規程」 （法務省訓令）に基

づいて，人権侵犯事件の調査処理を行っており，この規程の下で，被害者の救済

を図る見地から次のような対応に努めています。

⑪被害申告があれば限例外的な場合を除き,速やかに救済手続を開始しま説

、被害の予防と回復のため,迅速･柔軟に調査を実施し,「援助｣， 「調整｣から

「説示｣， 「勧告｣までの7種類の救済措置の中から適切な措置を講じま或

③救済措置の終了後も,被害者の方に処理結果の通知をしたり,その後のアフ
ターケアにも努めま式

法務省の人権擁護機関は，人権侵犯事件調査処理規程に基づき，平成28年中

に次のような救済措置を講じました。

(具体的事例）

●⑪学樹こおけるいじめ事案凶隻毒Eおけるい‘ぬに封する不適切巷流
｜ 小学生が.同級生からいじめを受けているにもかかわらず,学校が十分な対応を行
わないため，不登校状態になったとして，親から法務局に相談がされた事案です。
被害者側と学校側の関係が悪化していたことがうかがわれたことから，法務局が間

に入って両者の意思疎通を図るなどした結果．信頼関係が回復し，被害者の不登校状

態が解消されるに至りました。また，法務局は，被害者が所属する学級を対象とし

て，人権擁護委員による「人権教室」を実施し， 「思いやりの気持ち」などについて

考えてもらう機会を設けました。 （措置！｢調整｣）

I

’

■

②環ﾗ｡虐待事案|夫盃妻や子に対するDVタ
一←一－

夫からの暴言や暴力的行為から逃れて，子どもとともに安全な場所で生活したいと

して，妻から法務局に椙談がされた事案です。

相談を受けた法務局が直ちに被害者らが居住する地域の市役所に連絡した上，同日

中に被害者とともに市役所の担当課に赴き，被害者らの状況を説明した結果，被害者

らが市から紹介された民間のシェルターに移ることが同日中に決定し，その後速やか

に保護されるに至りました。 （措置：畷剛）

鱗蕊鍵

霧
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ー－一

|⑧労働権関係事案｜職場の上司による部下に対するパﾜｰ八ﾗｽﾒﾝﾄ

|恵駕壼瀕患麗礎蓋燕奎撫毘禦濤務から外される
法務局の調査において，被害者と上司との間で事実関係についての認識に相違する

」

点がうかがわれたため，両者の話合いの場を設けた結果，認識の相違が解消し，両者

の関係が修復されるに至りました。 （措置：窟整｣）
L

I…霊覚罎吾に対する宿泊拒否
｜ 視覚に障害のある者が,盲導犬の同伴を理由にﾎﾃﾙから宿泊を拒否された旨の新聞
報道がされ，当該報道を端續として調査を開始した事案です。

法務局で調査した結果，当該ホテルが宿泊申込みに対して，詳しい事情を聞くなど

せず，何ら合理的理由がなく盲導犬の同伴を拒否したことが明らかになりました。

そこで，法務局は，当該ホテルの経営者に対し，今後，同様の行為を行うことのな

いよう説示しました。鯖置：「説示｣）
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－－

②塞謡損隷'三r雪蚕二素ヅ師フﾗﾌ沢ラー畳害雇び名薑雲潭
元交際相手の男性によって，インターネット上のアダルトサイトに氏名や住所と

いった情報のほか，交際中に撮影した性的な画像が投稿され，自らサイト運営会社に

対し削除を依頼したが応じてもらえなかったとして，法務局に相談がされた事案で
す｡

法務局で調査した結果，当該情報及び画像は被害者の名誉を穀損し，被害者のプラ

イバシーを侵害するものと認められたため，法務局から当該サイト運営会社に対して

削除要請を行ったところ,当該情報及び画像は削除されるに至りました｡(措置:雇霊劃）
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なお，法務省の人権擁誕農関では，被害の

申告がしやすいように， 「人権侵犯被害申告
シ－H(右参照）を用意し‘法務局・地方法

務局に備え置くほか‘法務省のホームページ

(11ttp://www.moj.go.ip/JINKEN/inde>L

chousa.html)に登職し．自宅でプリントア

ウトし寄り用いただけるようにしています。

また，相談・救済の内容を分かりやすく説

明しているリーフレットを配布しています

（詳細は4Bページ）。
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一一

「人権拒談jを御存じですか？皆さんの毎日の生活の中で，にれば

人権問題ではないだろうが?」と感じたり， 「法律上どのようにな

るのだろう?」と思い悩むことがあるかと思います。

法務省の人権擁護機関では，法務局職員や人権擁護委員が人権に関する御相談

（人権相談）をお受けしています。相談は無料で，難しい手続は何もありませ

ん。相談の内容についての秘密は厳守します。人権相談の開設場所，開設日時等

については，最寄りの法務局・地方法務局又はその支局にお尋ねください。

なお，電話による人嵩目談については， 「みんなの人権110詞として，平

成23年度から全国共通の番号となっています（次ページ参照）。

また，女性や子どもからの人権相談については，全国の法務局・地方法務局

に，女性の人権に関する電話相談を専門に扱う「女性の人権ホットライン｣，子

どもの人権に関する電話相談を専門に扱う序どもの人権110番」を，それぞ

れ開設しており，法務局職員や人権擁護委員が相談に応じています（次ページ参

照)｡そのほか，全国の小・中学生に「子どもの人権SOSミニレター」を配布

し，子どもからの手紙による相談にも積極的に応じています(9ページ参照）。

さらに，日本語を自由に話せない外国人のために， 「外国語人権相談ダイヤ

ル」や剛国人のための人嵩目談洲を開設しています(20ページ参照）。

加えて，インターネットを利用して人権相談を受け付ける「インターネット人

樹目談受付窓口」があります（次ページ参照）。
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●外国人という理由でアパート等の入居を拒否された。

●体罰やいじめを受けた。

Oインターネット上でプライバシーを侵害された。

e高齢者,子どもが雷寺を受けている。

●セクシュアル八ラスメントを受けている。

●変なうわさをたてられ,名誉や信用を失った。
●近隣間の騒音,悪臭,ばい煙等に悩まされている。

１
１
１

１
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みんなの人権11⑧番 。…‘……，
蝋⑥S了｡-｡⑥311⑨

（全国共通人権相談ダイヤル）

差別や虐待,パワーハラスメント篝様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話’

1蔓鬘擁鯉濡蕊駕雪鍾宴漂繕墨鰡熱毒局」

権11
相談ダ

人なの
権相 ｚ

論
議
雀
の
人
櫨
碕
厩
鱗
演
の
仕
組
み

一・一

江訂＝正

i1 11 恩恵○国I
I

弓F逼匂|砂八椎WWu宙 畷9120'⑨⑨了~110

子どもの人権問題は，周囲の目に付きにくいところで多く起こっています。そして‘被

害者である子ども自身も，その被害を外部に訴えるだけの力がまだ備わっていなかった

り。身近な人に話しにくいといった状況等から，重大な結果に至って初めて気付くという

例が少なくありません。そこで，子どもが発する信号をいち早くつかみ，その解決に導く
ための電話相談を受け付けています。

３
．
法
務
管
の
人
権
擁
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の
活
勧

i鑿雛熟謹製嘉騨1
智画まナマ2口のハート弓ゼシ

|驫鵜蕊識識鍵露離職鯉営’

シ

権人

一一一一 ｡一－

4

｜ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ人繍議鮒窓口
い蕊謂鱈鑿溌詰確惑野禦琵謡蕊撫巻働｜
携帯電話からいつでもアクセスでき，大変便利です。

相談フォームに必要事項を入力して送信していただくと，あなたの住所を管雲する法務
局・地方法務局に相談に関する情報が送信され，後日メール，電話又は面談により回答し

ます｡一人で悩まず，ぜひ私たちに相談してみてください。

談 付ター 穏
一 ロ■■■■■

｜

国
際
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会
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鍵鄙
’

Ｉ

穴

１
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１

パソコン,携帯電話,スマートフォン共這
http://Www・jinl<en.go.jp/

茎

蔚桝国富人j濁目談ダｲﾔﾙl･畷国富ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ人権相談受付悪口jについては‘

－－－一

20ページ参照。
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これまで見てきたとおり我が国においては‘様々な人権課題が存在

し‘今なお，多くの方々が人権侵害に苦しんでいます。一体なぜ人権
侵害は起アるのでしょうか‘そして，どうすれば人権侵害はなくなる

のでしょうか・答えは一人一人の人権意識にかかっています“

法務省の人権擁護機関では，国民の皆さん一人一人の人権意識を高め，人権へ

の理解を深めてもらうために様々な活動を行っています。

具体的には，シンポジウム・講演会・座談会・討論会・映画会等の各種イベン

トの開催，人権教室等の各種研修の実施，テレビ・ラジオ・有線放送等による放

送，新聞・広報誌への掲載，インターネット上における広告の掲示等，様々な活

動を行っています。これらの活動を「人権啓発活動」といいます。

人権啓発活動は，人権侵害を未然に防ぐために必要不可欠なものです。

|啓発活動重点目標 I
法務省の人権擁護機関では，昭和41年度から，毎年その年度の啓発活動の重

点目標を掲げ，重点的な啓発活動を実施しています。

平成29年度は， 「みんなで築こう人権の世紀～考えよう相手の気持ち未来

へつなげよう這いを認め合う心～」と定めました。21世紀が「人権の世紀」

であることを改めて思い起こし，国民の皆さん

一人一人が人権を尊重することの重要性を正し

く認識し，これを前提として他人の人権にも十

分配慮した行動がとれるよう，相手の気持ちを

考え，思いやることの大切さを一人一人の心に

訴えるとともに，違いを認め合う心を育み，こ

れを未来につなげていくための啓発活動を展開

します。具体的には，強調事項として本冊子の

「1 .主な人権課題」（2ペ一

ジ以下参照）で紹介した人権

課題17項目を掲げ，これら

を主な事項として啓発活動を

実施していきます。

韓んな｡人""0EgOg70･醗蕊通
子どもの人幅ug雷璽O1ZO|噌璽ざ1X9
文且“樋水外ライン望OS70-O70-S10

篭蔦三露識鴬辮蹴欝壷巽寵
戸■B■－－－

.‘ー良? ･･･〃'侮噸t…蘂－凸.or･騨嘩｡鵠
一＝二二一匹~ヨ■ 一一一一・

世麺ﾛﾑ”庫･嘩岨卒h畦企

ポスター

｢平成29年度啓発活動重点目鬮
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■ 啓発活動強調事項 ､
①汝性の人権を守ろう」 ⑩｢犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」

②｢子どもの人権を守ろう」 ⑪Frﾝﾀｰﾈｯﾄ蕃罫冒した人権侵害をなくそう」

③塙齢者の人権を守ろう」 ⑫｢北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認

④｢障害を理由とする偏見や謡ﾘをなくそう」 識を深めよう」

⑤｢同和問題に関する偏見や差別をなくそう」 ⑬｢ﾎｰﾑﾚｽI謝する偏見や識Iをなくそう」

⑥｢ｱｲﾇの人々に対する偏見や差別をなくそう」⑭｢性的指向を遅由とする偏見や差別をなくそう」

⑦｢外国人の人権を零重しよう」 ⑬｢性自認を理由とする偏見や差別をなく

③｢HIV感染者や八ﾝｾﾝ病患者等に対する偏 そう」

見や差別をなくそう」 ⑯｢人身取引をなくそう」

⑨｢刑を終えて出所した人に対する偏見や謡l ⑰『東日本大震災に起因する偏見や差別をなく

l をなくそう」 そう」

調

ｚ
法
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雀
の
入
植
禰
圃
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臓
の
仕
麹
み1調謹調済這働と連動L臓蕊巍鐵

法務省の人権擁護機関では，人権侵害の疑いがある事案について調査し，救済

のための適切な措置を講じます(36ページ以下参照）が，これらの事案の中に

は共通した態様のものがあり，同種の事案が発生する蓋然性が高いと考えられる

場合があります。そのような場合には，予測される同種の事案の発生を未然に防

ぐための啓発活動を行っています。

服閾鋸■■－三二
国連は，昭和23年(1948年)の第3回総会

で世界人権宣言が採択されたのを記念し，昭和

25年(1950年)12月4日の第5回総会にお

いて，世界人権宣言が採択された12月10日を

「人権デー」と定め，加盟国等に人権の発展を

更に推進するよう呼び掛けています。我が国で

は，世界人権宣言が採択さ

肇錘灘電星雲久鐘辺瞠翌
園
線
社
会
に
お
け
る
人
犠
擁
護12月4昼雪証n日‘

一念ぇ銀醇西曹零参罐骨が5画塾一 れた翌年の昭和24年から，

毎年12月10日を最終日と

する1週間を「人権週間」

と定め，全国的な啓発活動

を展開しています。

（

（
強……｡…F…

ボスター「第SB回人権週間」
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l人権啓発活動ﾈｯﾄﾜｰｸ
－－－

、

｜ ユnA"鯉"雪ﾄヮｰｸ…
②

法務省の人権擁護機関，都道府県市町村，公

益法人等，人権啓発活動を実施する主体間に横断

的なネットワークを形成するため，都道府県単位

に， 「人権啓発活動都道府県ネットワーク協議劃

を，また，市町村単位に， 「人権啓発活動地域ネッ

トワーク協議会」を設置しています。

このネットワークでは，構成員による共同啓発

活動，人権啓発活動の年間予定の作成，ホーム

ページ(http://www・moj.go,jp/jinkennet/)に

よる人権啓発情報の提供等を行っています。

一
一
一

一
．
一
一
一
一

一

一
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一
一
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人権啓発活動ネットワーク協議会
ホームページ

|全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ
一

中学生が作文を書くことを通じて，人権尊重の重

要性，必要性について理解を深めるとともに，豊か

な人権感覚を身に付けること及び入賞作品を国民に

向けて広報することによって広く人権尊重思想を根

付かせることを目的として，昭和56年度から，全

国中学生人権作文コンテストを実施しています。平

成28年度は7,338校から, 97万2,553人の応募
がありました。

なお‘過去の入賞作文の一部は,法務省ホームペ

ージ(http://www.moj.gcjp/JINI<EN/jinkenlll.

html)で閲覧できます(内閣総理大臣賞受賞作品は，
46ページ以下参照)。
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啓発ビデオ「わたしたちが伝え
たい，大切なこと一アニメで見
る全国中学生人権作文コンテス
ト入寅作品一」

●

屋全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄの実施伏況

平犀鐸度平同胞5年度平成a6蕊度平威27年度平成28隼慶

応鋤数 6,819 6,930 7peS 7,295 7､BBB

嘩雷鋤987,287941,146958,211 973,865972,553
－一一
－－－

１
１
１
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|人権教室 I
人権教室は，いじめ等について考える機会を作ることによって，子どもたちが

相手への思いやりの心や生命の尊さを学ぶこと等を目的とした啓発活動であり，

全国の人権擁護委員が中心となって，主に小学生を対象に，人権の花運動（本

ページ下段参照）における学校訪問や総合的な学習の時間等を利用して実施して

います。
〃

画人権教室の実施状況
また，スポー

ツ選手やコーチ

を講師等に迎え，

ケームや体験談

から，助け合い

鰄率度|'平鯉年度1平戚2酵星鰄醗度蹴28隼度‘
実施回数 15,BSBI 16,163 19,871 20,946 21,SBO
参加者数SSO,879650,493796,74BB5S,9859SB,76B

２
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の
辻
姐
謬

’
の精神に墓づいたフェアプレー精神等‘子どもたち

が学んだことを通して，相手への思いやりの心など

を体得してもらうことを目的とした人権スポーツ教

室を平成24年度から実施しています。この活動で

は，割pする選手やコーチ，保謹者らへの啓発とい

う副次的な効果も期待しています。

３
．
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の
活
勘

人権教室

|人権の花運動 ’
人権の花運動は，学佼に配布した花の種子，球根等を，子どもたち力協力して育

てることによって，生命の尊さを実感し，その中で豊かな心を育み，優しさと思い

尊重意識を高めてもらうきっかけとなっています。

ー

４
国
繊
牡
会
に
お
け
る
人
犠
擁
画

〆

■人権の花運動の実施状況

‐三季威聖霊||平鱸年震平成26隼蘆平成群厚零成阜阜謹｜
謡繍3,844 3,845 3,81S S｡669 Si823
参加者数518,530 526,129 4BB,788470,540 481,863

ｔ
ｔ
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"|gk窺墜湿豆ヨ筐唾||雪&窺墜湿豆ヨ筐

第36回全国中学生人権作文コンテスト

｢日本のいじめ対策は間違っている」
箪箒鷺譽建一躍叡赫印

かみや るもが

紙谷桃歌 冊子｢鋪gB圓彙国中学生
人櫨作文コンテスト入賞作女歯」北海道旭川市立永山中学校2年
－－一 ﾛ■■ 一一

一一一ーー

今， 日本の学校や様々な所で問題となっている「いじめ」。日本は，いじめを

防止するために様々な対策を実施しています。例えば，学校側はカウンセラーの

協力を得ながらいじめを受けた生徒を継続的に支援する‘いじめを行った生徒に

は別の教室で授業を受けさせる．道徳教育の充実，などのものです。しかし，こ

れらは本当にいじめ防止の根本的解決につながっているのでしょうか。

そもそも日本のいじめの一番の問題点は，長期間にわたって続き↑陰湿化しや

すい点だと思います。私は小学校五年生の頃までドイツに住んでいて､ ドイツで

起きていたいじめも目の当たりにしましたが， 日本とは違って，暴力的な代わり

に少しも長続きせず，ほとんどが一日で終わってしまうものばかりでした。で

は，なぜ日本のいじめは長期化しやすいのでしょうか。

それには，二つの原因があると思います。一つ目は． 日本の根本的ないじめの

あり方にあります。例えば， ドイツで「いじめ」といったら，大抵校庭などのひ

らけた場所で下級生など自分より弱そうな相手や，気に食わない相手に暴力を加

えることを指します。この種のいじめは暴力的で，比鮫的目に付きやすいので，

すぐに先生の指導が入り．長続きすることはほとんどありません。一方日本で

「いじめ」といったら，暴力よりもどちらかといえば嫌がらせや集団無視などの

精神的苦痛を与える行為を指します。このやり方だと，表面上は何もなさそうに

見えるので，周りからは気付かれにくく，結果，先生方など学校側の対処も遅れ

てしまいいじめが長続きしやすくなってしまいます。

二つ目は，周りの見ている人達の反応です。私も一，二度， ドイツで上級生に

いじめられたことがあったのです荻どの時も必ずそばにいた同級生や知り合い

が味方になってくれて，協力していじめっ子を追い返してい

ました。私の経験に限らず．いじめを見たら必ず周りの人達

が止めに入ったり先生を呼んだりなどしていました。しか

し，私が通っていた日本の学校で一度いじめが起きた時．気

の毒に思いながらも誰も助けようとはせず，むしろどこか逆

らってはいけないような雰囲気が漂っていました。
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つまり，いじめのストッパーとなるものがなく，どんどんエスカレー1､して

いって，長期化してしまうのです。ではどうすれば， 「いじめのス1､ツパー」

になれるのか。

これは私個人の考えですが， 「いじめのストッパー」になるには必要不可欠

な三つの要素があると思います。一つ目は，正しい善悪の判断ができること。

二つ目は， 自分の意見を持つこと。そして三つ目は，他人の意見を尊重するこ

と。日本人はこの三つの中の一つ目と三つ目はとても良くできていると思うの

ですが,､二つ目の「自分の意見を持つ」に関しては意識できていない人が多い

気がします。

日本人は周りに合わせることを良しとするので，協調性にとても優れている

のですが，いじめの場合， この特徴は悪い方向に行きがちです。いじめは大抵

一人対大勢なので，周りの人達は自然と人数の多いいじめる側についてしまう

のです。こういう場合には‘ 自分の意見を持ち，周りに流されずきちんと主張

することが重要になります。私はこれこそが今の日本人が「いじめのストッ

パー」になるために最も必要なことだと思います。

私が通っていたドイツの学校では， クラスの誰もが最近起きた問題・もめご

とを書き込めるノートがあり，毎週金曜日の最後の授業で行われる学級会議で

それを開き，書かれている内容の一つ一つを全員で話し合いながら解決してい

く， という活動がありました。

日本でも， こういった活動を取り入れてみてはどうでしょう。一つの問題に

対して真剣にそれぞれの意見を交流し，全員で良い方向に進めようとする。こ

のような場をつくることで正しい善悪の判断， 自分の意見を持つ，他人の意見

を尊重するという能力を養うことができると思います。

今の日本のいじめ防止対策は，いじめを受けた人の救済を重視しています

が，いじめを外野から見ていた周りの人たちには，あまり目を向けていない気

がします。これでは，いじめを根本的に撲滅することにはつながりません．

もっと生徒に自分の意見を持ち，主張させる機会を増やし，基本的人権につい

て自分なりの意見を持たせるべきです。それが．私達が将来自
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分達の基本的人権を守っていくための力になると思います。
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人権侵犯事件の相談。救済制度周知用リーフレットについて

～i声芯き詞を聞き取るための取組として～
法務省の人権擁護機関では，人権侵害の被害を受けたとの申告等に基づいて，
救済手続を開始し，調査の結果を踏まえて，国民の皆様の身近に起こる人権問題
を解決に導く取組を行っています。しかし，このような仕組みが国民の皆様に十
分知られているとは言えず，深刻な人権侵害を受けてもどこに相談してよいのか
分からない方が少なからずおられるのではないかと思います。

そこで，人権擁護局では， 「声なき声を聞き取るための調査救済制度の周知」
を目的としたリーフレットを作成し，各法務局や人権擁護委員を通じて広く国民
の皆様にお知らせしています。本リーフレットでは，相談・救済制度の手続の流
れ，実際の事例等を簡潔に記載し，法務局が行う相談・救済の内容を分かりや
すく説明しています（法務省HP(http://Www.moj.gD.jp/JINKEN/jinken
OaOO194.html)にPDF形式データを掲載しています｡）。
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■詳細版(AB判二つ折）

人権についての相談・救済制度の詳細や手続の流れを分かりや
すく説明するために作成したものです。

法務局に相談に来られた方等に対して説明する際に利用してい
ます。
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4国際社会における人権擁謹人
P■

「すべての者のために人権

及び基本的自由を尊重する

ように助長奨励すること」

は，国際連合（国連）の菫

要な目的の一つであり，国

連では，様々な枠組みを設

けて，人権の保障に取り組

んできました。冷戦が終結

し，グローバル化が進む現

在，改めて，人権の尊重が

平和の基盤であるということが，平和の基盤であるということが，

エ
職
睾
の
掴
簿
軍
閥
広
幽世界の共通認識となっており，国際

社会全体で人権問題に取り組もうとする機運が高まってきています。

昭和20年(1945年）に発足した国運は，約70年の歳月を経て．世

界の1SOか国以上が加盟する大きな国際機関となりました。

国連には，人権の擁護。促進のための様々な機関が設置されており，

国際社会における人権保障の枠組みの中で大きな役割を担っていま

す。 ４
・
国
際
社
会
に
お
ほ
る
人
権
擁
謹

国連人権

,高講冒
： （事務馬）

人権職
(置穏作灘顔会、
畜舞時別手錠鰯

1.繍闇妻員会

（

（

国連人権諸条約の
委員会’
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さんか

国連を作ろうという考えは，第二次世界大戦の惨禍の中で生まれました。そし

て，昭和20年(1945年) 10月24日に51か国の加盟国により， 「国際の平

和及び安全を維持･･人種，性，言語又は宗教による差別なくすべての者のために

人権及び墓本的自由を尊重するように助長奨励する」 （国連憲章第1条）こと等

を目的として国連が発足し，平成29年(2017年)6月現在では193か国が国

連に加盟しています。国連には，経済，社会，文化等の特定の分野で活動する

様々な機関がありますが，人権の分野においても，人権関係条約等が定める人権

の保障を確保するための機関が設置されています。平成18年(2006年)3月

には，国連が世界の人権問題により効果的に対処するために，経済社会理事会の

下部組織であったそれまでの人権委員会に代わって，人権理事会が設立されまし

た。これに伴い，全国連加盟国の人権状況を普遍的に審査する枠組みとして，

「UPR(普遍的・定期的レビュー）」が制度化されました。

一
害
冨
一

壱
冨
一権人跡回

世界人権宣言は，基本的人権尊重の原則を定めたものであり，初めて

人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なものです。こ

れにより，世界の人権を守る動きは大きく進んでいます。

20世紀には，世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり，特に第二次世界大戦中

においては，特定の人種の迫害，大量虐殺等，人権の侵害や抑圧が横行しまし

た。かつては，人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが，こ

のような経験から，人権問題は国際社会全体に関わる問題であり，人権の保障が

世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。

そこで，昭和23年(1948年) 12月10B,国連第3回総会において， 「すべ

ての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として， 「世界人権宣司が

採択されました。

世界人権宣言は，前文と30の条文から成っています。

第1条は， 「すべての人間は，生れながらにして自由であり，かつ‘尊厳と権

利とについて平等である。人間は，理性と良心とを授けられて

おり‘互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」

と宣言しています。

第2条は， 「すべて人は，人種，皮膚の色，性，言語，宗

教，政治上その他の意見，国民的若しくは社会的出身，財産，

50 ThgFroleclicr'ofHumonRighl3



鯵
門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることな

く，この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。さらに，

個人の属する国又は地域が独立国であると，信託統治地域であると，非自治地域

であると，又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず，その国又は地域

の政治上，管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。」

としています。

第3条から第21条までは，市民的，政治的権利について，第22条からは経済

的，社会的及び文化的権利等について規定しています。

国連は，世界人権宣言が採択されたのを記念し，昭和25年(1950年) 12月

4日の第5回総会において， 12月10日を｢人権デー(HumanRightsDay)」と

定め，加盟国等に人権の発展を更に推進するよう呼び掛けています。法務省の人

権擁護機関では，世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年， 12月

10日を最終日とする1週間を「人権週間」と定め，全国的に啓発活動を展開

し，広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています（48ページ参

照）。
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こぎたいほう

は,書道家小木太法さんとブラこの雷画

が世界人

ジルの画家オタビオロスさん

に感動し,その感動を芸術的に権壹言に示された人類の英知に

表現しようとしたものです。
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回主要な人権関係条約
世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため，二つ

の国際人権規約が採択され，その後も個別の人権保障のための条約と
して様々な条約が採択されています。これらの条約が保障する権利の

内容を周知し＄理解を深めていくことが一人一人の人権を守ることに
つながります。

世界人権宣言が採択された後，この宣言で規定された権利に法的な拘束力を持

たせるため，腱済的，社会的及び文化的織りに関する国際規約」と「市民的及

び政治的権利に関する国際窺約」の二つの国際人権短約が起草され，昭和41年

(1966年）の国連総会において全会一致で採択されました。

この二つの国際人権規約は，最も基本的かつ包括的な条約として人権保障のた

めの国際的蟇準となっています。これに加え,人権に関連する諸条約としては，
人種差別撤廃条約，女子差別撤廃条約，拷問等禁止条約，児童の権利条約，強制

失蔬条約，障害者権利条約等があります。また，地域的な人権条約としては，欧

州人権条約，米州人権条約，アフリカ人権憲章等があります。

近年,人権擁護のための世界の取組は盛んになっており，我が国も，国際的に
重要な役割を果たすことが期待されています。

主要な人権関係諸条約は‘次のとおりです。

|経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)|
A規約は，労働の権利，社会保障についての権利，教育及び文化活動に関する

権利等のいわゆる社会権を主として調定したものです。

社会権とは，人権の保障を名実共に充実したものとするためには，国家が個人

の生活の保障に一定程度の責任を果たすべきであるという認識に立って，国の施

策により個人に認められている権利です。

我が国は，昭和54年(1979年)6月に，この規約を批准

しました。
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鯵
|市民的及び政治的権利に閏する国際規約(B親細 ’ １

主
な
人
櫓
鯉
瓜

B規約は，人は生まれながらにして自由であるという墓本的考えの下，個人の

生活を公権力の干渉や妨害から保護するという観点に立った権利，つまり自由権

的権利を中心に規定しています。

具体的には，表現の自由，移動の自由，身体の自由，宗教の自由，集会・結社

の自由に加え，参政権が規定されています。締約国は，全ての個人に対して，い

かなる差別もなしにこれらの権利が尊重され，確保されることを義務として負っ

ています。

我が国は，昭和54年(1979年)6月に, A規約と共にこの規約を批准しま

した。

函
賎
省
の

副
Ｌ
君
樋
間
の
吐
鯛
み

あらゆる形態の人種
(人種差別撤廃条約

瑳謂I鰯撤礒に閏する国際条約
)~

人種，民族に対する差別は依然として存在し，このような差別を撤廃するため

には，各国に対し，差別を撤廃するための具体的な措置の履行を義務付ける国際

文書を作成することが必要とされ，昭和40年(1965年）の国連総会におい

て，この条約が採択されました。

人種差別撤廃条約は，締約国が人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有御麗

保するため，あらゆる人種間の理解を促進する政策を全ての適当な方法により遅

滞なく実施すること等を内容としています。

我が国は，平成7年(1995年) 12月に，この条約に加入しました。

女子に対するあら城る
(女子差別撤廃条約）

形態の差別の撤廃に関する条約

D

全ての人間は，そもそも生まれながらに自由かつ平等であることから，男女も

個人として等しく尊重されるべきであるとの基本的理念を実現すべく，昭和54

年(1979年）の国連総会において，この条約が採択されました。

女性であるとの理由のみによって生き方を制約されることな

く，個人として男性と平等な権利・機会・責任を享受できる，

完全な男女平等を実現することを目的として，遅滞なく措置を

とることが，締約国には求められています。

我が国は，昭和60'年(1985年)6月に，この条約を批准

しました。

{．
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I

I

拷問及び他の残虐芯,非人道的な又は品位
叉は刑罰に関する条約(拷問等禁止条約）

を傷つける取扱い

拷問の禁止については，世界人権宣言及びB規約等において既に規定されて

いました。しかし, 1970年代に，一部の国の軍事独裁政権による拷問と見られ

る行為に対し国際的なｦ灘が高まったことを背景に，拷問を実効的に禁止する新

たな国際文書を作成する必要性が強く認識されるようになり，昭和59年

(1984年）の国連総会において，この条約が採択されました。本条約は「拷

問」を公務員等が情報収集等のために身体的，精神的な重い苦痛を故意に与える

行為と定義し，各締約国が拷問を刑法上の犯罪とするとともに，そのような犯罪
人の引渡し等について規定しています。

我が国は，平成11年(1999年)6月に，この条約に加入しました。

|児童の権利に関する条約(児童の櫛條約） ’

世界には，貧しさや飢え，戦争等で苦しんでいる子どもたちがたくさんいま

す。そのような現実を踏まえ，子どもの人権や自由を尊重し，子どもに対する保

護と援助を進めることを目指して，平成元年(1989年）の国連総会においてこ

の条約が採択されました。この条約は, 18歳未満の全ての人の基本的人権の尊
重を促進することを目的としています。

我が国は，平成6年(1994年)4月に，この条約を批准しました。

|鐵削粥巖からのすべて面識，保碧謙関する国鰐約催制失跨条約) ’
拉致を含む強制失蹄が犯罪として処罰されるべきものであることを国際社会に

おいて確認するとともに，将来にわたって同様の犯罪が繰り返されることを抑止

する意義を持つこの条約は，平成18年(2006年）に国連総会で採択されまし

た。拉致を含む強制失腺を犯罪として定め，その処罰の枠組みの確保及び予防に
向け締約国がとるべき措置等について規定するものです。

我が国は，平成21年(2009年)7月に，この条約を批准
しました。
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鰯
|障害者の権利に関する条約(障害者権利条細 ’

主
な
人
篭
鮮
題

依然として障害のある人が人権侵害に直面している状況を改善するため§法的

拘束力を有する新たな文言を作成する必要性が強く認識されるようになり，平成

18年(2006年）の国連総会においてこの条約力驍択されました。

この条約は，障害のある人の人権・基本的自由の享有の確保等を目的とし，障

害に基づくあらゆる差別の禁止や，障害のある人の社会への参加・包容の促進

条約実施の監視枠組みの設置等の，障害のある人の権利実現のために締約国がと

るべき措置等について規定しています。

我が国は，平成26年(2014年) 1月に，この条約を批准しました。

滅
藤
輩
の
人
描
撫
顕
撞
禰
の
仕
組
み

鰯我が国が締結している主要芯火権関係条約
採択年信画(上）
発効年月日(下）

名称 締結国・地域・機関数｡ I

経済的,社会的及び文化的権
利に関する国際規約

1966.12.16

1976. 1 .S
1651
－－ 』

１
－
２
’
－
３
－
４

市民的及び政治的権利に関す
る国際規約

1966.12.16

1976.3.23 ’1g9
あらゆる形態の人種差別の撤
廃に関する国際条約

1965.12．21
1969. 1 .4

178
ｺ■ ’

女子に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約

1979.12.18

1981．9. 3 l '891
I

１
１

拷問及び他の残虐な,非人道
的な又は品位を傷つける取扱
い又は刑罰に関する条約

1984.12.10

1987.6.26 ’1625

諺

1989.11.20

1990．9.2 I児童の権利に関する条約S 196
４
津
国
際
強
会
に
お
縁
ろ
人
権
簿

重
I■■■■■

強制失蹄からのすべての者の
保謹に関する国際条約

Ｏ
Ｓ
２
２
２
２

１
１

●
●

６
０
０
１
０
０
２
２

7

画．
(2Q1ヌ年6月現在）

’174'。
2006.12.13

200B.5. 8
障害者の権利に関する条約
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「経済的，社会的及び文化的

権利に閏する国際窺約(A規
約)」に鯛印する園田外務大

臣[昭和53年(1978年）当
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法務局・地方法務局所在地等一覧

｜ 名称 電話 ’所在地

札幌法務局

重館地方法務局

旭川地方法務局

釧路地方法務局

仙台法務局

福島地方法務局

山形地方法務局

*畷市北画上8条西21－1札幌第1合同庁舎

函館市新川町25壷18函館地方合同庁舎

旭川市宮前1条3･3･15 jEIII合同庁舎

釧路市幸町10･3釧路地方合同庁舎

仙台市青票区響臼町7-25仙台第3法務総合庁舎

福島市本内字南長剛1za

山形市緑町15.48山形地方合同庁舎

盛岡市盛岡訳西通1-9-1s盛岡第2合同庁舎

秋田市山王7L18秋田合同庁舎
一一 -

青森市長島1-3.5毒第2合同庁舎

誰

瘡合２
認確》

拒壁第
毒９秋

●
１
日
Ｕ
ｕ
ｇ
ｃ
今
Ｉ
今
寸
１
６

盛岡地方法務局

秋田地方法務局

青森地方法菱局

東京法務局

019-624-9859
-

018-862-1443

017曽776L9024

塑z劃03-521

0縄64””61
048-859･35071048-859･3507

一

千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎

雁諦中西上仲通孟ﾗｰ預浜露2合同庁舎横浜地方法務局

さいたま地方禁諦 さいたま市中央区下落合5-1函さいたま第2法誇篭合庁舎

ﾓ菜市顛央区中央港1-11-3’千葉地方合同庁舎

さいたま市中央区下落合5-1函さいたま第2法務篭合庁舎
.--－

0438021319
－－

029や227巻9919

028鱗623~0925

唾一潤

干葉地方法務局
』

〒260.8518

濤讓篇
11宇都宮i妨法務合同庁舎

1前橋地方合同庁舎

9-50静岡地方合同庁舎 ”

1草耐蒜iml-1-,8苧府合同庁舎
隠記尋雷剛1108惑第且合同旙‐ 』
締市中央函測晒91癖砺濯務鮨庁舎

一

９

－
３

９罪
一
睡
一
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一

２２
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０
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討
一
壷

謝瀦也方法務局
一

静岡地方法務局

“
弱
一

梁
》
｜

升
４

ｍ
一
睡１
１

I
甲府地方法務局

長野地方法務局

読眉地方法務局

055-252〃239

026･235-6634

025-222j1563

局

局
一
局
・
務

一
一
》
一
識
法方地

一
壼
言
諏
癖

Ｉ
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I名古屋市中区三の丸Z2-1名古屋合同庁舎第'号館

|篝篤雲鶏鶏。
福井市春山1-1-54福井善山合同庁舎

繍駕鯏霊:響庁。
厩市中勇露町2-7-行大藤蕊務合同庁舎
;京都市上京区荒神ロ通河原町票入上生洲町197

塵戸市中央騨止場町1－’神戸第2地方合同庁舎
奈良市東紀寺町3.4-1宗良第2法務総合庁舎

i大津市京町3-1-1大津びわ湖合同庁舎
上

和歌山市二言丁3和歌山地方合同庁舎

４
０
５
６

〒
一
丁

!…2

56 1hgProlec1icncIHtjmehkighl5

I013a23g528

0166．38－1114

0154s’ iO14

〒960-0103

〒010南0951

〒0308511

0776

076畠292"804

076-441字6376
－

0669429496

O7S231-O131
室

078-39218割

0742F23戸5457

〒.921

富山地方法務局
一色 一

大阪法務局
凸

京訓也方法務局
一一一

神戸地方法務局
一四一＝－

大津1

世方法務局
－一

也方法務局

奈良地方i

和歌山地方法務局

〒930鱈0856

〒650.0042

〒630.8305



広島法務局
一一一ユ

山口地方法務局

鵜

|広島市中区上八丁堀6.SO広島合同庁舎3号館
仁 ヨーーー.ー ← ‐

睡岡山地方法務局一

j〒730-8536
屯一一一一一

‘〒753-8577
トー一一一一一一・
〒700-8616
- 子一一

〒680･0011

1芋南面§弱
＄

〒761-8077
--

〒770-8512

〒780･8509
ゅー

〒790-8505

082-228-5790 1
0

,山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館
ﾄｰ･－－－－－－一一一一一 －－－－一

岡山市北区南方1-3-58

』 |083-922RZ295

‘086-2塞-5761

鳥取地方法務局 鳥取市東町2P302嬬取第2地方合同庁舎

座函咋ﾛ認蕊蕊局雇~－
'諏公市出作町585-4
ｰコ ･－-－－．－－－－’=－－

驍慧謡:鱸鴎羅
騒山市営田町'8“松山地方合同庁舎

蕊
087-815-5311

088-822-3331

089-932.0888

092-739･4151

095Zq26-2148

09S-826B127
－－

097-53Z3368

0968642145

099-259.0684
--－

0985-22PS124

１１

’ 松江地方法務信一一一

松江地方法務局

高松差塞局※

麗蕊
篭
松山地方法務

福岡法務局

佐賀地方法務

局

腫唖饗壁謹彗25_趣遁睦諺超童

鶴鶏鶚菫繍書
l〒810.8513

1-苧-函両面
一一一

〒850･8507

〒870-8513

局

大分市荷掲町7白5大分法務総合庁舎
一一一一＝－

熊本市中央区大江墓1-53鑛本第2合同庁舎

唐児島市濟池新町1-2

宮崎市別府町1-1宮鰯法務議合庁舎

〒862-0971
ローーー ー－

鹿児島地方法務局 〒890-8518i壁趣哩壁
宮崎地方法務局
一

那覇地方法務局

３
４

１
４
．

５
５
８
８
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》
０
０
８
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８
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一
丁
一
丁 那題市捲川1-15言15那題第1地方合同庁舎|郭覇地方罐

讃平威29年10月に「高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎南館jに移転を予定しています。
移転後の電話言号は高松法務局のホームページでご確認ください。 〃
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Ｉ
４人権の擁護 平成29年8月発行

續集発行法溌含人#離調弓
東京都千代田区霞が関1丁目1言1号電話(03)3580-4111(代簔）
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-Dいじめ,体罰を受ほた，二J暴行･虐待を受けた‘像差別を受けた

’､唱薑肇揖プライバシー侵害を受けた

‘セクシュアルハヲヌメンドを受けた

インターネット上で毒夛ヤバシーを侵害謹和殖など

火権を侵害されたら…
法務局・地方誌務局，その支局に気軽に御相談ください

人播fメージキャラクター

人KENまもる君･人KENあゆみちゃん

人擬【メージキャラクター人KEN表もる君と人KENあゆみちゃんは漫画家のやなせ苑かしさんのデ
ザインにより誕生しきした｡,A鱈が尊重される社会囚実現に向けて,人KE賊表もる君は零成13"
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平成30年5月21日 （月）～23日 （水）開催

平成30年度支部長研究会事前配布資料

1裁判員裁判の現状と課題

（1） 現状認識

平成21年5月に施行された裁判員制度は， これまでのところおおむね順

調に運用されてきました。裁判所においても， これまで，裁判員制度導入を

機にその在り方を議論し，在るべき裁判員裁判の理念の共有化が図られてき

ており，主に標準的自白事件について，実践のプラクテイスも確立されつつ

あります。

もっとも，否認事件を中心として，在るべき裁判員裁判の理念の実現には

なお課題も残っており，制度導入の理念や刑事裁判の原理・原則に立ち返り

つつ， 中長期的な視点から，改善に向けた不断の努力を行うことが求められ

ております。

（2） 実証的検討の必要性

裁判員制度施行前から施行当初の段階においては，刑事裁判の原理・原則

や裁判員裁判の趣旨・理念から在るべき裁判員裁判とは何かを議論してきた

ところですが，現段階においては裁判員裁判の実務運用も相当程度蓄積され

ており，実際の事件で在るべき裁判を実現できていないとすれば， どのよう

な除路があり， どのような対策が考えられるかについて，具体的な素材を基

に実証的に検討し，その成果を次の実務で実践して更に検討，修正を加える

という取組を行っていくことが必要かつ有益と考えられます。

こうした実証的検討は，具体的事件を担当する裁判官が，庁内や他庁の裁

判官との間で議論を重ね，全国的な各種の研究会や協議会とも連携を図りつ

つ継続的に取り組んでいくことが重要であると考えられます。

このような観点から，平成30年1月及び2月の刑事事件担当裁判官協議
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会（ブロック協議会）において，いくつかの具体的な事件類型における共通

問題を設定し，実務上生じ得る具体的な問題とその原因や陸路，対応策につ

いて議論が行われたところです．

(3)公判前整理手続期間の長期化

最高裁判所事務総局が平成24年12月に公表した検証報告書において,．

公判前整理手続期間の長期化が指摘されていたところ，早期の打合せや証拠

の任意開示，公判期日の仮予約の活用等の対策により，平成25年，平成2

6年とやや短縮しましたが，平成27年から， 自白事件，否認事件のいずれ

についても再び長期化に転じています。事件関係者の記憶が鮮明なうちに法

廷で直接話を聞くという公判中心主義，直接主義に即した公判審理を実現す

るとともに，被告人の身柄拘束の長期化を防ぐためには，合理的な期間内に

審理を終えるよう努めなければなりませんが，単に期間を短縮すればよいの

ではなく，連日的に開廷される公判廷において的確な心証がとれる審理を実

現するため，公判前整理手続において必要かつ十分な争点及び証拠の整理を

行う必要があります。公判前整理手続の長期化の原因は様々考えられるとこ

ろではありますが，一つの重要な要因として，争いのある要証事実に関連す

る種々の事実に関し，公判前整理手続でどこまで詳細に主張整理をすべきか

など，争点整理の在り方につき，法曹三者間で共通認識がないため，徒に手

続を重ねているのではないかという点が考えられるところです。

この関係では,平成27年10月に司法研修所において新たに司法研究｢裁

判員裁判において公判準備に困難を来した事件に関する実証的研究」が立ち

上げられ，公判準備に困難を来した具体的素材を取り上げ，争点及び証拠の

構造と，公判準備に長期間を要した要因との両面から分析し，理論的研究と

実務運用上の工夫等の研究が行われているところです。この司法研究は，各

庁や全国的な研究会，協議会で行われる実証的検討の成果も踏まえてなされ
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ており，その意味でも，上記の裁判官同士の実証的な議論，検討が重要とな

るものです。

(4)裁判員と裁判官との実質的協働の実現

評議は，国民の視点や感覚と，裁判官の専門性とを背景に，裁判員と裁判

官の実質的な協働が求められる裁判員制度の核心をなす場面です。したがっ

て，裁判員と裁判官の実質的な協働を実現まくく，在るべき評議の検討とそ

の実践に向けた努力を続けていく必要があります。もっとも，評議の内実は

外部からは明らかでないことから，必ずしも十分な議論がなされていないよ

うにも思われます。守秘義務に配慮することは当然ですが，評議の在り方に

ついて議論を重ねる必要性は否定されません。

この関係では,平成27年10月に司法研修所において新たに司法研究｢裁

判員裁判と裁判官一裁判員との実質的な協働の実現をめざして－」が立ち上

げられ，評議の内実に迫り，評議において実質的協働を阻害する要因や改善

策を提唱すべく研究が行われているところです。この司法研究も，各庁や全

国的な研究会，協議会で行われる実証的検討の成果も踏まえてなされている

ことは上記同様です。

(5)裁判員の精神的負担への対応

裁判員にとっては，刑事裁判への関与は非日常的な経験であり，それ自体

が精神的な負担ともなり得るところであり，例えば遺体写真等のせい惨な内

容の証拠は，その必要性を慎重に吟味して採否を決するなど,裁判員の精神

的負担を最小限にすることの必要性が議論されております。また，裁判員の

精神的負担への対応については，担当裁判官やその他の職員が裁判員の体調

の変化に気を配り，積極的に声がけをするなどして，その精神的負担の解消・

軽減に努めるとともに，裁判官やその他の職員が， これまでに高裁単位で実

施した臨床心理学者との座談会の成果を参照するなどして，精神的負担の原
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因や対処方法等を把握しておくことが求められています。

なお，裁判員の精神的負担への対応は，事件を担当する裁判体の判断によ

る対応に委ねられている事項（裁判員等選任手続において何をどの程度説明

するか，裁判員の不調が窺える場合に休廷等をとるか，裁判員を解任するか

など） と，庁としての組織的対応に委ねられている事項（不調を訴える裁判

員の退庁の支援，休憩場所や医療的措置の手配，報道対応など） とが密接に

関係してくるものであり，裁判部門と司法行政部門の緊密な連携が求められ

ていることにも留意が必要となります。

(6) これまでの議論の成果の継承

公判前整理手続期間が再度長期化するなど， これまで議論が積み重ねられ

－度は改善に向かったかに見えた課題が再び顕在化していることに照らすと，

裁判員裁判に関する従前の議論の成果が必ずしも十分に継承されていないよ

うに思われます。

そこで，平成29年7月に司法研修所で開催された刑事実務研究会（裁判

員1）において， 自白事件の公判前整理手続の在り方，刺激の強い証拠の採

否の在り方について改めて議論したほか，平成30年1月及び2月の刑事事

件担当裁判官協議会（ブロック協議会）においても， これらの点について共

通問題を設定して議論が行われたところです。

(7)裁判員の安全確保

裁判員の安全確保については， これに関して講じることが考えられる方策

等を改めて周知し，各地裁においても，安全確保に関する方策を検討して実

施しているところですが，今後もこれらの方策を適切に実施し，裁判員が過

度の負担を感じることなく，安心して審理に参加していただけるよう，万全

を期する必要があります。

(8) 裁判員等選任手続の実情
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裁判員法施行以降，裁判員候補者の出席率は年々低下する一方，辞退率は

年々上昇しております。そして，平成27年の通常国会において「裁判員の

参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」が成立した際にも，

附帯決議において， 出席率の低下，辞退率の上昇について十分に検討し，必

要な措置をとることが求められているところです。

辞退率上昇・出席率低下の原因については，先般，裁判員裁判に関する統

計資料と国民一般を対象としたアンケート調査に基づく分析業務を外部業者

に委託して実施しました。これによれば， 出席率低下等の原因としては，①

審理予定日数の増加傾向，②雇用情勢の変化，③高齢化の進展，④裁判員裁

判に対する国民の関心の低下，⑤裁判員候補者名簿規模の縮小に伴う年間名

簿使用率の上昇が考えられるとされています。今のところ裁判員等の選任に

支障が生じていないとはいえ， より多くの国民の参加が得られるよう， 引き

続き検討を進めていく必要があり，平成29年10月に司法研修所で開催さ

れた刑事実務研究会（裁判員2）においては，国民が参加するのにふさわし

い審理・評議の在り方について，講演と意見交換が行われました。

その他の事件をめぐる課題について

（

1

2

(1)裁判員裁判非対象事件に関する動向

裁判員裁判の議論，実践を通じた刑事裁判の構造変化は，裁判員裁判非対

象事件にも影響を及ぼすものと考えられます。このような問題意識の下，平

成27年1月に行われた刑事事件担当裁判官協議会(ブロック協議会)では， 、

非対象事件についても議論を行い，問題意識を共有しました。今後も，裁判

員裁判の議論と併せて，非対象事件の在り方についても，息の長い議論が必

要になるものと思われます。

なお，一部の庁で，裁判員裁判とのいわゆる「ダブルスタンダード」を解

消すべきであるとの問題意識の下，非対象事件の審理においても，被告人質

（ 、
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問先行（自白事件でも被告人の調書の採用を留保して被告人質問を先行させ

る審理方式）を採用する取組もなされておりますが， この取組については，

必ずしも当事者の十分な理解が得られていないという面もあ･ります。また，

非対象事件といっても様々であり，事案に相応しい審理の在り方について検

討を加える必要もあるように思われます。非対象事件の在り方については，

平成27年11月に司法研修所で行われた刑事実務研究会（裁判員3）にお

いて意見交換がなされたところです。

(2) 犯罪被害者等に関する動向

被害者参加制度等が導入された平成19年改正刑事訴訟法の附則（3年後

の検討規定）に基づき，平成25年1月から平成26年7月まで，法務省で

意見交換会が行われましたが，特段の法改正はなされず，被害者参加制度等

の運用の充実を図ることなどとされました。引き続き適正な運用を積み重ね

ることが求められているといえます。なお，同意見交換会の結果概要につき．

ましては，法務省のウェブサイトにおいて公開されております。

同意見交換会では，被害者参加人の公判前整理手続に対する参加・傍聴の

要望のほか,裁判所の運用に関係する意見も出されました。司法研修所では，

これらの点を含め，被害者に関する諸制度の運用の在り方，及び，令状や起

訴状において被害者を実名以外の方法で特定する，いわゆる被害者匿名事案

の運用に関し,平成27年7月の特別研究会4 （訴訟運営における犯罪被害

者への配慮の在り方等）や平成29年2月の刑事実務研究会（被害者配慮）

において議論が行われたところです。

また，秘匿情報に対する配慮を必要とする事件については，庁全体で適切

な情報管理を行うことが不可欠であり，そのための事務処理態勢の確立が求

められていること，後記5(3)のとおり，刑事訴訟法改正により，証人等特定

事項の秘匿の制度等が導入されたことから， これらの制度にも対応した事務

（
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処理態勢を構築する必要があります。このため，平成29年1月及び2月に

開催された刑事事件担当裁判官協議会（ブロック協議会）において，秘匿情

報の適切な管理をテーマに意見交換がなされたほか，同月に開催された司法

研修所の刑事実務研究会（被害者配慮）においても議論が行われました。

(3)令状関係の動向

勾留却下率や保釈率については，社会的な関心も高いところですが，最近

の傾向を見るといずれも上昇傾向にあります。勾留や保釈の判断における罪

証隠滅のおそれや勾留の必要性について，近時の最高裁決定の趣旨を踏まえ

て,各裁判官において慎重な判断を積み重ねた結果ではないかと思われます。

勾留請求及び保釈請求に関する審査の在り方については， これまでも， ↑各

庁において，現場の裁判官同士が令状に関する研究の場を設けて議論を重ね

たり，司法研修所において，裁判官を対象とした研究会で令状審査の在り方

を取り上げ，裁判官同士が議論する場を設けたりしてきたところですが，令

状事件や準抗告事件を担当する民事事件担当裁判官，簡裁の裁判官も含め，

今後もこのような議論を行うなどしながら，引き続き適正な事件処理に取り

組んでいく必要があります｡

(4)逃走事故等の防止

逃走事故等を防止するためには，裁判部と事務局が緊密に連携して，運用

と施設の両面から,問題点の検討と必要な改善を行うことが重要です｡また,

このような作業は，一度行えば十分というものではなく， これまで見逃され

てきた問題点はないか，運用面での緩みはないかなどといった問題意識を常

に持ちながら，継続的に行っていく必要があります。

(5) 医療観察処遇事件の動向

入院継続・退院許可処遇事件（医療観察法49条， 50条）については事

件数が高止まりの傾向にあります｡入院継続･退院許可処遇事件については，

（
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これまで,裁判官同士で議論する機会が少なかったと思われますが，平成2

8年2月に司法研修所で行われた刑事実務研究会（精神障害）では，医療観

察処遇事件のうち，入院継続・退院許可処遇事件に関して，処理上の問題や

工夫について意見交換がなされたところです。

3裁判員制度の運用状況について

（1）裁判員裁判対象事件の事件動向

平成21年5月21日の裁判員制度施行以降，平成30年2月末日までの

全国の裁判員裁判対象事件の新受人員は1万2， 761人です（｢裁判員裁判

の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報)｣表1｡延べ人員｡)。

新受入員数の推移は，平成23年に1， 624人とピークを迎えて以降，減

・ 少する傾向にあり，平成29年は1， 077人でした（表2．いずれも実人

（

宮

）。貝。

また，罪名別では，強盗致傷，殺人（未遂を含む｡)，現住建造物等放火，

傷害致死の順に多くなっています（表1）。

同期間に終局した人員は，全国で1万915人であり， うち，死刑が33

人，無期懲役が208人，有期懲役が1万347人（うち1， 824人が全

部執行猶予)，無罪が84人などとなっています（表3)。

(2)裁判員の選任手続の状況

ア裁判員候補者名簿記載者数は，事件数の減少に伴い年々減少し，最も多

かった平成22年の34万4, 900人から，平成30年は23万600

人となっており，名簿使用率は平成25年以降， 50％台で推移していま

す（表4 ｢イ」，「ロ」 ） 。

イ裁判員法施行から平成30年2月末までに終局した個別事件において選

定された裁判員候補者は107万3， 883人（同表「ハ」 ） ，辞退が認

められた者等を除き，選任手続期日への出席が求められた裁判員候補者数

（
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は42万1， 434人（同表「ト」 ） ， このうち実際に選任手続期日に出

席した裁判員候補者は30万6， 149人（同表「チ」 ） となっており，

出席率は72． 6％となっています。この出席率の推移は，裁判員制度施

行年の平成21年における83． 9％から年々低下しており，平成29年

は63． 9％となっております（同表「リ」中， 「チ」／「ト」 ） 。

ウ－方，選定された裁判員候補者中，辞退が認められた者は66万7， 6

75人であり，辞退率は62． 2％となっていますが，その推移は平成2

2年の53． 0％から年々上昇する傾向にあり，平成29年は66． 0％

になっています（同表「ル｣)。

段階別にみると，調査票や質問票の回答により事前に辞退等が認められ

た裁判員候補者は65万2， 449人（同表「二」及び「へ｣） となってお

り，全体として柔軟かつ前倒しに辞退が認められていると思われます。

エ平成30年2月末時点までに選任された裁判員は6万1， 489人，補

充裁判員は2万933人となっています（同表「ワ」及び「力｣)。

(3)裁判員裁判の審理の状況

ア公判前整理手続の状況等

（ｱ）最高裁判所事務総局が平成24年12月に公表した検証報告書におい

て，公判前整理手続期間の長期化が指摘されていたところ，平成29年

までの平均公判前整理手続期間の平均の推移をみると， 自白・否認の総

数で，平成22年から24年にかけては， 5． 4月， 6． 4月， 7． 0

月と長期化した後，平成25年及び平成26年は6． 9月， 66 8月と

短縮する傾向にありましたが，平成28年及び平成29年は8． 2月，

8． 3月と再び長期化しています（表5）。

（ｲ） 平成29年の自白事件の平均公判前整理手続期間は6． 4月，否認事

件の同期間は10. 0月であり，裁判員制度施行前の平成18年～平成

~

（
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20年における裁判官裁判の平均公判前整理手続期間（検証報告書・図

表18参照）と比較しても,裁判員裁判の方が長期を要する状況にあり，

自白事件，否認事件ともに，平均審理期間及び平均公判前整理手続期間

のいずれも依然として長いままとなっています（表5）。事件関係者の記

憶が鮮明なうちに法廷で直接話を聞くという公判中心主義直接主義に

即した公判審理を実現するとともに，被告人の身柄拘束の長期化を防ぐﾞ

． ためには,合理的な期間内に審理を終えるよう努めなければなりません。

イ公判審理

例自白事件の平均実審理期間は，平成22年の平均4. 0日から，平成

29年の7． 2日へと年々伸びていますが，平均開廷回数はそれほど大

きく変化はしておりません(表7)｡他方,自白事件の平均評議時間は年々

延びる傾向にあり（表9）， 自白事件において平均実審理期間が延びる傾

向にあるのは，充実した評議を行うために評議に充てる時間が長くなっ

ていることが影響しているものと思われます。

（ｲ）審理内容については，平均取調べ証人数の推移をみると，特に自白事

件における検察官請求証人数は，平成29年は0． 9人と前年と変化が

なかったものの，平成22年において0． 4人であったものが年々増加

する傾向にあります（表8)。公判中心主義，直接主義に即した公判審理

が行われるようになってきていることがうかがわれますが，今後も推移

を見守っていく必要があります。

(4)裁判員裁判の運用状況の検証に関する取組について

裁判員裁判の運用状況の検証に関する取組として，①裁判員等経験者に対

するアンケートの実施とその結果の集計・分析，②裁判員制度の運用に関す

る国民一般の意識調査の実施，③裁判員経験者の意見交換会の実施,④「裁

判員制度の運用等に関する有識者懇談会」の設置，⑤検証報告書の作成（平

（
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成24年12月公表)，⑥裁判員制度施行後の蓄積を踏まえた，裁判員裁判の

現状等に関する国民への正確な情報発信のための広報活動といった取組が行

われています。

4平成29年の刑事訴訟事件の概況について

（1） 刑事訴訟事件の概況は,参考統計表の第1表から第3表までのとおりです。

地方裁判所の通常訴訟事件の新受人員は，平成5年以降増加傾向にあり，

平成16年には,現行刑事訴訟法が施行された昭和24年以降,同年を除き，

過去最多となりました。平成17年から減少する傾向にあり，平成29年は

6万8， 830人となりました。

高等裁判所の通常訴訟事件の新受人員は,平成18年から減少傾向にあり，

平成29年は5， 976人となっています。

簡易裁判所の通常訴訟事件の新受人員もここ10年減少傾向にあり，平成

29年は6， 681人となっています。既済人員及び未済人員の推移も新受

人員の推移とほぼ軌を一にしています。略式命令請求事件の新受人員も〃 こ

こ10年減少傾向にあり，平成29年は24万2， 970人となっています

（第1表)。

次に，長期係属事件の状況ですが，第2表は，事案複雑等を事由とする係

属2年を超える実人員（以下「長期係属実人員」という。）について，年ごと

の推移を見たものです。ここ10年はおおむね減少傾向にありましたが，平

成29年は前年よりも増加しています。第3表は，平成29年末現在の地裁

の長期係属事件について，合議（法定・裁定)，単独別，罪名別に審理長期化

の事由を見たものです。なお，簡易裁判所においては，平成29年末現在，

長期係属実人員はありません。

(2) 第4表は被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況です。制度改正により被

疑者国選弁護対象事件が拡大され，平成21年には大幅に増加しています。

（
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（3）第6表は，通常第一審における終局事件の平均審理期間等についてまとめ

たものです｡平成29年の自白事件の平均審理期間は前年と変化なく，否認

事件のそれは0. 2月増加し，全事件の平均審理期間は変化ありませんでし

た。否認事件の割合は，平成22年から増加した後，平成26年及び平成2

7年は連続して減少しましたが，平成28年以降は再び増加し，平成29年

は9． 9％となりました。

（4） 第8表及び第9表は，法廷通訳事件の処理状況です。通訳翻訳人の付いた

外国人事件は年々減少傾向にあった後，平成26年からは増加傾向にあり，

平成28年は減少しましたが，平成29年は再び増加しています。言語別に

見ると北京語が最多言語であることが分かります。

（5）第14表から第17表は，いずれも犯罪被害者等に関連する諸制度の利用

状況をまとめたものです。これらの諸制度は平成12年以降徐々に法改正に

よって拡充が図られてきましたが， これらの諸制度の利用者も，多少の増減

はありますがおおむね漸増傾向にあると言えます。

（6） 第18表から第22表は，令状関係の処理状況をまとめたものです。最近

5年程度の傾向を見ると，勾留却下率（第20表） と保釈率（第21表）は

いずれも上昇傾向にあります。裁判員裁判の導入を契機に，勾留や保釈の判

断における罪証隠滅のおそれを実質的に判断するようになった結果ではな

いかと思われます。

（7） 第23表は医療観察処遇事件の処理状況をまとめたものです。入院継続・

退院許可処遇事件（法49， 50条）については終局人員が増加しています

が，他の事件類型にあまり大きな変動はありません。毎年の入院者が退院者

の数を上回っていることから， 6か月ごとに係属することとなる入院継続処

遇事件が年々増え続けていることがその背景にあるものと思われます。

5法律の改正等で裁判所に関係のある主要なものについて

（
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（1）刑の一部の執行猶予制度

「刑法等の一部を改正する法律」及び「薬物使用等の罪を犯した者に対す

る刑の一部の執行猶予に関する法律」が平成28年6月1日から施行されて

います。刑の一部執行猶予制度の運用については， これまで，平成27年5

月に司法研修所で開催された特別研究会1 （刑の一部執行猶予)，同年10月

に最高裁判所で開催された中央協議会， 同年11月に司法研修所で開催され

た刑事実務研究会（裁判員3），平成28年1月に開催された刑事事件担当裁

判官協議会（ブロック協議会）及び同年2月に開催された簡易裁判所刑事事

件担当裁判官協議会（簡裁ブロック協議会）において意見交換がされており

ます。

(2)裁判員法改正

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」が平成

27年6月12日に公布され，平成27年12月12日に施行されました。

改正法の内容は，①長期間の審判を要する事件等の対象事件からの除外，

②重大な災害に関する辞退事由の追加，③非常災害時における裁判員候補者

等の呼出しをしない措置の規定の創設④裁判員等選任手続における被害者

特定事項の取扱いに関する規定の整備の4点です。

これらの規定の運用については，平成27年11月に司法研修所で行われ

た刑事実務研究会（裁判員3）において意見交換がされております。

なお，改正法の附則には，あらためて，いわゆる3年後の見直し規定が設

けられました。裁判所としては， 引き続き，裁判員裁判の適切な運用に努め

ることが重要となります。

(3)刑事訴訟法等の改正

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律｣が平成28年6月3日に公布され，

順次施行されています。改正法の内容は多岐にわたりますが，主なものは次

（

（
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のとおりです。

ア平成28年6月23日に施行されたもの

・裁量保釈の判断に当たっての考慮事項の明確化

・証人不出頭等の罪，犯人蔵匿等・証拠隠滅の罪などの法定刑

イ平成28年12月1日に施行されたもの

・通信傍受の対象犯罪の拡大

・弁護人選任に係る教示事項の拡充

・証拠の一覧表の交付制度の導入

・公判前整理手続の請求権を当事者に付与

．’類型証拠開示の対象の拡大

・証人の氏名・住居の開示に係る措置の導入

・公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置の導入

・勾引要件の緩和等

・即決裁判手続の申立てが却下された場合の再起訴制限の緩和

ウ平成30年6月1日から施行されるもの

・捜査・公判協力型協議・合意制度の導入

・刑事免責制度の導入

・被疑者国選弁護制度の対象事件の拡充

・ビデオリンク方式による証人尋問を同一構内以外の場所に拡充

エ公布の日から3年以内に施行されるもの

。取調べの録音・録画制度

・通信傍受手続の合理化・効率化

改正項目の一つである捜査・公判協力型協議・合意制度丑ぴ刑事

犯人蔵匿等・証拠隠滅の罪などの法定刑引

啄止』貝日の一つである捜査・公判協力型協議・合意制度及び刑事

き上げ

（

（

免責の導

入に関しては,平成29年6月に司法研修所で開催された刑事専門研究会(新

時代の刑訴法）で議論されたほか，平成30年1月及び2月の刑事事件担当

14



裁判官協議会（ブロック協議会）においても共通問題を設定し，議論されま

した。 さらに，同年5月に司法研修所で開催される刑事専門研究会2 （新時

代の刑訴法）でも議論される予定です。

また，取調べの録音・録画制度については，改正前から検察官が被疑者の

取調べを録音録画する運用が拡大しており，近時は,検察官又は弁護人から，

取調べの録音録画状況を記録した記録媒体（取調状況DVD)が証拠として

請求される例も増加傾向にあるようです。この点に関しては，平成28年1

1月に司法研修所で開催された刑事実務研究会3 （裁判員3)，平成29年1

月及び2月の刑事事件担当裁判官協議会（ブロック協議会）及び平成29年

7月に司法研修所で開催された刑事実務研究会1 （裁判員1）において議論

されました。

(4) 性犯罪に関する刑法の一部改正

平成29年7月13日から， 「刑法の一部を改正する法律」 （平成29年法

律第72号）が施行されています。同法は，強姦罪の構成要件及び法定刑を

改めて強制性交等罪とするとともに，監護者性交等罪を新設するなどの罰則

整備を行い， さらに，強姦罪等を非親告罪とすることなどを内容とするもの

です。また，衆議院及び参議院の各法務委員会においては，①裁判官に対し

て，性犯罪に直面した被害者の心理等について心理学的・精神医学的知見等

を踏まえた研修を行うこと，②性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の過程

において二次被害の防止に努めること等を内容とした附帯決議がなされてい

ます。

今回の改正は，内容が多岐に渡るほか，社会の関心も高いところであり，

裁判所としても適切な運用が求められているといえます。そこで，本改正に

ついては,平成29年10月に司法研修所で開催された刑事実務研究会2（裁

判員2）で議論がなされたほか，平成30年1月及び2月の刑事事件担当裁

（

（
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判官協議会（ブロック協議会）においても議論されました。

(5)成年年齢の引下げに関する議論状況

公職選挙法改正により選挙権を有する年齢が引き下げられたことなどを踏

まえ，平成27年11月から平成28年7月にかけ，法務省において， 「若年

者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」が行われ， 同年12月にその

取りまとめ報告書が公表され，平成29年3月からは，法制審議会少年法・

刑事法（少年年齢・犯罪者処遇関係）部会において審議が行われています。

上記とりまとめ報告書においては，単に少年法の適用年齢を18歳に引き下

げるだけではなく，刑事司法全般において，若年者をいかに取り扱うべきか

という観点から，一定の若年者に対し，刑事処分と保護的な措置の両方をと

り得るような制度の在り方等に関する言及もなされているところであり，今

後の制度設計によっては，刑事裁判実務にも大きく影響し得るところです。

なお上記取りまとめ報告書及び法制審議会における議論の状況につきま

しては，法務省のウェブサイトにおいて公開されております。

以上

〆
″
口
日
日
Ⅲ
、

（

I
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30.年2月末･速報）

表1 罪名別の新受人員の推移

（

（

(注） 1 刑事月報による延べ人員である。

2受理後の罰条の変更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず，同事件に骸当しなくなったものは含む。

3 1通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起所された場合は，法定刑の最も重い罪名に計上した。
4未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

5 「 （準）強制わいせつ致死傷jは，監護者わいせつ致死傷を含む。

6 「 （準）強制性交等致死傷」は，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷及び監護者性交等致死傷を含む。
7 『強盗･強制性交等」は，平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。
8 「危険運転致死j"は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運転により人を死懲させる行為等
の処罰に関する法律2条に規定する罪である。

9 「銃刀法」は， 「銃砲刀剣類所持等取締法」の略である。

10 『組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の賂である。

11 「麻薬特例法jは， 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向繍
神薬取締法等の特例等に関する法律』の略である。

12 「麻薬取締法」は， 「麻薬及び向淵神薬取締法」の賂である。

13裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

14速報値である。

－1－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年
(2月末）

総数 12,761 1,196 1,797 1,785 1,457 1,465 1,393 1,333 1,077 1,122 136

強盗致傷 2,965 295 468 411 329 342 321 290 224 253 32

殺人 2,773 270 350 371 313 303 302 303 255 278 28

現住建造物等放火 1,256 98 179 167 128 141 136 162 124 105 16

傷害致死 1,110 70 141 169 146 136 131 107 103 96 11

覚せい剤取締法違反 1,000 90 153 173

～

105 105 129 58 67 102 18

(準)強制わいせつ致死傷 966 58 105 105 109 133 131 111 ’ 115 90 9

(単)強制性交等致死傷 921 88 111 137 124 121 91 104 75 65 5

強盗･強制性交等 474 61 99 83 59 57 36 34 20 21 4

強盗致死(強盗殺人） 311 51 43 37 37 37 27 35 22 19 3

偽造通貨行使 217 34 60 30 34 12 4 20 7 13 3

危険運転致死 196 13 17 20 27 21 23 28 28 18 1

通貨偽造 117 14 18 20 19 17 4 8 6 11 ー

銃刀法違反 88 13 5 3 4 10 10 15 10 16 2

築団(準)強姦致死傷 79 13 2 17 6 9 17 8 1 4

d

2

保護責任者遺棄致死 67 7 9 12 4 5 7 5 6 10 2

逮捕監禁致死 59 4 18 21 1 4 3 2 1 5 ー

組織的犯罪処罰法違反 54 6 5
■■■ ー 3 14 18 1 7 ー

麻薬特例法違反 29 1 5 3 2 1 1 11 3
D

2 ー

爆発物取締罰則違反 17 6 一 ー

5 2 ■■■ 2 1 1 ー

身の代金拐取 10 ー 3 ー

1 1 1 4■■ 3 1 ー

麻薬取締法違反 9 1 3 1 2 2 ー ー ー ー ー

拐取者身の代金取得等 3 Ⅱ■■ ■■■ 一 ー ー ー 2 1 ー ー

その他 40 3 3 5 2 3 5 10 4 5 ■■■
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末.速報）

表2 庁別の新受人員，終局人員及び未済人員の推移

－2－

新受．

累計

終局 末済 新受

"214

終局 未済

平鹿24

新受 農局 未済

平成23年

新受 捜局 未済

平成24年

新受 終局． 未済

平成25年

新受
●や

終局 未済

平成26年

新受 終局 未済

平成27年

新受 終局 未済

平成28年

新受 終局 ､未済

斗城29年

新受 終局 未済

平、

新受

30年(2

終局

|末）

未済惚数 11,735 10,915 820 1,142 148 994 1,591 1,530 1,055 1624 1568 1,111 1,344 11526 929 1329 1,415 843 1,299 1220 922 1,191 1,206 907 1,006 1,127 786 1,077 993 870 132 182 820
東京地鉢庁 1,100 986 114 98 9 89 149 138 100 138 136 102 120 132 90 119 137 72 127 111 88 104 102 90 86 97 79 139 99 119 20 25 114
鯨地裁立jil支部 311 291 20 43 4 39 51 54 36 46 40 42 31 48 25 39 38 26 30 35 21 18 21 18 22 20 20 27 24 23 4 7 20
擁地蔵本庁 532 502 30 41 3 38 82 65 55 88 84 59 59 81 37 62 61 38 54 51 41 58 57 42 48 58 32 33 35 30 7 7 30
横浜地識小田原支部 102 96 6 9 2 7 9 12 4 20 12 12 6 14 4 14 8 10 14 18 6 12 15 3 7 5 5 10 9 6 I 1 6
さ虻まj職本庁
子釜0金砕一■ 三▲一

589

1,207

564

1,101

25

106

59

1l5

7

14

52

. 101

74

175

68

143

58

133

67

194

77

202

48

125

91

118

79

166

60

77

55

128

77

128

38

77

71

149

58

121

51

105

63

102

64

136

50

71

63

92

66

92

47

71

40

115

61

85

26

101

6

19

7

14

25

106
水戸遡鉢庁 265 239 26 22 1

6

21 38 48 29 25 15 28 29 14 27 27 14 27 24 17 34 25 26 24 32 18 34 22 30 2 6 26
宇穂富地織本庁 188 179 9 16 1 15 26 26 15 26 26 , 15 23 26 12 36 30 18 19 23 14 16 18 12 10 16 6 13 12 7 3 1 、 9
前僑地裁本庁 174 162 12 21 1 20 22 33 9 24 20 13 31 29 15 9 17 7 15 12 10 12 13 9 18 17 10 21 17 14 1 3 12
静岡鱗本庁 75 65 10 4 4■■ 4 8 9 3 12 8 7 10 10 7 5 7 5 8 9 4 9 9 4 5 5 4 13 7 I0 1 ･ l 10
繍閏側賊＃ ＃ 咬部

綱地裁撰松支部

100

75

94

71

6

4

11

5

2

1

9

4

13

8

14

6

8

6

16

8

13

7

ll

7

l1

9

16

1l

6

5

8

1O

7

7

7

8

16

10

7

11

16

7

7

9

11

7

12

9

7

9

13

11

6

7

10

7

9

9

7

5

． 1

一

2

1

6

4
甲府地裁本庁 85 83 2 8 2 6 10 9 7 15 12 10 12 16 6 9 12 3 11 9 5 4 9 ‐ 9 6 3 7 6 4 ‐ 2 2
長野地競本庁

長野地栽松本支師

73

59

68

51

5

8

ll

7

1

1

10

6

12

9

14

7

8

8

10

7

11

l1

7

4

8

6

12

6

3

4

4

7

4

8

3

3

10

6

6

7

7

2

5

2

8

2

4

2

1

5

4

3

1

4

11

10

6

4

.6

10

1

1■■

2

2

5

8
新潤地栽本庁

大阪地栽本庁

99

1,007

93

941

6

66

7

108

ー

12

7

96

17

119

17

126

7

89

20

130

14

113

13

106

10

123

16

123

7

106

8

122

12

134

3

94

12

107

9

120

6

81

8

113

9

103

5

91

6

82

､9

112

2

61

ll

90

6

85

7

66

I■■

13

1

13

6

66
大阪地郷支郁 266 ､255 11 29 1 28 43 38 33 42 41 34 31 41 24 35 37 22 22 28 16 20 21 15 27 23 19 17 23 13 q■■ 2 l1
京都地裁本庁 232 219 13 20 3 17 35 22 30 28 35 23 40 29 34 27 36 25 28 31 22 16 23. 15 20 20 15 16 15 16 2 5 13
神戸地織本庁 342 324 18 ' 31 4 27 52 48 31. 36 43 24 “ 38 30 47 43 34 30 39 25 43 42 26 21 33 14 35 28 21 3 6 18
神戸地測 脇支郎 96 93 3 20 1 .19 12 19 12 9 14 7 7 9 5 10 6 9 7 9 7 14 7 14 6 14 6 10 11 5 1 3 3
奈良勉栽本庁 97 92 5 9 4 5 1l 7 9 13 l1 11 17 18 10 6 8 8 12 10 10 15 13 12 5 10 7 8 10 5 1 1 5
大津地蕊本庁

和歌山地栽本庁

123

88

110

82

13

6

18

10

6．

2

12

8

10

19

12

18

10

9

17

1l

18

ll

9

9

16

7

14

7

l1

9

15

12

17

11

9

10

・ 6

8

10

6

5

12

14

4

8

10

ll

6

7

10

ll

4

7

12

14

7

13

9

8

10

6

I■■

1

4

13

6
名古園地職本庁． 528 502 26 63 4 59 67 74 52 88 77 63 ･53 73 43 38 43 38 64 49 53 53 63 43 62 56 49 35 57 27

●
一
ユ
『
一
ｍ
》 6 26

名古屋地裁岡崎支郁 168 165 3 13 1 12 21 18 15 25 21 19 25 25 19 16 28 7 . 26 11 22 17 31 8 15 20 3 10 5 8 一

5 3津地裁本庁 125 117 8 7 1 6 16 12 10 25 15 20 19 24 15 14 20 9 12 13 8 12 12 8 5 8 5 14 lI 8 I 1 8岐阜地栽本庁 155 152 3 17 4 13 25 21 17 18 23 12 15 19 8 30 19 19 13 22 10 21 15 16 7 16 7 9 ll 5 q■■

2 3福井地蕊本庁 58 56 2 3 1 2 7 4 5 12 7 10 4 10 4 4 7 1 9 ・ 6 4 10 6 8 5 7 6 3 8 1 1 ー 2
金沢地裁本庁 60 57 3 7 1■■

7 10 8 9 10 1l 8 7 11 4 7 8 3 3 5 1 8 1 8 3 9 2 5 3 4 一

I 3富山地裁本庁 44 39 5 1
亨
’ ー 10 7 3 8 4 7 5 9 3 7 5 5 1 5 1 3 3 I 3 3 1 5 1 5 1 1 5
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末.速報）

｡

I
(陸ノ ム 刑や間Uﾉ鯛堂『しよ0乗八貝rの｡｡

裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起所された人員を除く。

更により裁判員裁判対象事件となった聯件は，脈因変更決定日ではなく，起所日をもって新受欄の当麟箇所に計上した。
法3条1項の除外決定があったものを除く。
ある．

－3－

累計

新受 終局 未済

平成21年

労浸 終局 未済

平成22年

新受 農局 未済

平成23年

新受 終局 未済

平成24年

新受 終局 未済

平成25年

新受 蔑局 未済

平成26年

新受 終局 未済

平成27年

新受 終局 未済

平鹿8年

新受 終局 未済

平成29年

新受 終局 未済

平側

新受

30年(2月末）

終局 未済
広島地裁本庁 ､ 249 238 11 23 4 19 36 24 31 33 34 30 29 36 23 39 31 31 23 36 18 34 28 24 ・ 16 22 18 16 22 】2 1■■

I 】1
山口#蟻体庁 79 75 4 7 2 5 8 11 2 11 5 8 、 15 15 8 5 8 5 5 4 6 7 8 5 6 8 3 14 13 4 1 1 4
岡山側蟻体庁 175 165 ･ 10 13 3 ・ 10 27 16 21 27 29 19 11 21 9 26 21 14 26 20 20 】1 19. 12 】9 17 14 15 17 12 ー 2 10
胤取地獅 :庁 29 29 ー 5 2 3 2 3 2 4 3 3 ー 2 1 4 1 4 5 6 3 6 5 4 3 4 3 ー 2 1 1■■

1 ー

松江雌戯本庁 26 26 ー 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 4 3 4 5 2 1 2 1 3 4 1■■

】 ー 1
■
一

1 一

福岡胤戯本庁 472 372 100 43 5 38 61 64 35 56 56 35 34 46 23 36 43 16 62 38 40 55 46 49 55 29 75 67 37 105 3 8 100
福岡地熱1,倉支部 184 171 13 10 1■■ 10 17 22 ･5 14 14 5 】8 11 12 22 21 13 34 23 24 27 35 16 22 25 13 17 18 12 3 2 13
佐賀地裁 尽庁 73 70 3 7 1 6 5 9 2 8 6 4 11 10 5 13 14 4 9 6 7 3 8 2 11 5 8 5 9 4 1 2 3
長崎地裁本庁 65 58 7 ・ 14 2 12 6 15 3 8 5 6 8 11 3 7 7 3 7 7 3 4 3 4 3 5 2 7 3 6 1 Ⅱ■■

7
大分地 鰯 :庁 86 83 3 6 1 5 13 ll 7 16 17 6 15 12 9 ・ 11 17 3 8 7 4 8 7 5 4 6 3 4 4 3 1 1 3
臘本蝿職本庁 112 107 5 13 4 9 13 17 5 20 11 14 12 18 8 19 19 8 8 11 5 9 7 7 7 8 ・ 6 l1 9 8 1■■

3 5
鹿児烏地裁本庁 145 141 ･4 19 3 16 17 20 13 29 26 16 6 20 2 22 12 12 20 16 16 11 18 9 13 12 】0 8 11 7 1■■

3 4
宮崎地獅 :庁 74 68 6 6 2 4 9 9 4 11 8 7 14 12 9 2 9 2 14 4 12 3 11 4 ･7 6 5 7 7 5 1 ー 6
潮覇地裁本庁 161 151 10 15 1 14 18 24 8 16 19 5 11 13

、

3 16 12 7 20 16 ･ ll 29 17 23 18 28 13 17 17 13 1 4 10
仙台陥戯本庁 154 147 7 18 6 12 28 29 11 26 17 20 13 21 12 16 21 7 8 10 5 17 11 11 15 15 11 12 16 7 1 1 7
福島地裁本庁 60. 59 _1 2 1 1 7 4 4 16 16 4 2 4 2 4 3 3 7 9 1 7 7 1 7 5 3 8 9 2 一

1 1
福島腿戯部山支部 105 102 3 14 2 12 24 21 15 11 ・ 22 4 10 7 7 9 11 5 7 11 1 11 4 8 12 11 9 7 11 5 ｰ

2 3
山形､戯本庁 72 67 5 5 1 4 10 8 6 9 11 4 15 5 14 10 17 7 3 7 3 6 3 6 6 8 4 8 6 6 ー

1 5
盛岡地裁本庁 41 40 1 2 ‐ 2 6 4 4 7 6 5 5 6 4 10 9 5 2 5 2 4 3 3 3 3 3 2 4 1 ー 一

】
秋田地裁本庁 58 48 10 3 1 2 5 3 4 4 4 4 8 7 5 7 7 5 6 7 4 7 5 6 6 7 5 6 6 5 6 1 10
青森地競本庁 97 92 5 7 2 5 23 17 11 11 15 7 23 13 17 9 19 7 4 9 2 10 6 6 3 7 2 6 3 5 1 1 5
札親鰄体庁 260 249 11 30 4 26 39 35 30 30 37 23 25 34 14 39 28 25 24 29 20 30 28 22 23 31 14 14 21 7 6 2 11
函館地裁本庁 50 48 2 2 I■■ 2 6 5 3 7 7 3 6 6 3 7 8 2 4 2 4 6 6 4 8 7 5 4 6 3 ＝

1 2
旭川地裁本庁 54。 45 9 5 ー 5 6 6 5 4 8 1 7 4 4 4 7 1 4 4 1 8 7 2 8 3 7 3 6 4 5 4■■

9
釧路地裁本庁 66 66 一 2 ー 2 6 3 5 12 11 6 12 10 8 11 15 4 1 5 ー 11 5 6 7 8 5 4 6 3 ー 3 q■■

高松地勧本庁 115 112 3 7 I 6 19 18 7 16 13 10 13 16 7 10 13 4 19 14 9 9 10 8 10 13 5 11 11 5 1 3 3
徳鳥地裁本庁 71 66 5 7 2 5 5 7 3 7 8 2 7 7 2 ･ 10 8 4 7 7 4 11 6 9 8 12 5 9 7 7 1■■

2 5
高知i職本庁 60 56 4 13 1 12 3 14 1 6 5 2 3 4 1 8 5 4 7 6 5 7 8 4 6 8 2 7 4 5 ー

1 4
松山地裁本庁 119 l15 4 8 2 6 11 12 5 9 10 4 21 10 15 18 23 10 24 21 13 13 19 ・ 7 7 10 4 8 7 5 一

1 4



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表3罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員及び控訴人員

2 『その他」は，免所，公所乗却，移送（少年法55条による家戟移送を脆く、 ）等である．
3未違処嗣規定のある卵名については．未遂のものを含む．

4 有卯（－部霊陣を含む。 ）の椙合は処断卵名を，鏡罪，その他の掲合は縛局師において当砿事件について掲げられている誘因の犀名のうち．戟判員縦判対象亭件
の卯名（段判員戟判対象事件が強敵あるときは，法定刑謬最も重いもの）を，それぞれ針上した．

S 起豚卯名と露定卵名が異なる甥合や罰条の変更等の掲合などにおいては，蛾判貝戴判対象事件の卯名と風なる卵名で叶上されることがある．
6 禁鎚刑について.､刑の一部軌行幽予が倉い捜された人員はない．

7 「麻凝特例法』は， 『国際的な協力の下に規制蕊物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻蕊及び向柚神蕊取締怯辱の特例等に関する法律』の略
である．

8 『危険運軽致死」は．平成25年注律毎86号による改正前の刑法208象のZ及び自動車の速唾により人を死飼させる行鈎等の処罰に闇する灌律2象に規定する犀である．
9 「錘刀法』は． 『銃砲刀剣領所持辱取縄法』の略である．

10 「組織的犯罪処罰法』は． 「組腫的な犯罪の処伺及び犯卯収益の規制等に閲する法律」の略である．
11 『麻翻取締法」は． 「麻薬及び向梢神蕊取締法jの略である．
l2 r穐賊行為処罰法」は． 『海賊行為の処詞及び海賊行為への対処に関する法律」の略である．

13 『過失迅伝致死』は｡平成25年陸律第86号による改正的の刑隆211条2現及び自動車の遁唾により人を死鰯させる行為淳の処罰に閲する法律に規定する罪であるq
14 r危険遍転致傷』は． 自勤車の運軽により人を死劇させる行為等の処罰に関する法律に規定する罪である．
15裁判風法3条1項の除外快走があったものを除く．

16戟判且殿判に間する事務を取り扱う文郎以外の支部に起所され， 当餓支部の仔帖区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人凪を除く．
17速報位である．
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（
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｝

緯歓 10.915 】0.599 33 208 102 138 472 】.】22 2．117 2'045 1.859 668 7 7 1.824 977 5 3 5 1 84 10 222 30848 36．06

殺人 2.482 20422 14 67 46 60 266 418 328 313 271 150 ー ー 489 2]1 ‐ 1■■ ■■ ー 14 2 44 831 34.1

働墜敬晦 20銅4 2252 一 ー 1 4 29 133 489 645 581 96 1 1 274 182 1■■ 一 ‐ ‐ 7 3 72 813 36.0

侭客致死 1.079 1．051 一 ー 2 4 2 82 276 250 231 81 1■■ 4■■ 123 28 Ⅱ■■ 一 ー ー 20 1 7 4】1 38．3

現住達透翰等放火 lp39 100】5 ‐ 2 2 2 14 32 49 132 262 110 1 I 410 2“ ー 一 ー 1■■ 5 ー 19 213 20．9

党せし､剰敢樺注邇昼 870 827 I■■ 1■■ 1 3 37 】26 446 177 25 8 一 ■■ 4 2 ー I■■ 1■■ 1■■ 31 一 12 442 51．5

(準》独創わいせつ致死侮 710 7“ 1■■ ‐ I■■ 1 4 12 32 68 187 lI8 3 3 282 ， 】95 ー 4■■ ー ー 一 ー 6 147 209

(隼)強姦致死傷 694 665 － 1 13 】5 32 108 169 180 104 18 1 R 25 18 4■■ 一 ｡ ー 1 1■■ 28 290 43s

麻纂特例法遠反 288 287 ー － 4■■ I 7 25 84 119 47 3 ■■ ‐ 1 ‐ ー q■■ も ■■ q■■ ‐ ~ 】 125 43．6

強盗致死(強壷職人） ‘ .278 、 271 19 128 17 17 27 42 17 4 Ⅱ■■ ■■， ー 4■■ ← ，■■
，

1■■ 一 ‐ 一 3 I■■

4 】77 “.6

翰窒髄率 269 252 一 7 19 24 34 76 68 17 5 1 ー ‐ I 1 ‐ ー ー ■■ ー 一 17 109 433

危険運唾致死 188 186 ー ‐ ー 4 3 21 7】 48 25 】2 ー ｰ 2 I ‐ I■■ ■■ I■■ ー 2 ■■ 77 41.4
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一
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65
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一
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■■
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一

一
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I■■

ー

■■

4■■

Ⅱ■■

』■■

~

ー

17

21

】】､4

32.3

保膜責任老適砺致死 61 58 ー ー q■■ I■■ ー 3 8 12 14 8 一 ー 13 5 ‐ I■■ ー ■■ 2 ー ． 1 22 36．7

鰹団(準)強姦致死侮 60 57 1■■

】 q■■ 2 8 8 21 11 2 I ‐ ■■ 3 3 ー 一 ー ー ー 2 1 31 54.4

遺鋤監禁致死晦 60 60 ー ■■ 一 ー q■■ 6 13 】0 13 5 ー ■■ 】3 2 ー ｰ ー ー ー 4■■ 一 21 35．0

銃刀注遮反 56 53 ‐ ー 一 ー ー 8 9 19 14 1 ■■ 一 2 1 ‐ ー ー ■■ 一 ー 3 28 52．8

通貨偽造 38 34 一 ‐ ー ー ■■ 一 ー ■■ 7 3 ■■ 一 24 6 ‐ ー ー 1■■ 一 － 4 2 5．9

強盗 35 35 ■■ ‐ ー ー 2 4 5 】0 9 2 一 ー 3 1 ー ー ‐ ← ー ー ー 12 343

(準)強姦 30 30 ー ｰ ー ー I 5 13 6 3 1 一 ー 1 1 ー 1■■ ■■ 一 ー ー 一 9 30．0

組織的犯罪処嗣注蓮辰 16 】4 ｰ 2 一 ー 5 2 ー 2 2 1 ー 一 ー 1■■ q■■ 一 ‐ ー I I■■

1 10 66.7

鰹発物取締嗣剛違反 13 12 ｰ 1■■ 1 】 】 4 3 2 一 ‐ ■■ － ‐ ー ー ‐ ｰ I■■ ■■ ー 】 7 58.3

窃壷 11 11 1■■ ー 1■■ ‐ ｰ ー 1 一 2 3 ー ■■ 5 2 ー 一 一 一 ■■ q■■ 一 2 182

麻露取締法違反 11 11 ー 4■■ I■■ ー ー イ 3 3 ー 1 ー ー 一 4■■ 4■■ ‐ ー ー ー ~ 5 45．5

自殺関与及び同亜職人 7 7 ー ー ー q■■ ■■ 一 ｰ ‐ 】 3 ■■ 一 3 一 ‐ ー ■■ ー 一 ー q■■ 1 14．3

過失逗転致死 7 7 ■■ ｰ ー ー ー ■■ ＝ 3 1 I■■ ー ー ー ■■ 3 1 一 ー ■■ ■■ ー 3 42．9

拐取老身の代金取得等 7 7 1■■ 1■■ I■■ ー ー ■■ 3 3 ー ＝ ー ■■ I 1■■ 4■■ 一 ー ー 1■■ 1■■ 一 1 14．3

建透物等以外放火 6 6 ‐ ー ー ■■ ■■ ー ー ー ー 】 ー 一 5 2 ー ■■ ー 1■■ ｰ ー ■■ 2 33.3

卯洩住建造鞠等放火 5 5 ｰ ー ー 1■■ 1■■ 2 ー ■■ 2 ｰ ー ‐ 1 I ー ー ■■ ■■ ‐ ー ー ー ｰ

激発物破裂 5 5 1■■ ー
一

■■b ー 1■■ ■■ 3 1■■ ー ー ー 2 1 ■■ 一 ー － q■■ 1■■ ‐ 1 20．0

処行 、 5 5 I■■ I■■ 1■■ ー ＝ 4■■ 一 ｰ ー 1 ー q■■ ‐ 1■■ ー 一 4 q■■ 一 一 ー 2 40．0

海賊行為処罰嵯迩辰 5 4 ー ー 1■■ ー ー 1 3 4■■ 一 ー ー ー ー ー 1■■ 一 ‐ ー ＝ ー 1 4 】00．0

(単)睦餌性交等致死鑑 4 4 一 ー ｰ 1■■ ー 一 ●■ 1 1 ー q■■ 一

2 2 ‐ ー ■■ ■■ 一 ‐ ー 1■■ 一

身の代金拐取 3 3 ー q■■ 一 4■■ ■■ ｰ q■■ 】 ー 1 ■■ ー 1 】 一 q■■ ■■ q■■ ー 一 ー ー 一

遊路交通注違反 3 3 ー ー ー 一 ‐ ー I ー ！ ｡■■ 一 ■■ ■■ ■■ q■■ ■■

I ｰ ー Ⅱ■■ 一 2 66．7

建逓翰辱延焼 2 2 4■■ ー ー 一 ｰ ■■ ー 一 ー 】 一 q■■ 1 ー ー ー 一 ‐ 1■■ ー 一 I 50.0

梨団(準)強姦 2 2 一 ー ー ー ー 一 ~ I 1 ー ■■ 一 ー 一 ｰ ー 4■■ ー ｰ ー ■■ 2 100．0
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50．0

100．0

ガス掴出辱致死 一 一 ー ■■ q■■ ー 1 ー q■■ ‐ ー ー 1■■ 一 ■■ 1■■ ー ‐ ー ー 一 ＝ ＝

趣汽車軽覆 q■■ 一 ー ■■ ー 1■■ 1■■ 一 1 4■■ ‐ ー ー q■■ ■■ ー ‐ ー 1■■ I■■ ー 1 100.0

(牢)強制わいせつ ‐ ー ー ＝ ー 4■■ ー ー ー a‐ ー 一

】 I 一 一 ー ー ‐ ー 1■■ 1■■ 一

栗駒上過失致死 ｲ■■ ■■ 1■■ ‐ 一 一 ー 1■■ ー ｰ ■■ 一 ‐ ー

I 1 ー ■■ ー ー ー I■■ 一

重過失致死 ｡■■ 一 ‐ ■■ ー ー 4■■ 一 ■■ q■■ ー ‐ ■■ ー 】 1 ー ← I■■ ー 一

1 100．0

保厘賀任老適棄辱 ■■ － ー ー ー ー ー 一 1■■ ■■ ー 4■■ 1 ー 1■■ ー ー ｰ ＝ ー ‐ ー 4■■

世利拐取等 1■■ ‐ I■■ q■■ ‐ 1■■ ■■ ← I■■ 1 － 1■■ 一 ■■ ■■ ー ー ｰ 1■■ ■■ ‐ ー ■■

常習累籾翰壷 一 ■■ ー ー ー 一

1 1■■ ｰ 一 I■■ I■■ ｰ 一 ~ ー ■■ ■■ 一 ‐ ー 』■■ 一

昨欺 一 1■■ 一 ー ー 一 ‐ ■■ 】 一 ー 一 ‐ 一 ー ~ 1■■ ■■ ー 一 ■■ 1■■ 4■■

恐喝 ー I■■ ｰ ー ー 一 ー b ■■ I■■ ー 1■■ ← ー 一 一 ー ー 1 ー ー q■■ ー ｰ

公用文霧鮫棄 q■■ 4■■ ‐ ー ー ー ー ■■ ■■ ー ■■■ 一 】 1 ー ー ■■ 一 一 ■■ ■■ 1 】00．0
危険澗転致傷 1■■ ＝ I■■ ■■ ■■ ー ■■ ｡■■ 』■■ ＝ ■■ ー 1 ］ ■■ q■■ ー ー ー 1■■ 一 ー ー

哩員画睡砂丘…．－ん等田田硯FQ画 ー ー q■■ 一 ー 1■■ ｰ I ｰ q■■ ■■ ー ー 一 ー ー ー 訂 － - ー ー 一

出入国睡理及び璽民聾窒醗重慶 】 一 I■■ ー ー ■■ ー 一 ■■ ー ‐ 1■■ 一

】 ‐ ｰ ■■ ー ｰ ー ー 一

I 100．0



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・
補充裁判員の数の推移

（

（

2 「ハjないしIヲ」は刑事通常第一審事件票による延べ人員であり，速報値である。
3 I二」及び｢へ」には，辞退が認められたもののほか, (1)欠格事由，就職禁止事由に蕨当するとして，呼び出さない措
腫又は呼出取消しがされたものが含まれ,更に前者には， (2)騒居先不明等により裁判員候補者名簿毘戦通知等が不到達で
あったものが含まれる。

4 1ト」には，そもそも呼出状が到達しておらず，現実的には出席を期待し得ない裁判員候補者も含史れる。
5 「ﾇ｣には,理由あり不選任於定(裁判員法34条4項) ，辞退による不選任決定(同法34条7項) ，理由なし不遣任
決定（同法36条）及び質問唯し不選任決定（同規則35条2項， 3項）がされたものを含み， くじ等による不選任決定（
同法37条3項）がされたものは含まない。

6 「ル(a) jのうち,平成21年及び平成22年の人数には, (1)欠格事由,麓職禁止事由に該当するとして,呼び出さ
ない措極がされたもの， (2)転居先不明等により裁判員侯補者名簿紀蔵通知等が不到達であったもの力君まれる。
7 「ワ」及びI力jは刑事局への個別報告に藍づく実人員であり，概数である。
8 補充裁判員から栽判員に選任された場合は，重複して計上した。

9 ［ ］は，判決人員（累計10,695人，平成21年142人，平成22年1,506人，平成23年1,525人，平成24年1,500人，
平成25年1,387人,平成26年1,202人,平成27年1,182人，平成28年1, 104人,平成29年966人,平成30年181人) 1人
当たりの平均である。なお，判決人員には少年法55条による累裁移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合臘体
で審理力$行われずに公所棄却判決があったものを含まない。

～5－

累計 平成21年 3城22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

､月末）

イ 裁判員候補者名繍毘鯖数
◆

2,664,306 295,036 344,9側 315,940 285,530 259,2m 236,500 233,800 ≦ 229,2m 233,600 230,6側

ロ 名簿使用率(%） （｢ﾊ｣/｢ｲ｣） 40.3 4.5 36.7 41.7 47.5 52.2 52,0 56.8 55.8 51.4 11.9

ノ、 選定された裁判員候補者数 1,073,883
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[124.4]

27,485
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二
鬮査票により辞退等力認められた裁
判員嬬者数 314,187 3,785 32,245 37,771 38,4鮒 39,666 36,755 40,755 39,485 36,011 9,226

÷

4，
期日の通知質問票を送付した裁判
員鋪者数（『ﾊj－『二｣）

7591696

[71.0]

9,638

[67.9］

94,220

[62.m
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[61.7］
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92,076

[77.9］

88,326

[80.0］

84,176

[87.1]

18,259

[100.9]

へ
質問票により辞退等が認められた裁
判員鐡者数 338,262 3,185 34,147 37,756 ･ 42,443 43,451 40,351 43,806 41,563 41,700 9,860

卜
選任手鋤日に出席を求められた裁

判員侯擁数（｢ﾎj－｢へ｣） 421,434 6,453 ・ 60,073 56,353 54,604 52,的0 45,953 48,270 46,763 42,476 8,399

チ
選任手続期日に出席した裁判員端
者数

306,149

[28.6］

5,415

[38.1]

２
１
２
２
Ａ
２
８
３
４
ｆ

44,150
e

[29.0］

41,543

[27.7］

７
１
２
８
β
Ⅵ
８
２
３
ｆ

32,833

[27.3］

32,598

[27.6］

30,313

[27.5］

27,152

[28.1］

5,196

[28.7］

￥
リ 出席率(%）

(｢ﾁj/｢ﾊ｣）

(｢ﾁj/『ﾄl)

・ 28．5

72.6

40.3

83.9

38‘3

80.6

33.5

78.3

30.7

76.1

28.5

74.0

26.7

7】､4

24.5

67.5

23.7

64.8

22.6

63.9

18.9

61.9

ヌ
選任手続期日当日に辞退等により不
選任決定がされた裁判員候補者数

82,198 1,326 11,850 11,308 10,933 11,055 9,321 9,150 8,324 7,528 1,403

ル
(a)

(b)

辞退が認められた裁¥損儲瀦の総
数

辞退率(%） （しし(a)j/〃､j)

667,675

62.2

7,134

53.1

66,977

53.0

77,909

59.1

83,426

61.6

85,615

63.3

79,288

64.4

86,201

64.9

82,647

64.7

79,291

66.0

19,187

69.8

ヲ
くじの母数となった候補者数に,理由
な坏選任数を加えたもの

262,307

[24.5］

4,802

[33.8］

42,559

[28.3］

38,274

[25.1]

35,785

[23.9］

６
１
刷
踊
２
２
３
ｆ

27,703

[23.0］

27,554

． ［23.3］

25,678

[23.3］

４
Ｊ
５
８
β
３
２
２
２
ｆ

4,412

[24.4］

ワ 選任された裁判員の数 61,489 838 8,673 8,816 8,633 7,937 6,938 6,7閃 6,363 5,536 987

力 選任された補充裁判員の数 20,933 346 3,067 2,988 2,9冊 2,622 2,333 2,293 2,140 1,896 342



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

一

表5平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

(注） 1 刑事通常第一審事件票による。

2判決人員は実人員である。

3 『公判前整理手続期間の平均（月） 」は，裁判員裁判対象事件以外の事件について6公判前整理手続に付され
ずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等を除外
して算出した。

4判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合凝体で審理が行われ
ずに公脈棄却判決があったものを含まない。

5 裁判員法.3"項の除外決定があったものを除く。
6速報値である。

毒← 公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の
判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 刑華通繕第一審零件票による案人興である。
2 錘判興銀判対象事件以外の事件につし、て，公判前整理手統に付されずに公判を閲し、た後，飼条の変更等により錘判
員裁判対象率件になり，期日間整理手譲に付されたもの尋があるため，判決人員は他の表と異なる。
S 判決人鍵には少年法5s条による寒錘移送決定があったものを含み，蛾判員が参加する合錘体で審理が行われずに
公解乗却判決があったものを含まない。

4 蛾判風法3条1種の除外決定があったものを除く。
5 速報値である。

－6－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

篭数

判決人員

平均審理期間（月）

公判前整理手続期間の

平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

10,695

9.1

6.9

2.2

142

5.0

2.8

2.2

1,506

8.3

5.4

2.9

1,525

8.9

6,4

2.5

1,500

9.3

7.0

2.3

1,387

8.9

6.9

2.0

1,202

8．7．

6.8

1.9

1,182

9.2

7.4

1.8

1’104

10.0

8.2

1.8

966

10.1

8.3

1.8

181

10.5

8.7

1.8
の

自白

（

判決人員

平均審理期間（月）

公判前整理手続期間の

平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

5,866

7.3

5.4

1.9

114

4.8

2.8

2.0

970

7.4

4.6

守

2.8

885

7.3

5.0

2.3

806

7.2

5.2

2･O

725

7.1

5.4

1.7

644

7.0

5.4

1.6

623

7.4

5.8

1.6

568

8.0

6,5

1.5

449

、 7．9

6.4

1.5

82

7.9

6.2

1.7

否認

判決人員

平均審理期間(月）

公判前整理手続期間の

平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

4,829

11.2

8.8

2.4

28

5.6

3.1

2.5

536

9‘8

6.8

3.0

640

10.9

8.3

2.6

694

11.7

9.1

2.6

662

10.9

8.5

2.4

558

10.6

8.5

2.1

559

11.2

9.1

2.1

536

12.1

10.1

2.0

517

12.1

10.0

2.1

99

12.7

10.8

1.9

判
決
人
員

公 判 前 整 理 手 銃 期 間

晦
日
以
内

１
月
以
内

２
月
以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

９
月
以
内

１
年
以
内

１
年
３
月
以
内

１
年
６
月
以
内

１
年
９
月
以
内

２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
６
月
以
内

２
年
９
月
以
内

３
年
以
内
巳
●

３
年
を
超
え
る

幸
均
公
判
前
整
理

手
統
期
間

総数 10，569 ー 7 231 852 4．609 2，597 1，212 572 248 95 65 34 ユ8 14 4 11 6．9月

自白 5，786 一 6 200 751 3，221 10124 313 109 38 8 12 2 2 ー 4■■■ ■■■ 5.4月

否昭 4，783 q■■■ 1 31 101 1，388 1，473 899 463 210 87 53 32 16 14 4 11 8.8月



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

（

(注） 1 刑事通常第一審事件票及び刑事局の調査による。
2判決人員は実人員である。

’ 3実審理期間は，次の方法により算出した。なお，最長のものは160日であり，最短のものは2日である。
(1) 区分審理を行ったものについては,裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審理期間とした。
（2）裁判官のみで第1回公判を開いた後，裁判員裁判対象事件で追起脈があったため裁判員の参加する合

畿体で審理されて終局したものについては，裁判員が参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。
（3） 東日本大震災の影馨等で公判期日が延期され，裁判員が解任されたものについては，改めて選任された
裁判員の参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。

(4) (1)～(3)以外のものについては，第1回公判から終局までの期間を実審理期間とした。
4 開廷回数には， 3(2)の場合の，裁判官のみで行われた公判の回数を含む｡ 、

5判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が
行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

6裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。
7速報値である。

〆

｢や,

Bし、

、

－7－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

総数

判決人員

平均実審理胡間(日）

平均開廷回数(回）

10,695

7.8

4.4

142

3.7

3.3

1,506

4.9

3.8,

1,525

6.2

4.1

1,500

7.4

4.5

1,387

8.1

4.5

1,202

8.2

4.5

1,182

9.4

4.7

1,104

9.5

4.6

966

10.6

4.9

181

11.5

4.9

自白

判決人員

平均実審蕊W間(日）

平均開廷回数(回）

5,866

5.4

3.7

･ 114

3.5

3.2

970

4.0

3.5

885

4.5

3.6

806

5.0

3.7

725

5.8

3.8

644

5.9

3.8

623

6.2

3.8

568

6.7

3.8

449

7.2

3.9

82

7.7

3.9

否認

判決人員

平均実審理期間(日）

平均開廷回数(回）

4,829

10.7

5.3

28

4.7

3.7

536

6.6

4.4

640

8.5

4.9

694

10.1

5.5

662

10.5

5.4

558

10.8

5.3

559

13.0

5.6

536

12.6

5.6

517

13.5

5.8

99

14.7

5.7



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表8平均取調べ証人数の推移（自白否認別）

(注） 1 刑事局への個別報告による件数建てである。

2証人の数は，刑事局への個別報告|こよる人員であり，相被告人のみの関係で取り調べた証人を含む。

3双方請求の場合には， 「検察官購求証人数｣及び｢弁護人側謂求証人数」に重複して計上した。
4 「取調証人実人数jには，職権で取り調べた証人を含む。

5判決件数には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が

行われずに公隣棄却判決があったものを含まない。
6裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

7概数である。

1

－8－

－5－ ＝uC■一

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

総数

判決件数

取調べ証人実人数

検察官請求証人数

弁護人側請求証人数

10,045

2.8

1.8

1.3

138

1.6

0.7

1.1

1,423

2.1

1.1

1.3

1,442

2,3

1.3

1.2

1,415

3.0

2.0

1.3

1,294

2.9

2.0

1．3

l,131

2.9

2.0

1.3

1,104

3.0

2.1

1.3

1,037

3.1

2.1

l.3

900

3.1

2.2

1.3

161

29

2.1

1.2

自白

判決件数

取調べ証人実人数

検察官請求証人数

弁護人側請求証人数

5,453

1.7

0.7

1.2

110

1.4

0.5

1.0

905

1.5

0.4

1.2

818

1.5

0.4

1.2

753

1.8

0.8

1．2

662

l.9

0.8

1.2

602

1.9

1.0

1.2

579

2.0

1.0

1.3

532

1.9

0.9

1.3

417

1.9

0.9

1.3

75

1.8

0.9

1.2

否認

判決件数

取調べ証人実人数

検察官請求証人数

弁護人側請求証人数

4,592

4.0

3.0

l.3

28

2.4

1.2

1.3

518

3.3

2.3

1.3

624

3.4

2.5

1.2

662

4.3

3.4

1.4

632

4.1

3.1

1．3

529

4.1

3.2

1.3

525

4.2

3.3

1.3

505

4.3

3.4

1.3

483

4.2

3.3

1.2

86

3.9

3.0

l.2



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表9平均評議時間の推移（自白否認別）

／
1

(注） 1

2

3

刑事通常第一審事件票による実人員である。

評畿時間には，中間評議に要した時間を含まない。

判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合駿体で審理が

行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。4 裁判員法3条

5速報値である。

（

0

－9－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

総数

判決人員

平均評畿時間(分）

10,695

638.4

142

397.0

1,506

504.4

1,525

564.1

1,500

619.8

1,387

630.1

1,202

674.9

1,182

719.6

1,104

731.9

966

760.3

181

791.9

自白

判決人員

平均評醗時間(分）

5,866

500.2

114

377.3

970

438.7

885

468.4

806

475.2

725

498.1

644

532.2

623

541.9

568

560.1

449

58063

82

584.4

否認

判決人員

平均評議時間(分）

4,829

806.2

28

477.3

536

623.4

640

696.3

694

787.7

662

774.6

558

839.6

559

917.7

536

914.1

517

916.6

99

963.7



参考統計表

第1表通常訴訟事件，略式請求事件の処理状況 （平成20年～29年）一高裁・地裁・簡裁－－－1

〔参考グラフ〕通常訴訟事件,略式請求事件の推移

（平成20年～29年）一高裁・地裁・簡裁－－－1

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移 （昭和24年～平成29年）一地裁－2

第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 （平成20年～29年）－高裁・地裁－－－3

第3表事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の

合議（法定・裁定） ・単独別，罪名別審理長期化の事由 （平成29年末現在）－地裁－3

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移

（平成10年～29年各年末現在）－高裁・地裁・簡裁－4

第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況 （平成20年～29年）－地裁・簡裁－－－5

第5表通常第一審において弁護人が選任された人員 （平成20年～29年）一地裁･簡裁－－－6
第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数

平均開廷間隔及び平均取調べ証人数 （平成20年-29年）－地裁・簡裁－7

第7-1表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔

． （平成20年～29年）一地裁－8

第7-2表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔

（平成20年～29年）－簡裁－9

第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員

（平成20年～29年）一地裁・簡裁－－10

〔参考グラフ〕通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移

（平成20年～29年）一地裁－10

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成25年～29年）－地裁･簡裁－11

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 ． （平成20年~29年）一地裁･簡裁－－－－12
第11表刑訴法332条による移送人員 （平成20年～29年）－簡裁－12
第12表即決裁判手続により審判が行われた人員 （平成18年10月2日～29年累計)－地裁・簡裁－13
第13表控訴申立人員及び控訴率 （平成20年～29年）－地裁・簡裁－14
第14表犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況

（平成20年～29年）－高・地・簡裁総数－15

第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況(処断罪名別）
． （平成20年12月～29年累計）－地・簡裁総数－－－16

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況(年別）

（平成21年～29年）－地・簡裁総数－－16

第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況 （平成20年12月～29年）一地裁一一一一17

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数 （平成20年12月～29年）一地裁－－－17
第18表逮捕状の請求と発付等

（昭和55, 60年,平成2, 7, 12, 17, 22, 25~29年)－簡裁･職－18
第19表差押，記録命令付差押．捜索(許可)状･検証許可状の請求と発付等

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 25～29年）－簡裁・地裁－－－19
第20表勾留請求と勾留状の発付等

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， ‘17， 22， 25～29年）－簡裁・地裁－－20

第21表通常第一審における勾留，保釈請求，保釈人員及びその割合

（昭和55, 60年，平成2, 7, 12, 17, 22, 25～29年）一簡裁・地裁-21

第22表準抗告事件の処理状況 ． （平成20年～29年）一地裁－－－22

第23表医療観察処遇事件における終局区分 （平成17年～29年）－地裁－－－23

最高裁判所事務総局刑事局

（平成30年5月7日作成）

(．

（ 、
！



第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況

(平成20年～29年）－高裁・地裁・簡裁

（注） 1 刑事月報による延べ人員(I

2平成29年は速報値である。

〔参考グラフ〕

通常訴訟事件,略式請求事件の推移

(同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）であ．る。

（

（ ， 人
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略式命令

鯖求．事件

（新受人員）

平成20年 7,805｡ 7,963 1,672 93,568 95jl96 24,378 13,678 13,647 2,131 465,273

21 7 229 ､7 258 I 643 92 777 ・ 92 324 24 831 13 506 13 496 2 141 ・ 438 435
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〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～平成29年）一地裁

0,000

酉

00,000

80,000

I

函

1

60,000

40j000

0,000

(人)0

24 26 28 30 32 34 36 38 404244 46 48 50 52 54 56 58 60 62 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
－

年次（昭和） （平成）
(注） 1

2
司法統計年報による延べ人員であり，再審事件を含まない。｡

平成29年は速報値である。
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(平成20年～29年)一高裁・地裁第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳

（
(注） 1 当刑事局への個別報告による概数である。

2長期係属実人員とは,係属2年を超える事件の実人員(同一被告人につき複数の事件があっても弁瞼が併合
されている限り1人として計上）である。

第S表事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の合鮭（法定・
裁定） ・単独別，罪名別審理長期化の事由 （平成29年末現在） 一地裁

（

当刑事局への個別報告による件敵建てである．

複敵罪名の事件については．審理長期化の事由と密接な関係があるものとして報告のあった罪名によった．
ユ件で複数の事由がある溺合には．各棡に愈祖して計上した。

「組繊的犯罪処嗣法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である．
「過失迩転致死燭」には，平成25年法律第86号による改坦前の刑法211条2哀の罪（自動車運転過失致死侭）を含む。
（ ）内は係属率件歓に対する％である．

－3－

１
２
３
４
５
６

Ｊ注ぐ

高 裁

総 数 事案複雑等 逃亡等

地 裁

総 数

事案複雑等

2年を超える
8

3年を超える

逃亡等

平成加年 17 3 14 162 27 24 111

21 21 9 12 ､ 133 29 2 102

22 17 6 11 136 ： ． 374 3 96

23
●

21 9

6

12 186 ･ 70 7 109

24 23 8 15 155 46 17 92

25 15 3 12 137 26 18 93

26 16。 ､4 12 158 50 16 92

27 17 3 14 152 53 12 87

28 14 1 13 184 73 20 91

29 11 6 5 178 65 344 79
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を
要
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縄
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困
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延
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単 独
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〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成10年～29年各年末現在）－高裁・地裁.簡裁

6

4 頭

l

心

I

地裁(99）

高裁(6)

簡裁(0）
人 凶 19 2(】

穴 （平

(注） 1

2

3

当刑事局への個別報告による係属2年を超える事件の実人員である。
高裁については特別権限による第一審事件を除く。
概数である。
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第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成20年～29年）一地裁・簡裁

（

●

2 「うち即決裁判手続同意確認のための舗求」には，刑訴法350条の3第1項による即決裁判手続同意確認
のための謂求のあった被疑者数を計上した。

3被疑者段階の国選弁護人謂求の新受人員及び既済人員の各「総数』には，勾留請求が却下されたため，
国選弁霞人選任請求が却下されたものも含む。
4平成29年は速報値である。

‘ （

－5－

裁
判
所

勾留人員

新受人員

総数

うち即決裁判

手続同意
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既済人員

総数

うち即決裁判
手続同意
確認のた

めの謂求

国選弁霞人
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･た被疑者数

うち即決裁判
手続同意
確認のた

めの謂求
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■
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45,303

46jl79

47,620
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第5表通常第一審において弁護人が選任された人員 (平成20年～29年）一地裁・簡裁

1

1

I

I

の

I

(注）1刑事通常第一審事件票による実人員である。
2同一被告人に対し私選弁謹人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計上した。
3 （ ）内は各終局人員に対する％である。
4平成29年は速報値である。

地 裁

終局人員
弁溌人が

選任され

た人員
うち
必要

弁

的
謹

私選弁謹

人が選任

された

人 員

ち
要
う
必
弁
的
謹

国選弁談

人が選任
された

人 員

うち

必要

弁

的
識

弁謹人が

選任され

なかった

･人 員

簡 裁

終局人員

弁睡人が

選任され

た人員

ち
要
う
必
弁
的
謹

私選弁謹

人が選任
された

人 員

う･ち

9必要的
弁齪

国選弁溌

人が選

され

人

僧
た
長

ち
要
う
必
弁
的
護

弁設人が
選任され
なかった

人 員

平成20年 67,644
(98.7）

66,736

(80.2）

54,270

(24.7）

16,687

(20.3）

13,716

(77.3）

52,301

(62.9）

42,562

(1.3）

908

10,632
(98.3）

10,455

(85.4）

9,076

(8.9）

950

(7.8）

834

(91.3）

9,703

(79.3）

.8,428

(1.7）

177

21 65,875
(99.0）

65,216

(81.2）

53,514

(22.8）

14,996

(18.6）

12,264

(80.1)

52,758

(65.9）

43,409

(1.0）

659

10,715
(98.7）

10,571

(87.1）

9,332

(ﾔ.9）

845

(6.9）

742

(93.5）

10,020

(82.7）

・ 8,859

(1.3）

144

22 62,840
(99.3）

62,401

(82.2）

51,650

(18.0）

11,317

(14.0）

8ｹ803

(84.0）

52,779

(70.2）

44,090

(0.7）

439

9,876
(98.8）

9,759

(86.8）

8,576

(5.3）

521

(4.1）

407

(94.4）

9,326

(83.4）

8,233

(1.2）

117

23 ､57,968
(99.4）

57,628

(82.1)

47,600

(17.0）

9,864

（13.0）

7,563

(85.1）

49,329

(71.0）

41,184

(0.6）
■

340

9,142
(98.7）

9,025

(86.5）

7,909

(5.5）

502

(4.1）

379

､1）

8,599

(82.9）

7,575

(1.3）

117

24 56,734
(99.4）

56,393

(81.9）

46,484

(17.8）

10,109

(13.2）

7,474

(85.1）

48,275

(71.0）

40,299

(0.6）

341

81340
(98.6）

8,227

(86.5）

7,215

(6.3）

523

(4.4）

363

(94.0）

7,842

(82.9）

6,917

(1.4）

113

25 52,229
(99.5）

51,944

(82.3）

42,965

(19.3）

10,072

(14.0）

7,326

(84.3）

44,032

(70.7）

36,905

(0.5）

285

8,109
(98.8）

8,015

(82.0）

6,646

(7.5）

606

(5.2）

421

(93.2）

7,554

(77.6）
ザ

6,289

(1.2）

94

26 52,502
(99.5）

52,265

(81.4）

42,744

(19.5）

10,241

(13.9）

7,288

(84.4）

44,302

(69.9）

36,695

(0.5）

237

7ｹ165
(98.9）

7,088

(86.9）

･6,224

(7.6）

546

(4.9）

351

(93.5）

6,696

(82.8）

5,932

(1.1）

77

27 54,297
(99.5）

54,039

(80.3）

43,613

(20.1)

10,910

(13.9）

7,564

(84.0）

45,593

(68.8）

37,357

(0.5）

258

6,590
(98.6）

6,497

(85.8）

5,652

(9.0）

596

(6.1）

401

(92.0)

6,060

(80.6）

5,311

(1.4）

93

28 53,247
(99.6）

53,010

(80.8）

43,038

(20.6）

10,988

(14.8）

7,876

(83.6）

44,529

(68.5）

36,496

(0.4）

237

5,856
(98.7）

5,777

(86.5）

､5,068

(8.0）

‘ 469

(5.3）

310

(92.8）

5,434

(82.1）

4,806

(1.3）

79

29 50,591
､5）

50,357

(81.1）

41,038

(20.8）

･ 10,520

(15.1）

7j616

(83.8）

42,384

(68.9）

34,837

(0.5）

234

5,524.
(98.6）

5,449

(86.6）

4,785

(10.1）

556

(6.8）

373

(91.7）

5,066

(81.3）

4,489

(1.の

75
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第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，平均開廷間隔及び平均取調べ証人数
20 29缶 聞謝

■
Ｉ
Ⅱ
０
１
０
Ｇ
口
Ｉ
０
１
９

I

→

1

2 ［自白」とは，終局の段階において，すべての公所事実を閉め，かつ,法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合をいい， 「否露」とは,終局の段階において，
公脈事実の全部若しくは一部を争い，又は，公脈事実を露めながら法律上犯罪の成立を妨げる理由若しくは刑の減免の理由となる事実を主張した場合及び被告人が終局の段階まで黙秘していた場合をいう。
3 「通常第一審事件全体」には， 自白及び否昭以外に被告事件についての陳述に入らずに終局した率件を含む。
4平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
5 （ ） ･内は， 『通常第一審事件全体」の終局人員に対する％である。
6平成29年は速報値である｡

通常第一審事件全体

終
局
人
員

平均審理
期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平均開廷
間隔（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
取
鯛
べ
証
人
数

）(人

自 白

終
局
人
員

平均審理
期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

が
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平均開廷
間隔（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

か
ら
終
局
ま
で
・

第
１
回
公
判
期
日

●

）

平
均
取
調
べ
証
人
数

(人

否 ． 腿

終
局
人
員

平均審理
期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平均開廷
間隔（月.）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
取
鯛
べ
鉦
人
数

）(人

平成20年 67,644 ・ 2．9 1.5 1.4 2．5． 1.2 0.5 0.8
(91.3）
61,745

2.5 1.5 1.0 2.2 1.1 0．5 0．6
F

(7.2）

4,896
8.4 2.7 5.7 6.3 1.3 0.9 2.5

・ 21 65,875 2.9 1.6 1.3 2.5 1.2 0.5 0.7
(91.2）

60,103
2.5 1.5 1.0 2.2 1.1 0.5 0.6

(7.1）

4,697
8.1 3.1 5.0 5.8 1.4 0.9 2.5

22 62,840 2.9 1.6 1.3 2.5 1.2 0.5 0.8
(91.2）

57,336
2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 0.5 0．6

(7.2）

4,522
8.1 3.4 4．7 5.7 1.4 0.8 2．6

23 57,968 3.0 1,6 1.4‘ 2.6 1.1 0.5 0.8
(90.3）

52,349
2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 0.4 0．6

(8.2）

4,734
8.6 365 5.1 6.1 1.4 ・ 0．8 2.6

24 56,734 3.0 1.6 1.4 2.7 1.1 0.5 0.8.
.(89.7）

50,890
2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 ･0．4 0．6

(8.8）

､5,012
8．5 3.2 5.3 6.2 1.4 0.9 2.7

25 52,229 3.1 1.6 1.5 2.7 1.1 0.5 ・ 0．8
(88.5）

46,247
2.5 1.5 1.0 2.3 1;1 0.4 0．6

(10.0)

5,212
8.4 3;0 5.4 6.3 1.3 0．9 2.7

26． 52,502 3.0 1.6 1.4 2.7 1.1 0.5 0．8
(89.0）

46,732
2.5 1.5 1,0 2.3 1.1 0.4 0.6

(9.4）

4,913
8．2 2.8 5.4 6.2 1.3 0．9 2.6

27 54,297 3.0 1.6 1.4 2.7 1.1 0.5

ｰ

0.8
(89.2）
48,445

2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 0.4 0．6
(9.1）

． 4,921
8.4 3.0 5.4 6.3 1.3 0．9 2.6

28 53,247 3.2 1.7 1.5 2.7 1.2 0．6． 0.8
(88.6）

47,160
2.6 1.5 1.1 2.3 1.1 0.5 0.6

(9.句

5,127
8.7 3.0 5.7 6.3 1．4 0.9 2.5

29

法定合繊

裁定合蟻

単 独

簡 裁

50,591

2,142

672

47,777

5,524

．3．2。

7.9

12.1

2.9

2.2

1.6

5.1

4.1

1.5

1.3

1.6

2.8

8.0

1.4

0.9

2.7

4.5

7.2

2.6

2.2

1.2

1.8

1.7

1.1

1.0

0.6

0.6

1.1

0.6

0.4

0.8

2.0

3.2

0.7

0.4

(88.2）

44,598

(62.4）
1,336

(37.4）
251

(90.0）
43,011

(91.1）

5,031

2.6

5.5

7.0

2.5

2.0

1.5

3.6

2.8

1.5

1.3

1.1

1.9

4．2

1.0

0.7

2.3

3.3

4.2

2.3

2.1

1.1

1.7

1.6

1.1

1.0

0．5

0.6

1.0

0.5

0.3

0.6

1.1

1．2

086

0.4

(9.9）

5,015

(35.7）
764

(61.8）
415

(8.の
・ 3.836

(4.8）
・ 267

●◆

8.9

12.3

15.2

7.6

5.9

3.0

8.1

4.9

1.8

1.6

5.9

4．2

10.3

5.8

4.3

6.4

6.5

9.0

6.1

4.4

1.4

1.9

1.7

1.2

1.3

0.9

0.6‘

1.2

0.9

LO

2.5

3.6

4.4

2.1

1.0
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1
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1

tb汁個而か澗.音arI'~くし､つ|坂り1人として計上）である。
Q

｡

4平成29年は速報値である。

一

I

終局人員

受 理 か ら 終 局 ま で ､

1月以内 2月以内 3.月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を
超える

平均

審理
期間

巳

(月）

均
廷
数

平
開
回
(回）

平均

開廷・
間隔
(月）

平成20 年 67,644
(9.3）
6,317

(38.3）
・ 25,875

(29.1）
19,718

(16.5）
1山185

(5.3）
3,601

(1.2）
801

(0.2)
102

(0.1）
45

2.9 2.5 1.2

21 65,875
(8.5）

5,619

(38.8）
25,583

(29.2）
19,205

(16.6）

10,934

(5.7）
3,724

(1.1）
｡ ■

703

(0.1）
62

(0.1）
45

2.9 2.5 1.2

22 '62,840
(6.8）
4,248

(40.1)
25,184

(29.4）
18,462

(16.3）
10,216

(6.1）
3.810

(1.4）
851

．(0.1）
47

(0.0)
22

2．9 ・ 2．5 1.2

23 57,968
(5.4）
3,137.

(42.4）
24,588

(28.6）
16,579

(15.7）
. 9,102

(6.1）
3,544

(1.6）
924

(0.1)
63

(0.1）
31

3.0 2.6 1.1

24 56,734
(4.6）

｡

2,631

(42.3）
236992

(28.9）
16,424

(16.2）
9,204

(6.3）
3,562

(1.4）
・ 780

(0.2）
103

(0.1）
38

3.0 2.7 1ざ1

25 52,229 (3.8）
1,988

(42.9）
22,409

(28.1）
14,653

(16.5）
8,604

(6.9）

3,629

(1.6）
852

(0.1）
56

(0.1）
､38

・ 3．1F 2．7
｡

1．1

26 、 52,502
● ｡

(3.7）
1,962

(42.7）
22,407

・ （28.9）
Q

15,194

(16.6）
･8,736

(6.5）
3,403

(1.4）
714

(0.1)
54

①､1）
32

3.0 2.7 1.1

27 54,297
(3.3）
1,780

(41.8）
22,706

(30.5)
16,548

。 （16.4）
8,905

(6.5）
3,550

(1.3）
706

(0.1）
62

(0.1）
40

■
3.0 2．7 1.1

28 53,247
(2.9）

1,541

(40.1)

21,360

(31.2）

16,621

. （16‘8）
8,937

(7.1）
3,776

(1.7）
902

(0.2)
88

(0.0）
22

3.2 2.7 1.2

29 50,591
(3.5）
1,748

(39.1）
19.800

(31.1）
15.711

(17.1）
・ 8,675

(7.鋤
3,640

(1.8）
886

(0.2）
81

(0.1）
50

3.2
己

､2．7 1.2
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第7－2表通常第一審における終局人員の審理期間平均鯛狂同識乃7K率愉闘澆闇瞑 ，幸一へ岸一へ,－， 号坐,、一

I

《0

1

、刀~”〃｡1ﾌr画~ご皿（い⑨I奴リ土人として計上ノである。２
３

や ●

4平成29年は速報値である。

終局人員

堂 理 か ら 終 局 ．ま で

1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を
超える

平均

審理
期間
(月）

平均
開廷

回数
(回）

平均
開廷
間隔
(月）

平成20年 10,632
(765）
797

(60.9）
6,477

(22.2）
2,359

(7.8）
828

(1.3）
139

(0.3)
29

(0.0)
2

(0.0)
1

2.0 2.1 ● 1．0

21由

10,715
(8.3）
894

(59.0）

6,320

(23.1）

2，479
9

(7.9）
847

(1.4）
147

(0.2）
24

(0.0)
2

(0.0)
2

2.0 2.1 1.0

22 9,876
(7.6）
753

(59.7）
5,892

(22.9）
2,257

(7.9）
782

(1.7）
163

(0.3）
26

(0.0)
1

(0.0）
2

2.1 2．2■ 1.0

23 9,142 (6.7）
､611

(62.3）
5,698

(21.7）
1,984

(7.5）
688

(1.4）
130

.(0.3）
25

(0.0)
3

(0.O)
3

2.1 2.2 1.0
G

24 ･ 8,340 (6.1）
506

(62.2）
5,191

(22.1）
1,847

(7.6）
635

(1.6）
137

(0.2）
19

(0.1）
5 ■■■

2.1 2．2 1.0

25 8,109 (8.2）
664

(61.0）
4,950

。 （21.6）
1,750

(7.4）
602

(1.5）
119

(0.2)
0

18

①､0）
3

(0:0）
3

2.0 2.1 1.0

26 ?,165
(4.5）
320①

(61.1）
4,380

(24.3）

1,744

(7.9）
568

(1.8）
， 128

(0.3）
20

(0.0)
2

(0.0)
3

2.1 2.2 1.0

27 6,590 (4.1）
267

(59.5）
3,918

(26.6）
1,753

(7.4）
486

(2.2）
148

(0.3）
17 ー

(0.0）
一､1

2.2 282 1.0

28 5,856
(4.0）
236

⑯0.4）
3,535

(25.4）

1,488

(8.0）
466

(2.0)
115

(0.3）
15 ー

(0.0)
1

2.2
句

2.2 1.0

29 5,524
(4.8）
264

(58.6）
3.239

(25.3）
1.398

(8.8）
486，

(2.2）
122

(0.2)
12

(0.0）
1

(0.0）
2

2.2 2.2 1.0



第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
／帝剴÷のハ律－．のハ企r=、 』_1世÷Iq 埜半,亀●

グ
侭
Ｄ
Ｂ
、
、

I

3平成29年は速報値である。

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
（平成20年～29年）－地裁

I

平成20年
（66,378）

（5,498）

（4,405）

①有 罪 人 員 総 数
②外国人、有罪人員
③通訳翻訳人が付いた外国人有罪人員

－

一■ﾛ■ーー－－－－－■■■‐

ー●ー●－由一｡ ■●

（
i

l
I

l
U

B．

｣三〒
'一
ー

I ＝

200

①
74．3

(49,335）100．0

[69］
100

＝菫。
~～

j~~1~=二二
’ 1

斗 6鳥
(3,665）

③

鯛,）
［73］

彗=陸

十
‐‐‐‐ー『 ﾆ
●－● ＝デー~弓弓=?=FFF~B弓＝亨宅＝

旨数0

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
年次 （平成）

(注） 1

2

3

平成20年を100とする指数である。

（ ）内は実人員であり， ． ［ ］内は通訳翻訳人が付いた外国人有罪人員の国籍数である。
平成29年は速報値である。

－10－

地 裁

有罪人員

総 数

簡 裁

有罪人員

総 数

平成20年 66,378 5,498 4,405 10,081 178 81

21 ． 64,540 4,992 ‘3,975 10,193 167 79

22 61,585 4,288●

3,254 9,386 166 73
● ●

23 56,843タ 3,492 2,568 8,686 166

■
申

70

24 55,667 3,265 2,363 7,927 159 81

25 51,177 3,090 2,197
●
９
．
，

■
7,330 145 64

26 51,389 3,153 2,312 6,842 137ゅ 68

27 53,120 3,470 2,632 6,255 131 65

28 52,016
●

3,397 2,560 5,562 111 61

29 49,335 3,665 2,921 5,208 115 65
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第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（

一

ゴ ー

（

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には,証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。
また，終局人員は有罪のほかに無罪，移送等により終局した人員を含む。したがって，本表における
「総数」は，第8表の「うち通訳翻訳人が付いた外国人」 とは一致しない。
3平成29年は速報値である。 ．

－11－

平成25年 26 27 28 29

総 数 2,272 2,383 2,714 2,654 3,030

中 国

｡じ 京

広 東

翠
匪

龍

語

台 湾 語

上 海 塞
叩

福 建 語

そ．の他の中国語

744

715

15

2

2

1

9

829

勺

801
● や

13

4

2

1

8

887

867

8

3

4

ー

5

758

736

15

2

1

ー

4

920

882

Ｏ
ｐ

29

3

3

1

2

ベ ト ナ ム 語 224 275 490 548 718

フィリピノ（タガログ）語 221 216
，

■ 252 236 247

ポル トガル語 222 225 221 242 216

英 一 語 145． 167 、 197 174 190

タ イ 語 94 102◆ 132 . 126 140

ス ペ イ ン ・語 171. 152 134 147 132

韓国 ・ 朝鮮語 170 157

■ p

125 138 115

イ・ンドネシア語 16 17 25 48 .51

ペルシ ャ 語
す

61 44 38 37 42

ト ル ． 語 14 15 16 25 39

ネ パ －ル語巳 12 7 13 16 29

シ ン ハ ラ 語 34 25 32 17 28

ロ シ ア 語 16 24 15 ・ 13 26

モ ン ゴル語 6 8 19 ・ 19 23

ミ ヤンマ－語 13 3 6 9 18

フ ラ ン ス 語 17 15 15 14 15

ウルド ゥ一語 18 21 13 17 14

ア ラ ビ ア 語
巳

０

5 4 6 10 10

ベ ン ガル語 18 10 22 11 10

ピ ンデイ－語 6
e q

6 10 8 9

そ の 他 45 61 46 41 38
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第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員
第11表刑訴法332条による移送人員r了匠時サワn律～ﾜo律、 －上山÷,逗 埜雪.‘.!、。

0年へ診'QG

（

ｰ

い

I

凸

こよる実人
戎戦件を除くガ
又は刑の
一又

誤実全部について自
葵を主張していなし、
蔓に決定（決宗函泄

2 (B)は，簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが，統計
上は近似する。
3．平成29年は速報値である。3概数であり，平成29年は速報値である。

自白人員

(A)

地 ・裁

簡 塾公判手続
決定

人員

(B)

Ｂ
一
Ａ

％

決定取

消人員

(c)

Ｃ
ｌ
Ｂ

％

蟻間 識

自白人員

(D)

間易公判手続

決定

人員

(E)

Ｅ
－
Ｄ

％

決定取

消人員

(F)

Ｆ
ｌ
Ｅ

‘ ％
平成20年 58,729 544 0.9 14 2.6 9,892 511 5.2 ー

ー

21 57,498 478 0.8 21 4.4 9,982 475 4.8 1 0.2
○

22 55,108 332 0.6 5 1.5 9,165 382 4.2 3 0.8

23 50,473 173 0.3 4 2.3 8,473 207 2.4 1 0.5

24
e ■

49,168 195 0.4 11 5.6 7,704 153 2.0 2 1.3

25 44,663 113 0.3 16 14.2. 7,125 60 0.8 ー
ー

26 45,095。 39 0.1 15 38.5 6,653 33

昼

0.5 ー
ー

27 46,869 166 0.4 2 1.2 6,076 20 0.3 ー
ー

28 45,677 218 0.5 12 5.5 5,403 19 0.4 －

－

29 43,262 166 0.4 4 2.4 5,031 2 0.0 ー
ー

(簡裁）

終局人員

(A)

(地裁）

法332条

による

受理人員
(B)

Ｂ
一
Ａ

％

平成20年 10,632 88 0.83

21 10,715 78 0.73

22 9,876 91 0.92

23 、 9,142 97 1.06

24 8,340 90 1.08

25 8,109 88 1.09

26 7,165 69 0.96

27 6,590 76． 1.15

､28 5,856 65 1.11

29 5,524 91 1.65



第12表即決裁判手続により審判が行われた人員
／帝H苓訂、毎勺‘ハ画へ筒 ．_-- 画 －－－－． 、 ‐ ‐ 一

『

（

（

、ー〃 一

2

－13－
1

終局人員 即決裁判手続の申
立てのあった人員．

総 数 761 600 25 744 25,571 140東 。 京 ・ 97 231 6 846 （ 796 25横 浜 41 611 1 979 1 966
Ｉ 21さいた ま 35 975 1 178 1 172 9千 葉 38 277 2 008 1 999 21水． 戸 18 900 296 290 1宇 都 宮 16 255 422 420 5一

月Ⅱ 橋 ． 13 637 941 932 4静 ，岡 21 254 832 828 －

甲 ． 府 5 373 120 120 ■■■■

長 野 10 264
巳 ■

180 177 ● 8
新 潟 10 906 255 254 ー

大 阪 70 990 1,775 1.765 9
京 都 17 476 9 422 418 1神 戸 32 929 645 639 3奈 良

■ ①

8 444 41 41 1
大 津 8 523 ・ 84 84 1和 歌 山 8 507 259 258 4
名 古 屋 42 847 1,888 1,882
津 9 864 69 68 ー

岐 ・阜 8 901 139 138 ー

福 井 3 492 24 、 24 ー

金一 沢 6 069 ・ 29 28
■

1
富 山 3 482 9 8
広 島 14 832 325 319 3
山 口 7 937 121 121 1
岡 山 11 991 390 387 1
β鳥 取 3 394 14 、 14｡

－

松 ． 、 江 3 186 63 63 ー

福〃 岡 37 689 935 928 －

佐 賀 5 563 152 * 152 ー

長 崎 6 661 99 98 －

大 分 5 461 84 83D

3
熊 本 9 518 109 109 ー

鹿 児 島 7 365
、 。

66 66 ー

宮
■
ｂ

崎 5 332 55 55 一

那 覇 11 332 ’ 143 141 ー

仙 台 11 033 244 241 3
福 島 10 077 139 137 ー

山 形 5 040 78 78 一

盛 岡 ｡ 5 081 228 227 3
口

秋 田 3
'

927 107 107 ー

青 森 5 825 326 322 2
札 幌 18 135 516 512 2
函 館 2 571 64 64 ー

旭 川 ・ 3 339 74 74
I

ー

釧 路 4 789 83 83 1高 松 9 153 431 428 1徳 島 4 988 126 126 1
高 知 6 332 135 135 ■■■

松 山 9.842 196 194
①

ー
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第13表控訴申立人員及び控訴率

【)年へ－，q畠

（

1座ノ ュ

２
３

（

ノ

一

～

－14－

総 数

判決
人員

控訴申
立人員

控訴率
(％）

地 裁

判決

人員
控訴申
立人員

控訴率
(％）

簡 裁

判決
人員．
控訴申
立人員

控訴率
.(％）

平成20年 76,546 7,690 10.0 66,450 7’139

●

10.7 10,096 551 5.5

21 74,818 7,194 9.6 64,608 6,649 10.3 10,210 545 5.3

22 71,061 6,813 9.6 61,665 6,368 10.3 9,396

■ ●

445 4.7

23 65,618 6,713 10.2 56,922 6,280 11.0 8,696 433 5.0

8 24 63,684 6,724 10.6 55,750 6,372 11．4 7,934 352 4.4

・ 25 59,055 6,518 11.0 51,291 6,150 12.0 7,764 368 4.7

26 58,355 6,331 10.8 51,498 6,002 11.7 6,857 329 4.8

27 59,458 6,423 10.8 53,191 6,108 11.5 6,267 315 5.0

28 57,691 6,541 11.3 52,121 6,262 12．0 5,570 279 5.0

29 54,662 6,288 11.5 49,446 5,998 12.1 5,216 290 5.6
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郷表_犯罪被害者保鰻関連法に基つく諸制度の実施状務一一

↑

０
０
］
、
Ｉ

~ ー r マーーーママグー●

墨壺扉壼忘颪壼恵意扇意壼藁壼孟薑爵壼鵲二『劃2兜罪被害者等の櫨利利益の保趨を因るための刑率手錠に付随ｰる婚厘に閲する法律及び緯合法律支擾法の一部を改正する叩溌撫『露響驚篭溌喫唾域醐蝋i翰溺蹴駕§
3「狂人辱秘厩｣,.『鎮定鯖求J及び｢弁醗人尋唾”割《平成28年12月1日施行)の歎位については,当峡率件の絲局.Bを韮趣に計上している．
4 『付添い｣,『遮へい」, ｢ピデｵﾘﾝｸ｣,｢被害老秘歴｣, ｢窓見陳述j,｢被寄考等閲覧膳写』及び『和細の致位については,平成28年までは決定蝉がなされた日を基地に計上していたが,平戚29年以降は当麟事件の終局日を韮馳に計上している(なお,平成' ､28年以前に決定竿がなされ平成29年に専件が終廟したものについては,決定卸がなされたBを遮麺に計上している.).この計上遮輌日の変更により,平成29年の数髄は一時的に滅少することとなるので宙念されたい．

平成20年

高･地･簡蛾

合計

平成21年

商･地･簡戴

合計

平成22年

商･地･鮒錨

合計

平
▲

成23年

商･地･飼戟

合計

平成24年

商･地･簡裁

合計 一

平成25年

商･地･簡鋭

合計

平成26年

商･地･鯆戴

合計

平成27年

商･地･簡蛾

｡ ．合計

平成28年

高･地･佃麹

合刷．

平成29年
（注)4

商･地･飼蛾

合計

総数

商･地･簡曲

合計

付
添
い

P‘Lハーリ.'卸』””『~1W幅し､の晒鰹が環られ挺鉦人の数

竺夕画個罹廼呂”鰍I上Ⅳ噸し､の晒醒が孫られた披審者舘の盤

86.

32

79

“

102

52

136

39

121

46

116

、 41
1■

112

76

141

79

128

71①

78

84

10099

664

遮
へ

し、

ﾛﾕ〃､守りGUUソ卵0,-唾ﾃw,”緬睡が蕪らｵ唯証人の鞍．

意見目
聖▽"辱『し瞳へv,”畑睡か珠られた砿害者等の鞍

1,007

71

10094

105

10295

123

1.317

125

10757

1.40

1,792

151

1,“1

198

1,563

21イ

10623

209

1,105

194

140214

10530

ピ
デ
オ
リ
ン
ク

ビデオ
'~〆〆”ｴM-圭・甦人辱凹が行われた狂人の数

'つ~へv､”畑哩か味られた圧入の政

)ら 鋤間及び供述並びにその状況を妃録媒体に記録Lた紅人の錘

…寡司､雑'苧"・てvノー”ど己れ疋鴎碑が取り函くられた澱

ｰ夕勾

祷蜑綴駕駕:

202

179

4

ー

4

4

235

216

8

ー

11

10

261

237

35

2

20

17

242

219

42

！

､16

15

288

264

52

ー

21

21

278

265

51

1

10

10

2”

282

46

I

8

・ 8

290

277

65

2

10

8

303

288

47

ー

6

6

225

214

67

ー

6

6

2,623

2,441

417

7

112

105

怖
報
保
鰻

披
存
者
秘
匠

狂
人
等
秘
匪

触
定
朗
求

略画画面に旬.魂奮0ｱぬかIらしない高の決定をした被布岩の勘

'…"『吟易ﾜ色ロU率呼J垂身ﾙｭ狐”吠疋を唾いこととした接容署の齢

ｰ‐画刃可』二句か承痙哩』つ刀画腱唾い直の決定を瞳り調L介姉毒塞"､鋤

ー"､丁､汀公但巧鈩誕電0”bかIらしない肩の決定をした狩人鐘の鑑

"…ﾜけ畔△副リーヮリ奉じ』｡”八瓠”吠疋をし戦いど上上1'た厩人鐘の砂

…ヘマr面鈍品で?函琶”ワ"､Gもし砥い画の決定を取り潤した跡A錘、雛

〃pFp▼r■■凸

筐豐競蓋鶚淵鶚壼壼壼壼二
些吋『ｰ夢"=~率”口串上硯吻酬承を却下した旺人韓の敬

2,490

30

､9

､3,849

”

1

3,854

55

17

30887

62

13

4.273

64

8

4,093

84

16

30978

77

5

3.822

42

4

3.976

50

7

4

ｰ

ー

Ⅱ■■

一

ー

,3,351

皿

3

ll6e

3

ー

3

1

ー

37.573

665

83

120

3

ー

3

1

ー

睡
見
陳
述

一~『ﾜ、四o~密碗て”皿の慈兄を陳述した彼害考錬の薮

等"画砿尾哩v~1吟丞L悪兄と配躯した齊面を郷剛させる里ﾚﾙ1-か雄壷垂錘毎酪

季ダ‘辛偏星空迄ご~哩姪v､－ごこした砿醤呑嘩の数

1.068

339

6

1,119

490

10

1,198

557

8

1,164

561

M

1,157

517

19

1,171

572

17

1，M7

495

21

1.2”

615

17

10181

616

28

1,072

526

45

1M77

5,288

185

陵
杏
考
坤
閲
麓
臨
写

.氏0四面マロも空宇』I鱈辱哩幽”匿尋をきせた数

0眠画唖寄ｱﾜｰ宅鑑制11乙啄のI蜘克H厩与逓させなかった数

,~｡､畠盈‘電ｦF”唾宙恒”↑も墾刊B己猷の閲趣醗写をさせた鶴

同翻余
吟雪"唾画面寺↑し蛮刊腿球の醐辨写をさせなかった酸

1,012

12

24

2

1,348

15

35

1

1,175

22

50

7

10278

＊ 13

33

6

1,381

22

45

1

1,463

21

18

1

1,558

12

89

4

1,461

28

･38

』

10486

●
’

・ 9

44

5

1,254

6

16

2

13,416

160

392

30

弁
硬
人
等
閲
覧
腰
写

刑解法
'一己黍”ﾛ”且魂”承汗蜀了し又は時期等の描定の対独となった鮮人趣の野

定の対 2となった狂人椋の酷 。~~－一・ー一・・唾,,ーし、Uユ"”J寺”1画

つ

I飼刀郵冴今の祭止の対象となった鉦人輔の数

空言‘一列汐宇一ｼ不vグﾛ知｡弧”I畑路鍛止又は馴証担始の対勉j･から＊肺A錐"､秘●

ー

I■■

ー

■■

2

ー

Ⅱ■■

ー

2

ー

Ⅱ■■

‐ｌ和解 戦Lた数一~一一'~~~｡，~…~~"､ヘロ≠”色丞LJ－o甲エエサこ鄙る合愈を公判胸香に

城しないこととした数一~~ ~一~~･~…‘~"､へ，~到汀竺掘LJ,守干エu巳味勺台恵を公判隅智に

35

【

46

Ⅱ■■

34

I■■

30

一

網

。 ■

一

29

ー

20

ー

1Z

ー

23

q■■

26

~

298

1



第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

（

（

：騨輩塑壁I噌輕密至』は･雫成2§隼窪律蕊3‘縁に“改正薗の痢謹208条の2の犀をそれぞれ倉“
5 『過失運転致鰐」及び「過失迩転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法21】条2項の罪〈自動車運転過失
侭害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む．
6速銀位である．

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）

、－J ▲ 4苧V JU｡

n口｡ 』UzU l]5 276
２
３
４

－】6－

縛局人
員数

参加を申 うち参加
を貯可さ
れた被害
者等

一
一
一

届出が

うち国避
弁理士
への委妊
がされた
肢害者
淳

うち狂人
尋問をし
た被害者
淳

うち被告
人質間を
した被害
者等

うち刑豚．
法316条
の38の

意見陳．
述をした
波寄者
苧

一

うち刑訴
法292条
の2の意
見陳述を
した被害
者等

うち付添

懸蕊
■ ■ ■－9 ▲

酸
等
吾香

うち遮へ
いの措匿
が採られ
距恢吾者

等 ．

痒鰹

狸禰ねレ､ぜつ，

6,675

619

100103

798

9,986

794

7,300

667

30539

525

】0927

158

4,736

386

4,9】0

416

60716

582

581

136

･1,489

336翠國わいせつ玖死砥

翠琿 ．

136

333

182

425

182

422

145‐

375

131

287

39

87

77

207

110

261

124

314

35

74

90

185軍犀蕊夕と鴎

揮刷1王父辱

185

3

268

3

268

3

238

3

・ 214

2

74

ー

143

1

198

2

203

2

48

1

126

1軍睡百涯父等

釆皿狸傘 ． ．

1

32

1

42

1

42

1

39

1

26

e一

4

1

15

】

28

1

18

一

2

ー

16多長凹丞録叙錐瞬

竹刀ﾘ訟誘凰鉾打葬E鴎

23

2

.31

3

31

3

26

3

24

一

10

q■■

22

3

25

2

24

2

1

ー

4

q■■極八 ． 。

日謹囲与及び岡芯殺人

595

12

1,042

】9

1,029

19

884

・ 14

524

】4

・ 287

4

566

10

674

13

697

13､

77

一

240

2演台

碗缶誕ｸじ ・

812

337

895

542

877

535

711

489

422

289.

190

114

427

271

435

350

559

367

46

20

162

59ｼ巳睡哩梅誕瞬

7巳吹浬睡減ｸヒ

44

111

54

258

54

256

36

209

18

61

】1

70

21

133

20

148

37

176

ー

‘6

ｰ

9釆貌エ超天瞬吾

塞鞍エ廼天玖叱

17

110

p 34

4】2

34

408

25

192

9

16

4

10

19

107

14

97

23

193

.2

4

． 2

4塁ｴ回天瞬吾

型1国天叙先

6

17

6

25

6

25

4

17

ｰ

4

2

10

4

11

2

12

6

】6

ー

】

ー■

4画…駐叡砥 ．．

逼塞輯叙先 .

680

10804

871

2,991

863

20947

484

】,876

121

353

109

530

359

l』437

285

▲ 1,216

595

1,992

7

33

7

34哩六哩権玖剛アルー~し辱影霧発徹命箙B一夕一一一唾グクウー "Fー……一画画■巴 ﾛ

過失運転致死アルーール電哩不埋罹玖死ノル亭一ル等、 影響発覚免脱影響発覚免脱

6

4

6

12

J 6

12

3

6

1

‘1

1

3

2

】

1

3

2

7

一

■■■

‐

1無免杵危険運転致死 ．
~~畦､ロユー▲ 二 三 凸ユニ

…蹄噌天埋嘱蚊隅

1

17

3

20

3

20

3

9

3

2

ー

2

2

8

2

6

3

10

ー

ー

ー

1■■

窯元蹄電天理＝死

雲喜鯉茎邇
超輌唾乗

11

6

21

14

21

14

13

13

3

10

7

ー

8

8

10

5

14

7

ー

ー

一

】

超圃壷宗叙妃鴎

18

24

20

32

17

32

12

29

3

16

I

7

3

21
●

2
”

18

10

22

3

6

3

】8高覗j境取寺

オミ峡季石騒取砺弱

31

3

j 45

4

45

4

36

3

31

I

11

ー

18

、 1

27

ー

29

ー

7

ー

17

q■■

封の1て垂溺奴

銅ｴⅨ壱封の代金収得等

】

3

2

6

2

6

● ー

6

4■■

■■■

ー

2

ー

2

ー

・ 5

1

2

－

2

ー

.4四ブﾄ移蓮弱収

”『仕国財卜疹童玩取 一

1

2

2

2

2

2

2

2

､2

ー

ー

】

2

1

2

2

2

1

ー

ー

I■■

ー

狸垂叙勘

垂垂誕先 ．

126

138

147

294

145

292

124

210

94

120

21

52‘

58

118

85

165

102

175

9

■
26

26

55塞盗題垂

琴刀汀蜀等処罰二関スル法律迩辰(錆智錘毒1

55

9

82

9

81

,． 9

71

9

68

5

、 22

4

33

7

56

6

57

5

]3

1

41

･3］且殆父皿窪連座

七のf巴

249

9】

348

132

346

128

207

104

63

75

61

】9

180

43

145

61

240

83

5

16

． 7

32

分

終局人員
数

参加を申
し出た被
害者簿

うち参加を
併可され
た被害考
等

うち弁護

士委能の
届出が
あった被
害者等

ソ乙里可至

弁護士へ
の委髭が

うち証人
尋問をし
た被客考
等

うち被告
人質問を
した被害
者等

うち刑訴

法3］6条
の38の愈
見陳述を
した鍍毒

フら刀凹酢

法292条
の2の澄
見陳述を
した被客 辱

うち遮へ

いの措団
が採られ

た被客者
惇半fjEZn垂

Z並

403

588

571

849

560

839

367

557

131

272
■

1

■

1

■

1111

L 130

217

344

484

288

428

359

522

24．

40

50

115亜斑 ．

狸

586

660

914

1,鯉3

902

002

632

’ 677

275. 111
32‘ III

176

193

459

475

454

479

591

639

30

38

104

95型昂

‐zh

811

821

1.306

1.241

297

227

873

951

4100

０

22
二
２

0257

261

596

587
605

596
833

804

・ 47

93

】47

195Zr

ZN

916

982

1.393

1.417
､379

400

1.081

1．102

55353533
－

3
－

3
－

555580
－

80
－

80
－

269

228

604

629

687

708

938

1.0】0

､87

】07

249

258



第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況
【】垂11日～ワOよ

地裁

1＝

2平成20年はいずれも計上はなかった。■

3．平成29年は速報値である。 ．

、

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数｡

（

零
三
二
笠
鱸
三
割

》
｜
却
一
皿
－
４
｜
｜
｜
｜
｜
川
「

》
一
醗
一
唖
－
２
’
２
｜
’

》
一
”
｜
埋
一
’
’
２
｜
’

平成28年
一

306
－

98
－

1
－

－

》
一
雄
一
睡
一
４
’
１
｜
｝

総数

ー

ー
■■■

一

一
一
７
一
二
妬
一
二
４
－
１
｜
銅
弓
剖
二
‐
副
「
割
『
皿

一
一
１
’
一
・
一
師
一
二
５
一
二
両
三
「
「
皿
「
抑
司
訓

’
’
７
一
二
且
一
一
６
’
’
一
皿
。
Ⅷ
当
到
訓

ｌ
－
１
ｌ
ｌ
一
辺
一
一
６
－
↓
｜
鯛
司
三
訓
『
刎
『
加

■■■ロ

’
万
一
一
一
５
－
｝
万
一
一
一
ｍ
一
竺
刎

（ (注） ユ件数建てである。

2 「決定・その他」は，民瞬法141条の準用により，決定で申立てが却下された場合などである。
3 「その他」は，犯罪被害者保護法25粂（平成25年法律第33号による改正前の同条19粂を含む。 ）
により終局したもの,当惑者の死亡等にもかかわらず,その地位を承継するものがいないために事
件が終局したものなどである。

4 「却下・27条1項1号jは平成25年法律第33号による改正前の犯罪被客者保瞳法21条1項1号， 「却
下・27条1項2号jは同改正前の同法21条1項2号， 「却下・27条1項3号jは同改正前の同法21､1項3
号， 「却下・27条1項4号」は同改正前の同法21条1項4号， 『終了・38条1項』は同改正前の同法32
条1項， 『終了・38条2項1号」は同改正前の同法32条2項1号， 『終了・38条2項2号」は同改正前の
同法32条2項3号により終局したものを含む．
5平成20年はいずれも．計上はなかった。
6平成29年は速報値である。

－17－

新受 既済． 未済

平成21年 214 、 162 52

22 、 251 239 64

23 230． 237 57

24 258 246 Rq

25 303 、 312 60

・ 26 288 264 84

27 320 307 97

28 301 306 92

29 314 295 111

総数 2,479 2,368 686



第18表逮捕状の請求と発付等

昭和5塁p峰,平騨_L-LL2Z坊~29年)－簡裁･地裁’ 8，． 』色，

区分区分 通通 常常 緊緊 急急

求
ｊ
請
仏

発付 却下

(B)

取下げ

(C)

裁
判
所

裁
判
所

菫|年農年次年次
請求

(D)

発付 却下

(E)

Ｂ
ｌ
Ａ
％ ％

｜
Ａ

Ｃ＋Ｂ
Ｅ
－
，
％

Ｅ
－
Ｄ

昭和55年
一

60

127,743
-

132,353

127,401
- ｡ ÷

131,928

94 248
-

349

0.07
-

0.06

0.27 19,199
-

19,437

19,174
-

19,417

妬
一
加

皿
一
・
皿
一
恥
一
ｍ
一
皿
一
・
唖
一
睡
一
哩
一
咄
一
哩
一
唖
一
睡

0.13
-

0.10
76 0.32

-

0.3050

36

38総

33

諏
一
鉛

数

（ 30

36

19

31

昭和55年
一一

60

102,282
-

109,497

102,062
6

109,160

54 166
-

292

0.05
-

0.04

0.22
-

0.31

11,958
-

12,635

11,949
-

12;623

9 0.08
-

0.09
45

皿
－
５

29

23

17簡

17
0.12
-

0.25
20裁

21

19 0;02
-

0.03

0.29

0.27

0.47

20

（ 16

71,056 27 970
12

昭和55年昭和55年 25,461
-

22,856

15,860

25,339
-

22,768

40 蛇
一
師

0.16
-

0.14

0.48
-

0.39

7,241
-

6,802

7,225
-

6j794

略
－
８

0.22
60
－

平成2年

弧
一
幻

0.12
-

0.08

22,117
-

25,384

21地地

16
0.18

17 198裁裁
0.33
-

0.24
19 246
-

25011

16 198

３
’
４

209
11
一

12
242

(注） 1
2
令状年表による延べ人員である。
平成29年は速報値である。

－18－



（
．
．
｛

、一
室

罫9=差押記録命令付差押:捜索(許可)状･検証許可状の請求と発付等一 －

“55'6朧雲”7,12, 17, 32, 25~29年)-簡裁.地裁
裁瀞鴬

裁判所 総 数
簡

求
帥
請
く

地発付 却下

(B)

裁取下げ

.(C) ％

Ｂ
－
Ａ

B+C
－

A%
請求

(D)

発付 却下

(E)

取下げ

(F) ％

Ｅ
ｌ
Ｄ

E+F
－

D%％
.請求

(G)

発付 却下

(H)

取下げ

(I) ％

Ｈ
－
Ｇ
．

H+I
－

.G%
（6）
89,235昭和55年 （1）

67,667
89,747 152 360 0.17 ⑤

21,568

0.57 67,958 63 228 0.09 0.433 21,789 89 132 0.41（4）

110,681

1.01
60 111,631 190 760 0.17 （4）

21,642

0685 89,718 89,039 102 577 0．11 0.766 21,913 88 183 0.40 1.24

平成2年 114,381 113,168 212 1,001 0.19 1.06 91,505 90,718 104 683 0.11 0.866 22,876 22,450 108 318 0.47 1.86（1）
153,1207 155,129 120 1,889 0.08 ．(1)

30,222

1.30 124,283 122,898 78 1,307 0.06 1．111 30,846 42 582 0.14 2.02（3）

181,014
Ｉ
鐸
③
Ｉ

12 183,129 76 2,039 0.04 （3）
38,599

1.15 143,903 142,415 42 1,446 0.03 1.03 39,226 34 593 0.09 1.60
17 207,542 204,983 45 2,514 0.02 1.23 167,050 165,077 18 1,955 0.01 1.18 40,492 39,906 27 559 0.07 1.45（6）

219,516 （1）
185,049

22 223,557 43 3,998 0．02 （5）
34,467

1.81 188,420 24 3,347 0.01 1.79 35,137 19 651 0.05（11）
233,405

1.91
25 238,337 152 4,780 0.06 ‐ （11）

35,121

2.07 202,385 198,284 126 3,975 0.06 2.03 35,952 26 805 0.07 2．31（8）
234,076 （3）

202,439

26 239,015 115 4,824 0.05 （5）

31,637

2.07 206j566 91 4,036 0.04 2.00 32,449 24 788 0.07 2,50（4）

244,755
27 250,179 108 5,316 0.04 ④

33,311

2.17 216,008 211,444 59 4,505 0.03 2.11 34ｹ171 49 811 0.14 2.52（5）
242,11928 247,787 48 5,620 0.02 ‐ （5）

34,168

2.29 212,800 207,951 35 4,814 0.02 2.28 34,987 13 806 0.04 2.34（6）

240,19729 245,878 56 5,625 0.02 （6）
32,873

2.31 212,050 207,324 49 4,677 0.02 2.23 33,828注 １
２
３

7令状年表に

羅霧蕊X菖二恵三黄（ ）内は
平成29年は

948 0．02 2.82



〆=､、 へ
、

第20表勾留請求と勾留状の発付等

画5塁"年,零噸?,121m,22, 25~"年)-簡裁･地裁
裁

裁判所

趣

吟

柵
一
函

総 数
簡

地請求

(A)

裁発付 却下

(B)

取下げ

(C) ％

Ｂ
一
Ａ

Ｃ＋
Ａ
％

Ｂ
請求

(D)･

発付 却下

(E)

取下げ

(F)

Ｅ
－
，
％

－
，
％

Ｆ＋Ｅ

％

請求

(G)

年次次 発付 却下

(H)

取下げ

(I)

Ｈ
一
Ｇ
％

｜
Ｇ
％

Ｉ＋Ｈ

(5,2羽
92,362 （789）

47,554
昭和55年 93,291 899 30 (4,50國

44,808

0．96 1.00 47,789 219 16 0.46 0.499 45,502 680 14 1.49(5,692）
103,3“

1.53
（723）
52,154

60 103,753 388 21 (4,9師
51,190

0.37 0.39 52,275 108 13 0.21 O.233 51,478 280 8 0.54(3,826）
76,525

0.56

（534）
42,614

平成2年 76,914 378 11 (3,292）
33,911

0.49 0.51 42,700 76 10 0.18 0.200 34j214 302 1 0,88(4,076）
90;664

0.89

（435）
47,092

7 90,977 287 26 (3,6鋤
43,572

0.32 0.34 47,168 66 10 0.14 0.16 43,809 221 16 0．50(5,58訂
122,354

0．54
（561）
62,427

12 122,916 549１
画
。
Ｉ

13 (5,0期
59,927

0.45 0.46 62,533 94 12 0.15 0.17 60,383 455 1 0.75(5,199）
151,720

0.76
一

（517）
78,548

17 152,445 711 14 (4,68の
73,172

0.47 0.48 78,690 133 9 0.17 0.18 73,755 578 5 0.78(3,281）
121,634

0.79
（330）
75,445

22 123,289 1,648 7 (2,951）
46,189

1.34 1.34 75,833 384 4 0.51 0.51 47’456 1,264 3 2.66(2,694）
1131475

2.67

（212）

70,207

25 115,790 2,308 7 (2,482）

43,268

1.99 2.00 70,762 550 5 0.78 0.78 45,028 1j758 2 3.90 3.91(2,665）
112,193 （166）

69,887

26 115,332 3,127 12 (2,499）
42,306

2も71 2.72 70,761 863 11 1.22 1.24 44,571 2,264 1 5.08(3,12師
111,979

5.08
（201）
69,538

27 115,888 3,891 18 3.36 (2,927）
42,441

3.37 70,604 1,053 13 1.49 1.51 45,284 2,838(2,忍副
106,995

5 6．27 -6.28
（142）
65,222

28 l11j391 4,394 2 3.94 (2,3Z"
41,773

3.95 66,592 1,369 1 2．06 2.06 44,799 3,025 1 6.75(2,530）
101,993

6.75
（151）
62,035

29 107,267 5,268 6 4.91 (2,訂可
39,958

4.92 63,591 1,551 5 244 2.45 43,676注 3，717１
２
３

令状年表に

嬢蕊露天薑二悪二哀（ ）内は
平成29年

1 8.51 8.51



栄釈人員及びそ‘
、刀番可置医 ハハー－－0Q一 ．

’（

（

人員の割合

ｳｮ許可され
騨出令垂苛些

Z虚'q全

－21－

裁
判
B

子

区劣

新受人員

(A)

その年ヰ
に勾留状
が発付さ
れた人員

(B)

その年ヰ
に保釈か
請求され

た人員

(C)

その年中に
保釈が許可
された人員

終局前(D) 終局後⑧

勾留率

Ｂ
一
Ａ

％

保 釈
請求率

Ｃ
ｌ
Ｂ

％

保釈率

Ｄ
－
Ｂ

％

保 萩
許可率

｜
Ｃ

Ｅ＋
．
，

％

昭和55年

60

115,911

115,899

57,683

61,693

39,598

.29,301

19,150

14,224

ｂ 1,716

859

49.8

53.2

68.6

47.5

33.2

23.1

52.7

51.5
●

平成･2年

7

79,850

84,028

43,922

50,850

20》814

17,501

11,008

8,958

640

374

55.0

60.5

47.4

34.4

25.1

17.6

56.0

53.312

17

109,728

130,221

67,906

82,798

18,292
●

- 19,539

8,831

10,396

■ 凸
282

310

61.9

63.6

26.9

■

23.6

13.0

12.6

49.8

54.8
■

22

25

98,551

81,613

65,125

.55,169

20,809

19,985

11,741

11,390

477

659

66.1

67.6

32.0

36.2

18.0

20.6

58.7

60.326

27

81,470

83,387

54,670

55,440

21,544

22,812

12,683
〆

14,233

693

802

67.1

66.5

39.4

41.1

23.2

25.7

62.1

65.928

29

78,891

75,511

51,279

48,586

23,918

23,294

15,018

15,230

.1,127

1,360.

65.0

64.3

46.6

47.9

29.3

31.3

67.5

71.2昭和55年

60

26,923

24,958

13,248

12,996

4,830

3,237

2,422

1,657
●

49

46

49.2

52.1

36.5.

24.9

18.3

12.8

51.2

52.6.

鮪

平成2年

7

、 16,087

14,884

9,067

8,947

2,148

1,623

1,292

899

18

10．

56.4

60.1

23.7

18.1

14.2

10.0

61．0

56.012

17

15,587

18,491

9,621

11,246

1,282

1,345

722

759

ー

5

61.7

60.8

13.3

12.0

7.5

6.7

56.3

56.8

P 与

22

25

12,164

■ 9,842

8,210

6,107

1,257

1,284

． 661

720

3

12

67.5

62.1

15.3

21.0

8.1

11.8

52.8

57.026

27

8,694

7,821

5,482

4,859

1,276

1,379

703

716

4

10

63.1

62.1

23.3

28.4

12.8

14.7

・ 55．4

52.6I I
L

28

=』 29

6,991

6,681

4,034

3,826

1,295

1,233

682

678

10

24

57.7

57.3

32.1

32.2

16.9

17.7

53.4

56.9昭和55年

｜ I
｜ I

60

88,988
●

.、 90,941

44,435

48,697

34,768

26,064

16,728

12,567

1,667

813

49.9

53.5

78.2

53.5

37.6

‘ 25．8

52.9

51.3

櫛h地| ’
平成2年

|～I
7

63,763

69,144

34,855

41,903

18,666

15,878

9,716

8,059

622

364

54.7

60.6

53.6.

37.9

27b9

19.2

55.4

53.0

｜ ’
12

｜ ’
17

94,141
①

111,730

58,285

71,552

17,010

18,194

8,109

9,637

282

305

61.9

●

64.0

29.2

25.4

13.9

13.5

Ｔ
ｍ

49.3

54.6

p冒竪華I I
22

|燕’
25

86,387

､71,771

56,915

49,062

19,552

18,701

11,080

10,670

474

647

65.9

68.4

34.4

38.1

19.5

21.7

59.1

60.5

｜ I
26

27

72,776.

、 75,566

49,188

50,581

20,268

21,433

11,980

13,517

689

792

67.6

66.9

41.2

42.4

24.4

26.7

62.5

66.828

29

71,900

68,830

47,245

44,760

22,623

22,061

14,336

14,552

1,117

1,336

65.7

65.0

47.9

49.3

30.3

32.5

68.3

72.0



－－

一

誕表準抗告事件の処理状況 （平成20年~29年）－ 一地裁
銅
一
区

裁判 所
一

区分
地 裁

原裁判又は原処分
の取消し・変更の
あったもの

新受人員

事項璽 , l年次璽 ， l年次

平成20年 4,706 1,005

迦
一
躯

6,461 1,355

7,172 1,327

23 7,608 1,371

24 9,016刑既法

429条
1,577

〆

〃
〃
″
Ｄ
ｑ
Ｅ
、
、

25 9,438 1,512

26 9,570
-

10,323

1,775

27
2,018

28 10,868
-一

11,166

2,115（

29
2,205

平成20年 88 11
一

7
21 114

犯
一
鋼

87
Ⅱ■■■■■■■■■■

154

4

鉦
－
９24

刑翫法

430条
25 263 9

（
、

妬
一
‐
”

78
－

151

９
｜
巧

９
－
６110

(注） 牢認冒扇莚ﾗﾐ天頁蒜r輪弱革房藪厩蓮巍値で＆ る。

－22－



/=ざぐへ､
I

I

I

需23表 医療観察処遇事件における終局区分
区分区 ’

堅迦Z鯉9年）一地裁終局区分

入院・通院
(33条1項）
入院・通院

処遇終了・
通院期間延長
(54条又は55条）

(瀧鐵蟻鎮） 再入院等
(59条）終局 40条1項

（却下）
42条1項

51条1項処遇決定

中の入院
決定の割
合

(A/
(A+B
+C) )
（％）

56条1項 ’

61条1項
入 院 通 院 医療を

行わない

旨の決定

（3号）

(C) ,

人員
法42条
2項
(却下）

対象行為
を行って
いな･い

（1号）

心神喪失
者等では
な い

（2号)

入院継続
砿脇等

その他退院許可 医療終了 通院期間
延長決定
等

（1号）

医療終了 入 院|棄却
（2号）
(61条3項

:¥W|

処遇終了
(1号）

(A)

(2号）

(B) (1号） (2号） (3号） (2号） (1号） (3号）

総数
一

平成17年

17,724 3,006
－

49

596
－

19

麺
－
７

69.6
-

65.3

ｍ
一
・
１

唖
－
３

2
一

ー

9,687
-

ー

1,921
－

ー

392
－

ー

143 604
－

ー

67
－

ー

9
一

ー

4
ー

ー

80
－

520

釦
－
１

Ｉ
い
い
Ｉ 四

一
卯

935 250
－
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家庭裁判所の現状と課題
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第1 家裁の事件の概況

1 家事事件等の概況

平成29年の家事事件及び人事訴訟等事件の新受総件数は105万0，
189件であり， この10年間で約37%増となっている。このうち家事
審判事件は86万3， 886件（10年間で約45％増） ，家事調停事件
は13万9， 274件（10年間で約6％増）で，これらが全体の約96％
を占めている。家裁は， これまでも社会経済情勢の変化に対応し，事務処
理の態勢や方式を工夫,改善してきたが,家事事件手続法(以下｢家事法」
という。 ）の趣旨やその背景にある国民のニーズを踏まえて，事件の種別
を問わず，従来の運用を根本から見直していく必要がある。
（1）家事審判事件の概況

家事審判事件の約98％を占める別表第一審判事件の新受件数につい
ては，増加傾向が続いており，特に成年後見関係事件や相続関係事件の
増加が著しい。

他方，別表第二審判事件の新受件数については，近年増加傾向にあっ

たが，平成25年以降，緩やかな減少傾向にある。もっとも，子の監護
に関する処分事件は，おおむね増加傾向にある。
②家事謂停事件の概況

家事調停事件の新受件数は，平成19年から平成24年まではおおむ
ね増加傾向にあったが，平成25年以降，高止まり状態にあり，平成2
9年も高水準にある。

（3）人事訴訟事件の概況

人事訴訟事件の新受件数は，平成16年4月1日に家裁へ移管された

後,平成24年に最も多くなったが,平成25年以降は減少傾向にある。
側子の返還申立事件の概況

子の返還申立事件の新受件数は，平成26年（ただし，施行された

4月以降）は9件，平成27年は26件，平成28年は25件，平成
29年は12件であった。

2少年事件の概況

少年保護事件の新受人員は，平成14年以降減少しており，平成29年
は， 7万3， 353人（前年比約11％減。 10年間で約62％減） とな

っている｡この減少傾向は,少年人口の減少が－つの要因と考えられるが，
新受人員は，少年人口の減少割合以上に減少している。

事件種別で見ると，交通関係事件は一貫して減少しており，平成29年
は3万2， 626人（前年比約10％減）となった｡これは， 10年前と

比べると約55％減少したことになる。また，同様に一般事件も減少して
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おり，平成29年は4万0， 727人（前年比約11％減） となった。凶
悪犯（殺人，放火，強盗及び強制性交等）も，平成24年以降減少傾向に
あり，平成29年は395人（前年比約22％減） となった。
もつとも，個別の事件を見ると，社会的関心を集める重大事件や，資質
や家庭等の環境に根深い問題を抱えた少年の事件は少なくない。複雑多様
な事件について，適正な事件処理が求められているといえる。

第2

1

2家事事件関係

1 家事法の下における家事事件の処理に関し運用上検討すぺき事項
（1）家事法施行の意義

平成25年1月に施行された家事法は，家族をめぐる社会状況や国民

の法意識の変化を背景に， 当事者間の利害の対立が先鋭化し，解決困難
な紛争が増加しているという家事事件を取り巻く現状にふさわしい法的

紛争解決手続を実現しようとするものであり，家事事件の手続を現代社

会の要請に合致したものとするため， 当事者等の手続保障に資する規定

を拡充するなどし， また，手続をより利用しやすくするための制度を新
設するなどしている。

家事法の下における家事事件の処理に当たっては，法の規定を遵守す

ることは当然のことであるが，裁判官を始めとする各職員が，家事法が

制定された背景をしっかりと理解した上，家事法の趣旨に則った運用の
実現に努めることが求められている。

②家事法の下における家事鯛停の運営

家事法の施行は，家裁の紛争解決機能を強化するための重要な契機と

位置付けられるところであり，各家裁においては，家裁の主要な事件で
ある家事調停の運営改善に取り組んでいる。

今後も，各庁において，裁判官の効率的な調停関与やそのために必要

な関係職種の役割や連携の在り方を庁全体に定着させ， これを継続して

いくシステムをどのように構築し,維持していくかが課題と考えられる。
また，今まで積み重ねてきた総論的な議論を，具体的な事件の中でど

のように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくことも重
要であると思われる。

③家事法の運用上の諸問題

申立書の写しの送付，子の意思の把握・考慮，電話・テレビ会議調
停に代わる審判（別表第二に掲げる事項につき新設）等，家事事件の手

続に関し規定が新設されたものについては，それぞれ新設された趣旨等

を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられているところ
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である。

なお,家事事件に限らず,秘匿情報の適切な管理が課題とされており，
各家裁においては， これを実現するための職種間連携の在り方を含めた
検討や実践が進められている。

2後見関係事件及び財産管理人選任事件の運用見直し
（1）後見関係事件の運用見直しの現状

後見関係事件は，平成12年4月に現在の成年後見制度が始まって以
来増加の一途をたどっており，平成29年12月末日現在の管理継続中
の本人数は， 21万9， 517人に上っている（平成28年12月末日
時点は約21万3， 300人) jまた,政府が作成したｵﾚﾝジプﾗﾝ
によれば，我が国における認知症有病者数は平成37年には約了00万
人に上ると推計されており，成年後見制度の利用者数は，今後更に増加
することが見込まれる。このような状況から，国民の成年後見制度に対
する関心も高い状況にあり，近年，家裁においては，従前の制度運用が
ノーマライゼーション， 自己決定権の尊重身上保護の重視といった成
年後見制度の趣旨に沿ったものとなっているかという視点で検討を重ね
てきた。

とりわけ，後見等監督の在り方については，後見人の裁量を尊重する
という制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点について，現状
を客観的に検証した上で，実証的な視点を持って見直しが進められ，そ
の結果,後見人が家裁に報告する事項を必要かつ十分な範囲に絞り込み，
家裁が審査すべき事項を明確にするといった新たな監督手法が定着しつ
つある。今後は，成年後見制度の趣旨から在るべき後見監督の姿を検討
するという取組の理念を庁として継承していくことが課題である。
②外部機関との連携に向けた取組

平成28年5月， 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行
された。同法に基づいて設置された「成年後見制度利用促進委員会」に
おいて，政府が策定する「成年後見制度利用促進基本計画」について盛
り込むべき事項について議論が重ねられた｡その結果,平成29年1月，
市町村が主体となって，権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築と
その中核となる機関を設置することが望ましい旨が記載された成年後見
制度利用促進委員会の意見書が提出され，政府は，同意見書を踏まえ，
平成29年3月に基本計画を閣議決定し，平成29年度から，基本計画
に沿って制度の利用促進に関する取組が進められている。

制度の運用を担う裁判所としても，政府における取組を踏まえ，国民
にとって利用しやすい制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある。
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そのためには，後見等監督における運用の見直しに限らず，本入の生活

状況等を踏まえた的確な後見人の選任や，後見開始後の本人及び後見人

に対する継続的な支援といった点についても，制度の理念に沿った運用

の見直しを検討していくことが求められるが，そのような運用が実現す

るためには，裁判所内部における取組のみならず，利用者の身近なとこ

ろで福祉行政を担っている市町村等やこれを支援する都道府県の関与が

不可欠であり，また，市町村等が中核的役割を担うためにも,身上監護

や財産管理において専門的な知見を有する専門職団体との連携が重要で

ある。

この点については，平成29年5月に最高裁判所において後見関係事

件事務打合せを開催し，家庭局から，今後，市町村等が各地域において

中核機関の整備に向けて取組を進めていく中で家裁の取り組むべき課題

等について説明した。 11月から12月にかけて各高等裁判所において

開催された事務打合せでは，地方自治体の取組状況等に応じて，地方自

治体の取組を後押しするために様々な検討や工夫を行っている各庁の実

情が紹介され,家庭局からも,各家庭裁判所の取組を後押しするために，

各庁の工夫例等を取りまとめた書簡を発出した。

今後，成年後見制度の利用促進に向けた地方自治体の取組が加速する

ことも予想される中，家庭裁判所も地方自治体や専門職団体等の外部機

関と積極的に連携し，法が家庭裁判所に対して求めている役割を果たし

ていくことが求められるが， この問題は，対外重要課題として司法行政

の色彩が強いことから，事務局が事件部と一体となって庁全体で進めて

いく必要があり，今年度も，平成30年5月31日に最高裁判所におい

て後見関係事件事務打合せを開催する予定としている。

③不正防止に関する取組

後見人等による不正事案数や被害額については，平成29年1月から

12月までの1年間に報告された不正事案は294件，被害総額は約1

4億4，000万円で，前年と比べて減少したものの(平成28年1月か

ら12月までに報告された不正事案は502件,被害総額は約26億円)，

なお社会的に許容される水準とはいいがたい状況にある。

不正対応については，平成23年以来，各家裁において，不正対応時

の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組が進められており，一定の成果

を上げつつあるように思われるが，今後も引き続き不正対応の重要性等

について注意を喚起し，更なる不正被害を防止するために必要かつ合理

的な措置を迅速に講ずることの重要性を十分に認識した運用を徹底する

ことが必要である。
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また，後見制度支援信託については，平成24年2月から平成29年
12月末日までの間に， 2万1， 504件が契約締結に至っており，支
部・出張所における利用件数も徐々に伸びてきているが，いまだ活用が
低調な庁も見られ，今後の更なる活用が期待される。
さらに，成年後見制度利用促進基本計画の閣議決定を受けて，一部の
地域金融機関において，成年後見制度支援信託に並立・代替する預貯金
の取扱いが開始された。平成30年3月には関係府省と金融関係団体が
参加して開催された｢成年後見制度における預貯金管理に関する勉強会」
の成果が取りまとめられており，今後，更に同種の預貯金を取り扱う金
融機関が広がることも予想され， このような不正防止効果のある金融商
品も含めて，更なる利用拡大に向けた各家裁の取組が期待される。
側財産管理人選任事件の適正処理

相続財産管理人選任事件及び不在者財産管理人選任事件において，定
期的に財産状況を確認することの必要性や，特に相続財産管理人選任事
件において，管理終了に向けて計画的に清算手続を進めるため，管理人
に対する助言や働き掛けを行うことの重要性については，平成13年度
司法研究（司法研究報告書第55輯第1号「財産管理人選任等事件の実
務上の諸問題」参照）を始め，従来から繰り返し強調されてきたところ

である。また，財産管理上の問題を把握した後は，後見関係事件と同様

に，財産の流出を阻止する措置を迅速に講じることが求められている。
3人事訴訟事件の適正かつ迅速な審理

家裁に人事訴訟が移管されて14年が経過した。未済事件は，平成20
年以降，年々増加し，平成23年12月末時点で1万件を超える状態とな

っていたが，平成24年以降, 9, 700件前後で推移している。

また,既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり，平成29年の

平均審理期間は12． 5月であった。未済事件の平均審理期間も，平成2
4年は若干短縮したものの，平成25年以降は長期化傾向に戻っているこ

とからすると，平均審理期間の長期化の原因を長期未済事件の優先的な処
理に求めることは難しいと考えられる。

なお，地裁で処理していた当時（平成15年）よりも審理期間は約3．

2月長くなっている。また，財産分与の申立てがある離婚の訴えでは，争
点整理期間を中心に年々審理期間が長期化しており（平成20年は13．

0月，平成29年は16． 3月） ，長期化の現状についての把握及び原因
分析が重要であると指摘されている。さらに，財産分与の申立てがないも
のについても，審理期間が年々長期化していること （平成20年は9． 4

月，平成29年は11． 1月）を直視した上で，その原因分析及び対応策
5
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6

の検討が重要であると考えられる。

4国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の
運用

国際結婚が破綻した場合等において，子が国境を越えて不法に連れ去ら

れた際に，迅速に常居所地国に子を返還すること等を定めた「国際的な子

の奪取の民事上の側面に関する条約」 （以下「子奪取条約」という。）が，

平成26年4月1日， 日本について効力を生じ，その国内実施法（平成2

5年法律第48号）及び実施規則（平成25年最高裁判所規則第5号）も
同日，施行された。

子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する東京家裁及び大阪家裁並び

に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては，適切な運用の確

立に向けた取組がされている。なお，東京・大阪以外の家裁に係属する親

権者の指定若しくは変更又は子の監護に関まる処分についての審判事件及

びこれらの抗告事件においても，一定の場合には，上記実施法及び実施規

則の適用があるところであり， この点については留意が必要である。
5最近の立法の動向について

(近時成立した法律について）

（1）児童虐待対応に関する児童福祉法等の改正

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律

（平成29年法律第69号）が平成29年6月14日に成立し，平成3

0年4月2日に施行された。

この改正により，①児福法28条の審判事件において家裁が都道府県

に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面が拡大し，②保護者

の意思に反して2か月を超えて引き続き一時保護を行うとするときごと
に家裁の承認審判を必要とする制度が創設された。

②国際裁判管轄に関する規律等の整備

平成26年2月の法制審議会において諮問されていた人事訴訟事件及

び家事事件の国際裁判管轄に関する規律等の整備について，平成27年

10月に採択された要綱に沿った内容の人事訴訟法等の改正案が，第1

90回通常国会に提出され，継続審議となっていたところ，平成29年

9月の衆議院解散により廃案となったが，再度法案が第196回通常国

会に提出され，平成30年4月18日に成立した。この法律は,公布の

日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行される。

この法律の主な内容は，①人事訴訟法の一部を改正し，人事に関する

訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるとともに，
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②家事事件手続法の一部を改正して，家事事件について，その申立てに

係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定め，③民
事執行法の一部を改正して，外国裁判所の家事事件における裁判につい

ての執行判決を求める訴えについて，原則として家庭裁判所が管轄する
ことを定めるというものである。

(法案が提出されているものについて）

（3）相続法制の見直し

平成27年4月に法制審議会に相続に関する規律の見直しが諮問され，
調査審議が行われていたが，平成30年2月16日の法制審議会総会に

おいて要綱が採択され，法務大臣に答申された。これを受けて， 3月1
3日，改正法案が国会に提出された。

法案の主な内容は，①配偶者の居住権を保護するための方策②遺産

分割に関する見直し等（配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推

定規定や仮払い制度等の創設・要件明確化等) ，③遺言制度に関する見

直し（自筆証書遺言の方式緩和や自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
の創設等） ；④遺留分制度に関する見直し，⑤相続の効力等（権利及び

義務の承継等）に関する見直し，⑥相続人以外の者の貢献を考慮するた
めの方策である。

(4)成年年齢の引下げ

平成21年10月，法制審議会において，民法の成年年齢を18歳に

引き下げるのが相当である旨の答申がされたものの，その後も特段の法

制上の措置が講じられることはなかったが，公職選挙法の選挙権年齢

を20歳以上から18歳以上に引き下げることを主な内容とする公

職選挙法等の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布さ

れたことなどを受けて， 自民党は，平成27年9月，民法の成年年齢

について，できる限り速やかに20歳から18歳に引き下げる法制上の

措置を講じることなどを提言した。

このような動きを受けて，法務省は，平成30年3月13日，民法の

成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部改正法案を国会に提出した。

家事事件において，成年年齢が引き下げられた場合に影響が及ぶもの

としては，親権喪失事件，親権停止事件，管理権喪失事件，親権・管理

権辞任許可事件，未成年者を養子とする場合の養子縁組許可事件，離縁
後の未成年後見人選任事件,離縁後の親権者の指定事件，未成年後見人

選任事件，親権者の指定・変更事件などがある。また，養育費の支払終

期の定め方との関係で，養育費増減額等請求事件の増加も考えられる。
(5)成年被後見人等の権利制限（欠格事由）の見直し
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平成29年3月24日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計

画において， 「成年被後見人等の人権が尊重され,成年被後見人等である

ことを理由に不当に差別されないよう，今後，政府においては、成年被

後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え，

速やかに必要な見直しを行う」 とされたことを受け，平成30年3月1

3日，成年被後見人等の権利制限を定めた法律（188本）の欠格条項

を削除することなどを内容とする「成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が国会に
提出された。

伯）財産管理人選任事件の申立権を市町村長等に付与する特別措置法

土地の相続に関して協議が整わない，土地の価値が低いため相続した

くないなどの理由によって相続登記がされず，登記簿からでは土地の所

有者を確認できなかったり，あるいは，戸籍等で相続人を確定できたと

しても，相続が複数回生じているため極めて多数の相続人がいて，行政

機関等が公共事業のために用地を取得しようとしたり，農地の集約や林

地の管理等を行おうとしても，所有者の意向が確認できないためこれを

行うことができず，問題が生じているとの指摘が，近年数多くされてお

り，平成29年に入ってから，政府・与党は， この問題の解決に向けて

取組を加速させている状況にある。政府は，いわゆる「骨太の方針20

17」において，問題解決に向けた法案を次期通常国会に提出する方針

を打ち出し，これを受けて，政府は，平成30年3月9日， 「所有者不明

土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を提出した。

法案には，土地収用法の特例などとともに，民法の特例として，所有

者不明土地がある場合には不在者財産管理人及び相続財産管理人の選任
申立権を市町村長等に付与する内容も含まれている。

(法案の提出が検討されているものについて）

(7)戸籍制度の検討

平成29年9月19日に開催された法制審議会第179回会議におい

て,､戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る戸籍法の改正について諮

問され， これに基づき，平成29年10月から，法制審議会戸籍法部会

において，戸籍事務にマイナンバー制度を導入し，各種申請の際に戸籍

謄本の省略を可能とするようにするとともに，戸籍の記載事項の正確性

を担保するための規定の整備等，戸籍法制の見直しのための要綱の取り

まとめの検討がされている。この部会においては,家裁実務に影響のあ

る事項として，戸籍訂正制度の在り方等についても検討されている。

(劃特別養子編組制度の改正
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児童虐待の認知件数の増加等を受け，第190回通常国会では児童福

祉法等の一部を改正する法律が成立した。同法附則では,児童の福祉の

増進を図る観点から，特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検

討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされており，
これを踏まえ，厚生労働省では「児童虐待対応における司法関与及び特

別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」が設置され，同検

討会での議論の結果，養子となる者の年齢引上げ等の検討課題が示され

た。これを踏まえ，平成29年7月から，法務省を中心に「特別養子を

中心とした養子制度の在り方に関する研究会」が開始され，法律改正に

向けた議論が行われている。

(9)登記制度。土地所有権の在り方に関する研究会

前記のとおり，政府は，所有者不明土地問題の解決に向けた取組を加

速しており，平成29年10月から，登記制度・土地所有権の在り方に

関する研究会が始められた。この研究会では，物権法・登記法に関する

論点について幅広く取り上げられ，財産管理制度に関する規律について

も議論がされる見込みである。

側生殖補助医療に関する法整備

自民党は，平成25年11月から，生殖補助医療に関するプロジェク

トチームを立ち上げ,医療規制と親子関係法制の両面から検討してきた。

現在，医療規制を切り離し，親子関係法制のみを先行して法案提出する

ことが検討されている。

《1）共同養育支援議員連盟（旧親子断絶防止議員連盟）

平成23年民法改正においては，親権制度の見直しに併せて，民法7

66条に養育費や面会交流等が例示されたが，父母の離婚後等における

養育費及び面会交流の確保については,政治的にも注目が集まっており，

平成26年3月18日，超党派の「親子断絶防止議員連盟」が設立され

た。同議員連盟は，平成30年2月に「共同養育支援議員連盟」に名称

が変更され，父母の離婚等があっても親子としての継続的な関係を維

持・促進することが重要であるとの基本理念の下で，父母の努力義務や

国等の責務の立法化に向けた準備が行われている。

（

（

第3少年事件関係

1 少年審判の機能の更なる強化

再非行少年の割合は，依然として高い水準にあり，少年刑事司法全

体の再非行防止機能についてこれまで以上に厳しい目が向けられてい

る。平成26年12月の犯罪対策閣僚会議においては，再犯・再非行の防
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止が，国の重要な政策課題と位置付けられた。また，平成28年12月に

再犯の防止等の推進に関する法律が公布，施行されたことに伴い，少年院

等の執行機関においては，再犯防止等に関する施策の推進と多機関による

複合的な連携強化を図る取組が行われている。これらを踏まえると，決定
機関である家裁としても,各機関の動向を注視し,その取組の進捗状況に
ついて把握しておくほか，非行のメカニズムの分析や再非行危険性の的確

な評価に基づき少年にとってより適切な処遇を選択するとともに，処遇選

択に至るプロセスにおいて教育的機能を十分に発揮するなど，少年審判の
機能を更に充実・強化していく必要がある。

そして,家裁が決定機関としての役割を十分に果たすためには，家

裁調査官において，非行のメカニズムを分析して再非行危険性を的確

に評価し， これに基づく論理的で客観性の高い処遇意見を形成して，
これを踏まえて裁判官がより適切な処遇選択を行うようにしていく必
要がある。そのため，家裁調査官が行う社会調査について，裁判官と

も共通認識を持ちつつ，行動科学の最新の知見に基づく統一的な分析

枠組みを踏まえた客観的かつ実証的な調査の実現が求められている。

また，家裁には，適切な決定をすることのみならず，決定に至るプ

ロセスにおいて教育的機能を発揮することも求められている。これを

踏まえ，各庁においては，家裁調査官が個別面接の中で行う保護的措
置を含めて，少年が抱える特性や問題点に応じた保護的措置のプログ

ラムが偏りなく設けられているかについて検証し，必要に応じて見直
しを行うなどして，保護的措置の体系化を図るとともに，その標準化
や共有化を図る取組が進められている。

2手続全体における事務処理の在り方の検証。見直しの必要性

少年審判の機能を十分に発揮するためには，調査段階のみならず，家裁

送致から終局決定まで，更には，決定後を含む手続全体において事務処理

が適時適切に行われる必要があり，かかる観点から，手続全体における事

務処理の在り方について不断の検証，見直しが求められている。

とりわけ，再非行防止の観点からは，少年の非行性が深刻な段階に至っ

ていない在宅事件についても，少年審判の機能を十分に発揮することが必
要と考えられる｡

保護的措置の体系化は， このような観点から求められる改善策の一つで

あり，各家裁調査官が効果的な保護的措置を講じることを可能とするとと

もに，三職種が保護的措置の体系的な理解を共有して充実した審判運営を

行うための有効なツールであると考えられる。

また，決定書謄本を含む社会記録は，保護処分の執行機関において少年
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に対する処遇の方針及び計画を策定する上で重要な参考資料となるもので
あり，保護処分は決定があれば確定を待たずに執行に移行するため，事件
終局とほぼ同時に記録の引渡しができるように努め，仮に同時に引渡しが
できない場合には，遅くとも事件終局後1週間以内には，執行機関に到達
するよう送付する必要があることに留意しなければならない。決定書作成
の遅れ等により，終局決定から長期間経過した後に,決定書謄本を含む社
会記録を執行機関に送付するようなことがないよう，早期送付の意義を再
確認し，必要に応じて事務処理の在り方を見直していくことが求められて
いる。

3被害者の審判傍聴制度等の運用

被害者等の審判傍聴制度は，平成20年12月から施行されたが， これ
まで，運用において大きな問題は生じていない。これは，各職員が慎重に
運用に当たってきた結果であるといえる。特に傍聴対象事件については，
今後も引き続き，被害者等の心情に配慮しつつも審判の本質的機能である
教育的機能を十分に発揮するという法の趣旨に則った運用をするため，不
断の改善に取り組んでいく必要がある。

傍聴対象事件については万全の態勢を整えて対応する必要があるが，既
に各庁に配布されている平成22年度司法研究「少年審判の傍聴制度の運
用に関する研究」では，今後の課題として，対応の質を落とさずに態勢の
合理化を図っていく必要があること，傍聴を実施する審判を適切に運営す
るためには合議体によるべき場合が多いと考えられるが,一部の庁を除き，
合議体による審理が低調であるため，事案に応じて必要な場合には積極的
に合議体による審理（その前提としての回付を含む。 ）を行うようにする
必要があること，特に身柄事件は審理期間が限られており,事件受理後に
合議や回付の検討を始めるのでは遅きに失することがあるため，あらかじ
め， どのような場合に裁定合議決定や支部から本庁への回付をするかなど

について庁内で検討して申合せ等で決めておく必要があり，既にそのよう
な申合せをしている庁があることが指摘されている。

傍聴制度及び説明制度の創設等を主な内容とする平成20年改正少年法
の施行（平成20年12月15日）について平成29年の実施状況は，傍
聴につき，許可36件（73人） ，説明につき， 申出311件（実施30
1件）であった。

4裁量による国選付添人制度等の適切な運用

・裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等

を主な内容とする少年法の一部を改正する法律が，一部の規定を除き，平
成26年6月18日から施行された。
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改正少年法の下における裁量による国選付添人制度の運用については，
国選付添人の必要性判断を;立法の経緯や制度の趣旨を十分に踏まえて適
切に行うとともに，選任過誤や選任遅滞を防止するため，普段から各庁の
実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり，職種間の連携を強化したりす
ることが極めて重要と考えられる。

5最近の立法作業の動向について

（1）付添人の閲覧に関する措置等（少年審判規則の改正）
少年審判規則の一部を改正する規則が，平成28年10月7日に公布
され，同年12月1日に施行された。

この改正は，少年審判手続の適正化を図るため，少年審判規則7条に

ついて，付添人による保護事件の記録等の閲覧に関する措置等の制度の

創設のほか，平成28年6月3日に公布された刑事訴訟法等の一部を改
正する法律の一部施行に伴い，観護の措置が勾留とみなされる場合の教
示に関する規定の整備等を行ったものである。

このうち，特に記録等の閲覧に関する事務について，付添人による迅

速な閲覧の機会を確保しつつ，適正な審判を実現するという改正の趣旨
を踏まえた適切な運用を確保するためには，裁判所内部において，運用

上の課題を踏まえて今後の運用の在り方を継続的に検討していくほか,

関係機関との間でも緊密な連携を図っていくことが必要となることから，
平成28年度少年実務研究会や平成29年度少年専門研究会（少年特別

研究会）等における家庭局説明や各種の事務連絡等を通じて，改正の趣

旨及び内容のほか，関係機関との連携を含む運用上の留意点等を各裁判
所に周知するなどしている。

今後も, ,各庁において適切な運用が行われるよう，各種研究会等の機

会を通じて運用上の留意点等について情報提供等をしていく予定である。
(2)少年法適用対象年齢の引下げに関する議論

少年法適用年齢を含む若年者に対する刑事法制の在り方全般について

検討するため，平成27年11月から平成28年7月にかけて，法務省
の「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」においてヒアリ

ングが行われ，同年12月，勉強会の内容を取りまとめた報告書が公表

された。同報告書には，年齢引下げについて示された意見の概要ととも

に，引き下げられた場合の若年者に対する刑事政策的措置が記載されて

いる。この検討結果も踏まえ，平成29年2月9日に開催された法制審

議会総会において，少年法における「少年」の年齢を18歳未満とする
こと並びに非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための

刑事の実体法及び手続法の整備の在り方並びに関連事項について諮問が
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されるとともに，少年法・刑事法（少年年齢・犯罪者処遇関係）部会の
設置が決定され，同年3月から，同部会において，諮問事項に関する審
議が行われている。

諮問事項については,第4回（同年6月29日）の会議において論点
が確定され，同会議及び第5回（同年7月27日）の会議で各論点につ

いての意見交換がされた後,第5回会議において,審議の進め方につき，
少年法適用対象年齢の引下げを議論する前提として，犯罪者に対する処
遇の議論を進めること， この議論に当たり，分科会を設けてそこで検討
すべき課題を整理し，その結果を適宜部会で審議することが決められ，
現在，三つの分科会において議論が行われている。第6回（同年12月
19日）及び第7回（平成30年4月26日）の会議で各分科会の中間
報告がされたが，再び分科会での議論がされている。その中で，起訴猶

予となった若年成人について，更生のための新たな処分を家裁の審判に
より行う制度を設けることも議論されているd

少年法適用対象年齢の引下げについては，少年事件の処理や家裁調査
官制度はもちろん，裁判所全体に与える影響が極めて大きい問題である
ため，今後の動向を注視していく必要がある。

なお，平成28年6月19日から施行された公職選挙法等の一部を改
正する法律（第2の5(4)参照）の附則には，選挙犯罪等についての少

年法の特例として，家庭裁判所は， 当分の間， 18歳以上20歳未満

の者による選挙犯罪等のうち連座制に係る事件について，その罪質
が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には，少年
法20条1項の決定（検察官送致決定）をしなければならない旨が定

められるなどしている。これらの規律に関する運用の在り方は，個別の

事案に応じて判断されるべき事項であるが，その立法趣旨を十分に踏ま
えることが求められる6

また，前記の公職選挙法の一部改正により，満18歳以上の者が投票

できることとなったため，家庭裁判所に係属中の少年についても，対象
となる少年の選挙権の行使に支障が生じないように取り扱われる必要が

ある。補導委託中の少年に関しては，家庭裁判所としても，補導委託先
に対し，必要な情報提供や注意喚起を行っておく必要があるものと考え

られ， これに関して，平成28年6月29日付け家庭局第一課長事務連

絡「補導委託中の少年の選挙権の行使に対する配慮について」を発出し
ている。

（

（

戸

第4 家裁鯛査官関係
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1家裁調査官の中核的な役割・機能
（1）検討の必要性

家裁調査官は,これまで,時々の事件状況や家裁の態勢に応じて,様々
な事務を担ってきた。しかし，近年，社会情勢の変化や相次ぐ法改正を
受けて，家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中で，
家裁の機能をより充実させるために，家裁調査官にどのような役割．機
能を担わせることが合理的かつ効果的かを改めて検討することが求めら
れている。家裁調査官の活用については，その中核的な役割・機能を明
らかにした上で，各庁の事件動向，事務処理態勢等の実情を踏まえて検
討する必要があると考えられる。

②家裁鯛査官の中核的な役割・機能

家裁調査官に関しては，家裁に設置された趣旨とその職務の法的根拠
から，その職務の根幹は，行動科学の知見及びそれに基づく面接技法等
を基盤として，事実の調査と調整を行うことにあるといえる。具体的に
は，家裁調査官には，法的視点からだけでは適切な判断や解決方針を示
せない場合に,行動科学の専門的知見をいかして,必要な事実を収集し，
収集した事実を的確に分析・評価して客観的で科学的な裏付けを伴った
将来予測を含む意見を提出したり （ 「行動科学の知見等に基づく事実の
調査」 ） ，そのような分析,評価の結果に基づいて当事者，少年等に対
する働き掛けや関係機関との調整を行う （ 「行動科学の知見等に基づく
調整」 ） といったことが要請されている。これを踏まえて，家裁調査官
の中核的な役割･機能は｢行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整」
であると整理されている。

2今後の課題

家裁の機能をより充実していくためには，裁判官をリーダーとするチー
ムとして関係職種がそれぞれの役割・機能を発揮しつつ，協働していくこ
とが重要である。そのためには，家裁調査官が行動科学の知見を活用して
家庭事件の処理にいかに貢献できるかという観点から，その職務の具体的
な内容について，まずは家裁調査官の中でよく考え，それを基に，裁判官
等の関係職種と踏み込んだ議論や検討を継続的に行うことを通じ，家裁調
査官の役割・機能についての共通認識を形成するとともに，役割．機能を
発揮することが求められる分野（事件）において質の高い事務を確実に行
う態勢を整えることが肝要と考えられる。

（

声
ｔ

第5家裁の裁判官の役割

家裁の裁判官には，個々の事件を適切に処理することはもとより，書記
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官のほか，家裁特有の家裁調査官，調停委員，参与員等の多様な職種に対
するリーダーシップを発揮してこれらを統括し，組織としての家裁の運営
にも積極的に関与する役割が求められる。すなわち，裁判官は， まず何よ
りも，個々の事件の処理において主体的に各職種をリードする姿勢で取り
組むことが必要であり，そのためには，事件の内容や特色を早期に的確に
把握して審理方針と見通しを立てるという他の裁判所の裁判官と変わらな・
い役割が求められることはいうまでもない。書記官に対しては，進行管理
上の留意点や法的調査の在り方等について適切な指示を与えるとともに，
家裁調査官に対しても，的確に調査の要点を伝え，調査の進行中も常にそ
の動向に配意し， 中間的な口頭報告を求めるばかりでなく主体的にケース
カンファレンスを求めていくことなどが必要と考えられる。
さらに,家事調停事件においては,裁判官が実質的かつ効果的に関与す
ることが必要であり，例えば,調停委員の指定や調停期日の指定について
も意を用いるほか，解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き
掛けを行うために，評議を積極的に行ったり，必要に応じて調停期日への
立会いを行ったりするなど，調停委員任せにすることなく，手続の主宰者
として調停運営を中心となって進めていくことが重要である。
また，裁判官には，個々の事件処理の面にとどまらず，司法行政的な側
面でも，庁としての事件処理態勢の整備改善や関係機関との連携の強化に
主体的に取り組み， さらに，人間関係の面でも，信頼関係を築き連携を円
滑に行えるよう組織の一体化を図っていくことも求められる。例えば，新
規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築，事件処理要領の改定，事件の
類型に応じた細則策定の要否の検討，手続選別（インテーク）基準の見直
し，長期未済事件の処理方針の策定，少年や保護者に対する保護的措置の
在り方など，各種事件処理の在り方に対する各職種の共通認識を深めるた
め，他の職種を交えた検討を主導することなどが求められる。また，対外
的にも，福祉機関，捜査機関執行機関などの関係機関との協議会の運営
などにも中心となって積極的に関与することが望まれる。

以上

《

〈
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労働審判事件取扱支部の拡大について

○従前労働審判事件の取扱いは，全国の地裁本庁のほか，東京地
裁立川支部と福岡地裁小倉支部のみ

○日弁連から労働審判事件の取扱支部の拡大等について提案を受け，
平成26年10月より，最高裁と日弁連との間で，全国的な見地か
ら具体的な意見交換

○最高裁において，予想される労働審判事件数や，本庁に移動する
ための所要時間等の利便性を基本としつつ，事務処理態勢，労働審
判事件の運用状況及び労働審判員の安定的な確保を含めた地域的事
情を総合的に勘案しながら検討

（

①静岡地裁浜松支部，②長野地裁松本支部，③広島地裁福u
においても，平成29年4月より労働審判事件の取扱いを開始

③広島地裁福山○ 支部

旦
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征剛の取扱支部
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福岡地裁小倉支部

東京地裁立川支部

福岡地裁小倉支部

☆静岡地裁浜松支部

☆長野地裁松本支部

☆広島地裁福山支部



〔班別討議①開始前配布〕

【平成30年度支部長研究会】

【平成80年度管理者研究会（組織運営）】

｢共同研究」設題シート
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〔班別討議②開始時配布〕

【平成30年度支部長研究会】

【平成30年度管理者研究会（組織運営） 】

｢共同研究」設題シート：その2
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〔班別討議③開始時配布〕

【平成SO年度支部長研究会】

【平成30年度管理者研究会（組織運営）】

｢共同研究」設題シート：その3
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〔討議開始前配布1～4班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（組織運営） 】

【平成SO年度

【平成S0年度

｢共同研究」事例シート
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〔討議開始時配布1～4班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（組織運営） 】
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〔討議開始前配布5～16班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（組織運営）】

【平成30年度

【平成30年度

｢共同研究」事例シート
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〔討議開始時配布5～16班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（組織運営）】
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｢共同研究」事例シート：その2
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【平成30年度支部長研究会】

【平成30年度管理者研究会（組織運営)】

(研修中配布）

振り返りシート ～全体討議，帰庁後の実践に向けて～

○以下の事項について,共同研究を振り返って,気付いたことなどを記入してください。

1討議を通じて,どのようなことに気付きを得ましたか。

2帰庁後,どのようなことが実践できる(どのようなことを実践したい)と考えますか。

※「いつ,誰に対し,何を,どのようにするか｣を,できる限り具体的に考えて,記載してください。


